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巻　頭　言

龍谷大学里山学研究センター　センター長

牛尾　洋也

　2018年は、新年早々から年末まで異常気象と災害に多く見舞われた年だった。

　１月には首都圏でまとまった降雪があり、２月には北陸西部で記録的大雪となる一方で、３
月中旬以降は各地で気温の高い日が続き、桜の開花が１週間ほど早まり、７月中下旬には日本
歴代最高を更新する猛暑が列島各地を襲った。
　また、梅雨期間は短く、降水量も例年の６割程度と少なめであったが、他方で、７月初めに
は平成最悪の豪雨被害といわれた「西日本豪雨」があり、７月末には、本州の東側上陸した異
例の逆走「台風12号」が通過し、９月初めには「台風21号」による猛烈な高潮と高波で関西国
際空港は機能停止に陥いり、９月末には「台風24号」が再び直撃するなど、太平洋上では例年
より多い29個の台風が発生した。
　他方、６月中旬には最大震度６弱の「大阪北部地震」が発生し、９月初めには最大震度７の

「北海道胆振東部地震」により国内で初めての大規模停電（ブラックアウト）が発生した1。
　今日、こうした日常と化しつつある気候・気象の変動や災害に、私たちは、あまりに鈍感に
なっているのではないだろうか。

　ところで、『小さな地球の大きな世界』2という本が、2009年のコペンハーゲンでのCOP15の
失敗を契機に、地球環境問題をより広く、多くの分野や一般の人々の問題として共有すること
が不可欠であるという認識に基づいて、2012年に出版された。
　「世界は新しい物語を求めている。それは、自然と地球全体を賢く守るための創意工夫や核
心的価値、人道主義によって、人類がこの美しい地球上で繁栄する希望ある物語である。」（序
文）とする本書は、人間からの圧力を地球が甘受することができた「大きな地球の小さな世
界」の時代はすでに終わり、環境への圧力がほとんど飽和点に達した地球の「プラネタリー・
バウンダリー」の枠組みの中でいかに人類が繁栄するのかという「小さな地球の大きな世界」
を、美しい写真とともに描き、そのためのアプローチを示すものである。
　このような「プラネタリー・バウンダリー」の枠組みの中では、「一国の持続可能でない
成長は他国の成長への脅威」となり、「地球レベルの解決策が必要である。」という認識から、

「地球の持続可能性のためのガバナンスのあり方を根本的に変革する」必要性が認識され、「回
復力があり、正しく機能する地球システムを求める権利を各個人がもつことを国際的に認める
など、新しい法規制や規範、価値観が必要」とされるようになった（164-165頁）。
　その線上には、既に、貧困や環境汚染に持続可能な方法で立ち向かう戦略として「アジェン
ダ21」（1992年）の採択があり、貧困と飢餓の撲滅への国際的取り組み強化において大きな役
割を果たした「ミレニアム開発目標（MDGs）」があったが、現在、「地球が安定した状態で安



全に機能する空間内での開発という考え方に基づいた新しいパラダイム」である「SDGs」は、
統合的な枠組みとして、人類社会の「最終的な取り組み」ともいえる野心的目標を設定してい
る（165頁）。
　そして何より大切なこととして、「責任ある所有者がいないために管理が行き届かないこれ
までのグローバル・コモンズという考え方はもはや存在」せず、「地方レベルでの自然環境の
保護を強化し、自然景観の多様性を保全し、個人や地域社会などによる地方の取組みを強化す
るように主張」（173頁）している。

　私たち里山学研究センターでは、この５年間の取組みとして琵琶湖水域圏の保全のあり方を
研究し、そのなかで、本年度は、「SDGsと里山モデル　〜持続可能社会に向けて〜」というシ
ンポジウムを開催した。
　こうした、地域における具体的課題への取組みが、「大きな世界の新しい物語」の第一歩と
なることを期待している。　

──────────
１　「ウェザーニュース」電子版〔2018/12/07〕https://weathernews.jp/s/topics/201811/260125/〔2019

年３月１日閲覧〕。
２　J.ロックストローム/M.クルム著『小さな地球の大きな世界』（丸善出版　2018）
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シンポジウム「SDGsと里山モデル　〜持続可能社会に向けて〜」

プログラム

　シンポジウム	 ピアザ淡海　ピアザホール

総合司会　	 宮浦富保（龍谷大学理工学部･教授　里山学研究センター・副センター長）

12：30-13：00	 受付/ポスターセッション開始
	 第〇部

ポスターセッション
「里山にかかわる多様な研究・取組みのポスター展示」

13：00-14：20	 第一部
主催者挨拶
　牛尾洋也（龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・センター長）

講演Ⅰ
「SDGsと地域社会の挑戦」
	 野田真里（茨城大学人文社会科学部社会科学領域・准教授）

「持続可能社会の里山モデル」
	 丸山徳次（龍谷大学・名誉教授　里山学研究センター・研究フェロー）

14：20-14：35	 休憩

14：35-15：45	 第二部
講演Ⅱ
　「里山の生態系サービス：その歴史変遷と将来」
	 湯本貴和（京都大学霊長類研究所・所長　社会生態研究部門生体保全分野・教授）

　「順応的な環境ガバナンスのあり方を求めて」
	 宮内泰介（北海道大学大学院文学研究科・教授）

15：45-16：15	 第三部
ポスターセッション

「里山にかかわる多様な研究・取組みのポスター展示」

16：15-17：15	 第四部
パネルディスカッション
　「持続可能社会への指針を求めて」
　コーディネーター：
	 田中　滋（龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・研究員）
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　パネリスト：
	 野田真里（茨城大学人文社会科学部社会科学領域・准教授）

	 丸山徳次（龍谷大学・名誉教授　里山学研究センター・研究フェロー）

	 湯本貴和（京都大学霊長類研究所・所長　社会生態研究部門生体保全分野・教授）

	 宮内泰介（北海道大学大学院文学研究科・教授）

閉会挨拶
	 村澤真保呂（龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・副センター長）
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シンポジウム「SDGsと里山モデル　〜持続可能社会に向けて〜」

シンポジウム

2018年度里山学研究センターシンポジウム

挨　拶

龍谷大学里山学研究センター　センター長
牛尾　洋也

　里山学研究センターの牛尾です。
　本日は、大変、気持ちのいい早春の趣きの中、ご多忙中にもかかわらず、多数の皆様のご参
加いただき、ここ、琵琶湖のほとりで、本シンポジウムを開催できますことを、心より感謝申
し上げたいと思います。
　開催にあたりまして、主催者を代表し、一言、シンポジウムの趣旨をお話し、ご挨拶に替え
たいと思います。
　　今年度のシンポジウムのテーマは、「SDGsと里山モデル　〜持続可能社会に向けて〜」と
なっております。詳細は、ご講演に譲りますが、２点のみ、触れておきたいと思います。
　第１点目は、Sustainable、Sustainability　持続可能性という概念についてです。
　「SDGs」とは、ご存知の通り、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の
略称ですが、持続可能性はその中心概念であり、現在の流れは、1987年の国連のブルントラン
ト委員会報告に由来しています。しかし、その語源は、今から約300年前の1713年、ドイツの
カルロビッツという森林実業家が、ドイツの中世以来の、森林の計画的な保護と造林技術の蓄
積を踏まえて、森林資源の「Nachhaltig」すなわち「持続可能な」利用を説いた論文に遡りま
す。ちなみに、その対概念は、「Nachlässig」、すなわち方向性のない無頓着さであります。
　本シンポジウムでは、いかに「持続可能な社会」を模索するかを巡り、議論がなされるもの
と思います。
　第２点目は、SDGs（持続可能な開発目標）と里山学とのつながりについてです。2015年に
国連で採択されたSDGsは、貧困の軽減や民主的ガバナンス、気候変動や災害、経済的不平等
などの多分野にまたがる、グローバルな17の目標を掲げています。
　国連は、既に、1992年に、貧困や環境汚染に立ち向かう戦略として「アジェンダ21」を採択
し、さらに、2000年には、極度の貧困と飢餓の撲滅などの目標を掲げた、「ミレニアム開発目
標（MDGs）」を採択するなどの取組みを行ってきました。
　しかし、他方で、2009年のコペンハーゲンでのCOP15（第15回気候変動枠組条約締約国会
議）は失敗に終わり、環境分野では、大きな挫折がありました。
　そうしたなかで2012年に、『小さな地球の大きな世界』という本が出版されました。
　その概要は以下のようです。すなわち、人間からの圧力を地球が甘受することができた「大
きな地球の小さな世界」の時代はすでに終わり、環境への圧力がほとんど飽和点に達した地球
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の「プラネタリー・バウンダリー」の枠組みの中で、自然と地球全体を賢く守るための創意工
夫や核心的価値、人道主義によって、人類がこの美しい地球上で繁栄する希望ある、新しい物
語を世界が求めている。そして、こうした枠組みの中では、「一国の持続可能でない成長は他
国の成長への脅威」となり、地球レベルの解決策として、地球の持続可能性のためのガバナン
スのあり方を根本的に変革する必要があり、そのための権利を各個人がもつことを国際的に認
めるなど、新しい法規制や規範、価値観が必要となる新しいパラダイムが求められるというこ
とです。
　そして、重要なこととして、そのアプローチにおいては、責任者のいないこれまでの「グ
ローバル・コモンズ」という考え方ではなく、地方レベルで、自然環境の保護を強化し、自然
景観の多様性を保全するなど、「個人や地域社会などによる地方の取組み」を強化するように
主張していることです。つまり、認識と実践の責任主体は、個人と地域社会にあるということ
です。
　そして本書は、SDGsにも大きな影響を与え、先の統合的な17の目標に結びついています。
　そこで、里山学とのつながりです。私たち里山学研究センターは、その前身である里山学
オープンリサーチセンターの開設以来15年になりますが、本センターの創設メンバーであり、
本日の講演者の一人である丸山は、2007年に出版した『里山学のすすめ』という本のなかで既
に次のように述べています。すなわち、「里山学とは、何よりもまず、環境問題の解決に寄与
する知の努力の一環であり、持続可能な社会の実現を目指す実践の試み」であり、里山維持の
伝統的な技法と作法を解明し、専門家と市民や行政が連携・協働する実践のなかで、持続可能
社会を追及することを提唱しています。
　認識と実践の責任主体を自らの課題としてきた私たち里山学研究センターにとって、本シン
ポジウムのテーマは、まさに時宜にかなったものではないかと考えるところです。

　ただいまから、SDGsをめぐり、地域社会や里山モデル、里山の歴史や機能、環境ガバナン
スなど幅広い議論が行われますが、本日のシンポジウムは、私たち自身が責任主体であり、連
携と協働の実践の場として位置づけているということをお話ししまして、ご挨拶に替えたいと
思います。

　本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
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講演Ⅰ

SDGsと地域社会の挑戦

茨城大学人文社会科学部准教授・龍谷大学社会科学研究所客員研究員
野田　真里

はじめに
　2015年の国連総会において、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のためのアジェン
ダ2030」（以下、「2030アジェンダ」）が採択された。全世界が取り組むグローバルな開発目
標、SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）もこれに含まれる（図）。
SDGs開始年の2016年にG7伊勢志摩サミットが開催され、日本でもSDGsへの取り組みの機運
が高まってきた。政府の指令塔として首相を本部長とし、全閣僚を構成員とする「SDGs推進
本部」が設置、マルチステークホルダーによる「SDGs円卓会議」も設けられた。SDGs推進本
部のもとに、「SDGs実施指針」、「SDGsアクションプラン」等が策定され、また、「ジャパン
SDGsアワード」等が制定されるなど、着実に取り組みは広がりつつある。
　「SDGsアクションプラン2019」においては、「誰一人取り残さない」SDGsの実現にむけ
て、人間の安全保障（human security)１の理念にもとづき次の３本柱でSDGsを展開するとし
ている。第１の柱は、「SDGsとSociety 5.0」であり、中小企業のSDGs取り組み強化や科学技
術イノベーション（STI）がその中心となる。第２の柱は、「SDGsと地域」であり、地方創生
や強靭（resilient）かつ環境に優しい循環型社会の実現がその中心となる。そして第３の柱は

「SDGsの担い手育成」であり、次世代・女性のエンパワーメントや教育・保健分野の取り組み
がその中心となる。このようにSDGsは地域社会でも注目を集めているが、他方、SDGsとその
出発点である持続可能な開発（sustainable development）への理解、そしてSDGの地域社会へ
の展開には課題も多いように見受けられる。
　以上の背景を踏まえ、本稿では、SDGs
のモットーである「誰一人取り残さない」

（Leave no one behind） の 実 現 に む け て、
地方創生とSDGsにかかる、SDGsの地域展
開（localization of SDGs, Yi et al 2017）と
その挑戦、そして国際社会にむけてのイン
プリケーションについて、国際開発／開発
学の議論を踏まえつつ、地元の智慧や文化
に根ざしたSDGsとして、「SDGs・持続可能
な開発と仏教」への展望もふまえて、明ら
かにする。
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１．社会変革にむけた一体的目標としてのSDGs：「つまみ食い」を乗り越えて
　そもそも、SDGsは何を目指しているのであろうか。近年、SDGsがひろく知られるようにな
るにつれ「一人歩き」している感もある。あらためて確認しておくが、SDGsは2015年の国連
総会において採択された、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」

（Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development）の一部であることを
今一度確認しておきたい。その目指すところはタイトルから明らかなとおり、「我々の世界を
変革する」つまり、社会変革である。SDGsの中でも重要課題といえるのが、目標１に掲げら
れている、貧困撲滅である。これは「2030年アジェンダ」前文の冒頭に「極端な貧困を含む、
あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規模の課題」（United Nations, 2015）
と明記されている。
　もう一つ、SDGsの経済・社会・環境にかかわる17目標と169のターゲットは、相互に連関
しており密接不可分である。「2030アジェンダ」第55パラグラフには「持続可能な開発目標

（SDGs）とターゲットは、各国の置かれたそれぞれの現状、能力、発展段階、政策や優先課題
を踏まえつつ、一体のもので分割できないものである」（ibid）と明記されている。
　しかしながら、今日のSDGsの展開を見た場合、こうした社会変革やこれに向けた目標間の
相互連関といった視点を、ややもすると欠く事案が見受けられる。すなわち、SDGsの特定の
目標にのみ焦点を当てて、従来型の政策や活動と結びつける「SDGsのつまみ食い」ともいえ
る状況が生じているのではないか、という懸念である。問題提起的に例示すれば、従来型の縦
割りに個々の目標を当てはめる、自己の政策や活動に目標を当てはめて免罪符的に「正当化」
する、「誰一人取り残さない」という理念とはかけ離れたビジネスチャンスとしてSDGsを利用
する、そして、特定の分野や目標（例えば環境）にのみに焦点を当てて、最大の眼目である社
会変革に留意しない等々である。いずれにせよ、これらは「2030アジェンダ」の本来の思想や
あり方にかんがみ、乗り越えていくべきものと考えられる。

２．「持続可能な開発」の本質：何が持続可能か？
　では、なぜこのような「SDGsのつまみ食い」問題が生じるのか。その端緒は、「持続可能な
開発」概念に対する理解の問題にあるようにも思われる。そもそも持続可能な開発において、

「何が」持続可能なのであろうか。これは、原文のsustainable developmentより、開発が持続
可能であることは自明といえる。問われているのは開発の持続可能性、開発の在り方である。
国際社会の文脈において、持続可能性（sustainability）の議論の嚆矢は、1987年の国連「環境
と開発に関する世界委員会」（WCED、通称ブルントラント委員会）の報告書‘Our common
future’とするのが一般的である。そこでは、持続可能な開発は「将来の世代の欲求を満たし
つつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」と定義されている。つまり、世代をこえた
開発が本質である点に十分留意するべきである。
　持続可能な開発の概念は、このブルントラント報告、そして1992年に開催された「国連環境
開発会議」（UNCED、通称地球サミット）の‘Agenda21’を機に、国際社会や我が国におい
て人口に膾炙するようになった。と同時に、持続可能な開発を起源とする、持続可能性につい
てもしばしば言及されるようになったのは周知の事実である。しかしながら、我が国の文脈に
おいては、これが「持続可能」という形容詞に注目があつまり、持続可能な開発の本質が換骨
奪胎されるケースも見受けられる。
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　例えば、「持続可能な街づくり」と称される場合、その中身は「省エネ・環境重視型の都市」、
「スマートシティ」が表象される場合が少なくない。これはいわば、SDGsの環境・エネルギー
と都市分野の「つまみ食い」との疑念が生じる。環境にやさしい街づくりが実現しても、そこ
に貧困や格差が存在し、マイノリティが抑圧され、次世代の子どもたちへの教育や開発資源
がおざなりにされ、「取り残される」人々が存在するならば、それは本来の持続可能な開発や
SDGsの思想から見て、本当に妥当といえるのか、検討が必要であろう。

３．国際開発/開発学とSDGsの地域展開：文化の視点をふまえて
　本節と次節では、国際開発/国際学とSDGsの地域展開にかかり、文化の視点をふまえて論
じる。とくに日本社会に深く根付いている仏教とSDGs・持続可能な開発にむけて考察しよう。
筆者は長年、「仏教と開発」について、アジア諸国でのフィールドワーク等を踏まえて研究を
進めてきた（参考文献に抜粋）。ここではこうした研究の要点を踏まえつつ、今後の「SDGs・
持続可能な開発と仏教」研究を展望する議論を展開しよう。
　後に検討する通り、「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実現においては、トップダウン
だけでなく、ボトムアップによる開発が重要であり、SDGsの地域展開（localization of SDGs）
がその鍵になる。これにかかり、開発におけるそれぞれのコンテクストにおうじた社会や文化
の在り方が改めてとわれることとなる。さらに、より普遍的には、SDGs・持続可能な開発の
思想と仏教には親和性が見て取れる。
　では、そもそも開発とは何であろうか。開発/発展（development）の定義は様々であるが、
ここでは国際開発/開発学でみられる代表的な理論を検討してみよう。まず、歴史的事実とし
て産業革命以降、人類社会は目覚ましい経済成長を遂げ、人々の生計向上に寄与した。SDGs
に先立つミレニアム開発目標（Millenium Development Goals: MDGs 2000-2015）では、世界
の絶対的貧困の大幅削減に成功したが、これは新興国の経済成長が寄与するところが大きい。
本来、経済成長は個人の収入を増加させ、貧困を削減し、教育レベルや健康状態の改善に結び
つくべきものである。しかしながら、他方で、経済成長はつねにこのような人間の福祉の向上
に寄与してきたとは限らず、むしろ貧困等の社会問題や環境問題等の社会問題を生んできた負
の側面も否定できない。
　世界銀行は1990年版の『世界開発報告』で「貧困」を特集している。この報告の中で世界銀
行は、従来型の経済中心の開発が、必ずしも途上国の人々の生活改善や貧困撲滅に役立たな
かったことを以下の通り明確に認めている。

　　　過去30年間にわたり途上国は著しい経済発展を遂げてきた。このことは、所得と消費
の上昇トレンドにもっとも明瞭に見ることができる。すなわち、1965-1985年の間に開発
途上国世界における一人当たり消費はほぼ70%増加した。…こうした進展があっただけに、
開発途上世界の10億以上の人々が貧困の下にあるという事実は驚くべきことであり、恥ず
べきことである（World Bank 1990：p.1）。

　こうした経済成長・経済開発中心の開発の在り方の反省から生まれてきたのが、人間開発
（human development）である。1990年より、パキスタンの経済学者マブウル・ハク（Mahbub
ul Haq）のチームが主導して、国連開発計画（UNDP）より『人間開発報告書』が刊行されて
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きた。人間開発においては「人々はまさに国家の宝」（UNDP 1990）なのであり、「人間が自
らの意思に基づいて自分の人生の選択と機会の幅を拡大させること」を重視する。「開発の目
的とは、すべての人々がその潜在能力（capability）を開花させ、現在および次世代の機会を
拡大させる環境を創造することである」（ibid)2。

４．「SDGs・持続可能な開発と仏教」への展望
　これを踏まえて、仏教の視点から、SDGs・持続可能な開発について考察してみよう。そも
そも開発とは、仏教用語である開

かいほつ

発に由来する。仏教、特に大乗仏教においては生あるものす
べてに潜在能力としての仏

ぶっしょう

性が備わっており、これが開花することが仏
ぶっしょうかいほつ

性開発と考えられる。
「仏性とはこの地球社会や宇宙を司る相互依存の法則（縁起の法）という自然・人・社会の本
来の在り方に目覚め、生あるものすべてに慈しみをもち、あらゆる苦から解き放れて生きて
いく能力であり、本来の人間性・自然性といってもよいであろう」（西川・野田　2001：p18）。
これにかんがみ仏教的開

かいほつ

発は次のように定義できる、すなわち「我々の社会や個人が、その本
来の在り方や生き方に目覚め、自然および他の社会や個人との共生のために、苦からの解放を
めざして、智慧と慈悲をもって自らの潜在能力を開花させ、人間性を発現していく、物心両面
における内発的な発展」である（同書、p.19）。こうした仏教にもとづく開発思想は、先に検
討したcapabilityにもとづく人間開発や、経済・社会・環境の調和を目指す、SDGs・持続可能
な開発と思想的に共通するといえる。
　次に、SDGs・持続可能な開発のモットーである「誰一人取り残さない」について、仏教的
観点から見てみよう。浄土三部経のひとつ、『観無量寿経』には「観経文（摂益文）」として次
の偈文が記されている。

　　光明遍照
　　十方世界
　　念仏衆生
　　摂取不捨

　龍谷大学学長、入澤崇教授によれば、この「不捨」つまり「誰一人捨てない」にこそ、「仏
教のこころ」が示されており、またSDGsの「誰一人取り残さない」理念と共鳴するものであ
り、「仏教SDGs」への取り組みを提唱している3。
　また、熱心な仏教徒として知られる文豪、宮沢賢治は『農民芸術概論綱要』において、次の
ように述べている。

　　おれたちはみな農民である　ずゐぶん忙がしく仕事もつらい
　　もっと明るく生き生きと生活をする道を見付けたい
　　世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない
　　自我の意識は個人から集団社会、宇宙と次第に進化する
　　この方向は古い聖者の踏みまた教へた道ではないか
　　新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある
　　正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである
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　　われらは世界のまことの幸福を索ねよう　求道すでに道である

　筆者はもとより文学を専門とするものではないが、国際開発／開発学の観点からは、ここ
にはSDGs・持続可能な開発へのインプリケーションとして次の重要な思想がみてとれる。第
１に、農民（人々）が「明るく生き生きと生活する」ため、生計向上つまり開発のためには、

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」すなわち、「誰一人取り残さ
ない」ことが肝要であるということである。そして、第２に「自我の意識は個人から集団社会、
宇宙と次第に進化する」つまり、ボトムアップによる変革すなわち、個人の自己変革にはじま
り、地域社会や国家といった社会変革をつうじて我々の世界の変革ひいては宇宙の変革へと昇
華するという思想である4。

５．SDGsの地域展開が直面する課題：ボトムアップによる「誰一人取り残さない」包摂的な社会
とガバナンス

　では、SDGsの地域展開を通じた、ボトムアップによる「誰一人取り残さない」包摂的な社
会にむけて、どのような課題があり、また、どのように乗り越えていくことが必要であろうか。
SDGsの17目標は相互関連しており一体のものであることはすでにみた。SDGsの17目標や169
ターゲットは、国際社会全体の合意のもと、「誰一人取り残さない」世界にむけての変革とい
う壮大な目標（moon shot）に対して、それぞれが相互関連（inter-linkage）しており、逆算

（back cast）して設定されている。この17目標の整理や関連づけについては諸説あるが、ここ
では包摂的な社会とガバナンスに関する目標16の役割・位置づけに注目したい。

目標16：「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのア
クセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築す
る」

　この目標16は、パートナーシップについて掲げた目標17とともに、目標１から15とはやや性
格を異にする。目標16の包摂的な社会とガバナンスはすべての目標に関連するとともに、その
土台となるものであるからである。
　これにかかり今日のグローバル社会の諸課題に取り組むうえで、2030アジェンダ・SDGsは
次の４つのチャレンジに直面していると分析されよう。第１に、2030アジェンダ・SDGsが取
り組むべき課題・問題はグローバル、リージョナルに国境をこえている。しかし、その対策・
取り組みはそれぞれの国が第一義的な役割を負うとされており、ここにギャップが生じている。
実際の様々な課題や脅威は国家の枠組みをこえており、これに対して「誰一人取り残さない」
ためには、人間一人ひとりに焦点を当てた、人間の安全保障への取り組みが必要になる。
　第２に、SDGsはミレニアム開発目標（MDGs）とことなり、もはや途上国支援だけの問題
ではない。日本での取り組みも同時に必要であり、開発協力と国内政策のリンクが不可欠であ
る。例えば、国内における少子高齢化にともなう限界集落や労働力不足の問題と、外国人労働
者・技能実習生が直面する社会的排除や貧困の問題は密接不可分である。言い換えれば、グ
ローバルな課題とローカルな課題はいまや直接結びついている5。日本は先進国であるととも
に、これから世界とくにアジア諸国が直面する課題を先取りした「課題先進国」でもある。ま
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た、地域社会はこうしたグローバル＋ローカルな課題とその解決に向けたSDGs・持続可能な
開発のフロンティアであり、そのインプリケーションは日本のみならず世界にとって重要であ
る。
　第３に、持続可能な開発は多層的・重層的である。「誰一人取り残さない」開発のためには、
トップダウンの一元的なガバナンスには限界があり、ボトムアップによる多元的ガバナンスと
組み合わせていく必要がある。この点、自然資源管理や環境社会学における「順応的ガバナ
ンス」の知見についても着目していく必要がある（宮内　2013）。これにかんがみ、里山とは、
人間が長期にわたって手を入れ利用してきた「文化としての自然」（牛尾・鈴木　2012:p４）、
つまり開発によって変化した自然、開発とともにある自然である。順応的ガバナンス、里山モ
デルとSDGsや持続可能な開発の関係については、今後の研究が必要となろう。
　第４に、持続可能な開発は多角的である。SDGsの達成は開発協力（援助・支援）だけでは
困難である。実際に日本からアジア諸国への開発資金の流れをみても、開発協力よりも貿易や
投資の額のほうが総じて大きく、さらに外国人労働者や移民等による送金、多国籍企業等によ
る資金移転も開発に大きく寄与しており、これらを総合的にみていく必要がある。

おわりに
　以上みてきたように、SDGsの眼目は「我々の世界を変革する」すなわち社会変革であり、
その目指すところの「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実現にむけては、SDGsの17目標
すべての相互関連に留意し、目標の「つまみ食い」を乗り越える必要がある。また、SDGs・
持続可能な開発において、持続可能となるのは開発、つまり経済・社会・環境の調和のとれた
人々の持続的な生計向上であり、その最大の課題はあらゆる貧困の撲滅である。「持続可能」
という形容詞にのみ注意を払い、何が持続可能なのか、という本質を忘れてはならない。今日
の国際開発／開発学の議論においては、経済成長至上主義・経済開発至上主義やトップダウン
による開発はもはや主流とは言えず、潜在能力の開花に力点をおいた人間開発や、地域社会や
足元からのボトムアップによる開発の重要性が認識されている。
　ボトムアップによる持続可能な開発を進めるうえでは、それぞれの地域のコンテクストにお
うじて社会や文化に十分留意する必要があり、アジアや日本においては、仏教文化に注目する
ことも重要である。「SDGs・持続可能な開発と仏教」は、ローカルな文脈だけでなくより普遍
的な思想への親和性や開発の在り方、世界の在り方をも展望するものである。「仏

ぶっしょうかいほつ

性開発」つ
まり潜在的能力の開花という仏教的開

かいほつ

発の思想や、「誰一人取り残さない」「摂取不捨」の念仏
の思想、そして宮澤賢治の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
といった思想はこうしたSDGs・持続可能な開発とは親和性が高く、今後の研究課題として重
要である。
　ボトムアップによる「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実現にさいし、SDGの地域展開
が重要となると同時に、様々な挑戦に直面している。日本は「課題先進国」として、世界とく
にアジア諸国に対してのモデルケースとなっている。SDGsはこれらの挑戦にたいしてグロー
バル＋ローカルな視点による乗り越えが求められており、地域社会はその最前線である。
　最後に「我々の世界を変革する」ことが「2030アジェンダ」そしてSDGsの眼目である。地
域が変われば日本が変わり、そして世界が変わる。地域社会の変革のためには、二つのパート
ナーシップが重要である。第１に地域内における行政、企業、市民社会そして大学等によるマ
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ルチステークホルダーのパートナーシップである。そして第２に地域間の地域を超えたパート
ナーシップである。SDGsの先進例といわれる滋賀県と筆者がSDGsの地域展開にかかわってい
る三重県、茨城県とは関連性も多い。滋賀県と三重県とは隣県であり、茨城県とは湖の生態系
を有し、大都市圏に近い等の共通点がある。地域社会がSDGsのフロンティアとなり、「ないも
のねだりよりあるものさがし」の精神で地域の中の資源をみつけ、「地域から地球へ、私たち
から子どもたちへ」と持続可能な開発を展開していくことが重要であろう。
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執筆したものである。ご招待をいただいた、龍谷大学里山学研究センターのセンター長・牛尾洋也教
授、副センター長・澤村真保呂教授および関係各位に心から感謝申し上げる。また、本シンポジウム
でのご講演やパネルディスカッション等をつうじて多大な知的刺激と学びをいただいた、登壇者の丸
山徳次名誉教授（龍谷大学）、湯本貴和教授（京都大学）、宮内泰介教授（北海道大学）、そして座長の
労をお取りいただいた田中滋教授（龍谷大学）および参加者・関係各位に心から御礼申し上げる。

──────────
１　人間の安全保障とは、国家による安全保障（state security）と相互補完的な概念である。日本国憲

法前文にある平和的生存権の「恐怖と欠乏からの自由」の思想が強く反映されている。人間の安全保
障は『人間開発報告書1994年版』で初めて提起され、のち、緒方貞子とアマルティア・センが共同議
長を務めた国連のCommission on Human Security（2000）において結実した。人間一人ひとりに焦点
を当てて「保護とエンパワメント」をおこなう点が特徴的であり、「2030アジェンダ」の「誰一人取り
残さない」考え方と共通する。「2030アジェンダ」には人間の安全保障という概念それ自体は直接言及
されていないものの、その思想は随所に反映されている。

２　この人間開発の思想的背景には、インドの経済学者、アマルティア・セン（Amartia Sen）の
capability論がある。今日の国際開発/開発学をリードする人間開発の議論の基礎をつくった２名の経
済学者、M. ハクとA. センがともにアジア人であることは興味深い。

３　「これ（SDGs─引用者）は龍谷大学が率先しておこなうべきと私は判断しています。SDGsの理念は、
「No one will be left behind」、つまり「誰ひとり取り残さない」というものです。浄土真宗では「摂
取不捨」という言葉が大切にされています。４月からの学生手帳に冒頭の言葉として私は「不捨」（捨
てない）を掲げることとしました。誰一人捨てないという「仏のこころ」、誰一人取り残さないという

「SDGsの理念」を重ね合わせたい気持ちからです。産業界や行政と力を合わせ、龍谷大学ならではの
切り口で、仏教SDGsに取り組んでいきたいと思っています」（入澤、2019）。

４　なお、「持続可能」については、伊勢神宮の「常
とこわか

若」思想との親和性がみられる。詳細は別の機会に
譲りたい。

５　例えば、筆者の地元、茨城県は農業生産高全国第２位、東京の大田青果市場のシェア１位であるが、
もはや外国人労働者なしには成り立たないのが実態といえる。
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講演Ⅰ

持続可能社会の里山モデル

龍谷大学名誉教授・里山学研究センター研究フェロー
丸山　徳次

〔はじめに〕　哲学者がなぜ「里山学」を提唱するのか？
　明後日は３月11日である。８年たってまた3.11フクシマを迎える。この機会に、われわれは
今日どのような文明を生きているのかを、改めて考えたい。そして、今日の文明を考えるとき、
学問・科学のあり方と、われわれの生き方とが、そこに深く関わってくることを、考えたい。
　哲学には２つの起源がある。１つは、紀元前６世紀古代ギリシアのイオニア地方に起こっ
た「自然哲学」である。最初の哲学者はタレスだとされている。タレスは「万物の根元は水で
ある」と言った。やがて４元として地水火風（空気）が挙げられ、ついには不可分割体（アト
ム）にまで議論が進展した。神話的な物語を脱して、世界（宇宙）の根元・原理・秩序を合理
的・普遍的に説明しようした点において、哲学の起源は同時に科学の起源だった。
　しかし、哲学には第２の起源があった。それはソクラテスである。彼は、philosophiaという
言葉を自らの知の営みとして日常的に用いた最初の哲学者である。philosophiaは、「知恵の愛
求」を意味する。すなわち、「善く生きる」ということが何を意味するのかを、われわれは知
らない。その無知を知り、自覚することによって、つまり「無知の知」によって、人間は「善
く生きる」ことを問い求めて生きることができる。哲学とは、「善く生きる」ということが本
当には何を意味するのかを、対話的に探求する知の努力である。死すべき存在者としての人間
が、己の命と知の有限性の自覚にたって「善く生きる」ことを他者と共に探求する哲学の中心
には、それゆえ、倫理的な問いかけがあった。
　ソクラテス－プラトン─アリストテレスは、人類史に稀に見る師弟関係だが、ここでは、ア
リストテレスが「善く生きる」ための家政術（oikonomike）と、貨幣が貨幣を産み出し、無
限の欲望に引き込む貨殖術（chrematistike）とを厳しく区別したことに、注目しておきたい。
目的と手段が転倒して際限なく貨幣が自己目的化する貨殖術を、アリストテレスは「不自然
だ」として批判したのである。economyもecologyもいずれもoikos（家・住処）に由来する言
葉だが、近代における経済（学）思考は、家政術と貨殖術との区別を忘却し、限りなく貨殖術
へと一面化させられていった。
　ここで最も重要な点は、西洋において、〈哲学〉と〈科学〉とが絶えず緊張関係にあったの
だが、近代においては、その緊張関係が解消され、諸科学が専門分化・自律化した、というこ
とである。「里山学」こそは、〈哲学〉と〈科学〉とのこの失われた緊張関係を取り戻し、自然
と人間との関わりの問題と、「善く生きる」ということの意味の探求との関係を、改めて問題
にしようとするものである。
　ソクラテス的には、「善く生きる」ということは、「正しく生きる」ということと「幸福に生
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きる」という両方の意味を含んでいたが、今日、様々な場面で語られるwell-beingは、「福利」
とか「福祉」とか訳されるが、まさに「善く生きる」ということを意味していると見るべきで
ある。公正な持続可能社会の基盤は、人間のこの「善く生きる」ということである。

１．SDGs提起の背景：「地球の限界」＝「人新世」の時代
　SDGsが議論され提起された背景には、地球が限界に達しつつある、という警告がある。ス
トックホルム・レジリエンス・センター所長J・ロックストローム他『小さな地球の大きな世
界Big World, Small Planet』（2015年、邦訳：丸善出版）によれば、地球という惑星には９つ
の限界線（プラネタリー・バウンダリー）がある。①気候変動、②成層圏オゾン層の破壊、③
生物多様性の損失率、④化学物質汚染、⑤海洋酸性化、⑥淡水の消費、⑦土地利用の変化、⑧
窒素およびリンによる汚染、⑨大気汚染・エアロゾル負荷がそれであり、この内 ①④⑦⑧の
限界線はすでに超えられているという。
　現在の地球の地質年代「完新世（Holocene）」は、約12000年前から現代に至る地質年代を
表し、最終氷期が終わり、人類が農耕を開始し、現代までの文明を築いてきた地球の時代であ
る。この完新世は、地球環境が例外的に極めて安定している時代であり、何も異変がなければ、
あと５万年は続くだろうと見られている。ところが、９つの限界線を超えると「完新世」の安
定状態が崩壊し、現代の文明状態は維持できないだろう、と言われる。
　オゾン層破壊研究によってノーベル化学賞を受賞した大気化学者パウル・クルッツェンが、
この「非常事態」を直視して、2000年、「人新世（Anthropocene）」という新しい地質年代を
表す言葉を提唱した。人間は今や地球環境を決定的な仕方で変えてしまい、地層に新たな痕跡
を留めるような地質学的な力を持ってしまった。「人新世」は、産業革命から始まるという見
方と、原爆実験と戦後「大加速時代」（1950年代）をもって始まるという見方がある。大量の
プラスチックやコンクリートの廃棄、莫大なエネルギー消費や森林破壊による二酸化炭素の増
加と気候変動、核物質の放出などに注目すれば、1950年代以後というのが当然視される。
　さらに2005年、クルッツェンの論考「成層圏への硫黄注入によるアルベド強化」によって気
候工学の研究が開始された。気候工学の内、特に「成層圏エアロゾル注入」によって、太陽入
射光の反射率（アルベド）を高め、全球的な気温上昇を抑える技術の開発研究が推進されつつ
ある。ここには、「気候の非常事態」というレトリックのもとで、地球という「自然」を人為
によって完全に支配し、コントロールできるし、そうすべきだ、という発想（思想）がある。
究極の技術主義だ。
　それゆえ、われわれは今、〈自然と人為（人工）〉の問題を改めて問い、〈自然〉の技術的操
作・操作的管理が何を意味し、それを本当になすべきことなのかを問わなければならない。そ
の背後には、時間と不確実性の問題、そして人間の有限性の問題がある。

２．「里山」への問いかけ＝「里山」からの問いかけ
　「里山」こそは、人の手が加わった自然である。「里山」は、生態学的には、「人為攪乱によ
る二次的自然」と規定され、SATOYAMAイニシアティブは「社会生態学的生産ランドスケー
プ（socio-ecological Production Landscapes）」として捉えている。私自身は、「人の手が入っ
た自然」（操作的定義）および「文化としての自然」（「里山学」のトポス）と規定してきた。
この場合、「人の手」の手とは「技法と作法」のことである。近代以前の技術を無視しないた
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めに「技法」と言い、近代的法律以外をも指示するために「作法」と言いたい。また、「里山
的自然」という言葉で、広く「人の手が入った自然」を意味することとする。それゆえ、里
海・里湖・里川等々も里山的自然である。
　「里山」は、「原生自然wilderness」の対比概念であり、「都市的利用」の対比概念（「里山的
利用」）、「二次的自然」および「雑木林」の価値転換概念である。（戦後、林野庁は落葉広葉樹
主体の「雑木林」を「ざつぼくりん」と読んで、その無価値さを強調した。）
　「里山」への問いが決定的に重要になってくるのは、人が自然に手を入れ、手を加え、干渉
し、自然を改変し、利用し、「攪乱」することが、「自然の破壊」ではなくて、自然を豊かにす
る可能性がある、という認識である。この認識は、特に守山弘『自然を守るとはどういうこと
か』（農文協、1988年）および田端英雄編『里山の自然』（保育社、1997年）に由来する。ここ
での「里山」は、現代の「環境意識」を前提とし生態学的研究を基盤とした「里山」であり、
エコロジー的危機のなかで捉えられた「里山」である。単純に歴史的伝統のなかの「里山」で
はなく、「〈課題〉としての里山」「〈理念〉としての里山」である。
　京阪奈丘陵の学研都市開発反対に関わった田端英雄は、里山を里山林・田んぼ・畦・ため
池・用水路・茅場（草地）などが〈セット〉になった農耕環境・農業景観として捉えた。「里
山林とそれに隣接する農業環境がセットになっていないと、里山の生きものが健全に生活でき
ない」、「里山の林を残すだけでは、複数の環境を利用する里山の動物の多くが生き残れない」
というのが、田端の認識である。後年、田端はさらに〈林業的自然〉と〈農業的自然〉との統
合的複合として「里山」を規定した。2000年代以降、環境省は「里地里山」という複合語を使
うようになった。
　歴史的伝統（室町時代まで遡る）における「里山」は、役人言葉だったと思われるが、「奥
山」との対比の必要性から出たものだ。空間的・資源利用的領域を区別する必要性が生みだし
た言葉だ。農民層に利用権を保章する、農民層に管理義務を付与する、支配者層が資源確保す
る等々、その必要性は時代と地域によって異なった。（農民たちは「後山」「割木山」「刈敷山」

「塩木山」等々、地域に応じて多様な言葉を用いた。）いずれにせよ「里山」は、アクセス容易
な、利便性の高い森林・林野・山林・原野を指し示した。村里（居住空間）から近いという利
便性の故に、里山は絶えず「開発の最前線」でもあり、特に江戸時代末期から明治にかけて徹
底的に収奪され、はげ山化が進んだ。戦直後は、疲弊した里山に休養を与え、未利用の奥地林
を開発することが一大方針となり、やがて徹底した「拡大造林」が推し進められたと思った
ら、放置されたまま今や不健全な「森林大国」（量的回復≠質的豊かさ）となった。政治の失
敗だ。「過剰利用」ではなく「過少利用」こそが問題だ、という認識の転換が起こってきたの
は、1990年前後頃である。
　ではいったい「里山」の何が持続的だったのか？ 　少なくとも、水田農耕システムとそ
こに適応した生物たち（生物多様性）が存続してきた、ということは言えるだろう。しかし、

「里山」という言葉がわれわれを惹きつける魅力はそれだけに尽きない。単なるノスタルジー
だけではないその魅力とは何なのか？

３．「里山学」と持続可能社会の追求
　私は「里山学」を次のように規定してきた。「環境問題の解決に寄与する知の努力の一環で
あり、持続可能社会の実現を目指す実践の試み」「人間が自然とともに生きてきた過去を振り
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かえり、将来にわたって、人間が人間らしく生きることと、自然の豊かさとが、どのようにす
れば相関しうるのか、その可能性を探求する学問」。
　「環境問題の解決に寄与し、持続可能な社会を追求する一環として、〈里山的自然〉とは何か
を明らかにし、里山維持の伝統的な技法と作法を解明してそれを現在に生かすヒントを探求す
るとともに、現在と将来にわたって里山的自然を保全していくために諸科学（自然科学、社
会科学、人文科学）が協同し、専門家と市民や行政が連携・協働する実践学」（丸山「今なぜ

〈里山学〉か」、丸山徳次・宮浦富保『里山学のすすめ』昭和堂、2007年）
　「里山学」提唱の背景には、2001年に始まった龍谷大学瀬田キャンパス隣接「龍谷の森」の
保全運動がある（丸山「「森のある大学」をつくる〈物語〉」丸山徳次・宮浦富保編『里山学の
まなざし』昭和堂、2009年）。龍谷大学では、2003年に「里山学」講義が開始され、教職員と
市民が連携する「龍谷の森」里山保全の会が設立され、2004年、里山学・地域共生学ORCが
開設され、それが現在の里山学研究センターにつながっている。また、2004年に４大学（龍谷、
金沢、九州、京都女子）で始まった大学間里山交流会は、今年19大学へと拡大して開催された。
そこには、大学「学校林」の可能性や諸学校法人のSDGsと相互協働の可能性が秘められてい
る。

４．里山モデルと持続可能社会
　里山モデルとは、〈理念としての「里山」〉、〈課題としての「里山」〉を表示し、考察・討議・
探求の焦点を表している。その焦点は、鍵になる言葉だけを列記すれば、以下の通りである。
　①　利用による保全（自然保全＝生物多様性保全＝生命世界の保全）：利用と保全との調和

／ wise use
　②　多様性：生物多様性／利用（生業）の多様性／土地利用の多様性／景観（生態系複合）

の多様性／モザイク状／ゾーニング：「多様である」「つながっている」ことの意味を考え
る基盤／多様な価値

　③　自然適応的・順応的（合自然的）技術（ex. 霞堤、萌芽更新薪炭林施業）
　④　再生可能資源：持続可能性の基盤／〈生産＝再生産〉：生命世界としての自然
　⑤　有限性の自覚：資源の有限性・人知の有限性・命の有限性 ⇒〈物質循環〉の重要性
　⑥　日常性：貴重種保護・貴重文化遺産保護ではない／〈生業〉〈副生業〉		日常生活／安心

安全・減災的防災／アメニティ／平凡な地域資源の価値再発見・再創出
　⑦　関係性：里山は実体ではない、人と自然・人と人の関係性の動的平衡／〈変容性・変貌

性〉の管理／ 関係性の再生保全　
　⑧　風土性：地域ごとの固有性・個性〔抽象的・形式的モデル提起の不可能性〕／順応的管

理・順応的ガバナンスの必要性／場所性⇔「ふるさと喪失」損害補償（福島）
　⑨　コモンズ：地域自立性（自律性）・協働性／食料・水・燃料の可能な限りの自給
　以上の９項目は、次の方向に対抗するものである。すなわち、「里山モデル」とは、経済成
長至上主義、大量生産消費廃棄主義、テクノロジー至上主義、自然離反主義（都市化至上主義）、
私的所有権至上主義、一極集中・中央集権至上主義、現世主義、に対する対抗概念であり、批
判概念である。
　ここで、持続可能性sustainabilityの起源が、18世紀初期のドイツ林学における「ナッハハル
ティヒカイトNachhaltigkeit」にあることを指摘しておきたい。300年の歴史をもつドイツ林学
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こそは、「持続可能性」概念の源泉であり、同時に持続可能性をめぐる成功と失敗の諸経験の
最も豊かな蓄積である。明治初期以来の日本の林学・林業が決定的な影響を受けたのもまたド
イツ林学からであったが、日本の林学ではNachhaltigkeitは「保続（性）」と訳され、初めて国
有林の経営方針を示した明治24年の「施業案編成心得」で「保続原則」に立った森林経営が謳
われて以来、戦後の森林法や国有林野経営規程に至るまで、繰り返し森林の「保続」の必要性
が述べられてきた。「保続原則」とは、基本的には「収穫保続の原則」であり、林木の成長量
の範囲内に伐採量を制限し、それを継続すべきことを意味する。
　しかし、日本は明治初頭、江戸時代に高度に発達していた日本の林業技術思想を完全に捨
て去って、ドイツ林学を極めて一面的に採り入れた。さらに、ドイツではやがて、「自然に返
れ」のかけ声のもと、経済性の高い針葉樹を同一林分内で同齢一斉林とする大規模な皆伐施業
を拡大してきたことに対する反省が起こったのだったが、この反省から実質、何も学ぶことが
なかった。ついには戦後1958年、国有林「林力増強計画」が出されるに及んで、森林の生産力
を40年間で２倍にするという目標が打ち立てられ、1950年代から1960年代にかけて、天然林を
人工林に変える「林種転換」＝拡大造林の面積は、１年当たり国有林７万ha、民有林23万ha
にも増大していった。結局は「保続原則」の内実を破棄し、極めて中央集権的な「森林計画制
度」によって、民有林の施業にまで細かく干渉し、密植短伐期のスギ・ヒノキ人工林を大量に
造成していったのである。そして1970年を境に、里山放棄と外材輸入拡大が進んだ。
　日本の森林はいま、400年ぶりに豊かな緑をたたえていると言われる。しかし、それは、量
的な回復ではあっても、質的には極めて不健全な状態である。将来の「石油文明」の終わりを
考えるとき、われわれは1950年代まで続いてきた「木の文明」「木の文化」を再考し、再生再
構築する必要がある。
　最後に、持続可能性の基本枠組みについて、ドイツ国会・環境調査委員会が提出した「環境
意見2002：新たな先行指針」を見ておきたい。ここには、ドイツ林学が打ち立てた持続可能性
の原理が活かされている、と言うことができるだろう。
　⑴　再生可能資源は、それが更新される度合い内でのみ利用されてよい。
　⑵　再生不可能な原料およびエネルギー源は、それらが消費される間に物理的・機能的に等

価な再生可能資源の代替が創出される度合い内でのみ消費されてよい。
　⑶　有害物質の排出は、環境媒質および生態系が有する同化吸収能力を超過することは許さ

れない。除去不可能な有害物質の排出は、受忍限度内であるかどうかにかかわらず、最少
化されなければならない。（丸山徳次「持続可能性の理論と里山的自然－フクシマ以後の
里山学」牛尾洋也・鈴木龍也編『里山のガバナンス』晃洋書房、2012年）

〔参考〕
丸山徳次「持続可能社会と森林コミュニティ」『哲学』第62号、2011年（「持続可能社会と森

林コミュニティ」でネット検索可能）

〔添付資料〕
　J. S.ミル：人間にとって最善の状態＝「だれも貧しいものはおらず、そのため何びとももっ
と富裕になりたいと思わず、また他の人たちの抜け駆けしようとする努力によって押し返され
ることを恐れる理由もない状態」
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　「私は後世の人たちに切望する、彼らが、必要にせまられて停止状態〔定常状態〕にはいる
はるかまえに、自ら好んで停止状態にはいることを。／資本および人口の停止状態なるものが、
必ずしも人間的進歩の停止状態を意味するものでないことは、ほとんど改めて言う必要がない
であろう。停止状態においても、あらゆる種類の精神的文化や道徳的社会的進歩のための余地
があることは従来と変わることがなく、また、「人間的技術」を改善する余地も従来と変わる
ことがないであろう。そして技術が改善される可能性は、人間の心が立身栄達の術のために奪
われることをやめるために、はるかに大きくなるであろう。」（J. S.ミル『経済学原理』４、末
永茂喜訳、岩波文庫、p.109）

　「成熟に近づいている経済でGDPを維持しようとすれば、政府は危険な窮余の策を強いられ
る。その結果、金融の規制緩和や再規制によって、新しい生産的な投資を引き出そうとし、結
局、投企バブルや、住宅価格の急騰や、債務危機を招く。「官僚主義を打破する」と産業界に
約束し、結局、労働者の権利や地域社会の資源や生命の世界を守るために制定されていた法律
を撤廃するだけに終わる。病院から鉄道まで、公共サービスを民営化して、公共の富を私的な
収入源にする。生命の世界を「生態系サービス」や「自然資本」という名のもとに国民所得勘
定に組み入れて、あたかも生命の世界の価値が金銭で測られるかのような危険な錯覚を生み出
す。また多くの政府は、地球温暖化を「２度未満」に抑えるという目標はそっちのけで、「安
い」エネルギーであるオイルサンドやシェールガスに走り、クリーンエネルギー革命に必要な
公共投資をおろそかにしている。これらの政策の選択は、燃料の切れかけた飛行機が着陸を拒
み、たいせつな積み荷を捨てながらどうにか飛び続けようとしているさまを思わせる。」（ケイ
ト・ラワース『ドーナツ経済学が世界を救う－人間と地球のためのパラダイムシフト』黒輪篤
嗣訳、河出書房新社、2018年、p.307）

　「持続可能な社会を追求する私たちの努力は、世代内と世代間との両方において「正義」が
確保されるべきだとする規範によって基礎づけられている。未来世代への責任こそが、私たち
を突き動かしているのである。しかし、そればかりではない。私たちは皆、たとえ「来世」に
対する信仰を持たないとしても、自分が死んだあとの「後生」が人間として生きるに値する世
界として存続することを信じることができなければ、自分の人生に意味を見いだすことはでき
ないだろう。すなわち、「持続可能社会」を追求するのは、私たち自身が人間らしく善く生き
るための課題でもあるのだ。」（丸山徳次「持続可能社会と里山の環境倫理」村澤真保呂・牛尾
洋也・宮浦富保編『里山学講義』晃洋書房、2015年、p.54）
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講演Ⅱ

里山の生態系サービス
─その歴史的変遷と将来─

京都大学霊長類研究所　所長・社会生態研究部門生態保全分野　教授
湯本　貴和

　里山とは昔から薪や柴をとったり、炭を焼いたり、落葉をかいて肥料にしたり、葉のついた
枝や低木を伐って刈敷（かりしき）にしたり、山菜をとったりというように、さまざまな形で
繰り返し人間が利用してきた自然である。逆に、人間が“自然の恵み”を利用し、“自然の恵
み”がより効率的に得られるように改変してきた自然を、里山あるいは里山的自然と定義する
ことも可能である。
　しかしながら里山に人間が求める“自然の恵み”、すなわち生態系サービスは時代を通じて
つねに一定のものではなく、歴史的に大きく変わってきた。とくに1950年代から始まった石油
文化に依拠する燃料革命・肥料革命・材料革命によって、里山産物の需要が急速に衰えたこと
が、今日の里山の“荒廃”につながっている。
　水田稲作が普及した時代から、里山は「農用林」としてさまざまな恵みを人々に与え続けて
きた。近世のかなり集約的な水田経営の例であるが、農家の炊事や暖房のための薪材としては
村の面積の２〜３倍、刈敷（肥料）としての柴の需要は田畑の10〜12倍の雑木林が必要であっ
たと算定されている。また建材や道具材として、竹をふくむ多様性の雑木林は、それぞれの樹
種の材特性によって適材適所で用いられ、種多様性の高い森林を維持する必要があった。また
草葺屋根の材料を得る萱場（かやば）などの草地がある程度の面積で広がっていたことも近世
の文献や絵図などからわかっている。このような里山利用に関する知識は、江戸時代には各藩
の殖産興業のために編纂された技術普及書である農書によって体系化され、それぞれの地域に
合った高度な里山利用をさらに促進したことが考えられる。
　化石燃料、化学肥料、プラスチック製品の普及や、安価な建材や竹製品の輸入によって、こ
れまで山里に収入をもたらしてきた里山の生産としての価値が失われ、結果として人々は里山
の管理を放棄することになった。その前段階として地租改正で入会地が国有林となり、それが
払い下げされる過程で私有化が促進されたことも、共同体管理の弱体化につながって今日の里
山管理に大きな影響を及ぼしていることも忘れてはならない。
　では、現在に生きるわたしたちは、単なるノスタルジーではなく、里山を維持していくこと
にどのような価値があるのか？これまでも地域の治山治水という観点から里山の重要性は認識
され、必要に応じて植林や砂防といった公共投資がなされてきたが、これからは地球温暖化抑
制や絶滅危惧生物保全といった新しい国際的な価値づけに対応する国土計画が求められている。
食料生産と土地や労働力の奪い合いとなる集約的なバイオエネルギー作物の栽培ではなく、食
料生産と競合しない粗放的な里山の木質バイオマス生産にもっと注目すべきである。いっぽう、
絶滅危惧生物保全の機能は、もともと奥山と人里との緩衝地帯であった里山の特質であるとも
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考えることができるので、奥山の保全をないがしろにしてはならないことは、強調しておきた
い。
　もうひとつは、長期的な食料安全保障の視野にたって、農林水産業の基盤として、里山を保
持し続けることである。短期的には日本の農林産物は国際的な競争力をもてないかもしれない
が、新興国の食料需要や木材需要などを視野にいれ、同時に安全安心かつ持続可能で環境負荷
の低い農林水産業への新しいニーズに対応すべく国土計画を策定すべきであろう。さらに、こ
れまで数量的に評価されてこなかった里山の文化的価値を正しく位置づけ、伝統的な行事や伝
統食の再評価、環境教育や情操教育の実践、文化的景観を利用したツーリズムの振興、ふれあ
いやアメニティ向上といった社会福利的な利用などを通じて、地域の自然に密接にむすびつい
た文化の発展的継承に積極的に取り組む必要がある。このような里山の新時代に沿った活用が、
SDGsの目標達成と持続可能な社会の構築につながるのだ。
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講演Ⅱ

順応的な環境ガバナンスのあり方を求めて

北海道大学大学院文学研究科・教授
宮内　泰介
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パネルディスカッション

SDGsと里山モデル
─持続可能社会に向けて─

コーディネーター
田中　滋
パネリスト

野田　真里・丸山　徳次・湯本　貴和・宮内　泰介

進行
　定刻となりましたので、ただ今から第４部のパネルディスカッションを行います。パネラー
は本日ご講演をいただきました野田さん、丸山さん、湯本さん、宮内さんの４氏です。
　それから龍谷大学社会学部教授、里山学研究センターの田中滋さんにコーディネーターを務
めていただきます。では、よろしくお願いします。

田中
　それぞれの講演ご苦労様でした。１時間くらいしかないので、まず最初にそれぞれお座りの
４人の方が相互に「こういう質問があるんだけれども、それはどうなっていますか」といった
感じで少しやってみたいなと思うのですけれども。どなたからでも結構です。では、野田さん
のほうから。

野田
　改めまして、今日は大変貴重な機会をいただきましてありがとうございました。皆さまに感
謝申し上げます。また座長の田中さん、最初にご指名をいただきましてありがとうございまし
た。
　私が皆さまに、できれば全員にお答えいただきたいと思うのは、私はかなり社会学寄り、経
済学者ということになっているのですけれども、私たちの議論の中で言われることとしては、
subsistence economyというのがよく言われるんです。自給自足経済という言い方もあるんで
すけれども、特に先ほどのご発表を聞いて、かつ終わった後で議論をしていたときに、大洋州
の話が出まして、私も大洋州のことをやっているので、そこの中で言われるのはsubsistence
affluence、subsistenceの豊かさということが言われるんです。
　それで皆さまにお伺いしたいことは、里山というのは一つの概念というふうに捉えたときに
別に山だけではないというふうに思うのですけれども、このコンセプトといわゆる自給自足的
な豊かさ、それは私の拙い知見だと、近代的な経済成長を否定するものではなく、場合によっ
ては、それがセーフティネットになったりもするわけです。
　一つだけ例を挙げさせていただくと、私はタイの研究もやっているのですけれども、タイは
ざっくり言いますと、農業でもうけたお金を工業に投資して、それいけどんどんの経済成長を
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やった結果、あえて全部はしょりますと、1989年にアジア初の大経済危機を起こしてしまった。
　その結果、大変困ったことに、あまりにも自然収奪的な農業をやりすぎてしまったので、帰
るところがなくなってしまったわけです。みんなで出稼ぎに行ってしまって、土地も手放した
ので。これではまずいということで、タイでは違う概念でsufficiency economyですね。仏教の
小欲知足の足るを知るという概念を使って、sufficiency economyというふうに言っているんで
すけれども、簡単に言うならば、今日の議論で言うならば、里山的な生活環境生態系を取り戻
して、それをいわばセーフティネットとして活用しつつ、生態系も復活させるということを
やって、それが実は国家政策になっていると。
　なので大洋州だけではなくて、私は大洋州と東南アジア、特に大陸部をフィールドにして
いるんですけれども、そこにおいてもそういうSubsistence affluence的なないしは、小欲知足、
足るを知る的な考え方でもって、持続可能な形で開発とか社会をマネジメントしていこうとい
うのが、私の研究分野ではあるんですけれども。
　それに対して、それぞれの先生方の今日のご発表をされた内容ないしはお考えで親和性があ
るのか、また違うのかといったところで教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

丸山
　もう私がまた質問を立てるのではなくて、早速答えていいですか。

田中
　どうぞ。

丸山
　答えるというか、一応レスポンスを。
　まず第１番目に、私はあまり明確に話ができなかったかもしれませんが、大前提として、基
本的には石油文明の時代が終わるということを考えなければならないという立場に立ちました。
　ですから化石燃料、化石エネルギー、石油。それを一言で石油文明と言わせていただきます
けれども、私の見方では、1950年ぐらいまで、なお木の文明が続いていたのであって、産業革
命以来、化石燃料が主体の産業活動、工業活動が続いてきたわけですけれども、なおかつ重な
り合っていて、それがほぼ完璧に石油文明に転換したというのが、やっぱりさっきの新人世を
いつから考えるかというのと非常につながるんですけれども、1950年代ぐらい、日本の場合は
確実にそうだったと思います。
　炭の生産がいつピークだったかと言うと、実は1957年か58年か、確かそれぐらいです。です
から、戦後なお、炭のピークもあったんですけれども、全体としても、大きく石油文明に転換
しました。ご存じのとおり原子力発電も実は石油システムという大きな枠組みの中で辛うじて
成り立っています。
　石油文明が終わるという前提に立ったとき、改めて木の文明について考えたいと思うので、
その一番中心である森林というのを最後に考えたかった。しかもsustainabilityということの事
柄の源も森林にあるということを改めて考えたかった。これが１番目です。
　２番目ですが、野田さんの質問はsubsistence、つまり生業と言っていいですよね。農林漁
業と言ったような生業というのをベースにしながら、なお成長ということも考えると言うとこ
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とをおっしゃったので、どう言ったの？

野田
　僕が言いたいのは、subsistenceの豊かさというのは、GDPとか、そういう経済成長では測
れない豊かさであるというのは、私のこれまでの研究がそういう知見があると。そのことが私
の研究なのですけれども、そのことと今日先生方がお話されている里山モデルですとか、それ
ぞれの知見との関係性やいかにということを聞いています。

丸山
　だから今、私が答えるとしたら、里山モデルでお話しした、何に対立するか、対抗するかと
いうので、GDPを基準にした経済成長モデルというのをとにかく脱却しなければならないと
いうのが大前提であって。そういう場面で、一番ベーシックには再生可能資源。その再生可能
資源の最も代表的であり、基盤的になるのが森林だと。
　プラネタリー・バウンダリーの議論の中でも、現状での地球上の森林被覆率の75％は最低維
持しなければならないと言っているわけです。私もそう思います。とりあえず答えておきます
ね。

野田
　ありがとうございます。グローバル・エコノミクスというのは、逆行はできないんだと私は
思っています。今起こっているのは、地方の疲弊というのは、そうやってグローバル・エコノ
ミクスによるダンピング競争というのが起こっていて、それで無限に安売り競争を世界レベル
でやっているわけで、そこのところから脱却する必要があるわけです。
　私もずっと離島研究というのを実はやっているんですけれども、そこではもちろんその地域
資源によるsubsistence economyというのは大事なんですけれども、ただ、医療とか、教育と
かエレクトロニクスというのは、どうしても外貨が必要なわけです。そこのところで、その外
貨獲得ということを考えると先ほど言った、そういう生物ブランド何とかという、そういう地
域資源を、自分の自給自足ではなくて、それを外に売ることによって外貨を得ないと医療、教
育、エレクトロニクスというのはやっぱりカバーできない。ただ、そこでむやみにグローバ
ル・エコノミクスのダンピング競争の中に埋もれてはいけない方法を考えているというふうに
考えています。

宮内
　野田さんの質問はなかなか難しくて、subsistence economyは分かりますかね。要するに自
給自足的なというか、悪口としても使いますね。最低限の生活みたいな形でもsubsistenceと
いう言葉を使うんですけれども。私がずっと調査していたソロモン諸島の農村部なんてのは、
まさにそういう状態ですけれども、それがいいとか悪いというのは私はあまり興味がなくて、
実際のそこの人たちが何によって生きているのかということにずっと関心を持ってやってきま
した。
　そうすると、ここからが多分お答えになるのではないかと思うのですけれども、要はいろい
ろ組み合わせているんです。つまり貨幣経済も十分に使っているけれども、でもそれだけに頼
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ると危ないということも分かっているので、熱帯林も使う。それから焼き畑も続ける。でも少
し近代的な農業もちょっと取り入れる。出稼ぎもする。それを単位としては、日本でもそうか
もしれませんけれども世帯が単位です。ハウスホールドが単位で、その中でお兄ちゃんは出稼
ぎに行く。旦那さんも場合によってはどっかに行ってしまう。でも奥さんと別の子供は焼き畑
を守るみたいな、日本の三ちゃん農業みたいな感じで。
　でもそれがいろいろな状況によって偏ってしまうと、ちょっと無理があると言うとのでまた
揺り戻しがあったりみたいな、ある種のレジリエンスです。だから、どちらかだけに偏ってし
まっても完全に捨ててしまうと回復できないということで、うまくそれをその世帯のライフス
テージに応じて、どちらに重きを置くだのとか、でも片方も捨てておかないだとかみたいな、
そういう戦略を立てているなというのが世帯から見たものですね。
　社会から見てそれがどうなのかというところまで広げていいかどうか分からないですけれど
も、あえて言うならば、社会もそういういろいろな選択肢を持っておくと。さっき言われた
セーフティネットとしての里山というような、里山的なものもあり得るでしょうし、逆にセー
フティネットとしてのグローバル・エコノミーもあるかもしれないというふうに考えたほうが、
もしかしたらいいかなと。ちょっとこれは少し暴論なのでよく分からないです。

田中
　この野田さんのsubsistenceの豊かさというのをどう評価するかという、この質問の背景に
は里山というものをどう位置付けるかとかですかね。その点で言うと、丸山さんはどうですか。
里山ということに関わってこられた、研究して来られた人として。

丸山
　自給自足的な方向というのは、ある程度必要性があると思いますけれども、歴史上の里山が
かつて江戸の後期なんかは自給自足的なものだったかどうかと言うと、全然そうではなかった。
　それから地域が、例えば大阪は巨大な薪・炭の中央市場であって、京都や江戸や大阪の大量
の薪・炭の消費のために、逆に四国とか九州とかに新たに里山的な山林経営が展開するわけだ
から、決して自立的ではなかった。
　それからもう一つ考えるべきは、どの時代を見るかによって全然違ってくるんですけれども、
そういう意味でも私は今、湯本さんがおっしゃったようにグローバル経済それ自体が今後どう
なるかというのは非常に難しい面があって、基本的に私は自由貿易反対論者ですけれども、里
山的な理屈の中で言えば、極力自給率を高めていく。
　例えばいま木材の自給率は30％ぐらい、ちょっと盛り返したんですけれども、それでもつい
この間まで20％ぐらいしかない。どこに依存してきたかというと、かつては散々東南アジアの
森林を破壊してきたし、つまり海外で環境破壊したもので、われわれの木材が成り立っていた
ということは、今後それはやはり許されない。
　例えば私はドイツ哲学が元々の専門ですから、ドイツとの対比をいつも考えるんですけれど
も、ドイツは今、木材を輸出までできている大国なわけですけれども、日本は今400年ぶりの
森林大国になりながらも自給率30％しかないというのは、これはやはり公平性の原理から、原
則から言っても許されないことだと私は思います。ですから極力自給率を高めていくという努
力はなければならないと思います。
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湯本
　今のフォローですけれども、里山はもう江戸中期以降からも完全に貨幣経済に巻き込まれて
います。陸の孤島と言われている例えば秋山郷は長野県と新潟県の県境あたりですけれども、
あそこなんて今となっては何でこんなところに村があったんだろうと思うんですけれども。で
もやはりそのときには木材だったりあるいは木製品だったり、ソバのこね鉢とか、あるいはマ
タギというのがいかにも何か狩猟採集みたいに思うけれども、実はマタギというのは熊の胆、
熊の胆のうというのを取るというのに専業化していて、それは完全に江戸時代の商品ルートに
乗っているわけです。
　だからそれはもう必ずしも、その時代からどんな田舎でももちろん屋久島の木材もそうです
けれども、そこでもそういう経済のネットワークに中には組み込まれていて、それでこそ山村
だったり離島だったりでちゃんと生活ができていたので、本当にsubsistenceなところで生き
ているというのは幻想だと思います。

田中
　ありがとうございます。次に野田さん以外の方で、お互いにご質問があるというのがあれば。
先ほどの成長ですかね。

丸山
　質問を一つ、野田さんにしたいのは、野田さんはdevelopmentという概念を仏教用語の開発

（かいほつ）までさかのぼって、非常に積極的に理解しようとされたんですよね。ただ私自身
のさっきの話の中で言ったように、私たちの現在の日常語としての開発は、都市開発とか技術
開発とかという言葉にあるように、ある一定の自然なり技術なりを人間が利用できるように進
歩させるというのが開発であって、開発阻止とか開発反対とかという言葉がかつて頻繁に語ら
れたように、里山についても戦後開発によって、一番最初はニュータウン開発によって、例え
ば関西でいうと千里ニュータウンとか、そういうところでかつての里山が破壊されてきました。
80年代は、ゴルフ場とかリゾート開発で里山が消えていったわけです。
　開発ってそういう意味を第一義的にはなお持っていると思うのです。そうすると、
Sustainable Development Goalsというときに「持続可能な開発」というと、私たちのごく普
通の庶民感覚で言うと、繰り返し絶えず技術的な開発によって、さまざまなものを利用して進
歩するという進歩の観念と直ちに結びついて、それが持続的だというのは、ほとんど理解を絶
するというふうにしか思えないのです。
　こうなるとやっぱり成長という言葉と非常に結びつきやすいのが気になるということです。
だからエコロジー経済学の人たちの一部では、成長概念とdevelopment概念をきっちり区別し
て、そのときのdevelopmentというのは、やっぱり「発展」と訳すのが一番いいのだと思いま
す。発展という言葉もまさにさっき開発（かいほつ）という言葉で説明されたのと非常に似て
いるて、内部から発芽して、それが発展していくというようなニュアンスがあります。
　もちろん才能を開発するなんて言葉があるから、開発という言葉もなかなか多義的だなとは
思いますけれども、やっぱり発展のほうが私たちにはしっくりくると思うんです。それと連関
して、実は何を持続させるかというときに野田さんはこうおっしゃったと思うんです。「つま
り開発こそが持続なんだ。開発を持続させるというのが目的なんだ」とおっしゃったけれども、
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私はそうは全然思えない。
　だからこそ、実は国際的な議論の中でも、ブルントラント委員会のあの定義が随分批判され
た後に出てきたのは、自然保護団体なんかから出てきた言葉としては、既に90年代、サステナ
ブル・ソサイエティという言葉でした。
　ソーシャルということは、ちょうど私たちはソーシャルダンスという言葉で使う。人と人と
の交わり、そういう意味でのソーシャルというのを発展させていく、持続させていくというの
は非常に有意味なことです。しかもJohn Stuart Millと同様に、成長が止まったからと言っても、
私は人間的な豊かさというのは発展し得るのだと言っているわけです。だから、こういう言葉
の問題はすごく大事だと思うんです。ですから、この点をどう思うかをぜひ聞きたい。

野田
　私は学部のときは哲学書とか読ませていただいて、先ほどちょっと申し上げたとおり、城塚
登先生という方のゼミにも入っていたんですけれども。哲学に関しては素人なので、うまくお
答えできるかどうか分からないんですけれども。
　まずはっきり言えることは、経済学的には開発と成長は別のものです。一言に言うと開発と
いうのは社会変化とか構造変化を伴うものであって、成長というのは単に数字が増えることだ
と。なので、それは全く別のもの。これが１番目です。
　なので、開発なき成長というのもあります。例えば国連の人間開発報告書というのがあるの
ですけれども、そこの中で90年代後半に言われていた議論としては、スリランカモデルという
のがあるんですね。人間開発報告書の要点としては、人間開発という概念の中身というのは、
簡単に言うと経済成長と健康です。保健と教育を指数化したものなんです。それをもっと複雑
にしたところで、例えばジェンダーだとか環境だとか、いろいろなものが入ってくるので、一
番シンプルなのはそういうことです。
　それでスリランカモデルというのはどういうことかと言うと、同じぐらいの経済成長段階で
も、スリランカというのはいわゆる社会指標です。教育だとか保健の指標というのは非常に高
いわけです。逆に国の名前は控えますけれども、経済的に豊かであっても、そういったものが
低い国もあるわけですので、それは全くイコールではないですし、むしろ国連が人間開発報告
ということを言い出したのは、GDPが増えても全然みんな豊かになってないじゃないかとい
う、そこに対する非難から出てきたということがあります。
　２番目に開発か発展かということに関しては、私の恩師は西川潤先生という方なんですけれ
ども、私は彼の薫陶を受けているので、最初は開発と発展を使い分けていたんですね。ところ
が90年代後半で、あの本が出たのは2000年なのですけれども、それ以降僕たちはそういう概念
の使い分けはやめたんです。
　最初は鶴見和子先生の内発的発展論とかと言ったときに、発展ですよね。それはだから内発
的なものであって、開発というのは今おっしゃったような文脈で私は使い分けていたのですけ
れども、それはやめました。理由はなぜかと言うと、元々の概念に立ち返ったときに、開発は
開発なのでということと、僕は申し上げたとおり哲学者ではないので、ちょっとそこら辺がよ
く分からないので、そこに関してはお答えができないのですけれども。
　逆にちょっと皆さんにお伺いしたいんですけれども、他力本願という言葉って聞かれたこ
とってありますか。特に龍谷大の方ではない一般の方にお伺いします。この意味、この他力本
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願というのを世間一般の人はいい意味で使っていると思いますか、それとも悪い意味で使って
いると思いますか。ちょっと手を挙げていただいてよろしいですか。世間一般で悪い意味で
使っているというふうに思われる方はちょっと手を挙げてもらえますか。（多くの人が悪い意
味であると手を挙げる）ということですよね。
　それはだから、その概念に対して、本来的な意味をどう読み込むかということと、世間一般
の用語がどうかというのはまたちょっと次元が違う話なのでということを僕は、申し上げたい。
　それでもう一つは、サステナブル・ソサイエティの話ですけれども、これはちょっと僕が発
表の中であえてプロボカティブに申し上げたのは、要するに持続して困る社会もあるわけです。
例えば、すごく人権抑圧的な社会だとか、差別的な社会だとか、搾取的な社会、そんなのが続
いていたら困りますよね。
　ですけれども、これはあくまでちょっと言葉の定義の議論になってしまうと、ちょっと僕と
しては哲学者ではないので、何とも厳密なことは言えないんですけれども。少なくとも国連の
議論の中では国連の３本柱というのがあって、平和と人権と開発なんです。それで開発はどう
いうふうに定義されているかというと、一言で言えばbetter lifeなんです。
　何がbetterかというのは議論がいると思うんですけれども、そこの文脈でいうならば、より
betterな生活を持続的に追求するという意味で持続可能な開発というふうに僕は理解をしてい
るので、だからもしその自然環境を保護するような開発は、僕は極論をすればわたくし的には
それは開発の名には値しないというふうに思うので。一応そういう形でお答えさせていただき
ました。ありがとうございます。

田中
　今の関連でお二人ないですか。では私のほうから。
　野田さんのレジュメで開発とは、developmentとはというところで、英語で封印されたもの、
閉じ込められたものが解放されるという。これは、いつ、何が封印されていたのかというと、
イメージとしては封建制時代において、いろいろなものが抑圧されていたものが解放される近
代の論理そのものだとやっぱり思うんです。
　それで仏教用語の開発（かいほつ）というのは、そういう意味とは全く違う、アリストテレ
ス的な何か、それぞれにはそれぞれの目的が、存在には目的が組み込まれていて、その目的が
種が成長して大きくなって食物になるような、そういう開発（かいほつ）を意味しているので
あって、全く違うと思うので。
　それでそういう意味でここで開発（かいほつ）という日本語を、仏教用語を持ってきて英語
のdevelopmentを読み替えるというのはどうなのかなと。ちょっとすり替えじゃないのかなと
いう気はしてしまうのですけれども。

野田
　それは申し訳ないのですが、僕は答えられないです。なぜかというと、それは僕が考えた訳
語ではないので。

田中
　だから訳語というよりは、そのdevelopmentという概念の歴史的ルーツですね。
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野田
　それに関しては、おっしゃったとおりだと思いますし、改めて勉強させていただきました。
ありがとうございます。以上です。

田中
　それではお二人から、湯本さんと宮内さんから何かほかの方に対して。

湯本
　はい。SDGsというのは、すごくやっぱりはやりです。企業も行政もそれからひょっとする
と研究者、大学も、それをやっているのですけれども。私も京都大学でSDGsを中心としたカ
リキュラムみたいなことを考えたこともあるのですけれども。そのときにやっぱり多いのはつ
まみ食いです。
　例えば、工学部系でいうと、熱帯雨林なんていう生産性の低いところを切ってしまって、そ
れでアブラヤシの話にすると、それはbiofuelができて、それは脱石油文明になるんだというこ
とを結構真面目に言う人はいるんです。
　それで私は、SDGsというのは、そういう17の目標というのは、そういうつまみ食いという
のはやっぱり間違っている、よくありがちなのだけれども間違っていて。やはりその17の互い
に矛盾する生態系サービスも互いにトレードオフがあるんですけれども、あの中もいろいろト
レードオフが潜在的には、今の状態だとあるんだけれども。やっぱりそういうトレードオフを
デカップリングするというか、両方とも両立するようにするというのがこの目標だと思ってい
るのですけれども。野田さん、いかがでしょうか。

野田
　何か僕にいっぱい質問をいただいてありがとうございます（笑）。

田中
　やっぱりそれは議論が多くならざるを得ない部分もあると思うのでよろしく。

野田
　全くそのとおりだと思います。
　個人的にはとてもけしからんと思うのは、個人的にはですけれども、SDGsをやっているこ
とを、これは先生からさっき事前のセッションというか打ち合わせのときにいただいたお言葉
をそのまま拝借させていただくと、免罪符にしてはいけないと思います。
　それで、要するに17目標は何のためにあるかということを考えないと、それが自己目的化し
たらやっぱり困りますよね。それはもうまさにおっしゃるとおりで、それは発展と言うのがい
いのか、開発というのがいいのかはさておいて。要するに経済・社会・環境が調和した、より
よい私たちの生活を実現し、しかもそれを次世代につないでいくということが目的なわけで
あって。それに寄与しないような形で「うちは何番をやっています」とかと言われても…、つ
まみ食いですよね。それは僕は困ると思います。
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湯本
　先ほどの開発か発展かというのもそうですけれども、やっぱり社会は変わっていくんです。
今だって医療が、どんどん病原体のほうも進化している、変化しているし、それに対応して、
私たちは抗生物質なり何なりをつくっていく必要があるわけです。そういうのは止められない
んです。生物が進化するのが止められないように、それはもう止められないものなんです。
　だからその中で、どういう方向に変化の方向を持っていくのかが問題であって、昔に帰ると
いうのはもちろん無理だし、今のまま文字通りの持続するというのもやっぱり無理なんです。
だから変化するという、変化せざるを得ない、このエントロピーの増大とかそういうのかもし
れませんけれども。そういうところで、どういう方向にその変化を持っていくのかというのが、
やっぱりこのSDGsの非常に大きな目標の上の目標だというふうに思うんです。

丸山
　私は、80年代の終わりぐらいから哲学者として環境倫理学の仕事もしてきたので、先ほど
おっしゃったこと、持続可能社会という言葉を使っても、何でもいいから続けばいいという話
ではないだろうとおっしゃったのは、全くそのとおりなんです。
　そもそも持続可能性という問題は、何を、どのようにして、なぜという、この３つの問いに
答えられなければならない。哲学や政治学の世界では、それに対して順番に必要項目を挙げる
わけですけれども、いつでもトップにくるのは正義なんです。ジャスティス。すなわち世代間
の正義と、同じ世代の中での公平さ、平等さ、正しさということがなければならないし、そし
て世代間の中で、つまり私たちが現在豊かな物質文明を享受しているけれども、後の世代たち
が、例えば結果悲惨な環境が残されていたり、とんでもない廃棄物が残されているような状況
では、死んでなくなった過去の世代に対して文句も言えないわけです。
　世代の間での公平さ、公正さというのが真剣に考えなければならないということは、もう80
年代90年代から当たり前のように議論してきたわけで、今回のチラシの文章をよく見てくださ
い。「公正な持続可能社会」とちゃんと書いてあるんです。
　ですから、その点はお間違えのないようにということです。それからもう一つ、私は実は水
俣病の研究者でもありますので、持続可能社会を追求する必要性は、かつでの公害の経験に由
来する、ということも考えます。かつて私たちは熾烈（しれつ）な公害を経験してきたわけで。
公害というのは高度経済成長発展の中で、少数者を犠牲にして、多くの人たちが豊かさを享受
してきたということです。その経験から見ても、私たちは社会の中に犠牲者を出してはならな
い、そういうことがあって、例えば予防原則の考え方が大事だとか、こうなってきたわけです。
　1970年代のドイツでは、予防原則と協働原則と、それから原因者負担原則という、これは後
の日本で言えば汚染者負担原則と同じと言えば言えるんですけれども、国家行政でさえもやっ
ぱり原因者になり得ると考えたのが、ドイツの考え方の非常に特徴であって、70年代のドイツ
は大きく転換したと思います。
　ですから、実はその延長上で予防原則という考え方が、それを最も具体的に豊かにポジティ
ブに考えたものが、被害が起こってしまってから救済するという考え方じゃなくて、事前に私
たちが予防していかなければならないという発想の転換だったと、事後救済から事前予防へと
いう大きな転換だったと思います。配慮とか事前予防とかという考え方は、積極的に言えば公
平な持続可能社会を求めるということにつながります。ドイツではすんなりそういうふうに展
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開していったと思うんです。

田中
　宮内さん何か一言。

宮内
　せっかくなので湯本さんに質問を（笑）。
　今日の話は湯本さんが地球研で大きなプロジェクトをやっていらして、1000年、2000年、
3000年の日本列島の植生だとか、そういうものがどう変わってきたのかという変化を見て、そ
の中で里山的なものの変化だとかみたいなことを本当に科学的にまずやらないといけないとい
うことでやられて。私もあのアウトプットをいつも参照軸として使わせてもらっているのです
けれども。あれは何巻本ぐらいある本でしたか。７巻本の本で、全体のタイトルは何でしたっ
け？

湯本
　三万五千年史。

宮内
　三万五千年、何百年どころではなかったですね。これはとってもいい本ですので、あれは本
当は１冊くらいにまとめたものも欲しかったのですけれども、全部読むのは大変なので。それ
はおいといて。それで今日のご報告の中にもその図があって、このときに過剰利用の問題が、
この時代は過剰利用の問題が出ただとか、この時代は過少利用の問題が出たとかという図を描
かれていましたよね。結論としてどうですかね。それでも日本列島は何とかなったんでしょう
か。あるいは本当に駄目な時代があったのか、あるいは今がそうなのか、そのあたりはどうい
うふうな結論がありましたか。あるいはその結論付けは難しいでしょうか、どうでしょうか。

湯本
　全体と言われるとあれなのですけれども、幾つかケースはあります。それはちゃんと資源の
持続可能性が保たれたケースもあるし、完全に枯渇した例もあるし、そういう駄目だったとい
うのも、いくつか理由があって、やはりガバナンスの問題が非常に重要です。それで私たちは、
重層するガバナンスという言葉もそこで使ったんですけれども。つまりコミュニティレベル、
あるいは昔だと藩とかそういう自治体レベル。それから国だとか、今だと国際間とか、そうい
う幾つか重層してそのガバナンスがあるのだけれども。
　それはやっぱりリダンダンシー、冗長性がすごく大事で、どこか例えば国のガバナンスが抜
けたときに、でもちゃんと上から見ているとかね。そういうことというのは非常に重要で、そ
この機能としては重複して、それが世の中を面倒くさくしているのだけれども、でもそれは結
局、それが役に立っているという、そういうのが分かりやすい例としては幾つか見つけていま
す。
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宮内
　ありがとうございます。私も冗長性という言葉を今日は人間のほうの活動の話でしましたけ
れども、リダンダンシーについて、ちょっと日本語では分かりにくい言葉ですけれども、やっ
ぱりこれはとても大事な概念というか、われわれが社会とか、あるいは自然を考えるときに大
事です。
　簡単に言うと役に立たなさそうなものも、いつか役に立つことがあるから置いておこうみた
いなことですよね。そういうのでいうと、あまり機能主義的に冗長性を言っていいか分からな
いですけれども。実は長いスパンを考えれば役に立つんだみたいな。だから遊びの部分がとて
も大事なんですよ。車のハンドルのちょっと遊びの部分があって、あれがなかったらなかなか
うまくハンドルをきれないのと同じような感じで、それがすごく大事なんですよという話です。
　つまり社会が持続的に進んでいくときに何が必要なのかというのが、今日の議論の焦点の一
つだと思うんですけれども。そこではそういう冗長性だとか無駄に見えるものだとか、あるい
は今の価値判断からするとあまりよろしくなさそうなものだとか、そんなものもごっちゃにあ
るという姿がいいのかなというのが、今日の話の文脈で言うと大事なポイントです。
　それからもう一つは、やっぱり丸山さんが言われたように正義ですよね。これはやっぱり上
位概念だと私も思っているんです。でも実は何が正義なのかというのはなかなか難しいところ
なんですけれども。それが上位概念で、その下のいろいろ考えるときに、その一つに冗長性と
かみたいなものが、その一つとしてあるかなというふうに考えています。

丸山
　湯本さんに私も手短に。さっき講演の中で私自身、里山は実は開発の最前線だったのであり、
とにかく江戸の末期から昭和の初年ぐらいまでは徹底的に過剰に利用されて、全国津々浦々と
言えるかどうか分からないけれども、多くははげ山化したり草地化したんだと言いました。そ
ういう中で、大きく70年代、80年代くらいからようやく90年前後になって、アンダーユース、
つまり戦後は放置されてしまったから、アンダーユース、いわゆる過少利用問題に転換したと
いうふうに見ることができると言ったわけです。意外なぐらいに日本の森林というか山林は回
復力が良いので、30年40年でがらっと変わると思うんです。
　だから、かつて守山弘や、田端英雄が見た自然は、もう既に40年ぐらい放置されていた里山
だったと思うんです。辛うじて、そこに適応していた生物たちもいたんだと。それで私さっき
お尋ねしたのは、だったら何かが持続可能だったともし言えるとしたら、何が言えるのだろう
かということでした。私自身は水田システムということを一つ考えてはいます。
　水田システムというのはいろいろ例外もあるでしょうけれども、かなり持続性が高かったと
思います。それからこれは寒冷期の生物たちが、日本のような自然かく乱の激しい環境の中で
生きてきたのが、やがて人為かく乱の環境にうまく適用してきたという意味があるらしいので、
日本の生物多様性を結果的に保持することのできた仕掛けが里山的利用だったのだろうという
ことを言ったわけです。

湯本
　それで、やはり水田というのは日本に非常に合ったシステムなんですよね。いや地というか
連作障害がないし。農村生態系の維持とそれから農村社会の維持は違うんです。それから漁業



47

シンポジウム「SDGsと里山モデル　〜持続可能社会に向けて〜」

資源の持続性と漁業の持続性は違うんです。そこだけはちょっとよく気をつけてやらないとい
けないので。やっぱり日本の社会というのは、それこそいろいろ変わりながら、つまり農村は
やめてベッドタウンになるんだというふうなことがあったわけです。そこの社会の維持と生態
系の維持はやっぱり違うし、つまり両方別に考える必要があると思います。

田中
　ちなみにどういう状態がベストミックスなんですか。

湯本
　それは言えないです。

田中
　もうあっという間に時間がきてしまっているんですが、私のほうから一つだけ質問させてい
ただきたいなと思うんですけれども。SDGsと里山モデルという形で今日のシンポジウムが開
かれたんですけれども、里山はむしろローカルだというふうに僕は思っていて、SDGsという
のはグローバルなスタンダードで、これがどう関係しているんだろうというふうに関心を持っ
て聞いていたんですけれども。
　聞けば聞くほど、いろいろ考えていくと、里山というのも学者がこういうモデルとして考え
出して、こういうのが一つの理想だというふうに言い出していったという歴史があって、そう
いう意味では研究者の、あるいはローマ字のSATOYAMAイニシアティブのような言葉が世
界的に流通可能であるということにおいて、グローバルスタンダードみたいな側面を持ってい
ると。そういう意味でSDGsを野田さんの言葉で言うと、地域に生かすというんですかね。ス
トレートにそうはおっしゃらなかったと思ったんですけれども。

野田
　地域が生かすです。

田中
　地域が生かすね。それと、地域が里山をどう生かせるのかということが同じ構図の中にいる
んだなというのが、私すごく思い知らされた。今まで里山に対して考え方が違っていたなと
思ってしまったんですけれども。今湯本さんが首を縦に振ってくれたので、ご意見があれば。

湯本
　それは両方ともやっぱり未来像なんです。今はいろいろな問題があるけれども、でもさっき
も言いましたけれども、こういう方向に社会は変化するし、自然も変化するんですけれども、
やっぱりそういう変化するんだったらそういう方向に持っていこうというのは、SDGsの思想
だし、それは里山モデルもそうですよね。
　今の里山にはそれはいろいろあるのだけれども、でもそういうふうに人手を加えることに
よって生産性も高くなり、生物多様性も維持されるような、そういうやり方があるのだ、ある
に違いない、それがモデルだと思うので、そういう社会の未来像というか、自然の未来像、あ
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るいは人と自然の関係の未来像というのを両方やっぱり提示しているんだというふうに共通し
ていると思います。

田中
　ありがとうございます。本当に時間がなくなってきたので、私も少しくらい話をしたいので
すけれども、そこはじっとこらえて、フロアのほうで質問ご意見等ありましたら挙手の上でお
願いします。

村澤
　龍谷大学の村澤と申します。宮内先生に１点ほど質問させていただきたく思います。実は私
もこの地域でいろいろな限界集落と言いますか、住民がどんどん高齢化して公的リソースがど
んどんなくなっていくような地域で、その地域の持続可能性を高め、自治会なんかで活動して
いるのですけれども。先生のおっしゃる順応的ガバナンスは非常に私たちもまちづくり協議会
のようなものをやりまして、やっぱり失敗を積み重ねたた結果、同じように考えるようになっ
たんですけれども。
　一番お伺いしたいのは、この順応的ガバナンスというときのガバナンスの主体というのが、
具体的な事例をお話していただけなかったので、もしよろしければちょっとお伺いしたいな
と。と言いますのは、一方でここに書かれている順応的ガバナンスのいろいろな要素というの
は、行政と折衝するときに、全く通用しなくなってしまうんです。行政のほうは非常に順応性
が低くて、しかも冗長性は認めないというような形で迫ってくるので、行政も交えた協働パー
トナーシップというのは非常に難しいんですけれども。
　そういったところで、私たちは順応的ガバナンスというのをどう実現していくか、あるいは
進めていくかということに関して、もしsuggestionなどありましたらお伺いしたいと思います。

宮内
　ありがとうございます。ガバナンスという言葉はご存じのように、元々の出自は２つくらい
の流れがありますけれども、私たちが使っている方向での元々の出自は、そういうガバメント
に対抗するものですよね。つまりガバメントが単一の権力をもって統治するのではなくて、い
ろいろなレベルの地域、個人、いろいろな団体、そして政府もその中の一つとして、企業だと
かも含めて、いろいろなレベルで、それぞれのところであるいは、それぞれ重なり合いながら
全体を統治していくみたいな姿がガバナンスだと思うんです。
　ということはつまり、ガバナンス主体はいろいろですとしか言いようがないと思います。そ
れを誰が主体となるべきかと言い始めると、また順応性がなくなってしまうので。よくあるこ
とは、何かこういう協議会でもいいですし、あそこが担い手ですねと。あそこに予算もかけて、
支援をしてやりましょうと言って。当初はうまくいくんですけれども、そのうちに何となく活
動が縮小していくといったときに、ちょっと全然違う方向でまた動く人たちだとか、動く担い
手みたいなものが出てくるというのが、硬直した仕組みではすくいにくい。
　そうしたときにうまく、それだったら方向性もちょっと斜めくらいで違うけれども、でも
そっちにも少しみんなで応援してみようかみたいなふうになるとか、それも冗長性と言えば冗
長性ですけれども、いろいろな中心があり得る、多中心性、アポリセントリズムとかと言いま
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すけれども。多中心性ということを軸に担い手ということを考えたほうが、私はいいのではな
いかなというふうに思います。

村澤
　私の仲間に東京大学の井上真さんという方がいらして、その方は「かかわり主義」と言いま
す。例えば私がサラワクのある所に、別にそれは何の権利もないのだけれども、やっぱりそこ
で何十年か研究しているということで、関わり合いが生じていて。皆さんよりはある部分で
ちょっとは知識があったりするので。ところがかかわり主義で、そういうふうにそこの場所を
良くしようというのが一番大事で、そこの所を良くしようという、そういうところで関わり合
いたいという人を募ってやるという。
　だからもちろんそれは、行政的には非常につかみにくいものだと思いますけれども。やっぱ
りそういうところは、井上さんはかかわり主義ということをおっしゃっていました。

宮内
　どうもありがとうございます。何となくイメージがつかめてきました。

田中
　はい、ほかに。ほかにないですか。２〜３分残っているんですね。どうぞ。

池田
　皆さんそれぞれのおっしゃっていることにうなずくところも多いのですけれども、全体とし
て、空気として、私はやっぱりある種の違和感を禁じ得なかった。
　それは何かというと、例えばリダンダンシーなんて言っても、私が理解している範囲、自分
の理解から言うと、今の社会がSDGsというのが、今の司会者の田中さんは即グローバルなも
のだとおっしゃったけれども、これがグローバルなものであっていいものかというふうに私は
思うんです。
　何かというと、今日ほど、これは丸山さんの最初の一番基本的な論点だけれども、公正な社
会でない、人類史の中で最も極端に不公平な、地球的に見てですよ。例えば、脱石油社会なん
て言っても、最近のベネズエラに対するアメリカのあれです。しかもEUの、イラン問題では、
合意に協調したEUあるいはドイツの態度を見ても、これはすごい災害です。
　石油資源を一番豊富に今持っていると思われているベネズエラを全部わしづかみにつかむと
いうようなことが行われている。そういうところで持続可能な発展ということを議論しても、
それほど何か響くものがない。やっぱりそれを変革するような方向で、しかも痛みの少ないも
のは何かと。そこで里山研究というのはどう役に立つかというふうに、私には発想が出てきて
いるんですけれども、これについて、残念ながら今日の議論の中では、私には何か自分で「な
るほど答えが見つかった」というふうには思えなかった。

田中
　はい。ご質問の意図はよく分かります。どなたかお答えになりますか。どうですかね。新自
由主義が跋扈（ばっこ）しているこの時代に里山であったりSDGsということを声高に叫ぶこ
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とにどんな意味があるんだという。はい、野田さん、お願いします。

池田
　どういうふうに絡み合っていくんですかという。

野田
　それぞれの国、社会によって、すごくcontextが違うので、一般論として答えるのは難しい。
ただ私が今日強調したかったことは、SDGsには２面性があって、一つはもうこのままでは地
球社会は持たないので、強調したとおりSDGsの一番の肝は社会変革なんです。
　それで、先ほど湯本さんがおっしゃられたとおり、何らかの共通の未来像がなかったら、そ
れはやっぱり一緒に人類として歩いていくことは難しいですよね。今日ちょっとスライドを時
間がなかったので飛ばしてしまったんですけれども、SDGsの中で私は割といいなと思ってい
るのは、一つはムーンショットということで、要するに壮大な人類の目標を掲げるということ
です。
　例えばSDGsの１丁目１番地は、貧困撲滅なんです。あれは、あらゆる形態の貧困を2030年
までに撲滅するというふうに言っているわけです。それはできるかどうか分からない。だけれ
ども、さっきの正義の話に絡めて言うならば、私が思うに、世の中にはびこっている不正義と
いうのはいっぱいあると思うんですけれども、私の議論でいくと、人間の安全保障というコン
セプトになるんですけれども、その大きな２つの不正義は恐怖ですよね。もう一つは欠乏です。
　つまり、紛争、戦争があるということと貧困があるという、この不正義は私はやっぱり人類
共通でなくすべきだというふうに思っています。それで、それに向かってみんなが共通できる
ところでやると。しかもそれもぎちぎちでやるのではなくて、冗長に順応性を持って、それぞ
れの地域社会でやっていくのがいいんじゃないかというのが一つですね。

田中
　ありがとうございます。
　私の締めでほんの１〜２分をいただきたいのですけれども。この間あるところにインタ
ビューに行きまして、先ほど丸山さんが水田システムという話をされたんですけれども、そこ
で今新しく国の助成を得ながら行われているという、その水田システムは徹底した水管理です
ね。そういう徹底したシステムで。それは集団営農とセットになっている。
　これは何を意味しているのかというと、少子高齢化というバックグラウンドがあって、その
中で省力化していくという動機があるわけです。そういうふうにして田んぼが今までも工場に
近いものだったんですけれども、もっと徹底した工場になっていくというのを聞かされまして。
うーんという感じだったんですけれども。
　だから今sustainableな社会を脅かしている少子高齢化のようなものが、もっとsustainableで
あるべき生態系を壊していくというか、そういうパラドックスが一方であるということをやっ
ぱり考えていかないといけないということがあると思います。
　それから、最後に野田さんが言われたような暴力の問題ですよね。国家間の暴力とか、国家
による市民に対する暴力とか、この問題は、暴力は駄目だという議論はそこら中にあるんです
けれども、暴力とはどういうものなんだということをやっぱりもう少し原理的に、僕なんかは
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考えてみたいと思っています。
　これから野田さんに賛意を表する形になると思うんですけれども、やはり一定のゴール、理
想を決めてそこに向かっていくという意味でSDGも、それから里山モデルもすごくやはり重要
なのではないかというふうに思います。こういう締め方で許していただきたいと思います。
　本日は長時間にわたりご拝聴いただきありがとうございました。パネラーの方に拍手を送っ
て終わりたいと思います。ありがとうございました。

村澤
　皆さん、今日は11時から４時間以上にわたりまして、お付き合いいただきましてありがとう
ございました。
　今回里山学研究センターは、これまで地域の里山の問題とか、滋賀県の問題とか、ローカル
な問題を中心に具体的な研究を積み重ねてきたのですけれども、今回初めてSDGsと。地球規
模の課題との接続を果たそうということで、今回のシンポジウムを提案させていただきました。
　ただSDGsというのは非常に幅広いといいますか、人類の文明形態に関わるような非常に幅
広い一人の専門家とか、一つのこんな数時間の議論で全てが網羅できるようなことではありま
せんので、今回のシンポジウムでも社会正義の問題から貧困の問題、そして環境保護、いろい
ろな分野にまたがりまして、ちょっと聞いておられる方も、何か話が大きすぎてよく分からな
いという方もいらっしゃったかもしれません。
　ですけれども、今回野田先生をはじめとして、SDGsに詳しい専門家の方々がおっしゃるよ
うに、これは一つの大きな目標だと。でも、これは上からのものではないんだと。上から定め
られて、それを守るようなものではなくて、むしろ私たちがそれに向けて何をすればいいのか、
あるいは何をしたら、何をどう考えればいいのかということを一人ひとりがこれから考えて進
めていく。
　だから、そういう意味では答えは現時点ではないです。国連もどういう人類社会がこれから
目指されるかというのは、おそらく具体的な未来像もまだ描けないと思います。ただそれは、
これから私たちが世界中でいろいろな取り組みの中で少しずつ形をとってくるんだろうと思い
ます。
　そういう意味では、今回のシンポジウムでは、私たちが考えるきっかけとして、いろいろな
材料を提供していただけたかと思います。また今後とも里山学研究センターとしましては、地
域の問題とか、あるいは里山の問題を扱いつつも、グローバルな課題に貢献していきたいと
思っていますので、また皆さまのご協力、あるいはご支援のほどよろしくお願いいたします。
今日は長時間にわたりありがとうございました。

進行
　ありがとうございました。これをもちましてシンポジウムを閉会といたします。お帰りにな
られる前に、アンケート用紙と記入用ペンをご返却いただきたいと思います。アンケートは今
後のシンポジウムの開催などについていろいろ参考にさせていただきますので、今書くのは大
変だという方はアンケート用紙をお持ち帰りいただいて、そこにあるQRコードを利用してい
ただいて、スマホとかPCで入力していただければと思いますのでよろしくお願いします。
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ポスターセッションリスト

No. タイトル 発表者

P01 里山学研究センターの紹介 龍谷大学里山学研究センター

P02 明治初期の滋賀県全域における里山・里湖利用の復元 林　珠乃

P03 小型UAVによる空撮画像からの「龍谷の森」植生図作成
の試み 小田　奏、宮浦富保、林　珠乃

P04 オールドオオツの歴史地理と大津城・松本城 中川晃成

P05 空から見た近江の戦争遺跡 中川晃成

P06 東日本大震災で壊滅的打撃を受けた岩手県陸前高田市の
畦畔茶園の再生 伊達浩憲

P07
京都府京丹後市での絶滅危惧種ゲンゴロウ類保全型米作
りの実践〜龍谷大学政策学部の政策実践探求演習ⅠAⅡA
（通称、南京PBL）の取り組み〜

朱宏楊、大西晴日、金本さくら、河田彩里、西田駿吾、
上村　愛、坂田汐里、今村優里、遠近　凌、馬星星、島
本佳苗、竹内一輝、段松優希、西川祐輝、韓暁倩、羅勝鐘、
馬建、金紅実、谷垣岳人

P08 砂礫州に生きる昆虫たち 滋賀県愛知川での調査 太田真人、遊磨正秀

P09 市街地植生におけるクチベニマイマイの移動能⼒と利用
環境 吉村　理、野村将一郎、鶴谷峻之、太田真人、遊磨正秀

P10 ため池に生息する⿂類の形態が⽰すもの 野村将一郎、山下龍河、吉村　理、鶴谷峻之、太田真人、
遊磨正秀

P11 国内における外来種ミカヅキゼニゴケの分布について 鈴木　雅、横田岳人

P12 LED照明がガ類の灯火飛来に及ぼす影響 森脇優介、太田真人、遊磨正秀

P13 環境DNA分析におけるPMA色素の有用性 廣原嵩也、釣　健司、宮川光一、山中裕樹

P14 川の瀬切れの発生要因とその⿂類への影響の探索 沢田　隼、中川晃成、遊磨正秀、丸山　敦

P15 京都市大原野森林公園のムカゴをつけるキタヤマブシ 小㟢和樹、鳥居万恭、増戸秀毅、近藤和男、藤井　肇、
中屋敷徳、稗田真也、野間直彦

P16 焼畑の火入れが植生に与える影響 三輪歩樹、稗田真也、小﨑和樹、森小夜子、古川沙央里、
辻本典顯、奥野匡哉、渡部俊太郎、野間直彦

P17 特定外来生物オオバナミズキンバイの水鳥による種子散
布 永岑吉祥、小㟢和樹、稗田真也、野間直彦

P18 琵琶湖における特定外来生物オオバナミズキンバイの形
態可塑性と駆除 稗田真也、野間直彦、中井克樹

P19 多様なガン類のいる景観をとりもどす 須川　恒

P20 持続可能な里山管理法としての新しい炭焼き活動 高桑　進、濱崎三枝子

P21
薪ストーブ燃焼ガス中一酸化炭素、炭化水素の褐鉄鉱触
媒による完全燃焼化実験─優れた酸化触媒効果を持つミ
ネット鉱等について

占部武生、水原詞治

P22 秋の奥永源寺　東近江市フットパスイベント 澤村奈叶

P23 木地師のまち　蛭谷・箕川 由良康太

P24 東近江市のニューツーリズム『フットパス』 澤村奈叶

P25 木地師のふるさと　君ヶ畑町 斎藤菜乃子

P26 魅⼒いっぱい！　八日市てくてくマップ 中田景子

P27 ありのままの風景を歩く　〜黄和田町・杠葉尾町〜 綾部友宥

P28 茶の息吹　政所　奥永源寺秋のフットパスイベント 峠　元太

P29 春のフットパスイベント 鈴木彩有里、中田景子

P30 フットパスの課題とみらい 鈴木彩有里、中田景子

P31 八日市コース作り in 八日市 中田景子
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閉会のあいさつ

里山学研究センター副所長
村澤真保呂

　いまご紹介にあずかりました里山学研究センター副所長の村澤です。本日は午後1時より４
時間以上にわたってご参加いただきまして、ご来場の皆様ならびにシンポジストの方々には心
から御礼申し上げます。
　これまで私たちは里山の利活用を主題として、将来の持続可能社会につながる研究を続けて
きました。そして近年はとくに滋賀県の琵琶湖水域圏を具体的な研究対象として、政策的な観
点も含めて調査・研究に取り組んできました。他方、最近になって国連がSDGsを掲げ、国際
的にその達成に向けて取り組むことが謳われるようになりましたが、このSDGsは私たちがこ
れまで取り組んできた里山学と大きく重なるところがあります。そこで今回のシンポジウムは、
SDGsという国際的な政策目標に貢献することを前提として、これまで私たちが国内で取り組
んできた里山学、そして国際的に広がりつつあるSatoyama研究とSDGsを結び、里山学を新た
な段階に引き上げたいという思いから企画しました。
　もちろんSDGsで掲げられている諸目標は、そのすべてが里山学が対象としてきたものでは
ありません。貧困・格差の問題やジェンダーの問題も含め、SDGsはきわめて広範囲の目標を
掲げており、そのすべてを里山学で扱うことができるとは思えません。しかし、今回のシンポ
ジストである野田先生が述べられたようにSDGsの諸目標はすべて連関しており、したがって
各目標だけをつまみぐいするような仕方で関与することには意味がない、ということも明らか
です。またSDGsの概念の中心にあるのは「持続可能な開発」であり、その意味や意義につい
てもさまざまな解釈が可能で、したがって検討や疑問の余地があることも確かです。それでも、
両者が人類と地球の持続可能性を高めることを最終目標にしており、そのために里山学がこれ
までの長い研究の蓄積を活かして大きな貢献をすることができることも確かなことです。
　今回のシンポジウムでは、SDGsが広範囲な目標を掲げていることもあり、また議論をひと
つの具体的な目標に絞らなかったこともあり、来場された皆様のなかには議論が拡散している
ような印象をお持ちになった方もいらっしゃったと思います。しかし、今回私たちが目的とし
たのは、先に述べた野田先生のご指摘と主旨が一致しておりまして、SDGsの諸目標をひとつ
ひとつ個別に分解して主題を具体化して議論するのではなく、SDGsの全体像をつかみ、その
全体と里山学の関係を議論することでした。つまり今回はSDGsと里山学をめぐる議論をこれ
から始めるための出発点と捉え、そのための課題を提起することが重要であると考えました。
シンポジウムでも述べられていましたが、「SDGsは私たちに何をさせようとしているのか」

「SDGsのために私たちが何をできるか」という問いはまったく見当違いで、むしろ「私たちは
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SDGsをどう利用することができるのか」「私たちのためにSDGsはどう役立つのか」を考えな
ければなりません。ここで主語は「SDGs」ではなく「私たち」です。つまり、さまざまな分
野や立場から、私たちがひとりひとり、それぞれの仕方で考えなければならないわけですから、
あらかじめ決められた主題や特定の解答があるわけではありません。その意味で、今回のシン
ポジウムではSDGsと里山学をめぐる議論の土台を広げ、そこでさまざまな課題や可能性を幅
広く問題提起し、提案することができたと思います。このような議論は今後も継続していきた
いと思っておりますので、ご来場の皆様方ならびにゲストの方々にはこれからもご協力・ご支
援のほどお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。



̎．研究会ใࠂ
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１）第１回研究会

	 ։࠵日：2018年５݄11日（金）

　　　所：瀬田学ࣷ̓߸ؗ環境実習ࣨ２

　　講　師：林　竜馬（琵琶湖ത物ؗ・学ܳ員）

　　　　　　「花粉分析から探る過去の植生と景観」

２）第２回研究会

	 ։࠵日：2018年６݄30日（土）

　　　所：ਂ学ࣷࢵӳؗ２֊大会議ࣨ

　　講　師：奥田太郎（南山大学社会ྙ理研究所・ڭत）

　　　　　　୍　健太郎（滋賀県ཱ大学環境Պ学部・।ڭत）

　　　　　　万木浩ܟ（滋賀県琵琶湖環境部森林政策課ަྲྀ推進・課長ิࠤ）

３）第３回研究会

	 ։࠵日：2018年݄̔１日（水）

　　　所：ਂ学ࣷ和４ؗإ֊会議ࣨ２

　　講　師：笠井賢紀（龍谷大学社会学部・।ڭत　里山学研究センター・研究員）

　　　　　　「滋賀県栗東市の左義長について」

４）第４回研究会

	 ։࠵日：2018年݄̔５日（日）

　　　所：ਂ学ࣷࢵӳؗ２֊東第２会議ࣨ

　　講　師：みらいの環境をࢧえる龍谷プロジΣクト有志

　　　　　　牛尾洋也（龍谷大学法学部・ڭत　里山学研究センター・センター長）

　　　　　　「学生が取り組むフットパスの可能性─東近江市における実験を踏まえて」

　　　　　　江南和幸

	 	 （龍谷大学・໊༪ڭत・研究フΣロー　里山学研究センター・研究員）

	 	 「ӳ国にઌཱつ100年前に࢝まる江戸࣌ॸ民が楽しん 「ͩパブリックフッ

	 	 トパス」の源ྲྀ ─「都໊所図会」、「र遺都໊所図会」、「都林ઘ໊勝図会」、

	 	 「江戸໊所図会」にҲれるॸ民の遊山（ʹパブリックフットパス）の楽しみ」

	 	 鈴木龍也（龍谷大学法学部・ڭत　里山学研究センター・研究員）

	 	 「イΪリスにおける自然Ξクセス制度の新展։と̬̖̬の取り組み」

５）第５回研究会

	 ։࠵日：2018年10݄14日（日）

	 　所：ਂ学ࣷࢵӳؗ２֊東第２会議ࣨ

	 講　師：阪本寧男（元龍谷大学国ࡍ文化学部・ڭत　京都大学・໊༪ڭत）

	 	 「北小松用地問題について」

会Ϧストڀݚ
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６）第６回研究会

	 ։࠵日：2019年２݄23日（土）

	 　所：ਂ学ࣷࢵӳؗ２֊東第２会議ࣨ

	 講　師：養父志乃夫

	 	 （和Վ山大学シスςム学部環境デザインϝジϟー大学Ӄ・ڭत）

	 	 「東南ΞジΞの里山─生きてΏくための知ܙと作法─」
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ୈ１ճ研究会

Ֆคੳ͔Β୳Δաڈの২生と؍ܠ

ඐഀބതؗ・学ܳ員
ྛ　　ཽഅ

　花ค分析は、ଯ積物中に残された花ค化石割合の変化を基にして、過去の植生の変遷を明ら
かにするための古生態学的な手法である。しかし、花ค化石などを用いた古生態学は、大ےの
植生変化の記述ができても、基本的には気候復元のための手段であるとの認識が定着しており、
生態学者の間では評判がよくないとも指摘されている（ਿ田・高原	2001）。
　これは、花ค分析をはじめとした古生態学データについて、生態学の研究者に対して理解し
やすい形で提示できていないことが問題である。特に、古生態学で主として扱われてきた時間
や空間のスケールは、現在の生態系を対象とする研究とかけ離れている。さらに花ค分析に関
しては、植物分類܈によって花คの生産性や飛散性がそれぞれ異なっており、植生量の相対的
な変化はわかっても定量的な復元が難しかった。
　琵琶湖周辺地域でも、湖পや࣪原ଯ積物の花ค化石の分析に基づき過去の森林植生の変遷が
数多く研究されてきている（e.g.,	高原1993,	Miyoshi	et	al.	1999,	Hayashi	et	al.	2012）。しかし、
このような花ค分析成果も森林動態メカニズムの解明や温暖化による影響予測などの現在的な
生態学の課題に直接的に活かされている場面は少ない。滋賀県には、比ֱ的広い範囲の植生を
反映していると考えられる、琵琶湖をはじめとしたଯ積ຍの大きな湖পଯ積物の花ค分析成果
が蓄積されてきている。それに加えて、琵琶湖周辺地域におけるೄ文時代以降の植生環境を定
量的に復元することを目指し、基礎資料となる花ค分析データの収集が進められている（林ほ
か2017）。本発表では、滋賀県の遺跡における古生態学データベースの結果を中心に、ೄ文時
代以降の森の移ろいを明らかにし、考古学の研究成果との対比から人の移ろいとの対応関係を
検討する。
　また、琵琶湖地域における湖পや࣪原、遺跡での花ค分析データの集成結果に基づいて、地
域的な植生景観の移り変わりについて議論を行う。また、近年Ϥーロッパを中心に研究が進
展してきた、花ค飛散シミュレーションモデルを利用した定量的な景観復元手法（Sugita　
2007a,	b）について紹介する。
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ୈ̎ճ研究会

ʰඐഀބਫ域ݍの可能ੑ─里山学͔Βのల─ʱॻධ会

龍谷大学ࡦ学部・准教授　里山学研究センター・研究員
ਗ਼ਫສ༝ࢠ

会の֓ཁڀݚ．１

　日時：2018年６月30日（土）15：15〜17：30
　場所：龍谷大学深草学舎	ࢵ英ؗ２階大会議室
　内容：2018年３月に刊行した里山学研究センターの研究書『琵琶湖水域圏の可能性─里山

学からの展望─』に対して、下記３名の外部コメンテーターから書籍全体および各章にお
ける論点についてコメントをいただき、全体で議論した。

　　⑴　奥田太氏（南山大学社会倫理研究所　教授）
　　⑵　୍健太氏（滋賀県立大学環境科学部　准教授）
　　⑶　万木ܟߒ氏（滋賀県環境部森林政策課交流推進係	課長補ࠤ）

　本書は研究プロジェクトの中間報告としての位置づけを持っており、議論を深めるべき点を
多く残している。書評会におけるコメントと議論を通して、それらの論点がුきூりになり、
参加者間で共有されたことは有意義であった。
　書評会で議論された内容は、今後の研究課題を考える上で非常に貴重なものであるため、報
告者が特に重要であると考えた論点の中からいくつかを以下に列挙する。
・「琵琶湖水域圏」の概念をより۷り下げて検討する必要がある。
・ワイズユースのई度、過少利用の関係とはどのようなものか。
・里山学が持つ多様な観点からの分析をどう重ねていくか。里山学研究センターにとって「コ

ンダクター」は必要か不要か。
・里山学が問題共同体であるならば、里山問題とは何かを個人、研究集団として考える必要が

ある。
・「琵琶湖水域圏」概念が提起される背景には、流入河川に対する琵琶湖・下流域優位の価値

序列に対するアンチテーゼがあるのではないか。つまり下流の都市との関係を正面から論じ
る必要がある。

　Ὂ里山との関係において、都市と農山村を対立するものと捉えるべきか否か。近代と伝統と
の関係とも重なる。

・滋賀県流域治水条例について
　Ὂ「ߑ水折り込み型治水」とは、レジリエンスかゼロトレランスか？
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　　ˠਁ水はするが、人命は損なわれない。
　Ὂ「自然災害への人の関わりが里山学において有する意義」（第４章）を明らかにしていく

必要　ˠ里山的自然における人間の自然への関わり方が災害のあり方を大きく変えている
可能性がある。

　Ὂ自然と人間の営為が複合的に災害を生み出している状況に対して、行政・法システムの縦
割りは対応可能か。条例は「足し算」による統合。

・琵琶湖と流入河川の関係は、水文学・河川工学の知見を取り入れることで、問題点がよりク
リアになる。

・行政の問題点を指摘することには重要性がある一方で、行政職員の苦ಆに伴走し「どうした
ら良いのか」に示ࠦを与える研究が期待される。
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ୈ̏ճ研究会

Δҙຯۭؒの変遷ݟௐࠪにٛࠨのࢢ౦܀ݝլ࣎
─地域社会のࢹ͔Β─

龍谷大学社会学部・准教授・里山学研究センター・研究員
ּҪ　لݡ

　本報告は、滋賀県܀東市においてࠨ義長（さぎちょう）という民ଏ行事に関して報告者が
行った社会調査に基づく。本報告は܀東市のࠨ義長に関する３݅の地域社会調査に依拠する。
第１は܀東町史編纂を目的として昭和末期に町が行った民ଏ調査である（以下、「܀東町民ଏ
調査」）。第２は2016年に報告者が܀東市目川・Ԭの２地区で62ࡀから85ࡀまでのஉ性10名を
対象として行った生活史調査である（以下、「2016生活史調査」）。第３は2017年に報告者が܀
東歴史民ଏത物ؗの協力を得て、市内の全123自治会を対象に行った質問紙調査である（以下、

「2017質問紙調査」）。それぞれの調査は、民ଏ調査（調査員による構造的聞き取り）、生活史調
査（研究者による半構造的聞き取り）、質問紙調査と性格を異にする。܀東町民ଏ調査と2016
生活史調査はデータを得るに留まらず、2017質問紙調査の設問デザインにおいて活用されてい
る。これらの調査をซ用することで、ྃ解性の高い地域社会像の構成を目指す。ࠨ義長は、民
ଏ的には神事（神送り、豊য়予ॕ）としての物語を有している。そして、伝統的な民ଏだから
こそ今も続けられている。そのため、民ଏの継続には「継続しているという事実」以外の根拠
が求められる。調査において、（１）「継続しているという事実」が今なお継続の理由なりえて
いる地区も少なくないが、それらの地区では参加者数の減少や維持に問題が生じていること、

（２）異なる根拠として主催者ではなく地域住民から必要性をૌえられて継続している地区が
あること、（３）主催者・地域住民ともに自覚的ではない役割がࠨ義長にはあることがわかっ
た。神事・民ଏとしての意味は農業中心の生活においては必要とされたが、現在では特に若い
世代の非農家にはほぼ意味をなさない。昭和末期に正月০りの処理という必要性が意味を持つ
ことはあったが、現在では正月০り自体が急減している。他方、住民らが自覚的ではないもの
の、ࠨ義長はこの地域においては子どもが担う行事であり、年に１度の子どもだけの社会が現
前するきわめて貴重で特घな場であった。このことは、子どもが地域社会とつながり社会規範
を内面化する「社会化」過程の重要な意味をもったことを示す。また、そうした場を味わった
経験は彼らが高齢者になってもなお共有の経験として語りの資源となり、地域への恩返しとい
う物語をいでコミュニティ・ボランティアへの契機を生む。
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ୈ̐ճ研究会

ʪ؍ܠをָ͠Ήɺ地域を࡞Δʫϑットパス
─ϑットパスͮ͘りのݧܦを౿·͑て─

龍谷大学๏学部̏ճ生
本田　大ً

龍谷大学๏学部・教授　里山学研究センター・センター長
牛尾　洋也

龍谷大学・ඇৗࢣߨۈ　里山学研究センター・研究員
ਢ　　߃

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員
ೆ　和ߐ

龍谷大学๏学部・教授　里山学研究センター・研究員
ླ　龍也

　以下のような報告があり、それぞれについて活発な質疑がなされた。
１．本田大ً・牛尾洋也　「学生が取り組むフットパスの可能性─東近江市における実験を踏

まえて─」
　①本田大ً「東近江市におけるフットパスのあり方について─これまでの活動を踏まえて─」
　②牛尾洋也「フットパスの社会的意義について─世界の動向を踏まえて─」
２．ਢ川「地域資源可視化ツールとしてのフットパス」
３．江南和幸「英国に先立つ100年前に始まる江戸時代庶民がָしんだ「パブリックフットパ

ス」の源流─「都名所図会」、「र遺都名所図会」、「都林泉名উ図絵」、「江戸名所図会」にҲ
れる庶民の遊山（＝パブリックフットパス）のָしみ」

４．鈴木龍也「イギリスにおける自然アクセス制度の新展開とWAWの取り組み」

　「学生が取り組むフットパスの可能性」においては、まず本田氏が、フットパス先進地にお
けるフットパス運動の経Ңや現状、フットパスづくりが地域に与えた影響等について現地調査
をもとにしてまとめたうえで、自らが東近江市でこの間取り組んできたフットパスづくりの経
Ңや成果、さらには今後の課題、そして学生がフットパスづくりに取り組む可能性等について
報告した。
　それを受け、牛尾氏は、より広い視点から、フットパスの意義や価値、世界各地のフットパ
スの状況やそれを支える法制等について、土地所有権観念等との関連に注目しつつ、紹介を
行った。
　ਢ川氏は以前から、地域資源を可視化することが、ਢ川氏が特に関わってきた࣪地や里山の
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保全に大きな役割を果たすこと、そして地域資源を可視化するツールとしてフットパスが有用
であることを強調してきた。本研究会での報告では、氏が近年具体的に関わりつつあるフット
パス運動を取り上げ、具体的なフットパス運動の現場に近い場面に触れることで得られた、そ
こでの人々の新しい関係性構築の可能性という視点などをも含め、フットパス運動の重要性に
ついて再論した。
　江南氏は、『都名所絵図』、『र遺都名所図会』、『江戸名所図会』等々、江戸時代の「景উ地
案内」を素材に、江戸時代に開花した「花とそれを巡り歩く遊山」の文化こそ、市民が「自然
をָしむというPublic	Footpathの思想」の、イギリスより早い、そしてそれとはಠ自に展開
した源流と見ることができるとする報告を行った。日本における変化に富んだ植物種の存在、
江戸時代の太平の中での町民文化の成熟等、市民が「自然」をָしむ文化の成立や成熟を考え
るにあたって考慮すべき重要な視点が提供された。
　鈴木は、イギリスにおける自然アクセス制度について、フットパスに加えて、2000年に成立
したCountryside	and	Rights	of	Way	Actにより導入されたAccess	Land	についての制度的な
説明、そしてそのような形での自然アクセス制度が展開してきた経Ңや背景、現在の問題状況
等について説明した後、近年のイギリスにおける自然アクセス運動の社会的意味を象徴するも
のとして、日本におけるフットパス運動と同様、地域振興をめざした活動としてイギリス全土
において急速に広がっているWalkers	Are	Welcome運動について紹介した。

　フットパスについて様々な方向からの報告が行われたため、質疑もそれぞれの報告について
行われ、研究会としてまとまった方向を確認するような議論には至らなかったが、報告同様質
疑においても、フットパスが地域作りにとってもつ可能性について多く語られることになった。
　特に、本研究会で具体的に取り上げられた東近江市のフットパスに関係する方々が参加され
ていたこともあり、東近江市における各地域の状況やこれまでの地域作りの経験を踏まえて、
フットパスづくりの困難さや可能性、地域作りにとっての意義等について興味深い議論が行わ
れた。ただし、残念ながら、十分に深められるには至らなかった。十分な議論の時間がとれな
かったというだけでなく、フットパスについて、未だ十分な理解に至っていないためと思われ
る。
　フットパスは日本において現実には極めて多様な形で存在している。そのため、その地域社
会における意義を一義的なものとして示すことは困難である。したがって、フットパスの多様
なあり方のそれぞれに応じた検討が必要とされている。里山学研究センターとして、東近江市
などのフットパスの具体的な取り組みに参与しつつ、フットパス論を展開する課題を確認する
ことができた、といえようか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木龍也）
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ୈ̑ճ研究会

খদ༻地のについて

文Խ学部・教授　京都大学・名誉教授ࡍࠃ龍谷大学ݩ
本　ೡஉࡕ

　滋賀県大津市北小দに所在する、大阪市水道局の所有地である約６万平方メートルの山林
「北小দ用地」が、ࡢ年５月に、“適切な活用方法が見出せない”として、売却方針を打ち出さ
れた。そのため、地元の自治会では、自然が失われることへの不安が拡がり、用地の৻重な取
り扱いを求め、ࡢ年10月、売却前に地元への通知などを求める要望書を提出した。
　住民の一人である、民植物学を専߈する演者に、植物の専門家として、学術面から用地の
重要性を説明する報告書を提出する依頼を受けた。
　この用地の近くの団地に2001年１月以来、京都市内から転居して居住する演者は、学生時代
から比良山系をよく歩き、自生の植物を観察するとともに、押し葉標本も作成し、比良の植物
に親しんできた。そのこともあって、学術面からこの用地の重要性を説明する報告書の作成の
依頼を受けた。
　転居以来現在まで、この用地を頻繁に歩き、そこに分する植物を観察し、記録してきたが、
当地自治会から依頼を受け、「北小দ用地について」という書類を作成して提出した。
　その内容は、この用地の林相の概略を述べ、比良山の雑木林の価値を、９つの異なる側面
から述べ、水源ᔻ養の観点からも、また様々な野生植物や動物を観察できる場所であり、さら
に、琵琶湖をோ望できる雄大な自然景観を保全するためにも、この用地は大きな役割を果たし
ていることを認識できることを具体的に述べた。
　近年、大津市内の山間地域においては、産業廃棄物処理業者などが用地を所有し、自然破壊
や豪雨時における土砂流出などが発生していることから、大阪水道局に、その取り扱いについ
て৻重に検討してもらうことを要望しているのが現状である。
　用地の売却はࡢ年度の予定であったが、地元自治会の要もあり、用地の売却の予定は、今
年度に持ち越されたが、この北小দ用地からோめる琵琶湖の雄大さと美しさを、安易に開発さ
れないようにすることが、地元の地域住民すべての強い要望であり、この用地を守ってゆくこ
とを強く望んでいる。
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ୈ̒ճ研究会

里山に生͖ΔՈとूམ
─͜͜Ζとឺɺ持続可能なΒ͠─

和Վ山大学γスςϜ学部ڥデβΠンϝδϟー・大学院教授
ཆࢤ೫

　アジアの野
ㆮ ㇉

良や市
し

井
㆛い

には、こわしてはならない風景
4 4

としきたり
4 4 4 4

がある。その風景は人々を༠
い㆖ㆪ

い、また、その礎
いし㆚ㆆ

が人々のいのち
4 4 4

を養い続けてきた。この風景こそが里山里海である。里山里
海は、田と土と山、川、湖、海からなる。そこは食

食 料

ྐはじめ燃料、建材…生活に要する産物の
源である。同時に人々のらしの場であり動植物の住

㆙ㆿ

処
か

である。このらしの場は、資源を繰
り返し循環、再生させなければ長続きしない。人々が次代を

つ㇀

ぐこともできない。それでは、
アジアの民

㆟ㆿ

は、世代を重ねるために、どのような仕組みを築き上げてきたのであろうか。
　それは太陽のエネルギーと水などをもとに、身のまわりの有機物を循環させ、食ྐはじめ
らしの必需品をすべて再生産し続けるものであった。それだけではない。地震や台風による自
然災害、猛्などの脅威、厳しい気候、病に立ち向かわなければならない。食ྐ（食料）を作
るために、また、ถを主食とする限り、࣪地や斜面に田を築き、水を引きཷめる必要があった。
しかも作物を害するௗ्やࠛらとのあいだに折りあいをつけてきた。これは自らのന源と
してั獲する必要があったからである。さらに߈め入るఢから家を守ることが求められた。
これらすべてが生活存立の必要条݅であった。しかし、個だけで達成することは難しかった。
然
しか

るに人々は、それぞれの家がともに助けあい、共同する仕組みを作り上げた。過去の経Ң
により家同࢜の関係性は地縁や݂縁など様々である。家がݢ

ㆮㆌ

を連ねて集まり、一つ一つ
の「集

㈢ ㈫

落」を形づくっていった。すべての家、そして集落すべての構成員がすべて仲間であ
る。生まれるときから੦くときまで、皆が皆を支えるこころが培われていく。個が私

し

欲
㇈ㆎ

を優先
し、資源を枯渇させると皆のらしは存続し得ない。

い㆕か

いやᎍ
㇂

め事を乗り越え続けると、そこ
にはともに欲を抑える「ᎄ

ㆈㆌㆦ

」が作られ、「共同」と「相
㆝う

互
㆔

ැ
ㆵ

助
㆘ょ

」のこころがৢ成されていった。
自然の猛

㇂う

威
い

や厳しい条݅には自然のちから
4 4 4

に学び、背
㆝㇀

かず順応するらし方を編み出し、これ
を次代に伝えてきた。
　養志೫夫『里山に生きる家と集落』Ⴛ草書房刊（2017年）から
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ཾ୩のͰの学生の研究׆ಈ

龍谷大学ཧ学部・教授　里山学研究センター・研究員
宮Ӝ　保

　龍谷の森とその周辺域では、学生による研究活動はもちろん、教員や里山学研究センター研
究員の研究が精力的に行われている。この稿では学生研究に焦点を当て、特にଔ業研究とम࢜
研究のタイトルのみ取りまとめて、龍谷の森とその周辺での学生の研究活動の記録とする。
　2017年度における龍谷の森でのଔ業研究のタイトルを表１に示す。全部で17݅のଔ業研究が
行われた。なお、龍谷の森を利用したଔ業研究は、環境ソリューション工学科以外の学生も
行っている可能性があるが、本報告では実施状況がѲされている環境ソリューション工学科
のଔ業研究のみをとりまとめた。龍谷の森を利用したଔ業研究は2006年度から行われており、
例年10〜20݅であり、これまでの合計は209݅に達する（表３）。
　2017年度にまとめられた龍谷の森でのम࢜研究のタイトルを表２に示す。म࢜課程における
研究は複数年にわたって行われるが、ここでは2017年度に論文提出が行われた研究のタイトル
を示す。龍谷の森を利用したम࢜研究は2009年度から報告されており、例年１〜６݅であり、
これまでの合計は27݅に達する（表３）。

ද̍ɽ����ʹཾ୩ͷͱͦͷपลͰߦΘΕͨଔڀݚۀ

研究室 氏　名 論文タイトル
市川 中Ԃ　真ҥ 風向による龍谷の森内のNO２ೱ度分の違いについての解析
市川 山田　ါ里 龍谷大学瀬田学舎におけるヒートアイランド現象の実態Ѳ
市川 田中　優介 龍谷大学瀬田学舎における熱環境の運動への影響
宮浦 寺西　龍明 ヒノキ人工林における葉のバイオマス推定の検討
宮浦 小田　　 小形UA7による空ࡱ画像からの「龍谷の森」植生図の作成
宮浦 小島　達也 ナラ枯れによる『龍谷の森』のコナラ林の植生変化
宮浦 塚田　純也 龍谷の森ヒノキ人工林における無機態窒素の変化量
宮浦 അ　༞ี ソーダライム法による土ݺ吸測定の検ূ
宮浦 水上ே༦美 林চ有機物の炭素放出速度
宮浦 ٢井　ًߤ 龍谷の森における2017年時点におけるバイオマス推定とUA7を用いた樹高の推定
遊ຏ ٢村　　理 市街地二次植生におけるクチベニマイマイの好適環境
遊ຏ 御഼　ঘ也 ジョロウグモのにおける॓主と寄生動物及びӤ動物との関係
ԣ田 門野　߳ 環境中に除草ࡎを拡散させずにミヤコザサを除去する方法について
ԣ田 ถ田安ࠫՂ 森林環境におけるௗ類の調査方法の検討
ԣ田 近౻　　ॣ 龍谷の森に生育するミヤコザサ１個体の地下ܪの৳長範囲について
ԣ田 一࿕ܒ౻ࠤ 緑肥植物の植え込み割合の違いによる生育や収量の変化
Lei 中島　海ే キρタ（Hedera	rhombea）の付着根形成に関する条݅
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ද̎ɽ����ʹཾ୩ͷͱͦͷपลͰߦΘΕͨमڀݚ࢜

研究室 氏　名 論文タイトル
市川 ↾　ᯍܼ 大気中ཻ子状物質のバイオモニタリング手法の開発

ද̏ɽ����Ҏ߱ͷଔ͓ڀݚۀΑͼमڀݚ࢜ͷ݅

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ྦྷ計
ଔ業研究݅数 10 20 16 10 16 18 17 20 34 18 13 17 209
म࢜研究݅数 ２ ５ ２ ５ ６ ２ ３ １ １ 27



113

研究活動報告

খদ༻地ࢹɾ୳উ会

里山学研究センター・ത࢜研究員
ଠ田　真人

龍谷大学๏学部・教授　里山学研究センター・センター長
牛尾　洋也

龍谷大学๏学部・教授　里山学研究センター・研究員
ླ　龍也

龍谷大学ཧ学部・ࢣߨ　里山学研究センター・研究員
中　ߊ

龍谷大学・名誉教授　研究フェロー　里山学研究センター・研究員
ೆ　和ߐ

京都ঁࢠ大学・名誉教授　里山学研究センター・研究員
ਐ　　܂ߴ

京都ە類研究所・所長　里山学研究センター・研究員
山中　উ次

日時：2018年11月24日ï土)　14：00〜16：30
場所：滋賀県大津市　北小দ用地

　2018年10月14日ï日)に行った里山学研究センター第5回研究会において、大津市の北小দ用
地問題について講演をしていただいた阪本ೡஉ様を案内人に、北小দ用地の視察・探উ会を11
月24日ï土)に行った。北小দ用地とは、昭和63年に大阪市水道局が、水源地に対する市民ܒ発、
水質保全のための自然保護のܒ発を図ることなどを目的として琵琶湖周辺の山林を取得したが、
不況などにより計画されていた緑地整備などが中止となり、手つかずのまま放置されていた状
態となっている土地である。現在、問題として上がっているのは、大阪市が用地を転売するこ
とである。それによって開発が入るのではないかと地元の住民方が危惧されており、転売など
を行う際には地元住民にも一度報告してほしいとの申を行っておられる。その中で阪本先生
は、北小দ用地には数が減少している貴重な植物などが多く生ଉしていることなどをૌえかけ
てこられた。
　北小দ用地はJR北小দӺから少し山を登った場所にあり、ୌ川の北側に隣接した面積
61,169.8m2の土地である。北側には比良げんき村というBBQや天体観測、子供たちが遊ぶアス
レチックなどがある施設がある。北小দ用地の一部にはフェンスがされており立ち入りができ
ないように施してあった。阪本先生の案内の下、比良げんき村の近くから北小দ用地内に入り



114

里山学研究センター 2018年度年次報告書

視察を行った。ୌ川の上流ではシカの足跡や何かのฅなど生き物の痕跡が多く見られた。砂防
ダムは土砂で埋まり、ダム下にも大きな岩などが転がっていた。また、砂防ダムから少し下流
に向かった場所の؛ࠨ側は大きく削られており、断面からは大きな岩などがإをかせていた。
このことからこの地域は昔から大水などによって岩が運ばれていたことがわかる。高電線の配
置してある場所は塔周辺だけを伐採するのではなく電線が走らせてあるところも伐採されてい
た。管理されている山林であればここまでのことは行われないとのことであった。伐採された
ところではい実を付けたソϤゴの低木が多く見られた。用地内には石֞が組まれていること
が多く見られた。石֞があることから北小দ用地の山が里山として利用されていたことが良く
分かった。ୌ川に大きな石などがみられたことからもわかるように、この土地は岩が大きめの
石が多く、石֞を組む際はわざわざ石を運んでいたのではなくその場にあり人が持てる大きさ
のものを利用していたのだろうと推測された。実際にイノシシ除けとして造られたழ֞（しし
がき）も大人一人でも運ぶことのできる大きさの石で組まれていた。ழ֞はイノシシを通さな
いためのものであるため平ୱな場所だけでなく、急斜のところにも組まれていた。斜部の
ழ֞のܺ間から樹木が生えていることも多々見られた。
　全体的に用地内の樹木は細いものが多く、少し貧相な印象を受けたが多様な植物や里山の名
残（石֞や食用となる植物）が多く見ることが出来た。

写真１　北小দ用地の様子

写真３　比良げんき村からの景৭

写真２　用地周辺のフェンス

写真４　視察・探উ会の様子
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写真５　ୌ川砂防ダム上流

写
真
９

大
阪
市
の
石
杭

写真７　砂防ダム下の様子

写真11　高電線下の伐採様子

写真６　砂防ダムからҲれる土砂や岩

写真10　高電線鉄塔下の様子

写真８　ୌ川の説明

写真12　ୌ川؛ࠨの様子
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写真13　ୌ川にՍかるڮ

写真17　北小দ用地（手前の山）

写真15　ழ֞

写真14　അϲ瀬国有林の立て൘

写真16　長く組まれたழ֞
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Ѫの࠭भに͓けΔࠛ૬ௐࠪ

里山学研究センター・ത࢜研究員
ଠ田　真人

龍谷大学ཧ学部・教授　里山学研究センター・研究員
༡ຏ　ਖ਼ल

　砂州とは、চ河川特有の環境であり中ऱや寄ऱなどがあげられる。これらの環境は河
川で一定規模の攪乱が起こることにより植生の発達が抑制され維持されてきた。このような
事象が長期的に続いてきた特घな環境には、そこに適応した種が生ଉをしている（౻山　
2001）。例えばカワラバッタ（Eusphingonotus ┮aponicus）やカワラハンミョウ（Chaetodera 
laetescripta laetescripta）、 カ ワ ラ ノ ギ ク（Aster ┯antoensis ┏itamura）、 カ ワ ラ ナ デ シ コ

（Dianthus superbus var. longicalycinus）など「カワラ」という名が付く種は砂州が生ଉ地
となっている。しかし近年、治水工事により河川の൙ཞは抑えられ、安定化した環境では植生
の遷移が進み、砂州で樹林化が進んでいる。そのため植生がૄらな砂州が消滅し、生ଉ種
が絶滅に追い込まれている。実際に上記したࠛ２種は京都府では絶滅危惧種と絶滅ੇ前種

（京都府2016）、滋賀県でも希少種と絶滅危惧種（滋賀県2016）に指定されており全国的にも個
体数が減少している。また琵琶湖流入河川において、これら砂性生物が生ଉする環境は、ご
く少数の河川に限られている。滋賀県は全国でも天井川が多い県である。天井川は、砂など
のଯ積により河চが住宅地より高い河川であるため、൙ཞが起こると大きな被害がでる。その
ため、河川改मなどの治水工事により水位が下げられ、൙ཞは減少した。しかし、農業用水の
取水量も多く、天井川の様相が残っている河川では、水位が下がると中流域ではՆ場に瀬切れ
が発生する河川も多い。滋賀県東部を流れる愛知川もそのような河川の一つである。昔は暴れ
川とݺばれるほど൙ཞの多かった河川であったが、河川改मや永源寺ダムの建設、ะ場整備な
どの影響により今では水位が下がり、Նにはઔ状地域を中心に大規模な瀬切れが発生している。
しかし、瀬切れが起きるほどの状況であっても愛知川では樹林化が進んでおらず砂州が中心
となっており、砂性生物であるカワラバッタ（写真１）も生ଉしている（滋賀県2016）。
　河川環境における研究の多くはڕ類や水生ࠛを対象としたものである。しかし、河川環境
は水域だけではなく、砂州や河原など多様な環境を含むことから、エコトーンとして生物多
様性保全の働きにも注目されており（1996）、陸上生物にとっても非常に重要な環境の一つ
であるといえる。しかし、砂州において植物相や特定のࠛを扱った研究（本1995，野村	
�本2005）はあるが、砂州のࠛ相について研究したものはほとんどない。さらに砂州
のࠛの中でもカワラバッタのように༮体期から砂で生活する種とカワラハンミョウのよう
に༮期は地中で生活し、成になってから砂州で生活をする種などが存在し、それら生活
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史の異なる種を比ֱした研究はほとんどない。
またڕ類に対する瀬切れの影響についての研
究（中野，土肥，ๆদ，井上�三宅2008など）
は多いが瀬切れと陸生ࠛとの関係について
は行われていない。
　これらのことから本調査は、滋賀県愛知川
の砂州に生ଉするࠛ相のѲと瀬切れが
陸生ࠛにどのような影響を与えるか評価す
るための研究の予備調査として行った。

ௐࠪ地
　滋賀県の湖東を流れる愛知川において上流、中流、下流にある砂州４地点を調査地として
設定した。上流はߚ葉ڮ付近のӈ؛側の砂州（136ʄ30�E、35ʄ07�N、以下ߚ葉ڮ）、中上流の
砂州にീ千代ڮ付近の؛ࠨ（136ʄ21�E、35ʄ12�N、以下ീ千代ڮ）、中下流の調査地として御
幸ڮ付近の؛ࠨ側砂州（136ʄ20�E、35ʄ16�N、以下御幸ڮ）、最下流は葉枝見ڮ付近のӈ؛側
の砂州（136ʄ16�E、35ʄ20�N、以下葉枝見ڮ）において調査を行った。
　各調査地点の特徴として、ߚ葉ڮは上流にある永源寺ダムから約１キロメートル（河川ڑ
離では約3.5キロメートル）下流に位置し、４地点の中でも大が多く見られた。調査を行っ
たӈ؛は護؛堤近くにツルϤシ（Phragmites ┮aponicus Steud.）が多く܈生している。しか
し、10メートルほどすると砂帯となり川؛に近づくにつれて大が目立つようになった（写
真２）。؛ࠨ側はツルϤシに覆われており、ヤナギなども見られ樹林化とは言わないまでも河
原が安定化していることがうかがえた。次にീ千代ڮは、河口から約20kmに位置した中流域
である。؛ࠨ側は河川堤から約60mの中水敷があり、クズ（Pueraria lobata（Willd.）Ohwi）
やセイタカアワダチソウ（Solidago altissima L.）などの多くの植物が生えており安定した状
態であり、チョウやバッタなどの種も多い。砂州は低水路にあたるところにあり、中で構
成されている。ീ千代ڮ周辺から下流にかけてはຖ年、瀬切れが発生する地点であり、本調査
中も７月１日と24日、11月20日にはӈ؛側まで歩いて行けるほどの大規模な瀬切れが発生し
ていた（写真３：瀬切れが起きていない様子、写真４：瀬切れが起きたときの様子）。御幸ڮ
は、東海道新װ線の線路と近江鉄道の線路（国道８号線沿い）にڬまれた地点である。؛ࠨ側
は砂が多くଯ積し広い面積を維持している。川؛は中が多く、少し離れると砂の割合が増
え部分的に植物（ススキ（┑iscanthus sinensis 
Andersson）やツルϤシ）が܈生している（写
真５）。瀬切れが発生した際は、ീ千代ڮから
この御幸ڮまでの区間で川がᔾれており、ちょ
うど御幸ڮの真下あたりから෬流水として流
れていた水が表層に現れ、༙き出ている。本
調査での最下流調査地である葉枝見ڮは、河
口から約６kmの位置している。調査を行った
ӈ؛側は高水敷にはゲートボール場などがつ
くられている。そこから階段で降りた中水敷

写真１　カワラバッタ
（Eusphingonotus ┮aponicus）

写真２　ߚ葉（2018/05/21）ڮ
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はツルϤシが繁茂し、Ն場には人の背ৎを超えるほど高く成長するのでそれらをૡき分けてい
かなければ砂州帯に行くことは困難であった。葉枝見ڮは下流域に位置することもあり小中
や砂の割合が多かった（写真６）。瀬切れが発生することはなかったが、2018年９月４日に
関西を通過した台風21号と９月30日に通過した台風24号の影響によるものか、10月19日の調査
において葉枝見ڮの砂州が消失していたため調査は行わなかった（写真７）。

ํ๏
　本調査では対象のࠛをྡྷᠯ目、直ᠯ目、ৌᠯ目の３つに限定した。調査は４月末から11月

写真４　ീ千代ڮ　瀬切れ（2018/07/01）

写真６　葉枝見ڮ
（下流から上流方向にࡱ影2018/08/30）

写真３　ീ千代（2018/05/21）ڮ

写真５　御幸（2018/07/01）ڮ

写真７　葉枝見ڮ　砂州消失
（上流から下流方向にࡱ影　2018/10/19）
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末までに７回行ない、上流のߚ葉ڮから始め、最下流の葉枝見ڮまでの４地点を一日で回った。
砂州を調査者二名で見つけ取りによるࠛ相調査を行った。ั獲困難であったࠛについて
は写真ࡱ影による同定作業を行い、ダブルカウントをしないよう気を付けて調査をした。また
砂州は調査日前の天候に大きな影響を受け、面積が変化するため、ຖ回測ڑ計を用いて面積
の測定を行った。なお、本調査報告ではࠛ相の結果のみの報告とする。

݁Ռとߟ
は、直ᠯ目６種と同定困難であったバッタ科１種、ৌᠯ目７種、ྡྷᠯ目８種の計22種ڮ葉ߚ　
を確認した（表１）。ࠛの個体数は一回の調査で10個体を超える種は少なく、５月21日に།
一10個体以上確認されたヤナギルリハムシ（Plagiodera versicolora）は、砂州に生えていた
ヤナギの葉で多く見られた。また、確認した個体の多くは繁殖行動を行っていたため一時的に
多く見られたと考えられる。春からՆにかけてৌᠯ目とྡྷᠯ目が見られ、初Նからは直ᠯ目が
多く確認された。ৌᠯ目は前述のヤナギルリハムシと同様にヤナギの葉で多く確認され、ྡྷᠯ
目の多くは砂州の上を通過する移動個体が多かった。トノサマバッタ（Locusta migratoria）
やクルマバッタ（Gastrimargus marmoratus）は砂州の中でもツルϤシなど植物が繁茂して
いる環境で多く見られ、カワラバッタ（Eusphingonotus ┮aponicus）は砂州の中でも大や
中が多くめている環境で多く見られた。帯にはカワラϤモギが多く生ଉし、秋ごろから
開花を確認した。
　ീ千代ڮでは、直ᠯ目７種とྡྷᠯ目５種の計12種が確認できৌᠯ目は確認できなかった。個
体数も各調査日で５個体以上確認できた種はいなかった（表２）。その要因としてീ千代ڮは
調査地の中で最も調査地面積の変動が大きかったことが考えられる。瀬切れ時は対؛まで河চ
が表面に現れ、高水位時は砂州の幅が５m以下であり、この変動の差がࠛの生ଉ環境には
適していないのかもしれない。また調査地に設定した؛ࠨ側ではカワラバッタは確認できず、
瀬切れが発生しӈ؛側においてカワラバッタやカワラϤモギを多く確認できた。しかし、瀬切
れが発生し陸地面積が広がった状態でもカワラバッタなどが河川中央などに進出していること
はほとんどなかった。ৌᠯ目が全く見られなかったのは調査地にヤナギが存在していなかっ
たためかもしれない。カワラϤモギは調査地では確認できず、春にムシトリナデシコ（Silene 
armeria L.）が多く開花していた。
　御幸ڮは直ᠯ目７種、ৌᠯ目３種、ྡྷᠯ目９種が確認でき、計19種であった（表３）。これ
は調査地の中で最も種数が多かった地点の一つであった。その中でも直ᠯ目の個体数が多く、
でも瀬切れにڮ節を通して確認ができた。カワラバッタなどの༮体は４月に見られた。御幸ق
より河চが表面に現れた場所にはカワラバッタはおらず、の多い環境で多く見られた。その
他の直ᠯ目はツルϤシやススキ、セイタカアワダチソウなどの植生が見られる環境で多く見ら
れた。４月にカワラバッタの༮体を確認した際は、その植物܈の環境で確認したがまだ繁茂し
ておらず地表が見えるような環境であった。その他の植生として帯にはカワラϤモギがちら
ほら確認はできたがߚ葉ڮほどの数ではなかった。
　葉枝見ڮのࠛ相は、直ᠯ目が６種、ৌᠯ目が４種、ྡྷᠯ目が９種の計19種であり御幸ڮ
とฒんで種数は多かった（表４）。４月には砂帯と調査地ではないが中水敷にハネナガヒシ
バッタ（Euparatetti┼ insularis）が多く見られたが、その後は姿を消した。５月にはߚ葉ڮと
同様にৌᠯ目がヤナギの葉に多く付いていた。ߚ葉ڮと異なっていたのは、葉枝見ڮではヤナ
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ギルリハムシよりもテントウムシの仲間が目立っていたことである。カワラバッタは、７月１
日に１個体だけ確認して終わった。その他の調査地で見られたトノサマバッタやクルマバッタ
などの直ᠯ目も見られなかった。ྡྷᠯ目の種数は多く確認できたが、これは隣接している中水
敷の影響が大きいと考えられる。実際に吸ຶをしていた個体は砂州と中水敷の境界辺りの植
物に来ていた。
　今回の調査では砂州にはあまり植物が繁茂しないことが分かった。水位低下などによる砂
州の安定化は植生の増加につながり、それにより草原性のࠛ類がՆ場には多く見られるの
ではないかと予想していたが、実際には砂帯の面積と植物が生えている面積は一年を通して
大きな変化もなかった。また植物が܈生している環境でも開花植物が非常に少なく、๚花性ࠛ
がほとんど観察されず、観察できても移動中のものばかりであった。一方で、全調査地でカ
ワラバッタやカワラϤモギなど砂州がなければ生ଉできない生物が確認できたことから、愛
知川では水位低下による瀬切れなどが問題となっているが、砂州だけに注目すると河川の൙
ཞや土砂流入などにより樹林化などが進まない砂州が保たれているといえる。しかし、瀬切
れし河চが表面に現れた状態でも河চにはカワラバッタなどの進出は見られなかったことから
瀬切れによりカワラバッタなどの生ଉ範囲が拡大する可能性も低いと考えられる。カワラバッ
タの༮体は御幸ڮでしか確認できなかったが、Ն以降に成体をすべての地点で確認できた。カ
ワラバッタの生活史から考えても༮体から成体に成長する過程で大移動などは行わないので調
査地、またはその周辺環境で繁殖をしているのではないかと考えられる。葉枝見ڮのみ砂州
が消失し、その後の調査ではࠛが全く見られなかった。ق節的に減少するのも当然だが来年、
砂州消失がどれほど砂州のࠛに影響を与えているのか検討したい。
　今回の調査では植生やその面積などは測定を行っていない。瀬切れなどによる砂州面積の
変化や、その面積内での砂帯と植物帯の割合など今後の調査で測定することにより、より細
かな砂州の環境とࠛの関係が明確になるであろう。また、ീ千代ڮに関しては本調査では
砂州までのアプローチのしやすさから؛ࠨで行ったが、瀬切れ時にӈ؛よりでカワラバッタ
が多く見られたのでӈ؛での調査を検討していく予定である。

�݄�� �݄�� �݄� �݄�� �݄�� ��݄�� ��݄��

ώϝώγόολதᠯܕ Tetrix minor ˚
γϣϦϣόολ Acrida cinerea ˚
τϊαϚόολ Locusta migratoria ˚ ˚ ˚
ΫϧϚόολ Gastrimargus marmoratus ˚ ˚
Χϫϥόολ Eusphingonotus japonicus ˓ ˓ ˓ ˚
όολsp ˚
εΠϩααΩϦ Conocephalus chinensis ˚
ϗιΫϩπϠώϥλίϝπΩ Liotrichus hypocrita ˓
ϠφΪϋϜγ Chrysomela vigintipunctata ˚
ϠφΪϧϦϋϜγ Plagiodera versicolora ˕ ˚
φϛςϯτ Harmonia axyridis ˚
φφϗγςϯτ Coccinella septempunctata ˚
υϩϋϚΩνϣοΩϦ Byctiscus congener ˚
ΞΦΧφϒϯ Rhomborhina unicolor ˚
ΩλΩνϣ Eurema mandarina ˚
ϞϯΩνϣ Colias erate ˚ ˚
Ϟϯγϩνϣ Pieris rapae ˚ ˚ ˚
ϕχγδϛ Lycaena phlaeas ˚
φϛΞήϋ Papilio xuthus ˚
ώϝΞΧλςϋ Cynthia cardui ˚
Ωλςϋ Polygonia c-aureum ˚
ςϯάνϣ Libythea celtis ˚

ௐࠪ

ද�　ߚ༿ڮͷࠛ૬（˚ɿʻ�　˓ɿʻ��　˕ɿ��ʽ）

छ໊ ֶ໊
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�݄�� �݄�� �݄� �݄�� �݄����݄����݄��

τήώγόολ Criotettix japonicus ˚
ώϝώγόολ Tetrix minor ˚
ϋϥώγόολ Tetrix japonica ˚
ΫϧϚόολϞυΩ Oedaleus infernalis ˚ ˚
Χϫϥόολ Eusphingonotus japonicus ˚
πνΠφΰ Patanga japonica ˚ ˚
ηάϩΠφΰ Shirakiacris shirakii ˚
ΩλΩνϣ Eurema mandarina ˚ ˚
Ϟϯγϩνϣ Pieris rapae ˚
πόϝγδϛ Everes argiades ˚ ˚
νϟόωηηϦ Pelopidas mathias ˚ ˚
Ωλςϋ Polygonia c-aureum ˚

ௐࠪ

ද�　ീઍڮͷࠛ૬（˚ɿʻ�　˓ɿʻ��　˕ɿ��ʽ）

छ໊ ֶ໊

�݄�� �݄�� �݄� �݄�� �݄����݄����݄��
γϣϦϣόολ Acrida cinerea ˚
Φϯϒόολ Atractomorpha lata ˚
τϊαϚόολ Locusta migratoria ˚ ˚ ˕ ˚
ΫϧϚόολ Gastrimargus marmoratus ˚ ˚
ΫϧϚόολϞυΩ Oedaleus infernalis ˚ ˚ ˚
Χϫϥόολ Eusphingonotus japonicus ˚ ˓ ˓ ˕ ˓ ˓ ˚
πϢϜγ Phaneroptera falcata ˚ ˚
ΫϩπϠϋμίϝπΩ Hemicrepidius secessus ˚
φφϗγςϯτ Coccinella septempunctata ˚
ίΞΦϋφϜάϦ Gametis jucunda ˚

ΩλΩνϣ Eurema mandarina ˓ ˚
ϞϯΩνϣ Colias erate ˚
Ϟϯγϩνϣ Pieris rapae ˚ ˚
ϕχγδϛ Lycaena phlaeas ˚ ˚
πόϝγδϛ Everes argiades ˚
ϠϚτγδϛ Pseudozizeeria maha ˚
φϛΞήϋ Papilio xuthus ˚ ˚
ώϝΞΧλςϋ Cynthia cardui ˚
Ωλςϋ Polygonia c-aureum ˚

ද�　ڮޚͷࠛ૬（˚ɿʻ�　˓ɿʻ��　˕ɿ��ʽ）

ௐࠪछ໊ ֶ໊

�݄�� �݄�� �݄� �݄�� �݄����݄����݄��

ώϝώγόολ Tetrix minor ˚ ʵʵ
ϋωφΨώγόολ Euparatettix insularis ˕ ˚ ˚ ʵʵ
ϋϥώγόολ Tetrix japonica ˚ ˚ ʵʵ
γϣϦϣόολ Acrida cinerea ˚ ʵʵ
Χϫϥόολ Eusphingonotus japonicus ˚ ʵʵ
εΠϩααΩϦ Conocephalus chinensis ˚ ʵʵ

ϠφΪϧϦϋϜγ Plagiodera versicolora ˕ ʵʵ
φφϗγςϯτ Coccinella septempunctata ˚ ˕ ʵʵ
φϛςϯτ Harmonia axyridis ˕ ʵʵ
ίχϫϋϯϛϣ Cicindela transbaicalica ˚ ʵʵ

ΩλΩνϣ Eurema mandarina ˕ ˚ ʵʵ
ϞϯΩνϣ Colias erate ˚ ʵʵ
Ϟϯγϩνϣ Pieris rapae ˚ ˚ ʵʵ
ϕχγδϛ Lycaena phlaeas ˚ ˚ ʵʵ
πόϝγδϛ Everes argiades ˚ ʵʵ
φϛΞήϋ Papilio xuthus ˚ ʵʵ
ΩΞήϋ Papilio machaon ˚ ˚ ˚ ʵʵ
ώϝΞΧλςϋ Cynthia cardui ˚ ʵʵ
Ωλςϋ Polygonia c-aureum ˚ ʵʵ

छ໊ ֶ໊ ௐࠪ

ද�　༿ڮݟࢬͷࠛ૬（˚ɿʻ�　˓ɿʻ��　˕ɿ��ʽ　ʵʵɿ࠭भফࣦʹΑΓௐࠪෆՄ）
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౦ۙࢢߐ環境ԁ会ٞ
─ΈΜなͰޠり߹͏౦ۙߐの「い·」と「͜Ε͔Β」─　

里山学研究センター・ത࢜研究員
ଠ田　真人

　日時：2018年12月19日（水）　19：00〜21：30
　場所：永源寺コミュニティセンター　もみじホール
　主催：環境円卓会議　運営委員会
　　　　「鈴ࣛの森おこし」推進ワーキンググループ

　東近江市円卓会議とは、第２次東近江市環境基本計画をチェックする場として設けられてい
る。今回は、地域の森林にかかわる様々な分野の専門家や市民が集まり今後の森づくりの視点
を探ることを目的としていた。
　セッションⅠでは、まず初めに「鈴ࣛの森おこし」推進ワーキンググループの水田有Ն志氏
から東近江市の森の「これまで」、「いま」、「これから」という内容の発表があり、「これから」
を考えるテーマ提案が行われた。その後、森林所有者代表として東近江市ຳ川町の川ౢ夫氏、
永源寺森林組合から落部弘紀氏、森の生き物の専門家としてびわ湖の森の生き物研究会の山࡚
亨氏、ܢ流と森について愛知川上流漁業協同組合の池田則೭氏、環境教育など育成について河
辺いきものの森の丸ڮ裕一氏、鈴ࣛ10座エコツーリズムガイドクラブの今井康太氏の６名か
らそれぞれの視点からの東近江の森の「いま」について話が合った。森林所有者の川ౢ氏は
300年続く山を先代から引き継ぎ林業を行ってきた。ຳ川町は人工林率が80％でそれをތって
いたが現在は林業の衰ୀにより20年植林を行っていない。それでも森林組合の助けのもと60％
は間伐を行っているのでこの先100年はもつと考えている。家屋用としては売れないがその他
のものとしては売れているので、森の利用価値の見直しを要望されていた。森林組合の落部氏
からは森林組合の仕組みと近年は森林管理と間伐材のൖ出がメインとなっているとの説明が
あった。林業衰ୀのもとこれまでは間伐を行っても切り捨て間伐であり、切ったまま山に放棄
を行ってきたが、平成22年から温暖化防止対策の一環として国から間伐上乗せ補助金が出るよ
うになりൖ出するようになった。平成23年にはൖ出間伐材は約2000m3であったがそこから増
加し、今年度には7000m3に達した。来年度は１万m3を目標座している。山࡚氏からはイψワ
シとクマタカのむ森として東近江の昔と今の報告があった。42年前、山࡚氏が初めて東近江
でイψワシを観察した際は６つがいであったが、ここ近年は１つがいしか観察されていなかっ
た。残念なことに去年からその１つがいも見なくなり現在は̌である。イψワシがいなくなっ
てしまったのは森林の手入れが放棄されていることが原因である。実際に過去にイψワシが狩
りをしている写真をみても伐採後の草地などで行っていた。クマタカは営を30mもの高さの
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天然スギで行い、多種多様なものをӤ資源としている。東近江には複雑な気候や地形に合わせ
た多様な管理方法が行われてきた。それを改めに見直し、生き物のためではなく人のために健
全な森を再生することでイψワシたちが戻ってくるだろうとのことであった。漁業組合の池田
氏も山࡚氏と同様に生物のバランスが山には大切であるとした。ڕは川があればいいだけでは
なくその川は山からの水により形成されている。しかし、奥山は手付かずであり土砂などがた
まっている。現在、イワナの養殖をし、その多くを放流しているが、昔は警ռ心が強くるこ
とが難しかったイワナが放流されているものがほとんどとなり人に׳れ、自然と共生できない
遺伝子になっているように感じる。これは、我々人も同じではないだろうかとなげかけられた。
河辺いきものの森の丸ڮ氏は、これまでにも多くの教育機関が河辺いきものの森を๚れ自然に
触れあってきた。しかし、今はこのような整備や管理されたところでしか自然に触れ合えない
と思っておられる方が多いと感じる。そこで2015年から「里山保育」と称し、保育Ԃなどに出
向き保育Ԃ周辺で子供たちが自然に興味を持ち、自然はָしい、面നいと感じてもらえるよう
な活動も行っているとした。また環境教育の中でやはり、人間の役に立たない植物などをなく
してしまうのではなく、多様な生物がいることで教育がさらに良いものとなるとクサギを例に
挙げ説明されていた。最後にエコツーリズムの今井氏は活動として、エコツーリズムのガイド
だけではなく、登山道の整備や永源寺の道のӺに相ஊ૭口としてビジターセンターを設立した
り、登山口に停められている車の数やどこから๚れているのかなどの調査を行っている。エコ
ツーリズムからの森の課題としてはやはり落葉広葉樹のߚ葉やんだ川の水など自然を守って
いくとこであるとした。
　次に参加者全員で３〜４人のグループに分かれ、「自分なりの「これから」の森づくりにつ
いて」意見交換を行う場が設けられた。私が参加したグループには森林組合の落部氏と市原と
高野から来られた地元の農業を営んでおられる２名の方がおられた。お互いの自己紹介が終わ
りすぐに地元の２名の方が、我々は森といわれると河辺いきものの森のような、遊べる場所を
想像するが、今回は森林の話であると思う。そして、林業を営んでいるわけでもないので自分
なりにできることというのは非常に難しい話題であるとされた。しかし、その中でも一番に考
えるのはやはり人手不足についてとのことであった。代々引き継いできた仕事でも若手はどん
どん流出しているので、どれだけ山のことを考えても管理をする手がない。よって自分たちに
できることはଉ子やଙを地元に残すように山の大切さなどをしっかり伝えることではないかと
いうものであった。これについてはその後੮に戻り、（時間の関係上）数人がグループで話し
合ったことについて発表する中でも挙手をしてૌえられていた。
　セッションⅡではセッションⅠで発表された方々が「「これから」の森づくりの視点」につ
いて簡単に語られた。山࡚氏は、森林の持つ潜在能力の再評価が必要であるとし、池田氏は次
世代のことを考えて行動していくべきとした。丸ڮ氏は、「人を教える人」の育成が重要であ
り、自然が相手であることを認識し長いスパンで考えていく必要があるとした。今井氏は、愛
知川をきれいな川にするためにも豊かな水、豊かな山を維持していきたい。落部氏は、意見交
換で挙がった内容をもとにご自身が滋賀県出身ではないが東近江の魅力にみせられ今があるの
で、行政にもっと外部や若手を受け入れる体制を整えてもらいたいとした。川ౢ氏は、森林組
合のこれまでの実やデータを有効活用すれば保全につなげることができる。また、まだいい
材になる木があるのだから良いものはちゃんと利用することが必要とૌえた。最後にテーマ提
案者の永田氏から今後も東近江の市民の方と活動して森づくりを考えていき、യ然と行うので
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はなく具体的なイメージを持ちながら整備などを行っていきたいとした。
　最後に書記の方からの円卓会議のふりかえりが行われ、閉会した。
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ห࢜ޢ会࣮मशと里山学
બ的࣮मशظɾ環境ҕһ会ୈþ1会ެ࢜ޢหژ─

ʢࣗવอޢ෦会ʣの࣮ࢪ─　

里山学研究センター・リαーν・Ξγスタント
लҰ

෦会ʣޢҕһ会によるબ的࣮मशʢࣗવอڥ・会ެ࢜ޢหژ．１
　龍谷大学里山学研究センターでは、京都ห護࢜会公害・環境委員会の依頼を受けて、2018年
10月31日（水）に、京都ห護࢜会公害・環境委員会による第71期選択型実務म習（自然保護部
会）の環境問題体験コースの一環として、第71期司法म習生に対するセンター研究員による里
山学の講義レクチャーと「龍谷の森」（滋賀県大津市瀬田）における実地レクチャーを行った。
　当֘म習は、第71期司法म習生に対して、環境問題及び里山問題に関する研मを目的とする
ものであり、龍谷大学里山学研究センターから、牛尾洋也（同センター長及び研究員、龍谷
大学法学部教授）、村澤真保呂（同研究員、同社会学部教授）、宮浦富保（同研究員、同理工
学部教授）、林च೫（同研究員、同理工学部実験助手）、太田真人（同ത࢜研究員）、西ल一
（同リサーチ・アシスタント）が参加した。実務म習の担当ห護࢜として、෬見康司氏（ห
護࢜）、小町崇幸氏（ห護࢜）、西調氏（ห護࢜）、森田ีߒ氏（ห護࢜）、司法म習生からは、
大竹太氏、加౻羅ࠫ氏、ਿ本ຑས那氏、高山明৳氏、高好ຑ氏、田澤知氏、౻田泰史氏、
ງ野大樹氏、増尾ߒজ氏、安永一平氏、部政氏の参加があった。

２．બ的࣮मशʢࣗવอޢ෦会ʣの֓ཁ
ᾇ　ٛߨϨΫνϟʔ

　まず、෬見康司ห護࢜と牛尾洋也センター長による挨拶の後、里山学研究センタースタッフ
及び司法म習生、ห護࢜による自己紹介が行われた。
　講義レクチャーは、村澤研究員、宮浦研究員、牛尾研究員によって行われた。
　第一に、レクチャー１として、村澤研究員から、「里山学と持続可能社会」と題する以下の
内容のレクチャーが行われた。
　まず、国連による「SDGsの取り組み」が紹介された。SDGsとは、国連の掲げる持続可能な
発展のための17の目標を意味し、環境分野だけでなく、人間社会のあり方、政治や経済に関す
る事柄も多く含まれている。2001年にミレニアム開発目標（MDGs）が掲げられたが十分に成
功せず、2015年９月の国連サミットにて、2030年までの目標として掲げられたものである。人
間社会を持続可能にするための目標であり、環境保護だけの問題ではない。自然環境の保護と
は、自然を放置しておけば良いということではなく、人間の関わりが重要であり、切り離して
考える事柄ではない。社会と自然、２つの関係のあり方を変える必要があるとされた。このよ
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うな取り組みの背景には、近代以後の都市化の広がりに原因があり、都市化をどのようにࠀ
するかが次世代の課題となる。
　この課題に関する指標の一つとして、「エコロジカル・フットプリント（EF）」というも
のがある。平ۉ的生産力（生物生産力Biocapacity）の１ha＝１gha（グローバルϔクタール）、
再生可能な地球の生物生産力＝環境容量として、一人当たりの環境容量がEFとされる。2007
年では、地球全体の環境容量は120億gha（一人当たり1.8gha）。しかし、実際の消費量は180億
gha（一人当たり2.7gha）であり、そもそも1987年には人類の消費が地球の環境容量を超えて
しまっている。アメリカ人と同等の生活を全人類が行えば、地球４個分のストックが必要とな
る。
　また、「持続不可能な現状を理解する」ために、生物多様性の観点から世界の動向をみると、
生物多様性の比率が世界的に減少している反面、エネルギー消費量が2030年には1970年代の３
倍ほどにらむと推測されている。1980年代からは、経済的なグローバル化としての新自由主
義が進展し、世界的な格差が進展したとされる。ジニ係数に基づけば、富裕層と貧困層の二極
化が進展し、中間層が消失している。その結果、貨幣経済・都市化の進展もあり、スラム化が
進んでいる。
　結果、「持続可能社会の課題としての都市化」として、世界規模で人口増加とともに都市へ
の人口集中が進んでいる。したがって、都市周辺のスラム化も増加している。一方で、農村人
口が減少し、2018年にはそれを都市人口が追い越す段階となった。なお、日本でも経済的な発
展と持続可能性が課題となるが、2050年には、中国、インド、ブラジル、メキシコ、ロシアに
日本のGDPが追い越される可能性もあるとされる。
　都市化の歴史に関していえば、中世までは農業経済中心の自給自足国家であり、土地にറら
れた農業経済によるԦ権社会であったといえる。その後、労働社会において、当初は中世ギル
ドを中心に都市圏がつくられ、次的に都市が拡大し、商業圏が拡大してきた。現代以降は、
さらにそれがグローバル経済により拡大されている。
　現代では、経済的価値ではかられた人間社会に資する形で自然環境が消費されているともい
える。それに対して、SDGsは、自然環境が持続可能な限度内で人間社会を維持する、その人
間社会の持続可能な範囲内で経済を回すという枠組みを目指すものといえる。自然環境が危機
にවすると人間社会が維持できないと考えられている。
　なお、近年の動きとして、スマートシティやスマート社会など、エネルギー効率の高い社会
が目指されているが、先進国の一部に限定される可能性もある。
　この点、センターが追求する里山学とは、丸山徳次研究員の定義付けに従えば、「環境問
題の解決に寄与し、持続可能な社会を追求する一環として〈里山的自然〉とは何かを明らか
にし、里山維持の伝統的な技法と作法を解明してそれを現在に活かす」ことを目指すものと
いえる。他方で、世界的な動向としては、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）でも、
Satoyama	Initiative（2010年）が提唱されている。
　最後に、心理テストにおいて、統合失調の治療の度合いを図るものとして里山の絵を書い
てもらうことがある。過去の統合失調の人と現在の大学生とが描く絵が多少類似してきてい
る。その理由は、都市化が進み、コミュニティが喪失し、どういう基盤のもとで自身の生活が
成り立っているかがわからないために、精神的な孤立化が現実の社会状況となっているものと
推察することができるという。
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　第二に、宮浦研究員からは「里山の歴史を考える」と題するレクチャー２が行われた。
　まず、里山の代表的な樹木として、アカマツの説明、コナラ、クψギの特徴が説明された。
コナラは非常に重要な里山の樹木であり、その理由は萌芽更新にある。切りגから出る萌芽更
新の場合は、切りגの栄養をもとに成長することができる。最初の年に１m以上に育ち、雑草
に負けずに育つことができる。この性質が里山では重要な性質であり、木を切り、薪や炭にし
たり、栽培に適していた。持続可能なエネルギー供給ができていたといえる。それを強度
に利用すると、アカマツの林を経由して、挙句にはハゲ山化する。一方で、近年のように、過
少利用も別に問題となる。
　里山は、人間と自然の共生の場であり、薪や柴、落ち葉、木の実、狩猟動物がいる。過去の
農用林が里山ともいえる。農家の生活が農業生産と結びついた林野といえる。里山の里は村で
あり、山は森や林を意味する。自然環境と生活様式、文化の相互関係を意味する。
　京都側から比ӥ山をみた1864年の絵図によれば、比ӥ山に木がない。他方、琵琶湖側から京
都側をみると、やはり比ӥ山周辺には木がなく、一本ਿがみえる。草山あるいはハゲ山に近い
状態であった。
　そうすると、現在のように山に木が多く生えている、森林資源が現在ほど豊かであるのは、
日本の歴史上初のことではないかとも想像できる。
　1813年の京都の農家の作業の記録をみてみると、田畑を耕す、肥料作り、草刈りの３つにお
いて、一番多いのは、草刈りや草むしりであることがわかる。これは里山から草を刈ってくる
ことを意味し、「ຖ日草刈」という絵図まである。
　里山のエネルギーの流れをみると、里山の木材や落ち葉、草を農家が建築、薪、食料や肥料
にし、田畑で肥料を用いて作物となる。里山から資源をとり、生活や作物に用いるという農家
の生活が存在した。滋賀県のマキノ町では、クψギ林があり、萌芽更新がされている。10年、
20年のクψギが材木として適している。ࣳ刈りをするために林の地面がすっきりとしている。
太陽光も入るため、カタクリの花も芽を出す。ミズカマキリの生態なども、里山の環境に適し
て生き延びてきたことがわかる。
　日本の里山の環境がいつ頃出来上がったのかを考えると、生時代後期（３世紀）のᲇ志
人伝において、中国に日本の樹木についてコナラやクスノキ、クψギなどが紹介されている。
アカマツはあまり目立つものではなかったと思われる。陶ثの༼跡をみれば、薪はカシなどの
広葉樹から、６世紀後半からアカマツが増えている。そうすると、６世紀ごろが里山ができた
時期といえる。花ค分析でも、樹木種を見分けることができる。１万2000年前から現代までを
みると、１万2000年前は氷期が終わったこともあり、野৲湖周辺にはカラマツやモミなどが生
えていた。寒冷な気候をあらわす樹木が、１万年前から消えていき、ブナやナラଐが増えてき
て、その後次第に、樹木の変化とともに人間の影響がみられることになる。1922年のナショナ
ルジオグラフィックには落ち葉ૡきの写真が掲ࡌされているが、かつては落ち葉ૡきについて
も「入

い㇊ㆀい

会」としての規制により、利用や管理のルールが形成されていた。
　一方で、かつての日本における山の利用に関しても、必ずしもすべてが持続可能ではなかっ
た。その例の一つとして、たたら製鉄がある。山を切り崩して砂鉄を఼させ、焼く。これは
持続可能ではなかった。もし持続可能にしようと思えば、１Օ所の維持で3000haの山の面積
が必要となる。しかし、中国地方では、多数のたたら場が存在したために、ハゲ山ばかりと
なってしまった。そのほか、山の利用次第では、河口域の土砂の流入などが起こる。日本の砂
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や砂丘という環境は、人間が山を切り開き利用した結果といえる。このように、日本の風景
の多くは人間が作り出したものであるといえる。
　里山の変化をみると、化学燃料の増加により、里山の利用が減少し、変化が生ずる。里山の
放置により、落ち葉のଯ積が起こり、土養分が増加する。密度が増加し、アカマツが減少す
ることにもなる。さらに、里山の利用がなくなり、動物のӅれ家となる。人間にみつからずに
人間の生活空間に直接৵入できることになる。また、マツ枯れだけでなく、ナラ枯れも問題と
なる。太いクψギが増え、カシノナガキクイムシは太い木が好きなのでナラ枯れを引き起こす。
タケの大繁殖も起きている。このように、現在は里山が使われないことが大きな問題となって
いる。
　第三に、牛尾研究員から、「里山学と法律学の接点」と題するレクチャー３が行われた。
　まず、法律実務家として、具体的な問題、企業や国家と個人との関係を意識した課題に対し
て、司法上の紛争解決が可能か否かをよりリアルに考えることの重要性が示された。里山問題
に引きつけていえば、里山開発事案における過剰利用に対して適切な土地や空間の利用はどの
ように考えるべきかという視点が重要となる。
　具体的には、ࡳຈ地判平成29年５月22日の生物多様性保全ૌুをみると、生物多様性条約の
目的や内容とは何か、生物多様性は誰がいかにして保全することができるのかが問題となる。
そのほか、大津地判平成29年１月26日のトチノキ伐採ૌুでは、行政上の規制がなければ伐採
が自由であるのかが問題となり、森林の保全が一般的公益にとどまれば、所有者が異を唱えな
い限り自由となることの課題が示されている。
　また、দ山地判昭和53年５月29日の長町の入ૌুでは、反射的利益が強調された。公物
論にもかかわるが、河川についても、自然公物であるとされれば、未改म河川として責任が問
われないということになる。他方で、人工公物の課題をみることも重要となる。近年の災害だ
けでなく、琵琶湖周辺でも水害が多くあり、明治期に河川法などの水法が展開された。それら
の法は、所有権との対抗関係を意識していたといえる。しかし、河川は行政がすべて管理する
のが難しく、地元の管理も必要となる。1997年には、治水や利水に環境が加わり、関係住民と
いう言葉も加わった。2014年には、水循環基本法により、水循環、流域、体系管理が問題と
なっている。私的所有権と公物の二元論といった所有権の枠組みだけでない仕組みが登場して
いる。
　次に、道の問題については、反射的利益に限定されず、公道の通行自由権が認められた例が
ある（最判昭和３年１月16日民集18巻１号１頁）。
　この点、里山とは、人の手が入った二次林などを包摂する。その歴史についても、古代・中
世のオープンアクセスな自然環境から、戦乱の展開の中、村の自治的なԂの支配領域がで
きることになる。線引きによる土地支配が明確となる。山や水争いが深刻となる。
　里山の開発と保全という矛盾関係について、江戸時代には里山の知恵が形成された。つまり、
里山には生産だけでなく生態系保全や管理保全等の複合的な機能がある。
　江戸期から明治初期の里山では、開ࠖ、新田開発により、里山の利用が問題となる。砂防の
工夫などもそれへの対応の一つである。また、ߑ水時の遊水地や、ナゲで、水をコントロール
する。水害防備林を含め里山の知恵があるが、そこには土地所有権の考え方とは異なる考え方
がある。
　そのほか、イギリスのパブリック・フットパスを素材に、歩く権利の紹介もなされた。
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　景観問題については、国立景観ૌুがあり、景観利益も広く認められるようになった。
　所有権論については、ドイツでは、基本法による人格権の優先のもとで、ࡒ産権が語られて
いるが、この点からも、所有権の自由について再度考える必要性があるといえる。英ถ圏では、
イギリスの歩く権利などを踏まえると、様々な権利が重層的に認められている。
　ほかに、自益権及び共益権という視点、社団や組合による多数決の論理と民事法との関係や、
土地空間をめる自由の権利の再考可能性が示された。
　第四として、林研究員から、実地レクチャーの導入レクチャーが行われた。導入レクチャー
では、龍谷大学の瀬田隣接地である通称「龍谷の森」についての取得経Ң、研究エリアと里山
保全エリアのゾーニングの実施、「里山保全の会」の概要、「里山保全計画」の内容、落葉樹を
用いた葉土作り、ドローンを活用した植生解析や森林境界線のѲへの応用、オルソ画像の
解説、里山に現代の生活にあった価値を見出し里山での活動自体に新たな価値を見出すこと、
地域に蓄積された知恵や科学的知識を生かして生態系サービスを持続的に利用できるようにす
ることなどがఄ示された。

ᾈ　࣮ϨΫνϟʔ
　午後の実地レクチャー（レクチャー４）では、瀬田キャンパスに隣接する龍谷の森での実地
म習が、林研究員の実地ガイドにより行われた。森林観測タワーへの登や、ドローンを使用
した森林観察、ナラ枯れの実態やコナラの木の植生などについて観測ないし実習が行われた。

ᾉ　ҙަݟձ
　実地レクチャーの後に開かれた意見交換会では、司法म習生から次のような質疑及び意見が
なされた。
　司法म習生からは、世界的な動向を考えると「ห護࢜業をしている場合なのかな」という意
見もあった。また、村澤研究員のレクチャーに関する、「環境消費の紹介があったが、世界的
に流動する場合、どこでの消費を基準とするのか」という質問に対し、村澤研究員からは、最
終的な消費国を基準に計算することになるとの解説がされた。ただし、消費活動が非常に複雑
であるので正確性に懸念がある点も指摘された。また、北関東の動向について、村澤研究員か
ら、引きこもりの若者の調査とࣇಐ相ஊ施設にいる若者の調査を行ったことがあるが、ࣇಐ福
祉施設入居者数が増加し、家ఉ内課題のある子どもが増えている地域があり、その原因の一端
として、家のあり方や地域社会のコミュニティのあり方に関する規範が崩れてきている向
がある、との説明があった。ほかにも、ニューϤークの事例では、投資の対象としてマンショ
ンをߪ入するために、中心部で居住が行われず、人がいなくなり、一方、߫外ではスラム化が
生じている。日本でも、例えば、京都で高ڃマンションが建築されると、投資家は住まないた
めに、自治会も機能しない可能性がある。このように都市自身も問題を๊えていることへの指
摘がなされた。
　牛尾研究員のレクチャーに対しては、反射的利益としか行政法の講義で学習しなかったこと
をより具体的に考える必要があることを意識したという意見や、身近に豊かな自然がある場合
に、開発問題に対する地元の反発にも理解ができるだけに、紛争後ではなく立法的な問題点が
あると思われる、といった意見があった。
　そのほか、「都市化という原因について考えたことがなかったので、人口分散などの視点も
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重要であることが理解できた」、「水俣病の当時は経済性が優先された結果として公害が生じた
ということを踏まえると、地方や自然を捉え直す観点へのシフトが重要であると考えた」、「龍
谷の森では動物やキノコなどをもう少し見たかった」、「原生自然のことしか考えたことがなく、
二次的自然の価値を知らなかったので新たな知識を学んだ」、「観測タワーの景৭が良かったこ
となど、現地にいくことで自然の価値を見出すことができることを学んだ」、「地方の農村部の
出身であるが、逆に森や林に触れたことがないことに驚いた。また、ฌ庫県三田市では、野焼
きの文化を知らない新住民がその文化を理解せずに対立が生じたという例を聞いたこともあり、
その対立が今後非常に激化していくことに懸念を持つ」、「理念としては目指すべき方向性があ
るとしても実際に自分の土地の開発や利用の問題となるとどのように使うべきかむこともあ
るのではないか」などといった意見及び感想が述べられた。
　村澤研究員からは、1970年代に地方でچ住民と新住民との対立が生じてきたが、1990年代に
なると、東京都や大阪府のように、新住民の方が優勢になってきた地域もあるとの解説がなさ
れた。加えて、自身の食料や家具などが、どのように生産されているのかをイメージできるか
という視点から、より具体的なモデルを考えることができないと、抽象的な社会モデルを構想
することができないとの指摘がされた。そのほか、日本では、現在「公共性」の概念が問題
となっていることも紹介された。パブリックと聞くと、まずは地域の仲間を考えるフランス
やイギリスの例に対して、日本では国家をイメージすることも多い。その公共性が次第に風
化し、民間との区別もなくなることになる。国連も苦労しているが、SDGsの17番目のパート
ナーシップによる新しい公共の主体を作るべきというアピールもある。今後は、社会、公共の
担い手をどのように作るべきかが問題になるとされる。
　牛尾研究員からは、ドイツでは詳細な都市計画プランが事前に定まっているが、日本は個人
が判断をしなければならない実情があり、仕組み全体の検討が必要であるとされた。
　林研究員から、アフリカの過剰利用の調査の結果によれば、重労働への不満もあり、ָな
らしを目指すという意味で電気やガスが求められており、その意味では日本の過去の人々も

「生物多様性を減らそう」という意味で薪をやめたわけではないことを考えると、現在の価値
観で単純に考えるのではなく、社会構造を含めた視点の設定が必要であることが紹介された。
　また、各ห護࢜の方からは、自然へ触れる機会の創出の意義や、企業・行政など開発を進め
る側の仕事にबく場合でも、進める側の視点とは別の方向からの法的アドバイスも可能となる
意味で、自身の普段の仕事とは異なる知見を学ぶことの重要性が指摘された。
　ほかにも、里山学研究センタースタッフ及び司法म習生との間で、実際には、開発を希望し
ている住民も多く、規制をかける問題と土地所有権の課題が現実に存在すること、また、コン
パクトシティ論との関係で、「圏域マネジメント」というキーワードがあり、日本の市町村数
の少なさなどを視野に入れることの重要性、さらに、メガソーラー問題とのかかわりから、行
政や地域住民の一部が促進したいと考えている場合に、どのような対応が望まれるのかが難し
いといった課題について、討議が行われた。東京都国分寺市の条例では、まちづくり権に関す
る規定もあり、まちづくりの権利主体となることが示されているような注目すべき動向もある
といった紹介もなされた。

ᾊ　͚ͯʹޙࠓ
　以上のように、今回の実務म習では、法律実務家と「里山学」ˎ とのかかわりが非常に多義
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的な意義をもつ可能性があることが共有された。龍谷大学里山学研究センターでは、今後も法
律実務家やそのほかの諸分野との接合の展開を図るため、学際的知見の提供・共有を継続して
いく予定である。

ˎ「里山学」については、丸山徳次「『里山問題』の転換と里山学の課題─〈文化としての自然〉の保
全・再生─」牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子編著『琵琶湖水域圏の可能性─里山学からの展望─』

（晃洋書房、2018年）４頁以下参照。

Figur１：講義レクチャー Figur２：里山実地レクチャー
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地域ݯࢿのར׆༻と山ྛॴ༗ŋཧの՝にؔ͢ΔҰಈ向
ɾ会ެ࢜ޢหژの「ఆެԂࠃݪߴ୮ژ」─

環境ҕһ会ࣗવอޢ෦会࣮ࢪϑィールυϫーΫௐࠪใࠂ─　

里山学研究センターリαーν・Ξγスタント
लҰ

１．ௐࠪの֓ཁ
　京都ห護࢜会公害・環境委員会自然保護部会が行った京都府南୮市美山町での「美山・Ѷ生
の森フィールドワーク」調査（2018年10月17日から18日実施）に、龍谷大学里山学研究セン
ターから西ल一（リサーチ・アシスタント）が帯同した。里山学研究センターでは、2015
年度から進める私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「琵琶湖を中心とする循環型自然・社
会・文化環境の総合研究─Satoyamaモデルによる地域・環境政策の新展開─」プロジェクト

（研究代表者：牛尾洋也)1において、森林資源や地域資源の利用及び管理に関する研究を継続
しており、西は当֘研究の一環として本調査に加わった。自然保護部会からは、部会長の෬
見康司ห護࢜のほか５名のห護࢜が本調査に参加している。なお、里山学研究センターでは、
ຖ年度、京都ห護࢜会公害・環境委員会自然保護部会の依頼を受けて、各年度の司法म習生に
対して講義レクチャーと実地レクチャーを合わせた実務म習を実施しており、法律実務家に対
する継続的な環境教育・法教育のプログラムを実施している2。
　今回の調査概要は以下となる。
		

　調査日時：2018年10月17日（水）、18日（木）
　調査場所：京都府南୮市美山町　京都府大野ダム総合管理事務所
　　　　　　京都府南୮市美山町　かやぶきの里
　　　　　　京都府南୮市美山町　Ѷ生の森（Ѷ生研究林）
　　　　　　京都府南୮市美山町　京都୮波高原国定公Ԃビジターセンター
　調査内容：上記各種関係者へのヒアリング調査、Ѷ生の森のフィールドワーク調査

　本調査は、2016年３月25日に全国では57Օ所目の国定公Ԃ3に指定された「京都୮波高原国
定公Ԃ」として注目を集める南୮市美山町への実地調査を内容とする4。国定公Ԃの指定に際
しては、当֘地域の森林生態系や河川生態系等の多様な生態系の豊かさとともに、茅葺き屋根
の文化といった優れた文化的資源が評価されており5、今回の調査でも「かやぶきの里」エリ
アと由良川の源流に位置する「Ѷ生の森」エリアが主な๚問先である。当֘国定公Ԃは、京都
市、ҁ部市、南୮市、京୮波町の行政区画にまたがり、総面積68,851haのエリアを包摂する6。
本調査では、その細目のエリア区画に位置づけられる「大野ダム公Ԃ」エリアに関しても、大
野ダムを管理する京都府大野ダム総合管理事務所にヒアリング調査を行った。
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２．「େ野μムެԂ」ΤϦア
　2018年10月17日の調査では、まず、一ڃ河川である由良川のߑ水調節を担う大野ダムについ
て、大野ダムビジターセンターを๚問し、同施設にซ設する京都府大野ダム総合管理事務所の
担当職員によるレクチャーを受けた。大野ダム周辺地域は、前述の国定公Ԃ上でも、自然景観
豊かな「大野ダム公Ԃ」エリアとして位置づけられている7。
　大野ダムは、由良川のߑ水調節を主目的とする1961年に完成した多目的ダムである8。一ڃ
河川として流域面積1,880km2をほこる由良川の下流域は、従前、度重なるߑ水に見舞われてい
たところ、特に1953年の台風13号による大規模ߑ水を契機として大野ダムが建設された。
　建設は国（建設省）が行ったが、完成後の1962年には、その管理は京都府に移管されてい
る。1981年度以降、ダムஷ水湖（「の湖」）周辺に多目的公Ԃや࣪地公Ԃ、散策路等が整備さ
れ、府内外から来๚者が๚れているという。また、近年はいわゆる「ダム女」や「ダムカー
ド」9の効果も相まって人工構造物であるダム施設が再度注目を集めている。ただし、国定公
Ԃの「大野ダム公Ԃ」エリアに選定されたものの、ヒアリングによれば、当֘エリアで最近ま
で営業していた地元の団体によるିしボート営業が、度重なる災害による流木被害や担い手の
高齢化を理由に、継続が難しくなっているということであった。また、周囲にはパターゴルフ
場も存在するが、来๚者の減少で運営継続は簡単ではないとのことであった。
　なお、大野ダムは多目的ダムとされるが、具体的には、①ߑ水を調節し下流域のߑ水被害を
軽減することと、②河川水を利用し水力発電を行う
ことを目的としている。
　ダムの今後の動きとしては、मસよりも機能の向
上や高さ調整などをどのように実施するかが金銭面
を含め課題になるという。ダムの管理は、現在は15
名の総合管理事務所職員のもとで行われている。ダ
ムの建設及び管理は、河川法とともに特定多目的ダ
ム法に基づく。なお、周辺地域の河川敷の土地の登
記名義は国土交通省ຢは建設省であるが、ダム自体
は工作物であるため登記は不要とのことである10。

３．「かͿ͖の里」ΤϦア
　引き続いて、茅葺き民家が多く残る地区である美山町北集落を๚問した。知井地区11にある

「かやぶきの里」は国定公Ԃ上の重要な文化的資源としての意義を有するとともに、国の重要
伝統的建造物܈保存地区にも指定されている。当֘地域の茅葺き民家の屋根は「北山型」とݺ
ばれる形状を成し、明治期以前に建てられたものである。「かやぶきの里」エリアには、「༔々
ひろば」という軽食ができる施設とற車場が一体となった施設があり、そこにற車をして「か
やぶきの里」を観光するルートが整備されている。๚問時には、住民の方が自身でࣂ育してい
るヤギの親子の散歩をされており、地域の様子について若干の聞き取りをすることができた。
　今回の調査では、「かやぶきの里」から少し離れたところにある「美山	FUTON	�	
Breakfast」という茅葺き民家の一౩ିしの॓に॓ധをした。当֘施設の従業員の方への聞き
取りによれば、近時は外国人観光٬の来๚と॓ധが非常に増えているとのことであった。施設
の設備も外国人観光٬向けに作られているものがあった。

Figure	1　大野ダム
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４．「Ѷੜの」ΤϦア
　2018年10月18日の調査では、「Ѷ生の森」エリアについて、特定非営利活動法人Ѷ生自然学
校のスタッフのレクチャーのもと、Ѷ生の森のフィールドワークを実施した。
　京都大学の研究林として位置づけられると同時に上記Ѷ生自然学校の実地フィールドでもあ
る現在の「Ѷ生の森」は、1921年に学術研究及び実地演習を目的として、چ知井村の九ϲ字共
有林の一部に、99年間の地上権設定契約を締結し、Ѷ生演習林（現Ѷ生研究林）として称した
ことに沿革を有する12。また、1923年には、事務所、බ畑、॓舎等の用地5.9haを京都大学がߪ
入しているという。
　上記の経Ңを有する「Ѷ生の森」は、福井県と滋賀県に隣接する京都府北東部の由良川源流
域に位置し、気候的には日本海型と太平洋型の移行帯にあり、植生区分としても暖温帯林と冷
温帯林の移行帯にあるために非常に豊かな植生がみられる貴重な山林となっている（具体的
には、標高355から959mのうち、標高600mまでは暖温帯林構成種がみられ、それ以上の標高
で冷温帯林構成種がみられるという）。植生だけでなく、ௗ्についても、ヤマネやノネズミ、
モグラ、カモシカ、タψキ、ツキノワグマなど多種多様な生物がみられるという。前述の国定
公Ԃ上でも、「Ѷ生の森」エリアは、由良川源流域に位置する西日本有数の天然林として重要
な自然資源とされている13。
　フィールドワークの際にも、「Ѷ生ਿ」がみられ、レクチャースタッフによれば、多雪地帯
のスギは育ちがく幅もڱいために、良い木として取引されていたという。
　そもそも、「Ѷ生の森」が演習林として利用される以前（特に江戸期から明治期）には、当
֘地域には木地師が定住しており、トチノキなどは製材としてだけでなく、木炭をアク抜きに
用いて食ྐ源として利用されていたとされる。村の古文書には、木地師がউ手に村落住民の林
地の木を切らないように代官に申し立てた記録も残されているという。木地師のほかに、製炭
を生業とする者もいた記録があり、「茅場」としての利用もあったとのことである。ほかにも、
実際に森を歩くと、野田畑࣪地とݺばれる畑や田んぼの跡地、土のุ跡など、集落（100人
以上が居を構えていたという）が存在した痕跡がみられた。ハゲ山も存在したようである。ಕ
を越えると滋賀県の近江であり、他方には若ڱの辺があり、それらを１日でԟ復できたこと
から、消費地が近く条݅的に優良な地であったという。聞き取りによれば、木地師の衰ୀは、
他の地域と同様に、地租改正後の近代的所有権の確立に伴い、森の木を木地師がউ手に切るこ
とができなくなったことが主な要因とのことであった。

Figure	2　かやぶきの里 Figure	3　茅葺き民家一౩ିし
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　ところで、「Ѷ生の森」は、貴重な原生林としても知られているが、聞き取りによれば、京
都大学が地上権設定契約により借り受けた際に、その費用を皆伐による木材の売り上げによっ
て補ったことから、当֘皆伐後の二次林も広く存在するとのことであった。皆伐後には、温度
が変化し、冷温帯から暖温帯へと変化した植生もあるという。実際には、京都大学Ѷ生研究林
の全面積（約4,200ha）の約半分が地上権設定契約以後に人の手が加えられていない天然林で
あり、その一部に人為が加わっていない原生的な部分も含まれている。また、約1,800haの部
分が天然林の伐採跡地に再生した二次林としての天然林であるとされる。ほかに、スギなどの
人工林が約250ha造成されている14。
　他方で、近年は、「Ѷ生の森」でも्害が特に問題となっている。フィールドワークの際に
も、本来は大樹が倒れた後にギャップという空間ができ、大きな木におさえられていた木々が
競争をして芽をਧくはずであるのに対して、シカの食害により木々が育たず、その上にシカが
食さないユワヒメワラビが繁殖して生態系の多様性が失われている実態を観察した。それに伴
い、斜面が雨や雪で削られ、葉土も削られるために木が弱くなるといった問題も生じている
という。また、ඍ生物の減少やௗのӤの減少という問題もある。このため、特別ௗ्保護区で
もある「Ѷ生の森」において期間を設けてシカを駆除する試みが実施されている。特別ௗ्保
護区で重機を用いて駆除を行ったのは日本で初めての例ということであったが、現在のところ
成果はそれほどみられていないとのことであった。また、現在、京都大学により、シカの食圧
を排除した森の変容に関する研究（「京都大学ABCプロジェクト」）が進められており、森の
各Օ所に研究調査のためのネット等のث材が設置されていた。聞き取りでは、一切シカが干渉
しないよりも、一時期多少は干渉する環境があったほうが植生は豊かになる可能性があるとい
う。
　なお、今回のフィールドワークでは、マイクロバスで林道を通って「Ѷ生の森」に入山し
たが、その林道のװ線は昭和60年（1985年）代までに整備がなされたものである（総延長
34.2km）。
　最後に、上述の地上権設定契約の存続期間をみれば明らかな通り、その期間満ྃの時期

（2020年）が迫っている。地元住民でもあるѶ生自然学校のスタッフの方へのヒアリングによ
れば、京都大学が現在と同様の面積（約4,200ha）を再度継続して借受けるかは明らかではなく、
地元としては京都大学に継続して借りてほしいという要望を持ち、９つの字の代表者と京都大
学との間で協議をしているとのことである。未確認のため登記名義は明らかではないが、「Ѷ
生の森」の所有・管理形態については、چ村落（字）単位で所有しており、地元住民の理解と

Figure	4　Ѷ生の森 Figure	5　野田畑࣪地
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しては入会林（入会山）であるとのことであった。

国ఆެԂϏδλʔηンλʔݪߴ୮ژ．５
　本調査の最後に、2018年４月にオープンした「京都୮波高原国
定公Ԃビジターセンター」に伺った。当֘センターは、南୮市農
業振興総合センターを府が改मしたものであるが、里山文化の発
信拠点として、観光案内やガイドブック等が設置され非常に៉ྷ
に整備された施設となっており、土産物等を扱うൢ売所やミルク
やジェラートのߪ入が可能な「美山牛ೕ」のళฮがซ設している。
当֘センターの案内カウンターは、京都市ӈ京区京北地域にある
北܂田高等学校の森林リサーチ科の高校生が作成したものである
という15。๚問した際には、自転車のツーリストや外国人観光٬の
姿がみられた。

̒．૯ׅ　ᴷ地域ݯࢿཧと๏੍ᴷ
　以上のように、本調査では、「京都୮波高原国定公Ԃ」の重要な風景地エリアの現況を調査
した。調査を行った各地域における自然資源や文化的資源҃いはダム施設を含む社会資源16は、
由良川の水域圏における主要な構成要素として、多様な役割と価値を有している。
　具体的には、すでに全国的にも有名な美山の茅葺き民家の集落܈は地域の文化的特性を形成
するとともに、国定公Ԃ指定後のビジターセンター等の整備によって、自転車ツーリズムや外
国人観光٬にも対応した「森の京都」の観光資源として再度注目されている。また、国定公Ԃ
の主たる自然資源としてのѶ生の森は、大学における高度な研究教育フィールドとしてだけで
なく、2004年に設立されたNPO法人（特定非営利活動法人Ѷ生自然学校）の運営を中心として、
小学生等の年少者の自然環境教育の現場として積極的な機能・価値を有する地域資源となって
いる。さらに、木地師の文化や製炭の痕跡をみることができるѶ生の森は、当֘地域の歴史や
地理的条݅を理解する上でも重要な意義を有する。
　もっとも、上記のような国定公Ԃの主たる構成要素においても、それぞれ課題が存在する。
　例えば、自然資源の維持管理については、所有（権）と管理（権）の問題が当֘地域でも٤
緊の課題とされている。特に当֘地域固有の問題は、複数（９つ）の字の共有林として所有さ
れる林地の管理を100年弱の長期にわたって大学と地域住民が共に担ってきたということにあ
る。その関係の基礎は、地上権設定者の字と地上権者の大学との地上権設定契約という法制度

（民法256条以下）に基づき形成されているが、地上権（設定契約）の存続期間満ྃに伴い、自
然資源の管理主体が今後の課題となっている。地上権に基づき物権的な効果を伴って実質的に
管理を行ってきた大学がその存続期間終ྃ後に同様の契約内容と維持管理を行うかどうかは、
予算の問題を๊える大学の対応次第という現況がある中で、地域として今後どのような管理・
利用を行っていくべきかが議論されている。Ծに長期にわたって約4,200haの面積を管理して
きた大学の協力が得られないとすれば、地域にとっては、地上権者から支払われる地代等によ
る収入がなくなる（҃いは減少する）ことをも意味し、地域資源の維持管理に伴うコスト負担
という点において難しい課題に直面することになる。他方で、Ծに上記契約を終ྃする場合に
は大学に原状回復義務が生ずる可能性があるが（民法269条１項本文)17、林地・森林の原状回

Figure	6　ビジターセンター
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復とは具体的に何を意味するのかも問題となる18。皆伐によって形成された二次林を元の天然
林に原状回復することは現実的ではなく19、そうすると、その負担を考えれば地上権者である
大学が契約を終ྃすることも難しい。
　以上の管理主体の問題とも連なるものであるが、管理の٬体についても、生態系の維持管理
҃いは回復という観点から課題が生じている。前述のようにѶ生の森でも、他の地域と同様に、
्害が問題とされており、様々な対策が試みられている20。また、Ѷ生の森固有の植生につい
ても、過去の皆伐による生態系の変化などを現代的にどのように回復していくべきかが課題と
されていた。
　さらに、文化的資源҃いは社会資源についても、外部からの来๚者や地域資源の担い手の変
化に伴う課題が見受けられた。京都市内の中心部に比べるとඍ増であるとしても、かやぶきの
里や周辺の॓ധ施設においても、標記の工夫や注意ש起など、外国人観光٬の増加やツーリズ
ムの普及に対応するための取り組みの必要性が意識されていた。もっとも、国定公Ԃの指定後
は、府主導の「森の京都」の情報提供の取り組みやビジターセンター等の施設整備など、ツー
リズムや外国人観光٬へ対応する動きもみられる。他方で、茅葺き屋根などの文化を担う地域
資源の維持管理主体の高齢化や茅葺き民家を用いた॓ധ施設を営業する地域外の外部資本の参
入により、従前の地域の特性やコミュニティを保ちつつ地域資源を適切に維持管理することが
難しい現況も存在する。本来、国定公Ԃ制度は観光振興を直接の目的とする制度ではないが、
観光資源という視点からは、前述した大野ダム公Ԃのようなアクティビティ施設の衰ୀといっ
た課題もある。
　なお、現在、北陸新װ線のರ賀から新大阪間の整備ルート選定に伴い、現状では新װ線ルー
トが美山町ຢは「京都୮波高原国定公Ԃ」の一部を通る可能性が高いとの計画が発表されてい
る。すでに新聞報道でも国定公Ԃ内の生態系等への影響を懸念する地域住民の声が指摘されて
いるが21、本調査でも、今後のその動向を注視する地域住民の意見を聞くことができた。具体
的に問題となる国定公Ԃのエリア、地種区分（第１種から第３種までの特別地域と普通地域）
を踏まえて、環境影響評価等の৻重な調査のもと、多面的機能だけでなく観光にも資する地域
資源への影響を適正にはかる必要があるといえる22。

──────────
１　同プロジェクトの概要については、龍谷大学里山学研究センター『2015年度年次報告書　里山学

研究　琵琶湖の保全再生と里山・里湖─人と水との共生にむけて─』（龍谷大学里山学研究センター、
2016年）28頁以下を参照。また、その取り組みについては、龍谷大学里山学研究センター HPも参照さ
れたい（http://satoyama.kenkyu.ryukoku.ac.jp）。

２　2017年度のその概要については、西ल一「里山学と法律実務家のかかわり─京都ห護࢜会公害・
環境委員会（自然保護部会）第70期選択的実務म習（環境問題体験コース）の実施─」『2017年度年次
報告書　里山学研究　里山学から考える防災・減災─琵琶湖水域圏の保全・再生に向けて─』（龍谷大
学里山学研究センター、2018年）142-145頁。

３　国定公Ԃとは、「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国
民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的」とする自然
公Ԃ法に基づき指定される公Ԃのうち、国立公Ԃに準ずる自然の風景地で特に指定されたものをいう

（自然公Ԃ法２条３号）。特に優れた自然の風景地として国が管理する国立公Ԃとは異なり、国定公Ԃ
の管理は都道府県が担う。同制度については、環境省HP「日本の国立公Ԃ」（https://www.env.go.jp/
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park/）を参照。
４　京都府内ではすでに「୮後天ڮ立大江山国定公Ԃ」、「若ڱ国定公Ԃ」、「琵琶湖国定公Ԃ」の３つ

の国定公Ԃがあり、「京都୮波高原国定公Ԃ」は府内４Օ所目の指定となる。
５　「京都୮波高原国定公Ԃ」の詳細については、京都府のHP（https://www.pref.kyoto.jp/shizen-koen/

tamba.html）及び環境省のHP（http://www.env.go.jp/press/102249.html）を参照。
６　国定公Ԃの指定に伴う動きとして、自然資源と文化的資源をいかに活用するかという視点から、京

都府の中部６市町（ҁ部市、福知山市、京୮波町、南୮市、ُԬ市、京都市ӈ京区京北）を「森の京
都」エリアとした複数の地域間連携による魅力づくりの取り組みが連動して行われている。「いきいき
通信133号（平成28年４月号）」（上林いきいきセンター、2016年）参照。「森の京都」については、一
般社団法人森の京都地域振興社の「森の京都」公式HP（https://morinokyoto.jp）を参照。

７　京都府HP（https://www.pref.kyoto.jp/shizen-koen/tamba/en ７ohn.html）参照。
８　大野ダムの詳細については、調査の際に配を受けた京都府発行の「一ڃ河川　由良川　大野ダム」

冊子（京都府建設交通部河川課・京都府大野ダム総合管理事務所・大野ダムビジターセンター、2017
年11月作成）に基づく。

９　「ダムカード」については、国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/
damcard.html）を参照。

10　もっとも、以上の諸点はあくまでヒアリング調査によるものであり、詳細な情報に関してはなお正
確な確認を必要とすることに留意していただきたい。

11　1955年の自治体合ซにより生した美山町の前身をなすچ村の地名が、集落のまとまりの単位とし
て現在でも用いられている。

12　以下、詳細については、当日の聞き取りの結果とともに、特定非営利活動法人Ѷ生自然学校のスタッ
フから配を受けた資料「Ѷ生の森の概要」（文：京都大学Ѷ生研究林、写真：Ѷ生自然学校）に基づ
く。

13　京都府HP（https://www.pref.kyoto.jp/shizen-koen/tamba/en5ash.html）参照。
14　詳細はம（12）の資料参照。
15　京都新聞2018年２月６日ウェブ版「高校生が案内カウンター制作　京都୮波高原国定公Ԃ」（https://

www.kyoto-np.co.jp/local/article/20180206000067）参照。
16　維持管理すべき資源を農地や森林、水などの自然資源と、制度や事業、技術などの有形無形の社会

資源とに区分する視点については、2018年11月10日開催の2018年度日本農業法学会学術大会シンポジ
ウム（於　京都府立大学）におけるᑶ澤能生会員（早稲田大学）による趣旨説明報告など参照。

17　民法269条１項本文は地上権者の収去権について規定するが、その「規定の重点」はむしろ「地上権
者の原状回復義務」にあるとされる。川島宜編『注釈民法（７）物権（２）』（有൹閣、1968年）426
頁〔鈴木担当〕。

18　建物以外の工作物についてはその収去にあたって地上権者に土地を原状に回復する義務が生ずるが、
他方で、地盛りや排水工事等の工事の結果のうち、土地の利用上必要であるが土地の価値を増加させ
ないもの、及び、土地の価値を増加させるものについては原状回復義務が生じないとされている。土
地の価値を増加させる場合にはむしろ地上権者に有益費償ؐ求権が認められるとするのが通説であ
る（民法608条２項準用）。これに対して、土地の利用上不可欠ではなく土地の価値を増加させない工
事等については、地上権者は原状回復義務を負う。鈴木・前掲ம（17）427-428頁参照。そうすると、
当֘森林における皆伐や整備の具体的な結果が上記のどれに֘当するのかが問題となる。

19　他方で、Ծに、地上権設定時には健全な林業経営が可能な林地において、林業経営を継続すること
も目的の一つとして地上権設定契約を締結していた場合、その後に林業経営のための整備がなされず
天然林（二次林）が形成された林地に関する原状回復とは林業経営可能な林地への回復を意味し得る。
今回の若干の聞き取りでは、そもそも当初は大学側も林業経営を継続する意向があったとのことであっ
た。法的には、存続期間の長短と物権の٬体（林地）の特性とともに、具体的な契約内容を踏まえた
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存続期間終ྃ後の地上権者の原状回復義務の解釈が問題となる。
20　この点、自治体の積極的支援のもと्害対策のために雑木林の整備に自治会（認可地縁団体）主導

で取り組む滋賀県東近江市の事例として、西ल一「地縁団体の法的性格とその規範的意義」牛尾
洋也＝٢Ԭॆ＝ਗ਼水万由子編著『琵琶湖水域圏の可能性─里山学からの展望─』（晃洋書房、2018年）
261-262頁及び同「森林組合における里山及び奥山管理の現況─滋賀県「東近江市永源寺森林組合」に
関する調査報告─」『2016年度年次報告書　流域のくらしと奥山・里山─愛知川から考える─』（龍谷
大学里山学研究センター、2017年）152-165頁参照。

21　京都新聞2018年８月31日ウェブ版「国定公Ԃ生態系への影響懸念　京都で北陸新װ線説明会」
　（https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180831000218）。
22　環境影響評価の動向に関する京都新聞2018年９月24日ウェブ版「社説：新װ線アセス　府民の懸念

に向き合え」（https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180924000033）などの新聞報道も参照。
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地վྑ۠のਫཧにؔ͢Δஂମ෦৫ମ੍と

と՝گݱのۀࣄฤඋ࠶Ӧ地ࠃ
─ѪԊ؛地վྑ۠ٴͼ౦ۙࢢߐྛਫ࢈෦ଜඋ՝の

　─ௐ͔ࠪΒྫࣄ

里山学研究センターリαーν・Ξγスタント
लҰ

１．ௐࠪの֓ཁ
　龍谷大学里山学研究センターは、2015年度から私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「琵琶
湖を中心とする循環型自然・社会・文化環境の総合研究─Satoyamaモデルによる地域・環境
政策の新展開─」プロジェクト（研究代表者：牛尾洋也)1を進めている。同研究の一環として、
2019年３月４日に秋山道雄（センター研究員、滋賀県立大学名誉教授）の主導のもと、滋賀県
の湖東地域における愛知川沿؛土地改良区による水管理の動向及び東近江市が進める大規模ะ
場整備事業（国営農地再編整備事業）についてヒアリング調査を行った。
　調査の概要は以下となる。

調査日時：2019年３月４日（月）10：00-15：00
調査対象：愛知川沿؛土地改良区（滋賀県東近江市春日町２番７号）
　　　　　東近江市農林水産部農村整備課（滋賀県東近江市ീ日市緑町10番５号）
調査内容：土地改良区の水管理施策、市の国営農地再編整備事業に対するヒアリング調査

　本調査は、琵琶湖水域圏における（地下水を含む）水管理施策及び土地利用規制を検討する
上で、2017年度に実施した愛知川沿؛土地改良区への調査2を踏まえて、その後の推移ととも
に、関連するะ場整備事業や開畑事業の実態Ѳを主な内容とするものである。
　具体的には、愛知川沿؛土地改良区の職員へのヒアリングと、東近江市農林水産部農村整備
課職員へのヒアリングを行い、ะ場整備や用水及び地下水管理の概要や課題について調査研究
を行った。本調査は、秋山道雄（同上）、田中滋（センター研究員、龍谷大学社会学部教授）、
遊ຏ正ल（同研究員、同理工学部教授）、鈴木龍也（同研究員、同法学部教授）、中川晃成（同
研究員、同理工学部講師）、林च೫（同研究員、同理工学部実験助手）、太田真人（同ത࢜研究
員）、西ल一（同リサーチ・アシスタント）によって行われた。
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２．地վྑ੍۠の๏վਖ਼とஂ体内෦৫のదਖ਼化
ᾇ　վྑ੍۠ͱ෦৫

　本調査の前提として、土地改良区制度の概要及び関連する近時の法政策動向について付言す
ると以下の展開がみられる。
　土地改良区は、一般に、土地改良法に基づいて土地改良事業を施行することを目的とし、地
域の耕作者や農地所有者を組合員として設立される公共的な法人であるとされる3。また、そ
こでの土地改良事業とは、農業用用排水施設、農業用道路等の新設や管理、区画整理、農用地
の造成等、農用地及び土地改良施設の災害復چ等を行うものであり、場合に応じて、国（国営
事業）、都道府県（都道府県営事業）、市町村、土地改良区（団体営事業）がその実施主体とな
る4。これらを規律する法律が、土地改良法（昭和24年法律第195号）であり、同法は土地改良
事業を「適正かつ円に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発
を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造
の改善に資することを目的」（土地改良法１条１項）とする。
　実際には、大部分の土地改良区において（建設事業ではなく）農業水利施設の維持管理が主
たる事業とされており、現在、土地改良区は全国に4,585地区あるものの（平成28年度末時点）、
合ซ等により減少向にあるようである5。また、農業従事者の高齢化等の影響もあり、組合
員数も減少向にあり、昭和50年には約506万人であった組合員数は、現在、約359万人となっ
ている（平成28年度末時点)6。
　都道府県知事の認可により設立される土地改良区7では、事業参加資格者がその組合員とな
る強制加入方式が採用されており、そこでいう事業参加資格者とは、自作地では（耕作者でも
ある）所有者、借地では（原則）耕作者となる（土地改良法３条、11条）8。組合員になる
と、土地改良区の運営への参画に関し各自一議決権ฒびに役員と総代の（一）選挙権（同法31
条）、書に関する閲覧求権（同法29条４項）といった権利を有する一方で、ො課金や夫役
等の負担義務を負いうる（同法36条)9。
　このような土地改良区の内部組織の構成は、法律上、次のように整理できる。
　まず、土地改良法では、土地改良区の名称や地区、事業内容といった根本的な事柄は「定
事ࡌ上の絶対的記上で定めなければならないとされている（同法16条）。その上で、定「
項以外の事柄、具体的には、法人の機関や組合員資格に関する詳細な事項については、定と
は別に「規約」を設けて定める枠組みが採られている（同法17条)10。
　機関体制をみると、法定上、土地改良区には、業務執行機関ຢはಜ機関である役員として、
理事及び事の設置が必ਢとされている。理事は５名以上、事は２名以上とされ、通常、総
会（での選挙）により選任される。さらに、理事の定数のうち最低５分の３、事の定数のう
ち最低２分の１は（法人を除く）組合員でなければならない。なお、役員のबୀ任について土
地改良区は都道府県知事に届け出なければならない（以上につき同法18条１項以下)11。
　業務執行機関である理事は、代表権12を有し、（定上に別段の定めがない限り）法人の事
務について理事の過半数で業務執行決定を行う（同法19条）。理事はຖ事業年度一回は通常総
会を招集する義務を負う（同法25条１項)13。そのほか、理事は定、規約、管理規程、事業
に関する書類、組合員名、土地原及び議事録を備置し保存する義務を有し、組合員ຢは利
害関係人から書の閲覧求があった場合には（拒絶する正当な事由がない限り）閲覧に供し
なければならない（同法29条）。
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　事は、ࡒ産の状況及び理事の業務執行の状況を査することが主な職務となる（同法19条
の４）。
　これら役員は実義務を負い（同法19条の５第１項）、理事と事及び職員は݉職が禁止さ
れている（同法20条）。
　他方、他の法人類型と同じく土地改良区でも、上記の各機関を選解任し、その権限をコント
ロールする団体の意思決定機関として、総組合員で組織される総会が予定されている（同法22
条）。
　その上で、土地改良区の運営に関し、一定の重要事項については、法律上で総会の議決が義
務付けられている（同法30条）。原則、総会での議決方法は（定に別の定めがない限り）総
組合員の半数以上が出੮し、その議決権の過半数による（同法32条１項)14。なお、議事を指
する議長は組合員として議決に加わる権利を有しないが（同法32条２項）、可否同数の場合ش
には議長が決する（同法32条１項）。
　これに対し、各組合員にとって特に重要な事項については、強行的に、厳格な議決方法が要
されている。具体的には、定の変更、土地改良事業計画の設定及び変更等、解散ຢは合ซ
に関しては、総組合員の３分の２以上が出੮し、その議決権の３分の２以上の多数による決議
が要݅となる（同法33条）。さらに、定の変更に関しては、都道府県知事の認可が必要とな
る（同法30条２項から５項)15。
　なお、総会の決議が有効に成立するための前提として、一定の招集要݅を満たす必要があり、
事前に会議の日時、場所及び目的が各組合員に通知されなければならず、（定に別の定めが
ない限り）事前通知がされた事項に関し総会で決議が可能となる（同法28条、34条）。
　ところで、法定上、一定の規模以上の実体16を有する土地改良区には、総会に代わって総
代会の設置が認められている（同法23条１項以下）。大規模な土地改良区では総代会が意思決
定を行い、総会に関する規律が準用される（同法23条９項）。組合員を代議する総代の定数は、
最低30人以上として定で定める必要がある（同法23条２項)17。年齢25ࡀ以上の組合員（ຢ
は法人組合員）が総代資格を有し、組合員による選挙によって選任される。なお、組合員は総
数の３分の１以上により総代の解職を求することができる（同法24条）。
　そのほか、土地改良区には、法人の住所と代表者の行為に対する法人の損害ഛ償責任を規律
する一般社団法人及び一般ࡒ団法人に関する法律（平成18年法律第48号）の４条及び78条が準
用される（土地改良法35条）。
　以上が土地改良区の基本的な内部組織体制となるが、土地持ち非農家の増加や組合員の高齢
化等の課題を踏まえて、近年、土地改良区の運営体制や内部組織にかかわる重要な法改正が行
われた。

ᾈ　վྑ๏ͷվਖ਼
　土地改良区に関する近時の注目すべき動向として、平成30年６月１日に成立した改正土地改
良法がある（平成30年法律43号。公日は平成30年６月８日、施行日は平成31年４月１日とな
る)18。
　当֘改正は、高齢化による離農や農地の利用集積の進展に伴い土地持ち非農家の増加が見込
まれ、施設の維持管理や更新を的確に行うためには、耕作者の意思が適切に反映される事業運
営を確立する必要があること、また、組合員及び職員数の減少によって土地改良区の業務執行
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体制が੬弱化する中で適正な業務運営を確保し、事務の効率化や改善を図る必要があること
を背景として、それらに対応するા置を目的とするものであり19、その改正内容を大別すれば、
土地改良区の組合員資格に関するા置と内部組織体制の改善に関するા置とに分けることがで
きる。
ᶃ　߹һ資֨ʹؔ͢Δվਖ਼

　組合員資格等に関する改正内容は主に以下の５つとなる。
　第一に、「準組合員」という新たな構成員資格が創設された（土地改良法15条の２から４、
32条４項、36条２項参照)20。前述のように土地改良区では、事業参加資格者が組合員となり、
借地では耕作者ຢは所有者のいずれか一人が組合員となる（一筆一資格）。これに対し、改
正法では、借地の耕作者ຢは所有者で事業参画資格がない者を準組合員とすることができる
とされた。敷ᔤすれば、良好な営農環境の確保のためには耕作者の意思を適切に反映する必要
がある一方で、所有者から耕作者へ組合員の資格交替をした場合に耕作者は従前所有者が負っ
ていたො課金等の義務を負うことになるため、従前の組合員資格以外に土地改良区の運営に参
画する資格を設けることの有用性が指摘され、現在は組合員でない耕作者がまずは準組合員と
して参画し、所有者から耕作者に資格交替をする際に所有者を準組合員として引き続き運営に
参画可能とする制度が導入された21。準組合員は、議決権や選挙権を有しないが、総会に出੮
し意見を述べる権利22を有する。他方で、組合員との間でො課金や夫役等を分担することにし
た場合にཤ行義務を負いうる。もっとも、注意すべきは、各土地改良区において準組合員制度
の導入は任意であり、さらに準組合員となる者の申込みの意思表示が必要となる。ො課金等の
義務負担についても準組合員の同意がなければならない。
　第二に、地域住民を構成員とする団体に「施設管理準組合員」の資格を付与する制度が創設
された（土地改良法15条の２から４、32条４項、36条の２参照)23。これは、今後の組合員数
の減少に伴って組合員の夫役の負担が増えることにより、土地改良施設の維持管理に支障を来
すおそれがあることから、農地周辺の水路等の維持管理に取り組んでいる地域の活動組織が土
地改良施設の維持管理に参画することを可能とするા置である。具体的には、池堤体の草刈り
や植栽活動を行う（農家・非農家・自治会等で構成される）多面的機能支払の活動組織や、水
路のట上げ等の作業に取り組む町内会やPTAといった団体が想定されている24。当֘制度は、
任意意思による加入制度であり、各土地改良区が総会決議のもと任意に導入を決め定に記ࡌ
する。施設管理準組合員には議決権及び選挙権はないが、総会へ出੮し意見述を行うことの
できる権利を有する。他方、施設管理準組合員には土地改良区から施設管理への協力を求めら
れた場合にそれに応じる義務がある。
　第三に、内部組織体制の構築にもかかわるが、理事の資格要݅が見直された（土地改良法18
条５項参照）。すなわち、従前は、理事の５分の３以上は組合員でなければならないとされて
いたものが、５分の３以上は（原則として25）耕作者である組合員でなければならないとされ
た26。このા置は、今後、土地持ち非農家が増加しうる中で、土地改良区の運営に耕作者の意
向を適切に反映させることを目的とする。
　第四に、重要な変更として、土地改良区が農業用の用水施設の管理を行う場合には、総会
の議決を経て、「利水調整規定」を定めなければならないとされた（土地改良法30条１項２号、
57条の３の２参照）。土地改良法制定時には、土地改良区内の耕作者の経営規模はほぼۉ一で、
農作業は同時期に実施され、耕作者間で水需要に大きな違いはないという想定のもと、農業用
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水の配分は耕作者にۉ等に行うことが基本とされてきたが、近年の経営規模の拡大による農作
業の長期化、作付品種の多様化により、耕作者の水需要（時期及び水量）が変化しており、多
様化する水需要の実態に応じた農業用水の配分調整のルール化が必要とされた27。今後、土地
改良区は、総会の議決により利水調整規定を策定し、利水調整の基本方針、用水配分の決定方
法（プロセス）、用水期間中の事情変更への対応を明示的に定めなければならない。特に、農
業用水の供給を適正に行うこと、利水調整がいつ誰によりどのようなプロセスで行われるのか、
耕作者の利水に関する意向Ѳと排水計画を定めた際の周知をどのように行うかは必ਢの項目
とされている28。
　そのほか、第五に、所有者から耕作者への組合員の資格交替を円に進めるための手続要
݅の簡素化が行われた（土地改良法３条２項、43条３項参照）。従前、借地の事業参加資格
者（組合員）が、農業委員会の承認を受けて耕作者から所有者となった場合に、その後に再度、
所有者から耕作者へ資格交替をする場合にも同様の承認が必要とされてきたが、改正により、
後者の承認制は廃止され、届出制とされた。また、農地中間管理機構による農地の借の場合
に、従前は所有者と機構、機構と耕作者のそれぞれの連ॺで土地改良区に組合員の資格得喪を
通知する必要があったが、改正により、農地中間管理機構が単ಠで土地改良区に組合員の資格
得喪を通知すれば足りるとされた。今後の農地中間管理機構による借権設定農地の増加に伴
う手続の円化を見越した改正となる29。
ᶄ　෦৫ମ੍ʹؔ͢Δվਖ਼

　内部組織体制に関する改正内容は、主に次の３つとなる。
　第一に、総代会制度の積極的な活用を促す変更が行われた（土地改良法23条参照）。まず、
組合員数の減少が見込まれる中で、総代会を活用して、土地改良区の意思決定を機動的に行う
ことができるようにするために、総代会の設置要݅が従前の組合員数200人以上から100人以上
に緩和された。同時に、これまで組合員数に応じて段階的に設定されていた総代定数が、一律
30人以上とされた30。また、従前、選挙管理委員会の管理により実施されていた総代選挙が改
正後は土地改良区の管理により実施されることになった31。さらに、総代は、（総会における
組合員の場合と同様に）書面ຢは代理人によって議決権を行使することができることとされ
た32。もっとも、総代会の設置は義務ではなく、機関体制の選択は土地改良区ごとの任意に委
ねられていることに留意を要する。
　第二に、適正な運営のために土地改良区のࡒ務会計制度が見直された（土地改良法29条の２、
18条６項参照）。その内容はさらに２つに分けることができる。一つは、従前、決算関係書類
として事業報告書、収支決算書、ࡒ産目録の作成が必要であったが、改正後は、それらに加え
て、原則として33ି借対照表を作成し公表することが必要とされた。農業用用排水施設がٺ
化する中で、施設の維持管理や更新を計画的に進めていくためには、将来の施設更新に必要と
なる費用の額や資産の状況を明らかにする必要があり、計画的な積立てのもと将来世代との間
での費用分担を図ることが理由である34。もう一つは、員外事の選任の義務付けである。ࡒ
産管理に伴う不事を受けて、ಜ機能の強化のため、従前、２分の１以上は組合員とする
必要があった事につき、組合員や役職員でない第三者を事に加えることが必ਢとされた35。
もっとも、公認会計࢜や੫理࢜とސ問契約をしている場合や、都道府県土連の会計指導員から
指導を受けている場合、土地改良区連合で会計を共同化している場合には、例外的に員外事
の設置は義務付けられない。
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　第三に、維持管理等の合理化及び効率化のため、土地改良区連合の業務内容が拡ॆされた
（土地改良法77条参照）。従前、土地改良区連合の設立は共同で土地改良事業を行う場合のみに
限定されていたが、改正後は、共同で施設の維持管理事務（施設の見回りやො課金等の徴収）
やෟ帯事業（小水力発電、太陽光発電等）を行う場合も設立が可能とされた36。事業の効率化
やコスト削減が期待されている。
　ᶅ　վਖ਼๏ͷӨڹ
　本調査の聞き取りによれば、愛知川沿؛土地改良区においても、後述のように、利水調整な
ど水の合理的な管理に関して、責任を負う管理主体を明確化し、適正な意思決定が行うための
内部組織ルールを明確化するという点で、上記のような法改正動向を踏まえた組織体制の構築
が意識されていた。

３．ѪԊ؛地վྑ۠におけるਫཧ
　今回のヒアリング調査では、愛知川沿؛土地改良区事務所の重森篤氏（専務理事）、北川重
幸氏（事業管理課管理担当）、村瀬༐人氏（事業管理課管理担当）にご対応いただいた。
　愛知川沿؛土地改良区は、昭和27年10月に設立された滋賀県東近江市春日町２番７号に事務
所を置く土地改良区である。当֘土地改良区の基礎的なデータは、地区面積6,877ha（近江ീ
഼市〔چ安土町〕、東近江市〔چീ日市市、چ永源寺町、چ五個町、چ愛東町、چ湖東町〕、
愛町、豊郷町）、組合員数8,707名、総代205名（任期４年）、理事30名（任期４年）、事６
名（任期４年）、職員27名（うちୗ10名、ྟ時２名）となる。
　愛知川沿؛土地改良区が維持管理する施設としては、װ線用水路（55.7km）、支線用水路

（110.2,m）、頭首工３Օ所（愛知川頭首工、宇ી川頭首工、ӝ生川頭首工）、集水３ڎՕ所（ӝ
生川集水ڎ、सԬ集水ڎ、നௗ集水ڎ）、調整池13Օ所、地下水༲水機等がある。
　ᶃ　ਫཧͷ֓ཁ
　愛知川沿؛土地改良区の水管理の概要に関しては、大方、次のようになるという37。
　まず、水管理の体制については、永源寺ダムは滋賀県が管理しているため、用水路への取水
量変更は、土地改良区の事務局（事業管理課）からダム管理所に依頼しており、頭首工、集
水ڎ、調整池、װ線用水路及び支線用水路の分水工（433Օ所）を土地改良区が管理している。
土地改良区は、国営װ線水路４路線ごとに１名の水系主任者を配置して、ᕲᕱ期間中の水管理
も行っている。水系主任者は改良区の職員が担っている。さらに、各分水工に、末端水管理の
総ׅを行い適切な水配分を行う分水責任者を設けることが予定されており、分水工から下流は
分水責任者のもとに各集落、水利組合が管理をし、集落ごとのルールに従って配分をすること
が想定されている。
　次に、送水計画については、ຖ年、ᕲᕱ期前に用水管理基本計画策定合同会議を開催し、永
源寺ダムからの送水計画を含む用水管理計画を策定している。当֘会議体は、土地改良区が主
催をし、土地改良区理事で構成される用水管理委員会に、滋賀県の農産普及課、農業協同組
合（JA）、担い手等が加わり、用水管理と営農の連携を行うことを目的として開催されている。
用水管理計画は、３月に開催される総代会において周知をした後に、総代を通じて組合員へ周
知される。ダムからの送水量については、改良区のホームページ上で掲ࡌされており、周知が
徹底されている。なお、用水管理委員会は、ຖ年度の水管理計画基本方針を樹立し、利水調整
の総ׅを行っている。
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　節水対策については、永源寺ダムのஷ水率50％を目安として、数日おきに送水などの節水対
策を実施している。その実施にあたっては、ྟ時の用水管理委員会を開催し、決定の上、総代
を通じて組合員に周知するほか、改良区のホームページ上に掲ࡌするなどして、１週間程度の
周知期間を設けた上で実施するように配慮されている。節水対策期間中は、ダム送水区域（ࠨ
。のみの他水源（頭首工、地下水༲水機など）の利用を原則としている（؛ຢはӈ؛
　ᶄ　ࡦࢪۀͷల։ͱҬ資ݯཧͷϧʔϧඋ
　そのほか、ヒアリングでは、次のことについても聞き取りをすることができた。
　水の需要の増加により、湖東平野で1000万トンの水の確保が求められるために、地下水に頼
らざるを得ない面があるという。土地改良区がमસ費・管理費を出すポンプを認定ポンプとし、
83Օ所の認定ポンプは補給水として、װ線水路ຢは支線水路に合流している。特にچീ日市市
の下流域には工場地帯もあり、水需要が高いという。
　また、滋賀県や東近江市では、大規模ะ場整備の動きとして、収益を出すことができる農業
実現のため、区画の大規模化や営農の合理化、農地の集積・集約、法人化を進めている動きが
あり、土地改良区でも、経営の合理化にも資するICT（情報通信技術）の活用・促進を進めて
いる。潜在的な水不足への不満に対応するためにも、今後は、より効率的な水管理、配分が求
められるという。モデルブロックを設定して、モデルに選んだ地域で成果を出すことで、水管
理の可視化を目指している。この点、土地改良区の職員の業務としては、電話対応や水管理に
伴うमસや要望対応にも追われているため、現在は農家ごとの水の使用に関するデータの細か
な解析等ができていないということであった。もっとも、適宜、記録は収集しているため、必
要であれば解析等をして合理的な水管理に活かす意向があるという。
　用水については、今後、パイプライン化を行うことが目指されている。上流優位というシ
ステムに伴う物理的な問題を解決するためにも、パイプライン化が意味を持つという。ICT化、
ะ場整備により、パイプライン化の整備が期待されている。
　営農の面では、排水条݅が悪い水田も存在するために、ס田化をし、畑作に適した農地にし
ていく必要もあるという。もっとも、歴史的に当֘地域において畑作の技術が十分に蓄積され
てきたわけではないために、農地の集約化も必要となり、付加価値の高い作物を植えて、再投
資の契機づけができるような「かる農業」を展開できるような仕組みづくりの必要性が意識
されている。݉業農家では、適切な水管理に伴う課題もあるために、今後は、法人化及び集約
化を進め、集落全体を一つの組織として、水を適切に管理することのできる基盤が重要となっ
てくる。その際には、畑作に伴う作業の効率化も必要で、例えば、東近江市ではすでに、市が
農業協同組合とともに地域商社「ג式会社　東近江あぐりステーション」38を設立し、農家か
ら一ׅして野菜を集め、ൢ売のための水ચいや包等の作業を商社が担うという仕組みづくり
が行われている。地産地消のための仕組みづくりも重要であるとする。加えて、後継者不足の
問題もあり、農家の中でも自分の代で農家が終わるという意識もあるようで、その点でも法人
化を進める必要があるという。もっとも、法人においても作業員の確保などの課題があるとさ
れる。
　また、愛知川沿؛改良区の管地域では、ダムが建設される以前は各自で水を採っていたが、
ะ場整備がされた後に、集落単位で׳行としての水番が出来上がったものと思われるとのこと
であった。ただし、歴史的には、集落相互間で話し合い等をすることはあまりなく、紛争も見
受けられないという。
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　今後は、現在土地所有者が主に行っている水の配分について、農業の担い手である耕作者が
メインとなり、地域ブロックごとに配分の具体的なルールについて取り決め、調整していくこ
とになる。というのも、前述した土地改良法の改正（平成31年４月施行）を受けて、愛知川沿
土地改良区でも、利水調整規定の策定が急がれており、分水責任者をこれからどのように決؛
めるのかが議論されている。分水責任者は数集落を所管して意見を取りまとめていかなければ
ならないため、いくつかの集落の細部の責任者の中で集まって決めていくという作業が想定さ
れている。法律上で利水調整ルールの策定が義務化されたために、示の׳行での調整ではな
く、明示的なルール化が目指されている。その際、必然的に意見を集約する必要があるために、
自ずと集落相互間の話し合いがなされるなど、集落間の協議の姿勢も次第と変化してくるので
はないかということであった。他方で、上記のように意見を集約して水の配分をコントロール
する分水責任者は重い責任を負うため、その担い手を確保することができるのかという課題が
ある。分水責任者の選定は、平成32年３月の総代会での議決に合わせて、改良区内で議論し今
から動いていく必要があり、自治会にも文書を配するなど、今後１年間が特に重要な年にな
るとのことであった。愛知川沿؛土地改良区では、集落の農業従事者の順番制により総代が選
任される地域もあり、責任を伴う担い手の確保が特に課題となるという。
　今後、国営等の事業の進展に合わせて、認定ポンプの契約の解除も想定され、用水配分計画
を正確に立てて、説得的な説明をすることが特に求められるとのことであった。
　なお、各種施設の管理には多額の費用がかかるが、十分な蓄えがないような土地改良区であ
るとො課金を上げて負担するしかなくなり、全国の土地改良区では農業用電力の電気代負担が
課題となる地区もあるという。この点、愛知川沿؛土地改良区では、大規模な太陽光パネル発
電事業も行っており、太陽光パネルを調整池にුかべて発電効率を高め売電も行っている。た
だし、台風被害が生じうるという。
　そのほか、上流の水源林が荒廃しているために、ダムからの送水が１ϲ月程度水になるこ
とがあり、水質の問題も今後の課題とされていた。

４．౦ۙࢢߐによるେنะඋۀࣄʢ国Ӧ地࠶ฤඋۀࣄʣ
　東近江市農林水産部農村整備課へのヒアリング調査では、中村善྄氏（同課課長）、中尾重
則氏（同課国営事業準備室室長）、Ԭ࡚良平氏（同課国営事業準備室室長補ࠤ）にご対応いた
だいた。
　主に国営事業を用いたะ場整備の取り組みについてヒアリングを行った。
　ᶃ　େنะඋۀࣄͷ֓ཁ
　現在進められている東近江地区大規模ะ場整備事業は、事業区域について10地区16集落の約
687haを予定している（چീ日市市の؛ࠨ地域）。今後のスケジュールとしては、平成30年か
ら平成32年までは地域整備方向検討調査の調査段階にあり、営農計画や整備構想の検討や精査
が行われる。平成33年から平成34年が地区調査となり、事業計画書作成の上、事業への本同意
を徴収する。事業実施予定は、平成35年となり、平成36年から平成44年にかけて工事が行われ
る予定である。
　当֘事業は、国営事業として行われるものであり、国営農地再編整備事業として行われる。
広域的な農地の大区画化や排水改良を行い、農業の担い手への農地集積を加速化し、耕作放棄
地の解消や未然防止を図りつつ、産地収益力等の向上のための生産コスト低減や高収益作物へ
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の転換等の地域の取り組みを促進する事業として実施される。
　現場としては、国による事前調査が始まったばかりの段階であり、適切な対策等を模索しつ
つ進めているとのことであった。聞き取りによれば、国営による当֘事業は、全国で26地区農
地再編を行った中で、内20地区が北海道で行われており、近ـ地方ではُԬ中部につづいて２
例目であるという。採択要݅が受益面積400haであり、ハードルが高い事業とされ、国の方針
としては、モデル性のある地域を採択する向があるとされる。東近江市としても、畑作（野
菜）への転換や、ICT化による水管理など、スマート農業という点も視野に入れて事業を進め
ようとしている。
　事業に際しては、30地区で説明会を実施し、その上で要望があった地区から具体的に事業対
象とする地区を選定し、結果的には土地の持ち替えなど条݅に沿った同意が取れる地区が選定
されている。事業区域の一体性も採択の要݅であったために、その点も加味されて一反区画未
満の多いچീ日市市؛ࠨ地域になったという。関連する地区に土地改良区は８つあるとされる。
事業区域が点在している点は、一体性の視点からは問題視されうるが、愛知川の水を用いてい
ることや、چീ日市エリアであることから、一体性があるとしている。
　ᶄ　ओମͷ๏ਓԽͱۀͷ߹ཧԽ
　また、基本的には営農法人を立ち上げることが条݅ともなっているために、３つの土地改良
区ですでに集落営農法人を立ち上げているという。大区画で営農する計画も予定されている。
土地改良区が今後੬弱化してしまうような課題も踏まえて、営農法人の展開が考慮されている。
営農法人は、基本的には集落単位の調整の上で組織し設立することが予定されているが、それ
ができない地域もあるために、土地改良区が主導して進める地域もある。具体的には、すでに
60haの面積を一つの集落営農法人でカバーしている地域もあるという。また、機ցの共同化
や耕作作業の分担など、東近江市がリードして、各営農法人が連携できるような仕組みづくり
を今後検討したいということであった。法人運営自体の担い手不足については、まだ他の地域
ほどは懸念されていないようである。
　今後期待される野菜の生産に関しては、そもそも当֘地域では部分的にはもともと畑作が行
われており、水はけが良く水田に適していない土地もあり、流通の面では高速道路のインター
が近いため、畑作に適した地域でもある。従前は、ᕲᕱ施設が整備された後に野菜をやめて水
稲を主とする農家も増えたが、今後は野菜に回帰する動きも働きかけていきたいということで
あった。もっとも、事業が15年を想定しており、実際の農家の中でも、事業が完成したときに
は自分の代が終わっているとの懸念から、安易に転換できないという声もあるという。次の世
代をどうするのかという課題がある。そのためにも、収益性を考えて農地を拡大するため、農
地の集約が必要となるという。
　事業の地元説明自体は平成28年から行っており、事業の背景は、地元のะ場整備をしたいと
いう従前の要望がある反面、ࡒ政事情でなかなか進まない中で、国の機関から出向していた職
員の助力もあり、要望がある地区の中でも100％に近い同意がある地区を対象として、採択に
まで至ったという。
　担当者としては、農業に伴う排水等の問題を解決するためのะ場整備は農地だけの問題では
なくまちづくりでもあるため、地元の要望や同意が重要であるとのことであった。土地持ち非
農家も存在し、農家だけでなく土地所有者であれば負担もお願いをするため、道路の整備等に
もかかわるะ場整備には農家・非農家を問わず同意が必要となる。実際には、自治会単位で取
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りまとめてもらうという。
　なお、全国でも採択がしい事業が進んだ理由としては、当֘地域は宅地化するのが難しい
地域でもあり、また、農家を継ぐこともそれほど多くはない地域であるために、大規模化でき
る野菜を営農法人で生産するのに適した地域といえ、実際に事業が進展すれば土地をିして欲
しいという需要もあるとされる。
　さらに、東近江市としても農地の集積・集約と水管理の合理化、一元化が同時に重要である
と認識しているとのことで、現在の水当番制度をより効率化して、分水責任者の制度も踏まえ
て、持続的な水管理が目標とされている。
　営農計画に関しては、滋賀県との連携に加え、東近江市が出資をして地域商社である「ג式
会社　東近江あぐりステーション」を設立し、地域内で生産物をൢ売するシステムを構築して
いる。その背景には、国営事業に求められるモデル性を打ち出すものとしてハード部分だけで
なくൢ売先のソフト部分のॆ実を目指す視点がある。地域商社では、小規模多品目の取り扱い
を予定している。また、商社には農業協同組合も出資をしており、農業協同組合は大きな流通、
小さなところは商社として一応の住み分けをしているという。もっとも、潜在的な需要は高い
一方で、なおൢ路等の規模自体は小さく、大規模なൢ売ルートを確保できていないため、今後
は農業協同組合とも連携してさらにॆ実させる必要があるという。
　地域の農家の年齢層は、65ࡀ以上が多くなっている。若手及び専業農家は多くはないという。
　事業によって、今後農業の収益性が早急に向上することが見込まれるかについては、難しい
面もあるようだが、少なくとも無駄なコスト負担が軽減され、集約することで効率的な経営が
行われることが期待されている。
　最後に、用排水路については、今後、パイプライン化することが予定されている。市として
は、パイプライン化して、その上を道路等にすると、維持管理も容易で農道としても使えるよ
うになり、有益であるとのことであった。基本は管路化する事業であるという。

５．૯ׅ
　以上が主な調査の概要となる。
　今回の調査では、上記で整理したように、土地改良法の改正にもかかわる琵琶湖水域圏にお
ける土地改良区の現況について、特に水管理に関する内部組織体制の取り組みと課題について
聞き取りを行うことができた。また、農地の集約化・集積化、組織の法人化にかかわる自治体
動向の一端を捉することができた。
　それによれば、特に、水の用排水に関する利水調整の（明文）ルール化が実際の土地改良区
においても٤緊の課題とされていた。土地改良法の改正によって、内部組織体制の整備とฒ行
して明文での利水調整ルール策定が義務付けられたことにより、従前の׳行や取り組みを活か
しつつ、地域ごとに適切で合理的なルールの策定が試みられている。特に、愛知川沿؛土地改
良区では、分水責任者という管理主体を取り決め、その管理主体が水管理をコントロールする
という仕組みが予定されていることが注目される。
　他方で、ルールの明確化や管理責任者の選定には、意見の適切な集約や管理に伴う責任の負
担が生ずることから、今後、その負担を負う主体の担い手をどのように確保するのかという課
題が生じうる。各地の土地改良区の実体を踏まえて、土地改良法が求める内部組織体制の意義
と課題（特に体制整備・維持に伴う負担）についても個別に検討を加える必要がある。
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　また、調査によれば、担い手や後継者不足の課題への対応、そして、収益性を上げて再投資
を促すような農業施策のために、農業従事者組織の法人化が強く求められていた。同時に、実
際の現場においても、農業従事者の負担を軽減し、適切なൢ路を確保・拡大するために、組織
の合理化だけでなく作業自体の合理化・効率化が意識されており、具体的にはICTの利用促進
と、自治体や既存の団体（農業協同組合等）の協力による地域商社という新たな団体（東近江
ではג式会社形態）の設立・運営が展開されている点に注目することができる。そのほか、東
近江では、土地所有者（土地持ち非農家等）や自治会も土地改良区の活動に関する重要なス
テークホルダーとなっており、改正土地改良法で新設された「準組合員」や「施設管理準組合
員」などの新たな制度を活かした地域資源管理の枠組みづくりの可能性を想定しうる。
　もっとも、農地の集約化や組織の法人化には、それに伴う権利及び義務（責任）の明確化及
び精៛化といった課題も生ずるために、土地改良法改正後における個別地域での具体的なケー
スを分析し、学際的な研究のもと、農業施設及び水の管理主体に関する展望と課題を整理する
ことが求められる。その際、適正な組織運営のためには、各種の団体の構成員や利害関係人の
権利義務の検ূも求められ、例えば、それらの者がそれぞれの団体の運営及び活動に関する正
しい情報へアクセスすることのできる権利（情報権）の意義も問われうる39。
　加えて、用排水のパイプライン化や҉化は、合理的な水管理に資する反面、用水施設のい
わゆる「地域用水機能」としての生活用水機能や親水・景観保全機能を減少させることにもつ
ながりかねないために、多角的な視点を持って各種の取り組みを整理し、分析を行う必要があ
る。
　今後も、龍谷大学里山学研究センターでは、法制度の展開の分析とともに、個別具体的な事
例を参照しつつ、適正な地域資源管理の方策と課題について継続的な研究を行うことを予定し
ている。

──────────
１　同プロジェクトの概要については、龍谷大学里山学研究センター『里山学研究	琵琶湖の保全再生

と里山・里湖─人と水との共生にむけて─（2015年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研究センター、
2016年）28頁以下を参照。各取り組みについては、龍谷大学里山学研究センター HPも参照されたい

（http://satoyama.kenkyu.ryukoku.ac.jp）。
２　センターとしての第一次調査（2017年９月15日実施）の詳細については、太田真人「愛知川沿؛土

地改良区ヒアリング調査及び現地視察」『里山学研究　里山学から考える防災・減災─琵琶湖水域圏の
保全・再生に向けて─（2017年度年次報告書）』（龍谷大学里山学研究センター、2018年）120-132頁を
参照。

３　田辺真裕子「土地改良法改正案に関する国会論議─土地改良区における耕作者の意見の反映と事務
の効率化─」立法と調査403号（2018年）42頁参照。

４　田辺真裕子「農村復興関連２法に関する国会論議─土地改良法及び農村地域工業等導入促進法の改
正─」立法と調査391号（2017年）74頁参照。

５　以下、土地改良区の現況については、農林水産省農村振興局「土地改良法の改正について（土地
改 良 区 の 在 り 方 ）」（2018年 ） ス ラ イ ド 資 料（http://www.ma⒎.go.jp/j/nousin/kikaku/attach/pdf/
kaiseihou30-1.pdf）１頁以下参照。それによれば、土地改良区は昭和50年には10,186地区存在していた。
また、現在は約85％の土地改良区において農業水利施設の維持管理を実施するものとされている。

６　農村振興局・前掲ம（５）１頁参照。
７　土地改良区の設立につき、土地改良法５条から10条。また、同法13条は設立後の土地改良区を「法
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人とする」。法人の事業内容につき同法15条。
８　原則として耕作者が事業参加資格者（＝組合員）となるとされており、例外的に、借地であって

も、農業委員会の承認を経れば所有者が組合員となる（同法３条１項２号）。一筆の土地につき一資格
制度となっている。田辺・前掲ம（３）43頁（５）。また、農村振興局・前掲ம（５）３頁によれば、
自作地と借地の割合は、自作地が64％、借地が36％となる。借地36％のうち、耕作者が組合員
であるのが16％、所有者が20％となり、地域により事情が異なる。所有者が組合員となっている理由
は、建設事業の費用負担や従来からの׳行等が主な理由とされる。なお、他人に農作業委ୗをしてい
る場合には、経営権は所有者に留保されるため、所有者が耕作者とみなされる。

９　田辺・前掲ம（３）44頁（７）によれば、土地改良区の事業に要する経費にॆてるために組合員か
ら徴収する金銭をො課金といい、労働を夫役という。ො課金については定上で定められ、施設の維
持管理等にॆてる経常ො課金と工事に要した費用にॆてる特別ො課金があるとされる。夫役としては、
農道のฮや法面の草刈り、水路のట上げ、見回りなどがある。農村振興局・前掲ம（５）４頁によ
れば、全国平ۉのො課金額（円/10a）につき、経常ො課金（維持管理費用）は3,187円/10a、特別ො課
金（建設費用）は1,637円/10aとなっている（平成28年度）。

10　具体的には、「総会ຢは総代会」、「業務の執行及び会計」、「役員」、「組合員」、「その他」に関する事
項となる。

11　もっとも、理事の要݅及び員外事の要݅につき、本文後述の平成30年改正法の内容に留意を要する。
12　代表権の制限については、善意の第三者に対抗することはできない（土地改良法19条の２）。
13　そのほか、理事はྟ時総会を招集する権限を有する（土地改良法25条２項）。理事の職務を行う者が

欠いている場合には、事が総会を招集する（同法27条）。他方で、組合員には、総組合員の５分の１
以上の同意を要݅として、総会招集を求する少数組合員（構成員）権が認められている（同法26条）。
ほかにも、組合員には、総組合員の５分の１以上の求による役員の改選求権が認められている（同
法29条の２）。

14　なお、組合員は各自一議決権及び（役員及び総代の）一選挙権を有するが、書面ຢは代理人による
権利行使が認められている（土地改良法31条２項）。

15　加えて、土地改良区に区債ຢは借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、地区の減少
や経費の分担に関する定の変更、事業の廃止、解散ຢは合ซをしてはならない（土地改良法41条１
項）。もっとも、当֘債権者は正当な事由がなければ同意を拒むことはできない（同２項）。

16　従前は組合員の数が200人を超える土地改良区は、定上で総代会を設けることができるとされてい
たが、本文で後述するように、土地改良法の平成30年改正によりその数は100人以上に緩和された。

17　平成30年改正以前には、組合員数に応じて、30人以上、40人以上、60人以上、80人以上と段階的に
総代の最低定数が定められていた。

18　改正法につき、田辺・前掲ம（３）42頁以下。当֘改正の動きは、平成28年11月29日に「農林水産
業・地域の活力創造本部」にて決定された「農業競争力強化プログラム」において、真に必要な基盤
整備を円に行うための土地改良区制度の見直しが謳われ、同時に土地改良区の組合員資格及び体制
の検討の必要性が示されたことを受けたものである。もっとも、基盤整備の見直しにつき、農地中間
管理機構が借り入れる農地に関して、より円に基盤整備事業を実施することができる制度創設等に
ついては、すでに平成29年の土地改良法の改正（平成29年法律第39号）により一定のા置が取られた。
その詳細については、田辺・前掲ம（４）73頁以下を参照。

19　農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課「土地改良法の一部を改正する法律（平成30年法律
第43号 ）Q�A集 」（2018年10月 ）1頁（http://www.ma⒎.go.jp/j/nousin/kikaku/attach/pdf/kaiseihou30-2.
pdf）参照。農村振興局・前掲ம（5）4頁によると、機関的農業従事者の平ۉ年齢は66.8ࡀであり、昭
和60年に９：１であった農家と土地持ち非農家の割合は、平成27年で６：４の割合となっている。改
正の背景については、田辺・前掲ம（3）44頁以下も参照。

20　農林水産省が、将来像として、耕作者が組合員として土地改良区の意思決定を行い、所有者が準組
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合員として運営を支えることが考えられるとしていたことも含め、同制度の趣旨等について、田辺・
前掲ம（3）45-47頁。

21　土地改良企画課・前掲ம（19）3-4頁。農村振興局・前掲ம（５）6頁。
22　このような権利は、マンション等の区分所有者団体における建物の一室の専有部分の借人が有す

る建物管理に対する意見述権（建物の区分所有等に関する法律44条１項）と類似した権利のように
思われる。当֘借人の権利義務ついては、౻巻Ѹ「区分所有建物のି借」দ尾弘＝山野目章夫編

『不動産ି借の課題と展望』（商事法務、2012年）333-343頁。近年の動向については、西ल一
「区分所有者団体における構成員の閲覧複写（౽写）求権─大阪高ࡋ平成28年12月９日判決を素材と
して─」龍谷法学51巻１号（2018年）747頁（137）。

23　土地改良企画課・前掲ம（19）12-13頁、田辺・前掲ம（３）47頁参照。
24　農村振興局・前掲ம（５）８頁によれば、地区内で多面的機能支払組織の取組実がある土地改良

区は2,541地区で、それに֘当する活動組織数は18,335組織となる（平成29年度）。法人格を有しない団
体も対象となるが、当֘団体の規約等において活動を行うことが確認できる必要がある。土地改良企
画課・前掲ம（19）12頁。

25　土地改良区内の耕作者である組合員の数が理事定数の３倍に満たないときなどは、理事の５分の３
を耕作者である組合員から選任する必要はない。農村振興局・前掲ம（５）８頁、農林水産省「土地
改良法施行規則の一部を改正する省令案の概要」（2018年８月）（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Pc
mFileDownload seqNo�0000177523）参照。

26　土地改良企画課・前掲ம（19）7-8頁。基本的に、平成35年４月１日以降に招集される通常総会の終
ྃ時までに要݅を満たす必要がある。耕作者である理事が離農して他人に土地をିし付けることにな
り、要݅を下回る場合には、補欠選挙ຢは選任を行う必要がある。田辺・前掲ம（３）47頁も参照。

27　農村振興局・前掲ம（５）７頁。複数土地改良区や水利組合等が農業用水の配分に関与している場
合には、関係者の協議の場の設置が必要であり、作成を予定している利水調整規定の模範例の中で協
議の場の設置について規定して周知していきたいとする農林水産省の意向につき、田辺・前掲ம（３）
48頁。

28　土地改良企画課・前掲ம（19）10-11頁。小規模な水路であっても、利水調整規定を定めなければな
らない。

29　詳細につき、土地改良企画課・前掲ம（19）5-6頁。
30　理由は、高齢化による離農や農地の利用集積の進展により、組合員数が減少し、経営規模に格差が

生じているために、組合員数のみを基準に総代定数を設定することは必ずしも地域の農業者の意見を
代表しているとはいえないからであるとされる。今後は、最低30人以上として、組合員数、地区面積、
借地の組合員資格についての耕作者と所有者との割合、地域の実情に応じて土地改良区に委ねられ
る。土地改良企画課・前掲ம（19）14-15頁、田辺・前掲ம（３）48-49頁参照。もっとも、この点に
ついては、理事や事をコントロールする意思決定機関（総代会）と組合員数などの実体との間に著
しいဃ離が生じた場合、意思決定がਝ速になる反面、組合員の権利義務との関係から決議の߆束力の
正当性に問題を生じかねない。具体的な体制づくりが土地改良区の判断に委ねられるとしても、団体
自体の権利利益と個別の構成員の権利利益とを考慮に入れつつ、適正な機関体制や意思決定に関する
ルールの整備が要されうる。

31　選挙の実態をみると、ほとんどの土地改良にて無投ථで総代が選任され（無投ථ97.9％）、投ථを実
施している地区は2.1％にとどまる（平成28年度）。このため、選挙人名の作成等の選挙費用や事務手
続が負担となる現状に対応して、役員選挙と同様に、総代選挙も土地改良区の管理に委ねられること
になった。総代選挙の見直しは平成31年４月１日以後に実施される選挙から適用される。農村振興局・
前掲ம（５）9頁、土地改良企画課・前掲ம（19）15-16頁。なお、総代選挙で不正が疑われる場合に
は、都道府県知事に対し選挙の取消求を行うことができる。

32　その理由は、病気や事故など予期しない事態の発生した場合でも、地区の意見を述べることができ
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るようにするためであるとされる。他方で、地区の組合員の代表者である総代による書面ຢは代理人
議決が常態化すると総代会の議論が形֚化するおそれもあるため、総代会の議決によって当֘行使の
全部ຢは一部に制限をかけることができる。土地改良企画課・前掲ம（19）17頁。代理人による議決
権行使の場合、代理人は組合員であることが必要となる。なお、農村振興局・前掲ம（５）９頁は、
農業共済組合や農業協同組合においては、総会と総代会ともに、書面ຢは代理人による議決権行使方
法が認められていることを比ֱ対象とする。

33　土地改良施設を管理していない土地改良区は対象外（省令で規定）。農林水産省・前掲ம（25）参照。
34　平成34年事業年度から作成必要。詳細は、土地改良企画課・前掲ம（19）22-23頁。なお、農村振興

局・前掲ம（５）11頁によれば、土地改良区と土地改良区連合を合わした総数4,661のうち、複式記
の実施済み地区数は59にとどまり、割合は1.3％となる（平成28年度）。

35　平成35年４月１日以降にঌ集される通常総会の終ྃ時までに選任する必要がある。員外事の要݅
等につき、土地改良企画課・前掲ம（19）24-25頁。また、田辺・前掲ம（３）49-50頁も参照。農村
振興局・前掲ம（５）12頁によれば、現在の全国の土地改良区の事の内訳では、員内事が98.1%
となり、員外事は1.9%にとどまる。員外事の主な構成員になっているのは、地方公共団体職員や、
農業協同組合職員OB、会社員となる。

36　詳細につき、土地改良企画課・前掲ம（19）19-21頁、田辺・前掲ம（３）49頁。農村振興局・前掲
ம（５）10頁によれば、現在の土地改良区連合は、地区数76、面積26,178ha、組合員数399,272人とな
る（平成28年度）。

37	以下については当日のヒアリング及び調査の際に配されたパワーポイント資料に基づく。また、愛
知川沿؛土地改良区の概要については、同改良区ホームページも参照（http://aidoku01.ec-net.jp）。さ
らに、同改良区の活動の詳細については、第一次調査の報告である太田・前掲ம（２）120頁以下も参
照。

38　同社については、公式ホームページ（https://www.e-omiagrista.com）を参照。
39　土地改良区に関するものではないが、権利能力なき社団の構成員の閲覧複写求権といった情報に

関する権利について整理したものとして、西・前掲ம（22）特に679頁以下参照。
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「ཾ୩の」里山อશの会の׆ಈใࠂ

龍谷大学ཧ学部・࣮ݧॿख　里山学研究センター・研究員
ྛ　　च೫

ʮ龍谷ͷʯ里山保全ͷ会・දੈ人
�龍谷大学ཧ学部・教授　里山学研究センター・研究員

宮Ӝ　保
ʮ龍谷ͷʯ里山保全ͷ会・副දੈ人

�龍谷大学ࡦ学部・ࢣߨ　里山学研究センター・研究員
谷֞　ַ人

　2018年度の「龍谷の森」里山保全の会は、月に２・３回の定例活動日に間伐、薪作りなどを
実施しながら、寿木材工業等の他団体のCSR活動をサポートすることで、里山保全活動の普及
にも努めた。３月11日には林内で伐採した木を使って「シイタケە打ち大会」を開催し、幅広
い年代の近隣住民に瀬田隣接地の魅力を伝えることができた。ຖ回の保全の会の活動に、龍谷
の森近߫で農業活動を行う龍谷大学公認サークル「龍谷Farm」のメンバーが参加し、里山活
動を介した交流を持つことができた。

月 日 作業内容
12 18 葉土コーナーの枠作り
1 13 葉土つくり
2 10 森林整備
2 15 薪作り
2 21 しいたけە打ち体験会準備
3 11 しいたけە打ち体験会
4 11 森林整備
4 28 林道整備等
5 12 森林整備（寿木材も参加）
5 25 林道整備等
6 9 総会、シイタケホダ木の本ふせ
7 4 森林整備
7 7 草刈り・そうめん大会準備
9 8 倒木処理、草刈り
10 5 倒木処理、草刈り
10 13 森林整備（寿木材も参加）
11 10 ホダ木の伐採作業等
12 8 葉土つくり
1 12 薪つくり、葉土作り
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「ླࣛの͓͜͠」ਪਐϫーΩンググループ

会౼ݕ地ݱҢとܦಈの׆

龍谷大学๏学部・教授　里山学研究センター・センター長
牛尾　洋也

Ңܦಈの׆　１
　戦後の拡大造林政策により、スギ・ヒノキ等の人工林の資源が急速に拡大し、森林資源は飛
༂的に量的拡大を果たしたが、他方で単一樹種、同一樹齢の森林の増加による生物多様性の減
少や、外材輸入自由化後、日本の林業は植林・保育・集積・加工・流通・消費といった一؏し
た産業政策を欠いたことなどにより、所有者不明問題や放置林など管理放棄が進み、日本の将
来に向けた持続可能な林業のあり方が問われている。
　その中で、2017（平成29）年12月に、第10回ローカルサミットが東近江市で開催され、第５
分科会の「鈴ࣛの森おこし」では、林業関係者だけでなく生態学、登山や木工など幅広いメン
バーの参加のもと、地域の特৭を活かした鈴ࣛの100年の森づくりの方策について話し合われ
た。
　その中から、標記のワーキンググループが発足し、次の二つの活動を進めることとなった。
第一に、「（Ծ称）東近江市・100年の森づくりビジョン」の策定に向けて、①ローカルな視点
で森林・林業を考えること、②100年先の未来を見ਾえたビジョンづくりをすること、③これ
らの作業は「自分ごと」としてとらえ、プロセスを重視しॊೈな対応を図ること、④森・里・
川・湖のつながりを活かした森づくりに取り組むこと、⑤木材生産だけでなく、エコツーリズ
ムや観光、健康福祉、教育などの新たな価値を付加した新ビジネスとしての成長を見ਾえ、森
林・林業＋9（エックス）を考えることが、課題とされた。
　第二は、「鈴ࣛの森おこし」の推進活動であり、①あらゆる場面に木を使うプロジェクトで
は、公共施設や住宅のみならず家具や؝具などでも活用を広げ、生産から加工、流通、ൢ売に
至るまでの仕組みを構築することが課題であり、②東近江市らしい新たな森づくりプロジェク
トでは、木材生産だけでなく、広葉樹林の積極的な活用、歴史や文化資源を活用したエコツー
リズムなどの価値を高める森林づくりを展開することが課題である。
　こうした活動は発足して１年となるが、各種会議以外に様々な活動を行っている。その取り
組みの一つについて、以下、報告をする。

会౼ݕ地ݱ　２
　日時：2018年12月12日　13：00〜17：00
　視察場所・テーマ
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　　　：①東近江市立中野むくのき༮ࣇԂ⇒地元産材による木質公共施設整備
　　　　②滋賀県森林組合連合会木材流通センター⇒県産材の集積・仕分け・ൢ売
　　　　③໖向生産森林組合⇒森林認ূ取得、登山道と調和した森林整備、企業との連携
　参加：「鈴ࣛの森おこし」推進ワーキンググループ、東近江市森と水政策課
　　　　牛尾（里山学研究センター）

ʪ༰ʫ
　東近江市で進めている「鈴ࣛの森おこし」推進ワーキンググループで、地元産の木材の出荷、
流通、利用について、東近江市近隣の現場の調査を行った。
ᾇ　ᶃʹ͍ͭͯ
　市立中野むくのき༮ࣇԂは、敷地面積57万m2、工事費用約６億1200万円、鉄骨２階建てচ
面積約2800m2、保育室12室、その他遊ٔ室給食室、会議室等を備えた東近江市最大の༮ࣇ施
設として、平成30年３月16日に工事が完ྃし、今年度から運用が開始された。Ԃࣇ約280名、
職員約50名の規模であるが、施設内は、国交省、滋賀県の補助金により琵琶湖材をふんだんに
使った内の木質化が図られている。
　Ԃࣇの木への親近性のৢ成のみならず、保育環境への配慮が図られたこれからのࣇಐ教育施
設の展望を持つものといえる。
　ワーキンググループでは、༮ࣇԂに木を使った備品等の設置を検討することになる。

ᾈ　ᶄʹ͍ͭͯ
　・ヒアリング先：奥ౢ健次氏（滋賀県木材流通センター有限責任事業組合〔LLC〕副代表）
　組織は、平成28年に設立され、県内４森林組合からの出資により1400万円の出資金と８名の
職務執行者、職員等からなる。
　経Ңとして、滋賀県内の集約化事業の推進により、木材生産量の増加、間伐材の利用拡大を
図るとともに、生産・流通両面での安定供給体制の整備が不可欠となってきた。滋賀県森林組
合連合会は、平成24年に木材流通センター業務を開始したが、目標とする木材の集積が果たせ
ず、字体制が続き、平成26年度には会員組合に半額増資を要して一時的に資金確保が果た
せたものの連合会の存続維持が危惧される状況となった。
　そこで連合会理事会において緊急動議が提案され、運営ࢾ問委員会を設置し協議の結果、滋
賀中央、滋賀北部、びわこ東部、東近江永源寺の４森林組合が、土地ߪ入と運営事業体に応募
し、出資を引き受け「滋賀県木材流通センター有限責任事業組合〔LLC〕」というJ.7.を設立し
た。そして、平成29年９月に滋賀県森林組合連合会と業務委ୗ契約を締結し、同時に、各組合
が出材について責務を果たすべくペナルティーを含む出荷協定を結び、系統一丸となって木材
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流通センターを中心とする県産材の集約ൢ売に取り組んでいる。
　事業としては、①受入業務として、ൖ入材の荷下ろし、ABCD材の仕分け、生産現場・山土
場等への出材調査、②ೲ材業務として、ൢ売先の開、価格交渉、品質ূ明管理、クレーム対
応など、③ਗ਼算業務として、受入材のਗ਼算支払事務、ೲ品先への求事務、需要・供給・価格
動向等の情報調査・提供などである。
　新しい事業体による運営により、ൢ売量は、平成24年度で、11,110m3、平成27年度で
23,420m3、平成29年度で41,524m3、売上高は、平成24年11,022万円、平成27年度15,749万円、
平成29年度35,763万円と増産を成し遂げている。
　課題としては、原木生産量43,000m3は全国的に下から10番目であり、少量であるために取扱
量の拡大と選別の目を持つ人材の育成が挙げられた。また、森林組合としては流通やൢ売業務
が初めての経験であることから、今後の一層の経営合理化や戦略が求められると思われる。ま
た、J7という一時的組合関係の問題点もあり、今後、県内の組合の統合も検討されているよ
うであるが、統合によるメリット・デメリットの検ূとともに、原木生産・流通に限定された
現在の事業を、製材や加工、ൢ売を含めた多角的な６次産業化的な展開も検討する必要がある
と思われた。この点では、市場のあり方についても検討が必要であろう。

ᾉ　ᶅʹ͍ͭͯ
・ヒアリング先：ౢ村寿雄氏（໖向生産森林組合・組合長理事）
　　　　　　　：西村　૱氏（同・参事）
⑴　滋賀県ו生܊日野町の組合所有林は、日野川源流である໖向山を主ๆとする付近一帯の

山林である。日野町の森林面積は6,116ha（町内面積52％）であり、人工林率は27.6％と低く、
とくに平地林のほとんどが天然林である。組合所有林はその中で約1172̼2（人工林約50％、
天然林約45％）である。

　　この山林は入会林であり、1616年に「鉄火ࡋ判」で争われた歴史がある。その後明治22年
に日野町、西大路村、ח掛村の１町２村山林組合として発足し、スギ、ヒノキ（70％）、ク
ψギの人工創林が始まった。昭和30年に町村合ซによりࡒ産区となり、昭和39年に໖向生産
森林組合として発足し現在に至っている。

　　事業内容としては、林道12路線（約24km）、作業道16路線（約８ᶳ）、作業路48路線（約
50km）、造林保育（過去３年間）は間伐中心に31.56m2、素材生産1,444ὗ、ە割山400ha、
徳用林産物も出している。経営森林の特徴としては、٢野地方出身の指導者により4500 〜
5000/haという密集した植林が行われ、現在はヒノキの80年生の長伐期林に༠導している。
森林は、໖向山が初心者でも登りやすいため登山者が多くわっている。また天然記念物ホ
ンシャクナゲの܈生で県内外からの観光٬でにぎわっている。
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　　組合の組織は、組合員1495名、役員11名、職員３名、作業員２名が常றしている。
⑵　組合では、県の「琵琶湖森林づくりパートナー協定」（企業との連携協定）に参加し、積

水樹ࢷおよびサントリーと協定を結び、森林保全活動を行っている。例えば、サントリーと
は「水源ᔻ養機能の確保」「生物多様性の向上」をめざし、組合では「木材生産機能の向上」

「経済林としての整備」「治山機能の維持」を将来像に掲げ、方針の違いを超えて合意形成を
図っている。このように、一方が他方の機能にとっても必要な事柄であることを認識して
行っている。

⑶　組合では、さらに、「森林管理認ূ（SGEC）（持続可能な森林経営）」の認ূ活動を行っ
ている。これは、下記の制度枠組みである。

・SGEC認ূ制度（SGEC）　（Sustainable	Green	Ecosystem	Council）
　SGEC認ূ制度の運営に当たっては、SGEC定第３条でSGECの目的として規定する「我が国におい
て、持続可能な森林経営を広く普及するとともに、そこで産出される木材等の有効な利用を推進し、森
林整備水準の向上及び林業の活性化等を通して、循環を基調とする潤いのある社会の構築と緑豊かな自
然環境の保全に資すること」の実現を目指すこととしている。
　特に、今、世界は本格的な環境新時代を迎えおり、このような中で、今後、国内林業・木材産業の振
興を図り、持続可能な森林経営を実現するためには、PEFCとの相互承認の下で、SGEC認ূ制度が国
際認ূ制度として社会的認知度を高めるとともに、SGEC認ূ製品が国際認ূ商品としての地位を確保
し、国内はもとより国際的な認ূ材供給ネットワーク（サプライ・チェーン）を構築することが必要で
ある。
・PEFC（Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	Certipcation	schemes）
　൚Ԥ州プロセス等の基準・指標に基づく各国ಠ自の認ূ制度を認ূする仕組。現在36の認ূが加ໍし
そのうち31の認ূ制度が相互承認を取得。1999年設立。

ˎSGEC・HPより（https://www.sgec-eco.org/）
ˎhttp://www.jafta.or.jp/「日本森林技術協会システム	SGEC森林認ূ制度の概要」参照

「緑の循環　７つの基準」（https://sgec-eco.org/swfu/d/Bessi２@SGEC@７standards@M.pdf）
　この基準は、モントリオール・プロセスを基本に、日本の森林の自然的・社会的立地に即して、持続
可能な森林経営を実現するための国際性を持った基準で、森林管理に関する環境、社会及び経済の分野
を網羅した基準である。
基準１　認ূ対象森林の明示及びその管理方針の確定
基準２　生物多様性の保全
基準３　土及び水資源の保全と維持
基準４　森林生態系の生産力及び健全性の維持
基準５　持続的森林経営のための法的、制度的枠組
基準６　社会・経済的便益の維持・増進及び地球温暖化防止への寄与
基準７　モニタリングと情報公開

（注）モントリオール・プロセス地球サミット（1992開催）において採択された「アジェンダ21」を受
けて、森林経営の持続可能性を٬観的にѲし評価するための科学的に信頼できる「基準・指標」と
して、日本を含め、ถ国、カナダ、ロシア、中国等の12 ϱ国が参加し、作成された国際的な取組の
一つである。
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「森林管理・運営の４原則」
（https://sgec-eco.org/swfu/d/Bessi３@４principles@management@and@operation.pdf）
　SGEC認ূ制度の管理・運用に当たっては、以下の４原則をଚ重し、森林の生物多様性、生産性、再
生能力、活力及び生態学的、経済的、社会的な機能を現在及び将来にわたって果たす潜在能力を維持で
きる持続可能な森林管理の実現を基本に、関係団体及び関心を有するすべての団体の参加の下に、ಁ明
性が確保され、かつ十分な協議がなされなければならない。
　（１）持続可能な森林の経営
　（２）認ূ制度の信頼性
　（３）認ূ制度の説明責任
　（４）認ূ制度の適応性

　組合では、滋賀県の働きかけなどにより、H28年からSGEC認ূに向けた৹査プロセスを経
て、H29年に認ূを受けた。認ূに当たっては、上記の「緑の循環　７つの基準」および「森
林管理・運営の４原則」の९守と実際の認ূ৹査、現地調査、５年ຖの৹査が必要である。
　組合では、全組合所有林について、第三者認ূとして上記の国際認ূであるSGECとPEFC
を受け、持続可能な森林経営を行っていることを明確にするとともに、出荷する木材に明示し
ている。
　残念ながら、現在では原木認ূに止まっており、末端消費者までゆきわたるグリーンコン
シューマー制度が欠けていることで、直接的な価格の上昇は見られない。しかし、オリンピッ
クをまじかにし、また様々な国際的なイベントや海外競争が予想される中、いち早くこの国際
認ূを受けることによって、将来的に知名度がゆきわたりブランド的な価値を保障するために
取り組んだということであった。
　໖向生産森林組合は、県内だけでなく全国的に有名な、良質な森林管理を行っている生産森
林組合であり、こうした入会山から続く人のつながりやシステムが、今日の森林管理の先端的
な対応を行うに至ったことは大変注目される。また、所有者不明地や管理放棄地はないという
ことであり、県としても今般の森林経営管理法の枠組み外であるということであった。
　今後、改めて本格的な調査を行いたいと考えている。
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ϑットパスにΑΔ地域ੑ׆Խの研究と࣮ફ

龍谷大学๏学部・教授　里山学研究センター・センター長
牛尾　洋也

龍谷大学๏学部̐ճ生
野ؒ　៉ݩ

龍谷大学๏学部̏ճ生
༗里࠼　本田　大ً・ླ・ࢠ೫ࡊ　౻ࡈ

中田　ࢠܠ・澤村　ಸ・҆田　ಸԙ・湯　ر
龍谷大学๏学部̎ճ生
ҁ部　༑༒・ಕ　ݩଠ

　Ⅰ　はじめに ：牛尾洋也

　Ⅱ　フットパスとは ：安田奈於
　　１　総　論
年度の活動ࡢ　２　　
　ᶙ　研　究
　　１　龍谷大学里山学研究センター研究会 ：本田大ً
　　２　フットパスカレッジフォーラム ：鈴木࠼有里
　　３　WaWくまもと国際シンポジウム ：ҁ部༑༒　ࡈ౻菜೫子　ಕ元太
　　４　地方創生に関する調査合॓　
　　　⑴　東京調査 ：中田景子
　　　⑵　島根調査 菜೫子౻ࡈ：
　　　⑶　和Վ山調査 ：ҁ部༑༒　鈴木࠼有里
　　５　エコツーリズム学生シンポジウム ：本田大ً
　ᶚ　実践
　　１　ീ日市 ：湯川希
　　２　奥永源寺　　　
　　　⑴　奥永源寺の概要 ：ҁ部༑༒　ಕ元太
　　　⑵　奥永源寺のマップについて ：澤村奈
　　　⑶　各地区について 有里　中田景子࠼鈴木　菜೫子　澤村奈౻ࡈ：
　　　ᾊ　アンケート ：澤村奈　鈴木࠼有里
　　　ᾋ　小　ׅ 菜೫子౻ࡈ：
　ᶛ　考　察 ：野間元៉
　ᶜ　総　ׅ 菜೫子౻ࡈ：
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ᶗ　はじめに
牛尾　洋也

　滋賀県では、環境基本条例12条に基づく「滋賀県環境総合計画」の「第５次計画」につき、
本年３月の策定を目指し、平成30（2018）年11月に計画案を公表した（「第５次滋賀県環境総
合 計 画（ 案 ）」（http://www.pref.shiga.lg.jp/d/kankyo/sougoukeikaku/ples（2018年12月23日
閲覧））。
　本計画の特徴は、経済・社会などの様々な情勢の変化を見ਾえ、主として、「第４次計画」
策定後に出された４つの環境保全に係る新たな考え方（「持続可能な開発目標〈SDGs〉」〔平成
27年９月〕、「パリ協定」（平成27年12月）、「琵琶湖保全再生施策の関する計画」〔平成29年３
月〕、「第５次環境基本計画」〔平成30年４月〕）を踏まえつつ、実効性のある環境施策を示すも
のといえる。
　さらに、将来の環境に影響を与える要素と現時点での環境の見通しとして、①環境の未来を
く「人」・「地域」の創造、②琵琶湖環境の再生と継承、③低炭素などの環境への負荷が少な
い安全でշ適な社会の実現、という３つを提示する。そこには、環境保全の担い手の減少向
に対して、環境学習の取組の進展や、学生やNPOを中心とする多様な主体による環境保全活
動への多様な参画の状況が示されている。また、琵琶湖をとりまく産業、観光、レジャー、ス
ポーツ、レクリエーションにおいて琵琶湖の利活用が進み、琵琶湖と人との関わりの多様化
向も示されている。全体として、新たな観点を取り入れた環境負荷のより少ない持続可能な環
境施策を目指す様々な取り組みとその効果に期待が高まっている。
　一ࡢ年（2017年）度から「みらいの環境を支える龍谷プロジェクト」の学生たちの協力を得
て取り組みを開始した滋賀県東近江市における「フットパス」活動は、里山学研究センター
が現在進めている「琵琶湖を中心とする循環型自然・社会・文化環境の総合研究─Satoyama
モデルによる地域・環境政策の新展開─」のプロジェクトの一環である。すなわち、まずは、
フットパスの先進地域における地域資源の活用にあり方を調査研究し、次に、琵琶湖周辺全域
の地域資源、歴史的・文化的資源、文化的景観、土地利用のあり方について、東近江の各地を
歩きヒアリング調査し、地域の様々な方々と協働してフットパスマップの形に落とし込み、さ
らに「地方創生」や「フットパス」に関する行政のヒアリング調査や研究会、検討会を踏まえ、
フットパスイベントの実践を行うことで、さらに課題をѲして深めていった。その過程で、

「フットパス・カレッジフォーラム」では、全国の学生の取組事例を学びつつ意見交換を行い、
「エコツーリズム学生シンポジウム」では、研究発表を行い、専門家の意見を聞き他の様々な
取り組みを学んだ。
　これらの成果は、東近江市エコツーリズムフットパス部会の立ち上げと「東近江フットパス
プロジェクト」の推進となって、次年度以降さらに発展することになろう。「フットパス」の
取り組みが、環境負荷が少ない持続可能な地域の環境保全の仕組みの一つであり、さらに、地
域コミュニティの低減した各地域を新たに結ぶネットワークツールとして、一層認知されるこ
とを期待している。
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ᶘ　ϑットύスとは
文責：安田奈於

̍　૯
ᾇ　ϑοτύεʹ͍ͭͯ

　フットパス（footpath）とは、イギリスを発とする“森林や田Ԃ地帯、古い街ฒみなど、
地域に昔からあるありのままの風景をָしみながら歩くことʲFootʳができる小ܘʲPath ”r
のことであり、ひいてはこの道を歩くことの総称である。

ᾈ　ྺ࢙తഎܠ
　フットパスが生したのは、産業革命後のイギリスである。革命による急激な都市化は市民
にྼ悪な住居環境をもたらした。そこで1860年代にロンドンの貧困地区で行われた社会改良運
動が原点であるとされている。産業革命で疲弊した労働者たちが、土地を囲い込まれてしまっ
た国土を「せめて歩かせて欲しい」と運動を起こし、そしてその結果উち得たものが歩く権利
であり、この歩く権利をもとに発展したものが現在のフットパスである。
　現在のイギリスでは長ڑ離歩行道をތりとしており、「ナショナルトレイル」といわれる公
式的なパブリックフットパスが15本存在している。また、フットパスが通っている土地の多く
が私有地であるということは大きな特徴であるといえる。

ᾉ　ޮՌ
　フットパスの最大の効果は、「交流人口の増加による地域の活性化」だといえる。フットパ
スは自然資源が放棄されている所や、外部から๚れる人々が減少している所を中心とした地域
社会が衰ୀした地域に対し、豊富に残存する自然、歴史や文化などの地域資源を活用すること
によって、魅力ある観光資源として活用することができる。それによって交流人口の増加が考
えられ、またそれにより地域にお金が落ちるという経済的な効果も期待できる。さらに、景観
保全や地域振興など、地域住民のまちづくりの機運をৢ成していくために大きな役割を担うこ
とができる。

ᾊ　՝
　フットパスを実施することで経済効果や地域振興などの効果を期待することができる一方、
課題も発生する。
　まず、地域の理解をどのようにして得るのかということである。フットパスは私有地に立ち
入ることが考えられるが、その場合土地の所有者の理解・協力を得ることが必要不可欠である。
しかし、フットパスではウォーカーという見知ら͵人が自らの土地をউ手に歩くことになるた
め理解を得ることが難しい。また、フットパスを行うことでその地域の資源が汚されたり、ご
み問題等の環境問題へと発展することも考えられる。そこで、フットパス推進側とその地域に
住む住民・地権者との間で、立ち入り可能なق節、時間帯、利用者が立ち入り可能だと判断で
きるサインを設けるなど歩くことに関して一定のルールを定め、そのルールを方が共有して
いくことが重要である。
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ಈ׆のࡢ　２
年度はフットパスを取り組んでいく上で、次年度に実践という形でつなげていくことがでࡢ　
きるよう、そのための土台作りを中心に活動した。
　そもそもこの活動に取り組むきっかけとなったのは、龍谷大学里山学研究センターの取組む
フットパスに行政が着目したことである。そして里山学研究センターと行政の方々と共に、み
らプロが東近江市でフットパス活動を開始することになった。この活動に取り組むにあたって、
まずフットパスについて詳しく知ることが必要だと考え、フットパスの先進地を๚れてヒアリ
ング調査を実施した。調査先としては、北海道黒দ内町・恵ఉ市、東京都町田市、山ས県ߕ州
市、熊本県美里町である。ヒアリング調査や実際にフットパスコースを歩いてみたことにより、
各地域の特徴が大いに生かされたコースが用意されているということが分かった。また、フッ
トパスを取り組むまでの経Ңやマップの特徴、課題とそれに対する解決の方法等様々なことを
学ぶことができた。
　次に、先進地でのヒアリング調査で得たこと生かし、東近江市の五Օ地区でԾマップを作
成した。マップを作成するためには、何度もその地区を๚れてまちあるきを実施する必要があ
る。どのようなコースにするのか、五Օ地区における魅力は何か、おもしろい道・歩いてい
て心地よい道はどこかということなど、行政の方々や住民の方々にアドバイスをいただきなが
らコースを策定していった。またその地域の歴史や活用することができる資源などについて
知っていなければその地域の魅力は語れず、マップに掲ࡌするコースのストーリーもつくるこ
とができない。そのため外での活動だけではなく、行政の方々へのヒアリングやص上での調査
も時間をかけて行った。
　さらに、ീ日市地区のマップも作成した。五Օ地区でマップ作成を行った際と同様にص上
での勉強に加えてまちあるきも実施し、様々な意見をいただきながらマップを完成させた。ま
た東近江市の方々とワークショップを行い、その地域に住んでいるからこそわかることや魅力
等を共有し、コースの策定に生かすことができた。
　そしてࡢ年度の活動の集大成として東近江市で行われたローカルサミットに参加し、取り組
んできた内容について報告・発表した。そこでは東近江市をはじめ、多くの方々から大きな評
価を得ることができたと感じている。
年度の活動を通して、次年度にはより実践的なことを行うための土台作りとして様々なこࡢ　
とに取り組み、学ぶことができたと思う。

ᶙ　ڀݚ
１　ཾ୩େ学里山学ڀݚηンλʔڀݚ会

〈景観をָしむ、地域を作る〉フットパス─フットパスづくりの経験を踏まえて─
文責：本田大ً

　ʦ日　時ʧ2018年８月５日
　ʦ参加者ʧ野間元៉　ਧ野僚平　由良康太　ࡈ౻菜೫子　澤村奈　鈴木࠼有里　
　　　　　ç中田景子　鈴木࠼有里　本田大ً　安田奈於　湯川　希

ᾇ　֓ཁ
　2018年８月５日に、龍谷大学里山学研究センターにてフットパスに関する研究報告会が開催
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された。本報告会では、牛尾洋也教授や鈴木龍也教授をはじめ、多くの方々の研究報告をお聞
きすることができた。私たちを指導してくださっている牛尾洋也教授と私たちの共同報告と
いう形で「学生が取り組むフットパスの可能性─東近江市における実験を踏まえて」の報告を
行った。はじめに牛尾洋也教授から簡単にフットパスの説明をしてもらった後に、私たちが

「東近江市におけるフットパスの在り方〜これまでの活動を踏まえて〜」という題目で研究報
告を行った。

ᾈ　౦ۙࢢߐʹ͓͚ΔϑοτύεͷࡏΓํʙ͜Ε·Ͱͷ׆ಈΛ౿·͑ͯʙ
　日本では、北海道・東京・九州をはじめとして全国各地でフットパス活動が行われている。
フットパスはイギリスを発地とする「歩くレクリエーション」であるが、日本で展開され
ているフットパスはイギリスのフットパスとは本質的に異なる部分がある1。私たちは、フッ
トパスの先進地・団体と言われている「東京都町田市」「熊本県美里町」「北海道黒দ内町」

「NPOつなぐ」を๚れ、ヒアリング調査行い、実際にフットパスコースを歩いた。
　各地で得た知識を共有し検討していくうちに、フットパスが何なるものであるのか、また
何を重要視しているのかについての価値観が異なっているため、コースの基準の画一化、つま
り全フットパスの高品質化が図れていないという問題が存在していると言えるのではないかと
考えた。また、フットパスのネー
ムバリューの恩恵にろうと、単
なるまちあるきや遊歩道などにも
フットパスという名前を使用され
てしまい、フットパス全体の価値
を低下させてしまうという課題も
ある2。これらの課題を解決する
ために、私たちはフットパスと称
してよい最低限の基準を明確化し
た。

ᾉ　খׅ
　私たちは、先進地でのヒアリング調査結果を踏まえ、東近江市で実際にフットパスに取り組
んできた。その中で、東近江市における課題としてフットパスの認知度の低さや地域主導への
移行、若年層の新規٬ސの獲得などが挙げられる。これらの課題を解決するために、東近江市
では「フットパス部会」を設立し、また若い女性をターゲットとした「ീ日市てくてくまっ
」を作成した。今後は、地域住民に参加者の具体的なイメージをつかんでもらい、さらには
地域に人が入ることに׳れてもらうために、まずは、ガイド付きのフットパスからスタートし、
地域の理解を得ていきたいと考えている。また、地域主導でフットパスを進めていくために、
フットパスを自主的に進めていきたいとする地域から進めていき、そこで一度フットパスとし
ての完成形を作りたいと考えている。
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２　શ国ΧϨッδϑットύスϑΥʔϥムù÷øÿ
文責：鈴木࠼有里、中田景子

　ʦ日　時ʧ　2018年９月14日〜15日
　ʦ参加者ʧ　鈴木࠼有里　中田景子

ᾇ　֓ཁ
　９月14日、15日に熊本大学とࠤ賀大学の共同主催で行われた全国カレッジフットパスフォー
ラム2018に参加させていただいた。１日目はࠤ賀県の小城フットパスを体験させていただき、
２日目にポスターセッションを行った。それぞれの活動の発表を行い、他地域のフットパスに
ついて知り、専門家の方々からの意見をくこともできた。

ᾈ　খϑοτύε
　➳　小城フットパスについて
、賀県の中心部に位置する、人口45000人の都市である小城市は、༽ᠪと日本ञが有名でࠤ　
四ق折々のイベントも開かれている。しかし、観光٬はイベント時に集中してしまい、イベン
ト時以外は観光٬が少ないことが課題であった。この課題を解決するために2015年からフット
パスに取り組んでいる。
　これまでは、2016年９月までを石体地区で、2016年８月から現在までを桜Ԭ地区で活動して
きた。石体地区は世帯数が14の集落ということもあり、担い手の確保に苦戦し、現在は休止し
ている。次のフットパスの拠点には世帯数が多い、桜Ԭ地区を選び、住民主導の体制のため、
担い手を集めることから始めた。現在は担い手の方々や地域の方々から構成された「小城フッ
トパスクラブ」を立ち上げ、地域の理解・認知度の向上に努めている。

　➴　コース概要
　今回歩かせていただいたコースは「小城フットパス　千葉城下せせらぎコース」。ڑ離は
5.5kmで、約２時間30分かけて歩かせていただいた。大通りだけを歩くのではなく、草木が目
立つ家のཪを通るなど、普段は歩かない道をコースに取り入れられていた。
　またこのコースは、地域の生活・歴史的建造物・川・山・神社・寺が特に印象的に盛り込ま
れており、はっきりとそれぞれの場面を感じることができた。

　➵　フットパスマップ
　マップの形式は美里のフットパスマップと同様であった。美里
より少し大きく作られたマップは、地図の正確さと、地図に記ࡌ
されている目印となるポイントが自分の位置を教えてくれる作り
になっていた。
　写真付きで紹介されていた６つおすすめスポットは、コースの
中で特に美しいと感じた場所と感じることができ、持ち帰った後
も思い返すことができる。ཪ面にはフットパスの紹介とマナー、
問い合わせ先が記ࡌされていた。今後のマップづくりにぜひ参考

小城フットパスマップ
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にさせていただきたいと考えている。

ᾈ　ϙελʔηογϣϯ
　➳　みらプロの発表
　各参加団体のポスターが掲示され、私たちはその前で両に分かれ、各々２ຕずつポスター
を分担して発表した。৹査員は各大学の先生方と学生達で、先生方は１つのグループになって
10分間ずつ発表を見回っていた。
　ീ日市てくてくまっについて、多くの女性の方々から「デザインがとてもかわいい、売り
物のようだ。」「実際に行ってみたくなる。」「ฒべられていたら、手に取ると思う。」「モデル
コースが書かれており、初めての人でも歩きやすいと思う。」等と大変好評だった。また、உ
性の方々からも「他のパンフレットとฒべられていても、目を引かれると思う。」「マップを
縁取っている型がすごくいい。」「英語・中国語にも対応していて驚いた。」等、好感触でとて
もخしかった。உ性の方でも手に取りやすいか尋ねたところ、「女性向きのデザインだろうが、
ナチュラルカラーでそこまで女の子っぽい感じでもないので、உ性でも手に取りやすいと思
う。」と答えてくださった。
　発表に対して、「私たちの大学も地域の方々にフットパスを理解してもらうところまではで
きていると思うが、地域主導になかなか移行できない。解決策としてWSの開催を考えており、
今はその段階である。」との講評をいただいた。

　➴　他大学の発表　
　①　北九州市立大学　ኍ川ゼミ
　北九州市立大学は、Ҍ手高校が๊える「地域活動をしたいが地域とのܨがりやノウハウがな
い」という課題と、植木地区が๊える「歴史的建造物が多いが観光資源として認識されていな
い」という課題を同時に解決するために、両者の間に立ち、「フットパスの協働開発」という
解決策をキーに、Սけڮ的存在として活動を行っている。
年度までは、Ҍ手高校は主に座学とフィールドワークに取組んだ。大学生は、Ҍ手高校へࡢ　
行き、フットパスに関する講義やアドバイスを行った。一方植木地区とは、コースづくりだけ
でなく、地域のイベントに積極的に参加することで、信頼関係を構築した。
　フットパスが地域に与えた効果としては、①高校生フットパスによる教育的効果“地域から
学ぶ力”を実感させたこと②地域の方々が地域資源に興味を持つようになったこと、である。
大学生は、地域行事への参加を通じて、人を巻き込むノウハウを身につけた。
　今後の展望としては、フットパスを通じて多くの人が歩くことで、地域の歴史や文化が語り
継がれる次世代の文化継承が期待される。今まで培った「つながり」を活かして行政や周辺地
域を巻き込みフットパスの輪を広げ、住民主体へのステップアップを図りたいとしている。

　➵　小ׅ
　フットパスカレッジフォーラムでは、他大学の学生によるフットパス活動について知ること
ができた。連携の仕方やフットパスの進め方、地域の方々からの理解についての課題について
多くの情報を受信することができた。また、フットパスを進めていくこととฒ行し、担い手探
しとガイドの育成をするべきであるとの助言もけた。これらを今後に活かし、活動していき
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たい。

３　8B8͘まと国際γンϙδムʙӳ国に学Ϳ　า͘人をܴするまͪͮ͘りʙ
文責：ҁ部༑༒、ࡈ౻菜೫子、ಕ元太

　ʦ日　時ʧ2018年11月10日〜11月11日
　ʦ参加者ʧҁ部༑༒　ࡈ౻菜೫子　ಕ元太　本田大ً

ᾇ　֓ཁ
　2018年11月10日に美里町文化交流センターひびきにてWaWくまもと国際シンポジウムが開
催された。11日には、熊本県下の３地区でインターナショナルウォークが実施された。WAW
をはじめ、様々な視点からフットパスを学ぶことができた。

ᾈ　8B8͘·ͱࡍࠃγϯϙδϜ
　開会式では、美里町振興部長の山川氏や美里町長の上田氏、歩くネットワーク設立検討会部
長の井澤氏より、開会の言葉ฒびにॕࣙ、定設立についての趣旨説明が行われた。熊本県内
では近年、歩きを活用した地域の魅力づくりが行われている。そこでWaWくまもと構想をࡢ
年策定し、歩く人を迎する町作りが県全体での動きとなるように取り組まれてきた。そして、
受け入れ側のネットワーク作りを進め、歩く側との良好な関係となる仕組みづくりを行い、そ
れによる経済効果も目的とされている。ࡢ年の調査によると熊本県での歩くコースは150以上、
離にすると1000km以上ある。また、熊本県にはフットパス、まちあるき、九州自然歩道なڑ
ど歩くコースが多々あり、様々な目的をもった人それぞれに対応したコースがある。このこと
から熊本県は歩く人を迎する県であるといえる。そこで、本シンポジウムにて歩くコースの
ある地域が連携し大きな動きを連携して行うためWaWくまもとネットワークが定設立され
たというのが経Ңである。
　基調講演では、WaW	U,	networkのサム・フィリップス氏、ランダル・メッツガー氏より、
WaWについての構造及びそれによる効果についての講演が行われた。WaW（Walkers	are	
Welcome）は「歩く人を迎する」ことをPRするネットワーク組織である。これは、2006年
にへブデンブリッジの地域再生のために、歩く人を取り込もうとしたことがきっかけである。

ポスターセッションの様子
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へブデンブリッジとは、イギリスにある古くからの田舎町である。へブデンブリッジは、町を
WaWとしてએ伝するために歩く人が上質な体験ができるための６つの基準を作り、2007年に
はWaWタウンとしてએ言した。今日では107の町がWaWタウンとして存在しており、全国委
員会も立ち上げられている。WaWタウンであるイギリスのロス・オン・ワイでは、WaWのス
テッカーがカフェなどのళの૭にషってあり、このステッカーをషることで「歩く人を迎す
る」ళであるということをアピールしている。そのため、歩く人がそのళに立ち寄ることとな
り、地域に利益が生まれるのである。また、これによって閉ళしていたళが再開したり、॓ധ
施設の空室が少なくなったという効果も発生している。また、WaWタウンであることによっ
て、小さな村であっても大きなネットワークの一員として国際的なウェブサイトを活用した情
報発信などのアピールを行うことができる。WaW参加希望地域には、メンターとݺばれる地
域の相ஊ役・指導役がݣされ、アドバイスを行う。他にも、WaWではWaWタウンに対しそ
の地域の魅力発信の機会となる年次総会を開く等の支援を行っている。以上が基調講演の内容
である。
　地域活動報告では、熊本県内でどのようなフットパスの活動をしていたのかを、福Ԭ県立Ҍ
手高校地域創生クラブ、フットパスѶ北、美里フットパス協会の三つの団体が報告された。ど
の団体も自らでコースを設定し、日常的に歩きに来る人を迎するWaWの実現を目指してい
る。中でも美里フットパス協会では、イベント型でのフットパスだけでなく日常的に歩きに来
る人を迎するWaWの実現を目指している。
　ラウンドテーブルでは、WaW	U,	networkの理事を務めているランダル・メッツガー氏と
クリス・プレスコット氏を中心として、ஜ波大学教授の前川氏、フットパスネットワーク北海
道事務局の小山氏、熊本県西原村副村長の内田氏、WaWくまもとネットワークの寺࡚氏たち
が現在行っている活動報告と会場の参加者の質問に対して意見が交わされた。
　イギリスのWaWでは、ガイドなしで人々が自由にまちを歩けるようにするということを目
的にしており、また、活動内容を多くの人に知ってもらうために、掲示൘や新聞等に自分たち
の活動の報告をしている。現在は、フットパスという活動を広めていくために、継続すること
を意識してWaWの活動をしている。ஜ波大学では、地域がいかに自然を壊さず発展していく
ことができるかという研究を行っている。そして、現在は自然を活用し地域とコミュニティの
形成を図れるフットパスに注目している。そして、つくば市にもWaWのような活動を観光施
策として取り組みたいと考えている。フットパスネットワーク北海道事務局では古くからフッ
トパスという活動をしており、2002年からフットパスフェスティバルというࡇయを開催してい
る。現在日本中でフットパスが広まっている中で、歩くことをָしめる人を増やすことための
活動をしている。
　質疑応答では、「ウォーキングフェスティバルや観光という目的ではなく日常的に歩きに来
る人々は、何を一番求めているのか」という質問に対し、「日本では食べ物やカフェでおもて
なしをすることが多いが、イギリスでは、人々はまず「迎されている」と感じてもらうこと
が必要であると考えている。そして、歩いて興味深いと感じられる道、安全な道を歩くこと
が、歩きに来る人たちの目的であると考えている」との回答があった。また、「若者にフット
パスをਁಁさせるにはどうすればよいか」という質問に対しては、「イギリスでは、フットパ
スをする方の割合が高齢者の方が高いため、若者に来てもらうために、主な活動として、学校
๚問やインド、パキスタンの移民の方たちにݺびかけている。また、イギリスでは学生が主体
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となって活動はしていないが、日本では、高校生や大学生が主体となってフットパスの活動を
行っており、これは、評価すべき点であると考える。」との話されていた。

ᾈ　ΠϯλʔφγϣφϧΥʔΫ
　11月11日は、美里町、Ѷ北町、西原村の３地区でインターナショナルウォークが開催され、
私たちは美里町のന石野里山コースに参加した。このコースでは、スタッフを含め約50名が参
加し、ന石野の里山風景をָしみながら歩いた。歩いていると、出会う地域の方々全員に「ど
こからきたの」「ָしんでね」と声をかけてき、地域に受け入れられているという実感を得
られた。このことから、地域の方々との交流はフットパスの満足度を高める要素としてとても
重要であることを再認識することができた。また、参加者自身が自分たちで自由に地域をָし
んでいたことが印象的であった。ガイドの説明は本当に簡単なもので、立ち止まって説明する
ことはຆどなく、参加者が各自でஊ笑したり、自分のスマホで道の植物を検索したりと自由気
ままにコースを散策しており、先頭と後方の通過時間に10分程度の差があることもあった。ன
食は、お寺で地域の女性が作った地元食材を使った手作り料理をいき、参加者同࢜の交流を
深めた。このコースは地域の方々や参加者の交流が活発であり、とてもָしいイベントとなっ
ていた。

　ᾉ　খׅ
　熊本県では、歩く文化がਁಁしてきており、歩く人を迎する町作りが県全体での動きとな
るように取り組まれてきた。今回のWaWくまもと国際シンポジウムでは、様々なフットパス
に関する立場の方々が参加されており、各々のフットパス活動に関する取り組みについてお聞
きし、今後、フットパスを進めていく上での重要な点や地域の連携について学ぶことができた。

　　

４　地ํੜにؔするௐࠪ߹॓
ᾇ　౦ژௐࠪ

文責：中田景子
　ʦ日　時ʧ2018年９月10日〜９月11日
　ʦメンバーʧ牛尾洋也（里山学研究センター長）　井上優大　野間元៉　斉౻菜೫子　
　　　　　　ç澤村奈　中田景子　本田大ً　ಕ元太　
　ʦヒアリング先ʧ
　　１）文化庁文化ࡒ部記念物課世界文化遺産室　文化ࡒ調査官　鈴木地平様

１日目のシンポジウムの様子 ２日目のコースを歩く様子 ２日目のன食の様子
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　　２）地域活性化センター　川忍様
　　３）日本フットパス協会理事　総務省地域力創造アドバイザー　尾留川࿕様

̍）文Խி文Խࡒ෦ه೦՝ੈք文ԽҨࣨ࢈
　鈴木地平さんにみらプロが作成したീ日市てくてくまっの評価をしていただくとともに、
今後このマップをどのように活かしていけばよいのかアドバイスをいただくためにヒアリング
を行った。
　マップの特徴や工夫した点を説明させていただいところ、鈴木さんは、中身だけでなくデザ
インや大きさまでこだわっている点を評価してくださった。特に、マップのはじめに地区の概
要を盛り込んだことで、その土地を知らない人でも๚れやすくした点である。ീ日市や滋賀県
にとどまらず県外にも展開するとよいことと、その際にマップの置き場所についての例を示し
ていただいた。また、外国人観光٬も視野に入れての広報展開の場合には、インフラの整備を
優先させるべきであり、ツーリストインフォメーションセンターや東京の日本ڮにある滋賀の
アンテナショップにマップを設置するとよいとの助言もいただいた。今後は、ീ日市てくてく
まっを地域の方々の声を十分に反映させたものに仕上げるとともに、鈴木さんとのヒアリン
グで得られたことを活かした広報活動を展開することで、ീ日市てくてくまっがീ日市の地
域活性により大きく貢献できるようにしていきたい。

̎）Ҭੑ׆Խηϯλʔ
　地方創生についての提言を行うにあたって、地域おこし協力ୂ制度を創設し、現在は地域活
性化等の取組に精通しておられる川忍さんにフットパスを含めた地方創生の取組や国の地方
創生政策およびフットパスに関する方向性についてヒアリングを行うことで、学生の考える地
方創生やフットパスに対する考えについて助言をいただくことを目的に伺った。
　地域活性化センターでは、①情報提供・調査研究、②人づくりと研म・交流、③まちづくり
への助成・支援という３つの事業を主要事業として行っている。また、2015年に「未来構想」
とそれを実現するための「３つの物語」を策定され、地域活性化への取組により一層活気をも
たらしている。この２つを策定した根װには、第三カーブマーケティングという考え方がある。
第一カーブマーケティングは「いいものをつくれば売れる」、第二カーブマーケティングは

「予め消費者のᅂ好を調査してつくったら売れる」、第三マーケティングは「価値創造。消費者
と一緒になって価値を創造する」。第一カーブ、第二カーブは多くの企業が注目するところで
あり、過競争になる。しかし、第三カーブは価値を共有しコミュニティをつくることで強化
されるものであり、その考えに基づいた地域活性化、つまり市町村より小さなコミュニティで
にて市を元気にすることと、そのための人材育成を行うことを目指している。
　フットパスの利点として、地域の方々が自分たちの地域資源を再認識することができる点と、
フットパスが第三カーブのయ型である点が挙げられる。大きな観光資源ではなくても、地域の
様々な資源を好きになり、ތりをもってくれるというのは「価値創造」に近い。コミュニティ
づくりにおいても第三カーブに近しいものであり、地域活性化においてはឺや人のܨがり、接
待といった「人」がポイントになってくる。
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̏）ຊϑοτύεڠձ
　東近江市のフットパスを進めるにあたって自分たちの考えるフットパスと尾留川さんの考え
るフットパスの比ֱを行い、その上で、今後東近江市でフットパスを持続的に運営していくた
めのフットパスに関わる機関、人々の役割、連携、運営構造を学ぶため、ヒアリングを行った。
　持続的なフットパスを行っていくためには、地域の方々の主体性が求められる。フットパス
に消極的な地域に対しては、フットパスに協力してくれた地域で小さな成功事例をつくること
で、それに対して興味を示した方を巻き込み、体験してもらって輪を広げていくことが重要で
ある。また、地域の方々を巻き込んでいく上で経済的側面の話はආけて通れない。経済的側面
については、フットパスをすることにより、都市資本がなくとも中間搾取がない状態で地域の
方々にお金が落ちるしくみをつくるきっかけになる。これがフットパスの特徴であり利点であ
ることをいうべきである。運営方法については、地域の方々が個人事業主となりやっていくの
は難しいため、NPO等が間に入り、手続等の役割を担うといった方法がある。役割分担とし
ては、地域の方々は地域情報を提供したり散策者への声かけ・対話を行ったりする。観光協会
は広報や問い合わせ対応、フットパス推進組織はコースの開発・管理、他の推進組織との連
携・交流、イベント企画等が挙げられる。
　東近江市の場合では、奥永源寺やീ日市などそれぞれの地域でコーディネート組織をつくり
東近江市全体としてはフットパス推進地域協議会でまとめる方法が考えられる。協議会の具体
的な役割としては、①それぞれの地域で生じた課題について、地域ごとの情報を共有し、ԣで
比ֱすることができる状況をつくること②自治体との接点を作る際に、全体のバランスを見な
がら行動し、組織の中で情報共有すること③金銭を含め全体を調整することの３つである。

̐）খ׆
　東京での３つの調査を通して、フットパスが地域の活性化を促進するためには、今後東近江
市でどのようなアプローチをしていけばよいのかを学ぶことができた。具体的には、広報につ
いては、「ീ日市を次の目的地にしてもらう」ということを念頭に置いた設置場所の選定を意
識することが重要であること、フットパスは第三カーブのయ型であり、コミュニティづくり、
すなわちឺや人の「ܨがり」を強化するというフットパスの持つ特有の効果を明確に知ること
ができたこと、持続可能なフットパスを運営していくための組織構成や運営する上でのポイン
トといったアドバイスをいただいたことだ。東京調査で学んだことを活かしながら、今後東近
江市のフットパスの発展に貢献していきたい。

鈴木様（ӈ）とのヒアリングの様子 尾留川様（ӈ奥）とのヒアリングの様子
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ᾈ　ౡࠜݝௐࠪ
文責：ࡈ౻菜೫子

　ʦ日　時ʧ2018年11月16日〜17日
　ʦ参加者ʧࡈ౻菜೫子　本田大ً
　ʦヒアリング先ʧ
　　１）島根県　地域振興部　しまねらし推進課　植田ོ則様　ਿ谷光࿕様
　　　　　　　　農林水産部　農業経営課　ே司様
　　２）公益ࡒ団法人ふるさと島根定住ࡒ団　加ೲ३史様　原早紀子様

　̍）ౡࠜݝி
　島根県は平成４年に自然減から社会減へと転じ、人口減少が進んだ。そこで、県では平成４
年を定住元年とし、移住定住施策に力を入れ始めた。UIターン者数はຖ年4000人程度であり、
年齢構成として30〜40代の子連れが多い。しかし、近年は都会のޏ用環境の改善によりUター
ン者をはじめとして、移住者数が減少している状況にある。
　島根県は、全国の中でも初期から移住定住施策に取り組み始めたことによる総合的な連携が
強みで、オール島根として、ふるさと島根定住ࡒ団を総合૭口とし、19の市町村に定住支援員
を置き、県全体として定住移住支援を実施している。しかし、先進的にやってきたという優位
性が近年ബれてきている。平成28年度には、初めて移住者向けに意識調査のアンケートを行い、

「移住者の半数が住み続けたいと思わない」「生活環境に関するマイナスギャップが多くある」
という結果がでた。そこで、定着に向けた支援や移住後に関する情報発信をしていく必要があ
る。今後の展望としては、①情報の質の向上と発信力の拡大、②移住後の定着への支援を強化、
③関係人口の拡大である。
　農業の担い手育成においては、新規ब農者の育成、自営ब農、ޏ用ब農、半農半9といった
多様なब業者を育成することで、地域全体の農業の付けを行っている。平成７年には認定農
業者制度など県単ಠの事業を始め、ハードだけではなくソフトの支援もॆ実させている。新規
ब農者の育成プロジェクトでは、市役所や町役場、農協、農林振興センター、農業改善セン
ターにより地域農業再生協議会が組織され、関係機関が連携してब農者の支援を行っている。
また、ब農後のフォローとしてアグリビジネススクールも行っている。今後の展望として、新
規ब農者の倍増を目標に希望者の取りこぼしがないように連携機関でマッチングを進め、より
その人にあった支援策を実施していく。

̎）ެӹஂࡒ๏ਓ;Δ͞ͱౡࠜఆॅஂࡒ
団は実践、県は土台ࡒ。団は、人口減少における社会減対策として平成４年に設立されたࡒ　
づくりを役割として移住定住事業を推進している。制度や19市町村への相ஊ員の配置などࡒ団
だけではできないことも多いので、県が調整役として大きい役割を担っている。
　移住者の獲得に向け必要なこととして、地方の価値を都市部の人に的確に情報を伝え続ける
ことが挙げられる。移住の機運をৢ成し、常に情報を的確に投げ続けることが必要である。ま
た、数だけを求めるのではなく、質も重視するべきである。移住者と地域の相性が大切である
が、そのためには互いの歩み寄りが必要である。地域に合わせてもらうとすると非常に厳しい
選考基準になるため、移住者側だけに求めるのではなく、地域の方々も受け入れる気持ちを
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持ってもらわないといけない。さらに、制度で差がつくことはなくなってきたため、移住を希
望する人に接触して関わりを持ち続けることも重要である。
　今後は、地域でയ然と何かをしたいと考えている人々に向け関わり方を提示し、関われる環
境を整えることが必要である。また、地域の協力が必ਢであるため、目的や何をしてほしいの
かをはっきりさせることが必要であり、その۷り起しを地域でできるようになると良い。定住
。団と県は火付け役としてサポートしていくࡒ

̏）খׅ
　島根県では、県とふるさと島根定住ࡒ団をはじめとする関係機関が密接に連携し、移住定住
支援施策を行っている。それにより、移住希望者や地域に寄りఴった対応が可能となっている。
しかし、全国と比ֱして、制度の差が小さくなってきており、移住者の確保に向け、今後は情
報発信をはじめ、移住後のフォローアップにも力を入れていくこととしている。

　　　　　　　
ᾉ　和Վݝࢁௐࠪ

文責：鈴木࠼有里
　ʦ日　時ʧ2018年11月30日
　ʦ参加者ʧҁ部༑༒　鈴木࠼有里　中田景子　野間元៉
　ʦヒアリング先ʧ和Վ山県庁　三木ܒ生様　正木幸様　川端ࠫᒀ様　

̍）　和Վݝࢁி
　和Վ山県は、近年移住施策に力を入れており、ࡢ年から都道府県として初めて、継業支援施
策を開始し取り組んでいる。そこで、年単位で継業支援を行う効果、課題などを研学し、全国
的に地域活性化を目的として継業を取り入れる際の必要事項、どのように取り入れていくべき
であるのかを研究するため、ヒアリングを行った。
　和Վ山県は、海、山などの自然に、恵まれているため観光٬は年間34万人ほど๚れている。
和Վ山でしかできない体験によって長時間在してもらえるように取り組んできた。その効果
として๚問者と地域が仲良くなり、また地方への回帰の流れを受け、観光から移住定住へと政
策も広がった。
　県は移住のためのガイドブックを作成している。移住政策は今やどの地域でも取り組まれて

島根県庁でのヒアリングの様子 ふるさと島根定住ࡒ団でのヒアリングの様子
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おり、県外の移住相ஊ૭口では様々なガイドブックが立ちฒぶ。和Վ山県はそれらと差別化を
図るために、特徴であるミカンを表紙に押し出し見た目に工夫を施した。人々を引き付けるの
は外見だけではないため、中身にもこだわっており、くらし、仕事、住まいについて厳選され
た政策を一目で見ることができる。
　また和Վ山県には後継者不足の問題も存在する。そこで事業承継の一つとして、第三者が事
業を継ぐ、「継業」という形をもって、移住推進と後継者問題の両方にアプローチを図る。こ
の継業は地域の後継者不足を解決するだけではなく、一から商いを営むリスクを含まないため、
当事者方にメリットがある。
　政策での補助金支援だけではなく、職員や商工会からのバックアップも整っており、現在は
地域内外に向けての情報発信と、当事者間のマッチングの際、職員が間に入ることで方の信
頼と安心を保障する体制を整えている。
　このように地域に外の人を入れていくことで、地域の受け入れ体制のॆ実や地元の方々の地
域の関心を高めるきっかけとなっている。

̎）　খׅ
　継業はただ事業を引き継ぐだけではなく、県全体が取り組むことで地域に活気をもたらすこ
とが期待されている。しかし、いきなり継業政策に取り組むのではなく、県や市の動向から
ニーズを捉え、政策で人々の動向を固めるのではなく、自然なステップアップをサポートする
政策をする必要があるのだと学ばせていただいた。
　　

５　શ国ΤίπʔϦζム学ੜγンϙδム
文責：本田大ً

　ʦ日　時ʧ2018年12月８日〜12月９日
　ʦ参加者：ʧ牛尾洋也（里山学研究センター長）井上優大　野間元៉　ਧ野僚平　ถ住京子
　　　　　　çࡈ౻菜೫子　澤村奈　鈴木࠼有里　中田景子　本田大ً　安田奈於　
　　　　　　ç湯川　希　ಕ　元太

ᾇ　֓ཁ
　今回のシンポジウムのテーマは「らしと観光」とされており、１日目は、研究報告やポス

移住ガイドブック「Wakayama	Life」 和Վ山県庁でのヒアリングの様子
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ターセッションによる活動報告が行われた。そして、２日目はԭ島でのエクスカーションが開
催された。

ᾈ　ڀݚใࠂɾϙελʔηογϣϯ
　私たちは「フットパスを活用した地域活性化の課題と展望」というテーマでの研究報告をお
こなった。フットパスとは何か、フットパスの先進地調査で得た知識と経験、それをもとにし
て取り組んだ東近江市（ീ日市と奥永源寺）での実践、今後の東近江市でのフットパス活動の
課題と展望、について報告した。私たちを含め８組が研究報告を行い、滋賀県付近での活動だ
けでなく、新潟県の南ڕপ市での活動等、多様な場所での研究報告がなされた。地域の歴史や
伝統行事の継承、学生がどのようにして関わっていくのか、等について聞くことができた。学
生が関わり、観光を通して地域外へ情報を発信することによって、地域の魅力を地域外の方々
へ知ってもらうことのほか、地域の方々に地域の魅力を知ってもらう必要があることを学ぶこ
とができた。
　ポスターセッションでは、約25のポスターが張り出され、ဠ教大学や高࡚経済大学をはじめ
とした多くの学生の活動報告がされた。その中には、フットパスに関する報告もあり、地域の
方々の理解や不安の解消といった、フットパスを行う上で重要となる部分にどのように取り組
んでこられたのか等についてお話を聞くことができた。また、持続可能な観光を目指す上で、
多くのポスターで語られていたのが、SNSの活用をはじめとした情報発信方法である。インス
タグラムやフェイスブック等の活用による情報発信を行うことによって観光٬の༠致を図ると
いった手法であった。

ᾉ　ΤΫεΧʔγϣϯ
　大津港からフェリーに乗り、ԭ島まで移動したのち、学生の方々や島民の方々のガイドによ
るまち歩きや島民の方々との討論会が実施された。ன食では、島民の方々が用意してくださっ
たன食を食べつつ、エクスカーションに参加した方々とお話をすることができた。ԭ島はೣが
多いことで有名で、ೣを見るために来๚する観光٬がいることから、ೣはԭ島における観光資
源の１つであるということができる。しかし、一方でԭ島の主要な産業である漁業に必要な網
等の道具をೣが引き྾いてしまう面もある。ԭ島でまち歩きを実際に行ってみると、ೣが多く、
また自動車が走っていないため、ゆっくりとした時間が流れているように感じた。道路には
大根が干されていたりするなど、島民の方々の生活空間を歩かせていただいているという点で
フットパスと共通する部分が多くあるように感じた。また、まちあるきには島民の方が二人同
行してくださるなど、地域の方々の巻き込みも行われていた。

ᾊ　খׅ
　今年度の活動の集大成として、全国エコツーリズム学生シンポジウムに参加し、「フットパ
スを活用した地域活性化の課題と展望」について報告した。私たちを含めた８組の研究報告や
25のポスターセッションで、聞くことのできた考え方や手法は、フットパスにも活かすことの
できる部分が多くあるように感じた。今回、全国エコツーリズム学生シンポジウムに参加する
ことで得ることのできたものを東近江市でのフットパス事業だけでなく、他の活動にも活かし
ていきたい。
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ᶚ　࣮ફ
̍　ീࢢ

文責：湯川　希
ᾇ　Ϛοϓ

　マップといえば詳細な道路地図を想像するが、作成したീ日市てくてくマップは、従来の
マップとは違う魅力が存在する。
　１つ目は、かわいらしいデザインで手に取ってもらいやすく、持ち歩きにも適した手ごろな
サイズ感であるということである。৭は女性が好きそうなナチュラル৭を用い、文はウォー
カーに寄りఴうような、優しくてॊらかな表現になるよう工夫した。このことから、より手に
取ってもらいやすいという効果を期待している。２つ目は地図が簡略化されていることである。
これにより、地図が苦手な若い世代への拒否反応を軽減し、またフットパスのޣ味である地
域の方々との交流の促進を図っている。地図を見て分からないところがあれば地域の方々の方
に聞き、コミュニケーションをとることができるという仕組みである。マップを持っている
と、地域の方々は「フットパスをしに来た人かな」と分かるため、マップがウォーカーを受け
入れるパスポートのような役割を果たす。３つ目はマップだけで町のイメージを௫むことがで
きることである。マップの型の層は、それぞれീ日市の特徴を表しており、街がീ日市の商ళ
街、森が河辺の森、山が太宮となっている。このように、デザインに特৭を出すことで他
のペーパーと差別化を図り、お٬さんの目を引けると考える。また家の線や角を直線・直角に
するのではなく、あえて手書きにすることで、ウォーカーを受け入れる地域方々の温かさを表
現している。さらに、表紙を開くとすぐに東近江市の位置がѲできる地図やീ日市の概要が
記ࡌされているため、どのような町であるのかをある程度知ることができる。
　これらの要素によって、沢山の人が๚れたり、一度来た人が何度も地域を๚れリピーター獲
得という効果が生まれると考える。

シンポジウムで発表する様子 エクスカーションの様子
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ᾈ　Πϕϯτ
　作成したീ日市てくてくマップを手に６月９日にフットパスイベントを開催した。フットパ
スにはイベント型のものと、ガイドがつかずに自分たちだけで歩く日常的なものの２種類があ
る。このイベントでは住民の方々と交流することで、フットパスについて知ってもらったり、
イメージを持ってもらいたいと考え、私たち学生がガイドを務めて、２コースに分かれ（山
コース・街道コース）、約24名の参加者とീ日市フットパスイベントを開催した。
　終ྃ時には参加者の方とワークショップを行い、イベントの反省や今後ീ日市でフットパ
スイベントをどのように行うかを話し合った。地域の方からは、「ീ日市にこんなスポットが
あったんだ」と、改めて自分が住んでいる地域の良さなどを再認識したという意見などがあっ
た。またコースの改善点やフットパスをするにあたってళとの連携が必要である等地域の方か
ら指摘をいただいた。このイベントの開催で、抽象的にではあるがフットパスのイメージをつ
かんでいただき、東近江市でのフットパスの輪を広げるきっかけとなったのではないかと考え
ている。

ᾉ　Ξϯέʔτ
　イベントの最後にアンケートを取った。項目はコースの選択理由やガイドについて、イベン
トの時間や軽食の量についてである。
　コースの選択理由としては、山コースの参加者は「自然の中をゆっくり歩けると思ったか

ീ日市てくてくまっ
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ら」や「東近江の自然を感じられると思ったため」、街道コースは「広い範囲でまちなみをみ
たいと思った」等の意見があった。実際にコースを歩いてみての時間配分について聞いたとこ
ろ１〜２時間が妥当という意見が多く、今回のイベントは少し長かったとの声もあった。また
軽食の量は適当・満足であったと満足していただくことができ、マップも「適当」が一番多く、
値段としては500円程でのൢ売が適当だという意見が多く挙げられた。
ᾊ　খׅ

　ീ日市は私たちが東近江市で活動してきた中で初めて実践的に取り組んだ地域となった。
コース選定からマップ作成、イベント開催という一連の活動で学生視点からീ日市の魅力を発
信できたと感じる。今後はワークショップなどを通じて地域の方々の視点を取り入れることで
コース、マップの完成度の向上を目指していきたいと考える。

２　ԞӬࣉݯ
ᾇ　ԞӬࣉݯҬʹ͍ͭͯ

文責：ಕ　元太　ҁ部༑༒
　奥永源寺地区は、滋賀県と三重県の県境に位置する鈴ࣛ山系の山深い地域であり、今も日本
の原風景が৭ೱく残る山村と琵琶湖の源流のひとつ愛知川が流れる自然豊かな場所である。同
地区には「宇治は所、は政所」と謳われ、ேఊにも献上された「政所」、絶滅危惧種と
されている「ࢵ草」を使用した染料、ろくろを用いて木工品を加工・製造する「木地師のふる
さと」して知られるなどの特徴が挙げられる。また、名産の「永源寺こんにゃく」や「政所
」をはじめ、ਗ਼流にしか生ଉしない岩ڕやアマゴをまるごと一ඖ使った姿ࣽ、自然豊かな山

イベントで山コースを歩く様子

イベントのன食の様子（街道コース）

イベントで街道コースを歩く様子

イベント後のワークショップの様子
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間部を飛ぶミツバチから採取された新でೱްな「はちみつ」、生産が盛んな「永源寺まいた
け」などが特産品として知られ、閉校した中学校を再利用した「道のӺ　奥永源寺ܢ流の里」
ではこれらの特産品や木工作家がてがけた作品もฒんでおり、地域と連携した観光振興拠点と
なっている。

ᾈ　શମͷϚοϓͷಛ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文責：澤村奈

　奥永源寺のマップは、４つの地域に分けて作成した。ീ日市のマップと同様に、各地域それ
ぞれのイメージに合ったデザインや、奥永源寺の地図や地域の概要などを記ࡌし、マップだけ
で地域のイメージを௫んでもらえるように工夫した奥永源寺地区は、山村地域であるというこ
ともあり、人があまり来๚することに׳れておらず、地域の中をউ手に歩かれるということに
抗を持つ方々もいらっしゃった。そこで、ീ日市に比べ、非常に詳細な地図を記ࡌするとと
もに、黄৭い線でコースを示すなど、歩いても良い道とそうではない道の区別をはっきりとさ
せた。また、最後にフットパスを行う上で参加者に守ってほしいことが記ࡌされたカントリー
コードをࡌせることなどにより、地域住民への配慮を意識したマップとなっている。さらに、
市街地からのアクセス方法等をࡌせ、来๚のし易さを図った。
　コースは地域の方々に考えてき、その後学生と地域の方々がまちあるきを行うなどして
コースの完成度を高めていった。また、地域のストーリーや見どころを地域の方にお聞きし、
その意見をマップに反映させるなど地域の方々を巻き込みながらフットパスマップを作成した。
今後は、地域住民の方々とのワークショップや説明会を通して、地域へのさらなるフットパス
の周知を図るとともに、コースやマップの改良に努めていきたいと考えている。

（ᐝ葉尾・黄和田）
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　ᾉ　֤۠ʹ͍ͭͯ
　̍）ԫ和ాொɾᐝ༿ඌொ

文責：鈴木࠼有里
　①コースの詳細
　コースには豊かな愛知川と、美しい୨田、そして歴史の深いീ風街道を歩きながら知ってい
ただける魅力を٧め込まれている。歩き始めてすぐ目に飛び込んでくるのは、黄和田キャンプ
場から望む愛知川である。特徴的なനい石とྤཨ৭の水にも触れられる。まずは池田養ڕ場を
目指す。この養ڕ場は日本で初めてイワナの完全養殖に成功し、現在は30万尾のイワナとその
料理をָしむことができる。秋には美しいߚ葉にも࠼られ、景৭も大変美しい。次は黄和田町
へと向かい、日枝神社の石֞にࠊ掛けながら雄大な୨田をோめ、大パイプが圧倒的な存在感を
放つ水力発電所へと足を延ばす。1922年運用開始の落差100̼の発電所であり、水田と同じく、
水を利用した生活の知恵と歴史を感じることができる。次に黄和田城跡へと向かい、実は城跡
ではなく水田であったという小話と、しかし物々しいง囲気のあるすぎ林に引き込まれるよう
な体験ができる。ここからᐝ葉尾町へと戻り、元地域おこし協力ୂの౻井༔矢さんが経営され
るHALOCAFEで休憩をָしむ。休憩後はもう一度川とふれあい、愛知川と台風でもらない
神࡚川の合流地点で折り返す。まちの中にある୨田にҲれるถとススキを๓い歩き、美しい景
৭に後ろを引かれながらゴール地点へと戻る。
　黄和田・ᐝ葉尾のコースは景৭の素らしさとまちの営みがリアリティをもって迫るコース

（政所・ᤣ畑）

（ϲ畑܅）

（ය谷・ຳ川）
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となっている。

　②イベント
　元地域おこし協力ୂの౻井さんのガイドに加え、ᐝ葉尾町の加౻さんも同行していただき、
総勢10名でのイベントとなった。途中、池田養ڕ場の池田さんから、養ڕ場の説明やイワナの
養殖について教えていただき、折り返し地点である水力発電の大パイプ付近では、ちょうど太
陽が差し込み、景৭の美しさに全員が感動した。前半の終ྃ間際にはBBCの方からの取材を
受け、フットパスについて、今後について紹介させていただいた。ன食はHALOCAFEでᐝ葉
尾ถを使用したカレーライスを、体を温めながらいただき、午後はᐝ葉尾の川と୨田を巡り歩
いた。୨田は耕作はされていないが、住民の方々が៉ྷに土をۉされているおかげで、៉ྷな
景観を保てていること、古くからある川の水利用が今も受け継がれていることなどを説明して
いただいた。
　参加者の方々はീ風街道に関連する歴史の話が聞きたい、という思いから参加してくださっ
ており、歴史の話がとても面നかった、ᐝ葉尾にこんなにも美しい景৭が沢山あるなんて知ら
なかった、歩けて良かった、とてもָしかったと言っていただけた。

̎）ॴ
文責：澤村奈

　①コースの詳細
　道のӺܢ流の里を出てӈに足を運ぶと、ӈ手に៉ྷに৭づいたߚ葉が目に入る。石༼で焼い
た人気のパンがൢ売されているカフェつむぎを通り過ぎると、ڮからߚ葉と川がきれいにコン
トラストした風景を見ることができ、大自然を感じられる。その後、ߚ葉のアーチに囲まれな
がら階段を登った先に待つ教宗寺で歴史を感じた後は、政所コースの一番の見どころ、樹齢
300年の大樹を目指して歩く。大樹は見る者を圧倒させる迫力で、長年の歴史を物語って
いる。その先には、約600年受け継がれてきた完全無農ༀの栽培法が今も守られている畑が
一面に広がっており、畑、山、川、住居の一体的な風景が、おとらしが寄りఴった政所
の良さを引き出している。テロワールを大切にしながらづくりが行われている工場を見学
した後は、山形さん宅でおன休憩をָしむ。その後オーダーメイドで家具を作っておられる宮
ノ谷工房に立ち寄り、スタート地点の道のӺܢ流の里へと戻る。

コースを歩いている様子 フットパスについて取材を受けている様子
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　②イベント
　政所コースは、一般参加者とスタッフを含む総勢20名でのイベントとなった。コースガイド
は地域おこし協力ୂの山形࿇さんと政所生産振興会の丸山ࣿ千代さんの２名が務めてくだ
さった。
　まちあるきでは、樹齢300年の大樹や昔ながらの畑風景、レトロな工場を見学した。
ౙには樹の上に１̼近く雪が積もり、雪に抑えられて樹が大きくԣに広がることや、室町
時代から続く600年のの歴史を山形さんから詳しく説明してき、その場で参加者の方から
いくつか質問も飛び交った。工場で出していた政所は深みのある美味しさで、寒い身体
を一気に温めてくれた。
　ன食は地元の方々が協力して作ってくださった地元食材を使った料理と、かまどで炊いたご
൧を美味しくいた。参加者は口をଗえてどれも美味しいと言いながら張りほぼ全員が２ഋ
目のお焦げをָしんだ。その後のまちあるきでは、参加者にイベントに求めることや満足度等
聞くことができた。「今後もこのようなイベントがあれば参加したい」「今度は摘みを体験し
てみたい」「政所の豊かな自然は日本のふる里を感じさせてくれる」といったコメントもいた
だけた。

̏）ຳɾය୩
文責：中田景子

　①コースの詳細
　北野ਗ਼治さんの工房、井ろくろからスタートし、ය谷集落へと向かう。道中で御池川へと
降りる階段があり、៉ྷな景৭を見ることができる。ය谷集落では帰Ӣ҇や木地師資料ؗなど
木地師にまつわる場所を回る。その後、ຳ川集落へと向かう道中、スギフΝンクラブで炭焼き
༼を見学する。ຳ川集落では、集会所でன食をいただきおෲを満たした後、川西で៉ྷな景৭
やߚ葉をָしむ。そして,UMINO工房を見学し、スタート地点の井ろくろへと戻る。

　②イベント
　ය谷・ຳ川コースは、一般参加者とスタッフを含む10名でのイベントとなった。コースガイ
ドは地域おこし協力ୂの原ึ高さんと川ౢ夫さんの２名が務めてくださった。また、各施
設での説明・実演については、井ろくろでは北野ਗ਼治さん、木地師史料ؗでは自治会長の小
ໆ重則さん、スギフΝンクラブではѨ野信雄さん、,UMINO工房では井上৻也さんが行って
くださった。
　ன食は地域の方々が作ってくださった山菜料理を中心としたメニューで地域の方々とも一緒
に食べた。食事を通して地域の方々と交流することができ、フットパス、フットパスマップに
ついての理解もより一層深めることができた。
　ன食後は木でできたパーツを用いてマグネットを作った。作ったマグネットは持ち帰ること
ができるため、参加者にとってフットパスの思い出の品となるだろう。フットパスをしたとい
う記Աを「物」として残しておけることは、今後のリピーターの獲得に貢献できるのではない
かと考えられる。
　工房の見学や体験をしたり、地域の方々と地域の食事をָしみながら交流できたりと、フッ
トパスを通して様々な経験ができた。
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ϲാ܅（̐
文責：ࡈ౻菜೫子

　①コースの詳細
　∁দ会の工房からスタートし、܅ϲ畑町ミニ資料ؗで木地師や܅ϲ畑の説明を受けた後、集
落内の伊勢へと連なる細い道を、近くを流れる川のԻを聞きながら歩く。道中、山から水を引
いてきた大きな防火水૧などを目にすることができ、豊かな水文化と共に育まれてきた生活を
感じることができる。しばらく歩き、憩いの家でன食をいた後、Ҙڤ親Ԧゆかりの金龍寺や
Ҙڤ親Ԧ御陵や大ߖ木地神社をめぐる。境内は厳かで神秘的な空気をまとい、木地師の歴史
を感じることができる。その後、また、集落内の細い道をあるきながら、∁দ会の工房に戻る。

　②イベント
ϲ畑コースは総勢13名でのイベントとなった。当日は雨がひどく、午前にまな൘づくりを܅　
行った。途中、どれが一番らかにできるか競争するなど終始ָしく作業を行うことができた。
その後、憩いの家で高দ会の方が手作りしてくださった具沢山のಲोと、地域のおห当屋さん
の「う我文」のおห当を、ストーブを囲みながら一緒に食べた。ಲोは永源寺こんにゃくなど
地域の食材を利用したもので、このような寒い日にはとても温まり、非常に好評であった。そ
の後、元地域おこし協力ୂの前川真司さんのガイドのもと、܅ϲ畑の地域を歩いた。歩いてい
る際は、子供たちは道端のススキを取って遊んだり、大人の方は地元の生活について尋ねてい
たりとフットパスらしく自由に地域をָしんでいた。また、ろくろ工房܅の小ໆ昭二さんに
作業場と展示室を見学させていた。
　イベント後のアンケートには、「まな൘づくりがָしかった」「地域の方と触れあえてよかっ
た」「ゆっくりとした時間の中で普段見落としているような物事をみることができた」などの
意見をき、全員から大変満足したとの回答を得た。今回は、歩くことや地域の方々との交流
などフットパスを通して、地域の魅力を感じることができた。しかし、まな൘づくりが主と
なってしまっている部分も否めず、魅力の伝え方をさらに検討する必要がある。

ຳ川集会所でのன食の様子 北野さん（ӈ）のお話を
聞いている様子

コースを歩いている様子
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ᾊ　Ξϯέʔτ
文責：澤村奈　鈴木࠼有里

　今回のフットパスイベントにおいて参加者34名を対象にアンケートを行った。参加者のஉ女
比はややஉ性の方が多いが、フットパスへの興味関心に性別による偏りがないといえる。一方
で、参加者の年齢層は60代が最も多く、次いで70代となった。
　アンケートの目的は、イベントを行うことで参加者に対しフットパスの認知度の向上やリ
ピーターの獲得につながるアプローチが行えているか、というイベントの効果についての情報
収集である。
　イベントの満足度としてはどの地域も「満足した」との回答が大半であり、「通常の生活の
中で味わえない自然と人の触れ合いが出来て良かった」や「単に歩くだけでなく、体験等があ
ることで最後まで飽きることなくָしめた」などの感想が寄せられた。ڑ離や時間に対しても、

「適当」との回答は６割を超えた。
　また、フットパスに欠かせないマップについては、「読むのがָしかった」「可愛い」「お
しゃれなデザインで丁ೡに扱おうと思えるステキなマップ」といった意見が寄せられた。今回
のマップはԾマップであることから、今後イベント参加者や住民の方の意見を反映してより良
いマップに仕上げていきたいと考える。
　今回のイベントは3500円を参加費としたが、「高い」と回答したのはわずか１割で、「適当」
が６割、２割の「安い」という意見もあった。
　これらのことから、フットパスによる参加者の満足度と地域への利益ؐ元は十分にり合っ
ていることが分かる。
　さらに今後もフットパスイベントに参加したいか、という項目では、「参加したい」または

「とても参加したい」と答えたのは７割を超えていた。イベントについての情報源は、知人か
らの紹介が最も多く、次いでSNSやブログとなり、今後のリピーターによる新規٬ސの獲得に
も期待ができる。
　フットパスの認知を広げ、リピーターと新規٬ސを獲得し、利益ؐ元によって地域を持続的
に発展させていくためには、イベントというきっかけが大きな効果を発شすることが分かった。
　参加者から、広報の時期がい、広報の仕方をもっと工夫すればもっと多くの集٬が期待で
きたのでは等のご意見もあったことから、次回からは情報発信の時期、方法について改善した
上でより多くの集٬をૂって広報活動に力を入れたいと考える。
　今後は、地域住民とのワークショップを通して、得られた意見を取り入れながらコースや
マップの改良に努めるとともに、今回不十分だった情報発信の方法にも工夫をڽらし、より多

まな൘づくりの様子 憩いの家でのன食の様子 前川さんのガイドの様子
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くの人にフットパスを知ってもらいたいと考える。地域住民を巻き込んださらなる東近江市の
発展を目指し、取り組んでいく。

ᾋ　খׅ
文責：ࡈ౻菜೫子

　春のイベントの反省を踏まえ、奥永源寺では地域の方々にコースを考えていたり、イベン
トの際にはன食の用意やガイドをしていただくなど、地域の方々を積極的に巻き込むことがで
きた。また、マップ作成やイベントの開催などを通し、フットパスへの地域の方々の理解を深
めることができたのではないかといえる。
　しかし、まだ地域の方々の中には、フットパスについてよく知らない方もいらっしゃるため、
地域全体へのフットパスのさらなる周知を行うとともに、地域の方々の意見をさらに反映した
コースやマップの改定を行う必要がある。そのために、今年度内に各地域ごとに、地域の方々
や市役所の方々とともにWSを開催する予定である。また、ワークショップでは、今後の地域
でのフットパス活動をどのように行っていくのかについても話し合い、来年度は具体的に地域
主導へ移していきたいと考えている。

ᶛ　ߟ「ϑットύスߏのཧᴷϑットύスの質ҡ持を目的としてᴷ」
文責：野間元៉

̍　ຊߘͷత
　フットパスはその活動が地域に与える影響から、その有用性が認められはじめ、全国各地で
実施されるようになってきている。さらにフットパスは研究対象としても注目されており、多
くの論文が世に出されている。
　しかし、フットパスが何なるものであるのかについては、現在も研究がなされている最中
であり、明確な定義が存在していない。そのこともあり、フットパスを理解せずにフットパス
行ったことが原因と考えられる、フットパスコースと名付けられた単なるウォーキングコース
も増加しており、フットパスとしての質的向上を図るためフットパスが何なるものであるの
かについての解明が求められている3。
　そのようなことから、本稿ではフットパス概念研究の発展のため、ヒアリング、先進地事例
研究、フットパスに関する論文からフットパスの構造の整理を行い、フットパスの質を維持す
るための提案を行う。最後に東近江市のフットパスの経験から、フットパスマップの役割・性
質についての論じたいと思う。

̎　ΠΪϦεͷϑοτύεͱຊͷϑοτύε
　フットパス概念を検討するために、まず手掛かりになるのは、日本フットパス協会の定義
であろう。そこでは「フットパス（footpath）とは、イギリスを発とする“森林や田Ԃ地帯、
古い街ฒみなど、地域に昔からあるありのままの風景をָしみながら歩くことʲFootʳがで
きる小ܘʲPath 」rと定義づけられている。この定義の冒頭で「イギリスを発とする」とあ
るが、一般的に日本のフットパスとイギリスのフットパスは異なるものであると言われている
が、日本フットパス協会の定義であえて「イギリスを発とする」という用語を加えている。
その意義をイギリスのフットパスとの比ֱから見出したいと思う。
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　イギリスのフットパスと日本のフットパスの違いとして一般的に言われるのが、イギリスの
フットパスは、基本的に他人の所有地（私有地）を通るものであるのに対し、日本のフットパ
スは主に公道（公有地）を通るものであり、私有地を通るのか公道を通るのかの違いを持って
いること4である。
　確かに法的に区別するとそのように分けることができるが、日本の農村部の伝統的コミュニ
ティにおいては、自分の私有地であっても「ムラ産」という村全体のࡒ産の一角という認識が
あり、そこには「家産」と「ムラ産」が重なり合っているとの指摘がある5。そのような農山
村部においては、その村の領域内はすべて「ムラ産」のものであり、それは私有地であれ公道

（公有地）あれ同じであるとの認識を有しているのであろう。
　つまり、日本のフットパスは公道という名の「ムラ産」の私的ࡒ産に入り込んで歩くという
意味では、イギリスの私有地という私的ࡒ産に入り込んで歩くフットパスと同じものと言える
のではないだろか。つまり日本のフットパスは、「ムラ産」の土地ないし空間を歩く活動とい
える。
　イギリスのフットパスは他人の所有地を歩くものであるから、当然に「場の中を通るフッ
トパスを歩く際は、ゲートをきちんと閉めるとか、道から外れて行なう活動（キャンプ、植物
の採取など）はしない」等の歩行者の義務がある6。それが実際の法的義務であるのか否かの
違いはあるが、日本のフットパスも同じように私的ࡒ産を歩く活動であるから、当然に守らな
ければならないルールがある。
　実際にフットパスの先進地である町田市や美里町では「カントリーコード」が存在し、そこ
では、「動植物、その他の田畑に植えられた作物や植物の採取はしないこと」、「地域住民の生
活にとって、惑となるような行為はしないこと」、「地元の方の作業、通行、生活のじゃまに
ならないよう、心がけましょう。」等と記ࡌされている。
　このように日本のフットパスも、自分の家のఉを他人が歩くことと同じで、他人の私的ࡒ産
を歩く活動であるゆえ、フットパスコースを策定する者は、住民の理解協力があり、はじめて
コースとして名乗れるものであることは、忘れられてはいけないことであろう。近年のフット
パスに限らず、街歩きなどで問題になっている来๚者と地域の方々間のトラブルは、来๚者の
他人の私的ࡒ産・空間を歩いているという認識の欠から生じているのではないだろうか。

̏　ΦʔϓϯΨʔσϯͱϑοτύε
　フットパスとオープンガーデンの両者ともにイギリスを発とするものでありながら、日本
に取り入れられ、地域活性化に一定の効果をあげているものである。本章では両者の比ֱから
フットパスを分析していく。ここでは、日本で積極的にオープンガーデンを取り組んでいる、
恵ఉのオープンガーデンと取り上げる。

ᾇ　ܙఉࢢʹ͓͚ΔΦʔϓϯΨʔσϯ
　「花の町」として知られている北海道の恵ఉ市では、「オープンガーデン」に積極的に取り組
んでいる。そこでは、個人のఉを一般に開放しており、来๚者がఉに入り、ガーデニングを見
学することができる。ただし、いくつかルールがあり、ఉの所有者が「OPEN」と書かれた
൘を出している時間（任意の時間）だけ見学することができ、以下の写真のような「CLOSED」
と書かれた൘を出している時間は、ఉに入ることができない。さらにఉを見学するときは、
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「大声を出さない」や「ヒールのۺでおఉに入らない」、「草花を踏まない、折らない、触れ
ない、種を持っていかない」、「見学される前後は、ఉ主さんへのご挨拶とお礼の言葉を」な
どルールが決められている7。ここでは、地域住民と来๚者の間に「お金のやり取り」はなく、
自分のఉを来๚者にみてほしいという思いのみでやっておられた。実際に筆者らが歩いていて
も、自分のఉの話をしてもらったり、ఉの所有者の方が花を摘んで、くださるということも
あった。またఉを来๚者に๙めてもらうことで、よりガーデニングのモチベーションが上がる
とも述べており、自分たちのఉをみてもらうことに価値を見出していた。

ᾈ　ੳ
　フットパスについて詳細な分析を行っておられる研究者の一人であるኍ川༞司教授がフット
パスの性質について興味深い指摘を行っている8。
　一つ目、フットパスとマス・ツーリズム、エコ・ツーリズム、グリーン・ツーリズムとの違
いは、「サービスを一方的に提供する側とそれを消費者として消費される側という観光の構図
は、フットパスには存在しない」ことである。つまり、地域住民が行う食事の提供や声掛け等
は、謝礼がもらえるから行うのではなく、「自分たちがָしいから」行うものであり、両者が
自らָしみを求めて行う活動であり、観光スタイルとしては、第三段階に入ったと述べている。
　二つ目、フットパスの最大の目的は「交流人口の増加による地域活性化」であり、経済的効
果はあくまでも副次的なものに過ぎないということである。つまり、フットパスを導入して多
くのフットパス٬と交流を重ねることで、自分の住む地域の良さを再認識することが目的であ
り、フットパスは地域社会に社会的・経済的・環境的・文化的な意味で大きな意義を有するが、
これはあくまでも、副次的なものということである。
　オープンガーデンもまさにそれである。というのも、オープンガーデンを実際に行っている
方は、来๚者からお金がもらえるから行っているわけではなく、「自分のఉをみてほしい」か
らという理由で行っているのであり、ఉの所有者も来๚者も自らがָしむためにオープンガー
デンを行い、または๚れているのだ。
　また恵ఉのオープンガーデンでは、繰り返しにはなるが、入場料は取っておらず、「ఉを見

CLOSEDの൘ ఉの所有者の方が花の話を
してくださっている様子
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てもらう、ఉを賞賛してもらう」ことを目的としており、経済的効果を目的としていない。実
際イギリスでは、入場料を取っているところ、ケーキの提供を行っている等あり、恵ఉにおい
ても入場料を取ったり、ఉでߚやケーキの提供等行うことで経済的効果が見込めるだろうが、
あくまでもオープンガーデンの目的はఉを見てもらう、ఉを賞賛してもらうこと、つまり直接
的にせよ間接的にせよ「来๚者との交流」なのである。
　そうすると、フットパスとオープンガーデンは、自分たちの村ないしఉを๚問者に歩いても
らい、その者と交流することがその本質であり、その意味で両者は同じものなのではないだろ
うか。そうすると、フットパスは、オープンにしている規模がఉではなく村であるオープン
ガーデンといえるだろう。地域活性化に効果を挙げている両者の本質とするところが共通して
いることからも、目的を経済的効果ではなく、「地域の方々と来๚者の交流」とする必要があ
ることがわかる。

̐　ઌਐൺֱ͔Βͯ͑͘ݟΔຊͷϑοτύε
　全国的にフットパスが行われているが、九州や北海道、日本フットパス協会間でのネット
ワーク化、組織化において、各団体の価値観の違いから、合意形成が難しいという問題が存在
している9。そこで、九州では、FNQ（フットパスネットワーク九州）を創設し、九州におい
てはフットパスの価値観の共有を行った。その方法として①フットパス大学の実施②九州フッ
トパスの集い③コースの基準の画一化と認定の３つを実施された。
　これらのことから、フットパスを、日本全域を対象にして見たときに、フットパスが何
なるものであるのか、またなにを重要視しているのかについての価値観が異なっているため、
コースの基準の画一化、つまり全フットパスの高品質化が図れていないという問題が存在して
いると言える。実際に筆者らも美里町とߕ州、町田、黒দ内のフットパスを歩いたが、それぞ
れのコースの趣旨、重視するポイントが異なっていた。
　今後フットパスと称した単なるウォーキングをなくし、「フットパスの高品質化」を図って
いくために、①フットパスと称してよい最低限の基準を設ける。または、②フットパスという
名前を使用してもよいが、一定の基準の超えたフットパスのみを、フットパスの団体が公式ロ
ゴなどを用いて認定するのかなど、いくつか選択肢はあるだろう。しかし、両者ともフットパ
スとݺぶことのできる、ないし認められるための最初のハードルが高くなってしまい、フット
パスの魅力の一つのはずである「手軽に始める」ことができるという要݅を満たさなくなる恐
れがある。
　そのためには筆者らとしては、今後以下のように進めていくべきではないかと考えている。
　まずフットパスが何なるものかについて考えてみると、どこの地域においても「歩く」と
いう手段を用いて、最終的に「地域活性化」を目標にしている点が共通していたが、このス
タートからゴールまでのプロセスは各地域で異なっており、それぞれの地域によって意識して
いる点、レϰェルが異なっていた。
　前述のとおり、フットパスというからには地域住民の理解が不可欠であり、さらに「『地域』
の活性化」と謳うからには、事業者がউ手に企画し、大勢の観光٬が一度に๚れ、事業者と一
部のおళのみ利益を受ける従来の「大型観光」ではなく、運営主体は地域にあり、その主体以
外の地域住民もフットパスを理解し、地域の方が反対していない状況を作り出す体制でなけれ
ば、それらの活動は地域の利益とは言えないだろう。つまりは、フットパスというからには、
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「地域住民によるフットパスに対する理解」が必要不可欠であり、逆に言えば、地域の理解を
得ることができていないものは、フットパスとは言い難い10。ここでいう「地域の理解」とは
なにを指すのかについて、議論のあるところではあると思うが、本稿においては、フットパス
を行う地域の住民全員に回覧൘や市政だよりなどで連絡が回っており、地域の多くの者に認知
されている。さらに「コース沿い」の住民全員にフットパスで人がくることを認めてもらって
いる状況をもって、地域の理解という。逆に言えば、地域で歩かれるのを拒む人がいる道は、
ආけてコースを作る。実際に、美里や町田でも同じ手法がとられている。本稿においては、地
域の方々とコース沿いの方々を別概念で用いていることである。
　このようにフットパスの土台ができ、初めてフットパスの質の話に移るが、フットパスを構
成する要素として、先進地で重視している点は「景観資源」「人的資源」「地域の特性」の３つ
に分けられ、この３つが高いレϰェルでଗっているほど、コースとしての完成度が高いと言え
るだろう11。人的資源とは、地域の方々と来๚者の積極的な交流、例えば声掛け、縁側カフェ
などのன食の提供等を想定している。この「地域の特性」とは、「歴史」、「文化」、「地域でし
かできない体験」などをいう。例えば、山ས県ߕ州市উপのフットパスでは、明治時代から続
くワインの大産地であることを活かしたフットパス等も行われており、これらが地域の特性と
いえるだろう。
　つまりは、フットパスとは、その主体が地域住民にあり、それ以外の住民もそれを受け入れ
ているものである。そして、図の三角形のパラメーターが大きいほど、来๚者から見て、魅力
的なフットパスであるといえるだろう。
　そして๚問者が期待通りのフットパスをָしむことができるように、日本フットパス協会も
進めていることではあるが、全国のフットパスを一つの冊子かWEBページ、アプリ等に集約
する。ここにࡌせることのできるフットパスとは前記フットパスの前提基準を満たしているも
のをすべてであり、そのフットパスが面നいのかどうかについては、参加者に評価してもらう

（パラメーターをつけてもらう）こととすれば、「フットパスが気軽に始めることのできるも
の」という一面を保ちながら、参加者が自分にあった期待通りのフットパスをָしむことので
きる仕組みなのではないだろうか。

ࠦࣔͨ͑·ΔϑοτύεΛ౿͚͓ʹࢢߐ౦ۙݝլ࣎　̑
　上記で述べてきたフットパスについて、東近江市のフットパスの実践を踏まえてフットパス

イメージ図（拡大7er） 冊子にした場合のイメージ図
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の今後の進め方について検討したいと思う。東近江でもフットパスは東近江市役所、地域の
キーパーソン、牛尾洋也教授、大学生で進めてきた。

ᾇ　ϑοτύεͱҬ͓͜͠ୂྗڠ
　ここでは地域おこし協力ୂの方を主体として活動を行った。というのも、奥永源寺地区に取
り組む前に他の地域で、コース・マップの作製、ガイドの実施等すべて大学生で進めていたの
だが、協力していただける地域の方々はいたが、主体を移すことが困難であった。そこで奥永
源寺地区でははじめから地域おこし協力ୂと地域おこし協力ୂとつながりのある地域の方々を
中心として進めている。筆者ら大学生はワークショップやマップ作製を行いサポートしている。
そこでは、地域おこし協力ୂの方は概して地域の方々と密なつながりを持っており、さらによ
そ者目線で地域をみることができるため、地域の方々を巻き込み、かつ、多角的な視点で地域
を見つけることができるという点で、フットパスに地域おこし協力ୂが関わる意義は大きいだ
ろう。すでにフットパスに地域おこし協力ୂが関わっているケースが増えてきているとも聞い
ている。
　ただし、地域おこし協力ୂの定着率が６割を超えているといっても、４割は地域外へ出てい
くので、フットパス活動としての持続性を考えた場合、地域おこし協力ୂがフットパスにおい
てどのような役割を担うべきかについての更なる検討が必要となるだろう。

ᾈ　ϑοτύεϚοϓͷҙٛʹ͍ͭͯ
　一般的にマップというものは、その地域を๚れるという目的を持ってから手にするものであ
る。しかし、筆者らが作製したマップは、そのプロセスを変えようと試みたものである。つま
りは、まずはマップに手に取りマップに興味を持ってもらう。そこから地域に興味を持っても
らおうという、プロセスである。「目的地ˠマップ」ではなく、「マップˠ目的地」とするもの
である。
　具体的にはデザインによる他のマップ、パンフレットとの差別化を図り、地図に苦手意識の
ある若者にもマップを手にとってもらえるようマップの簡略化、すべての情報をࡌせるのでは
なく、写真などを多く用いて、本当に必要な情報だけをࡌせる情報の制限、女性のカバンにも
入るように、大きさの制限などを行った。またコースを歩く場合の具体的なタイムテーブルも
せることで、地域に๚れることを実際にイメージしてもらい、実際に地域に足を運んでもらࡌ
いやすくする工夫も行った。
　今後フットパスにおいて、より多くの者ま
たは多様な者に地域へ๚れてもらうためには、
においては、芸術大学生等のデザインに精通
してるものとの連携が求められるのではない
だろうか。大学生としても、実際のマップと
なるデザインを行い、一つの形として作品を
残すことのできる意義は大きいだろう。その
意味では地域と大学生にとって「Win-Win」
の関係を作りあげるものであるため、推し
ていくべきものであると考える。

マップを手に取った時の様子
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̒　͓ΘΓʹ
　本稿では、フットパスが何なるものであるのか、またはフットパスの品質を維持するには
どのようなものが必要であるのかについて検討してきた。前者については、イギリスのフット
パスとオープンガーデンとの比ֱから、日本のフットパスが「ムラ産」の私的ࡒ産を歩き、地
域の方と来๚者の交流を目的とするものとの結論に至った。つまりは、オープンガーデン同様
に、フットパスコースというからには、地域とくにコース沿いの住民の方の理解が必要不可欠
であること、来๚者は地域のルールを守り地域をଚ重しなければならないことが明らかにした。
　後者については、フットパスと認定されるための高い基準を設けるのではなく、「地域住
民の方の認知、コース沿いの住民の方の理解」をフットパスとݺぶための基準とすることで、
フットパスと称することのハードルを下げ、しかし、来๚者に期待通りのフットパスをָしん
でもらうことのできるよう、来๚者がそのフットパスを評価することのできる仕組みを構築す
ることが適切であるとの答えに至った。
　筆者らが提案したマップについて、マップとしての実用性を݉ね備えるべきとの意見も出て
いることから、今後フットパスマップにパンフレットとしての集٬力とマップとしての実用性
の両方を݉ね備えるためにはどのようなマップにする必要があるのかについては、今後の筆者
らの課題とするところである。

ᶜ　૯ׅ
文責：ࡈ౻菜೫子

　今年度、私たちは、里山学研究センターと連携・協力して、ࡢ年度に引き続き東近江市にお
いてフットパス活動に取り組んできた。ࡢ年度はフットパスについての調査を行い、東近江市
の様々な地区でコース作成に取り組むなど、東近江でのフットパス活動の土台づくりといえる
ものであった。今年度はさらに、マップを作成し、フットパスイベントを開催するなどより実
践的にフットパスに取り組むことができた。春には関係者を招待しモニターツアーをീ日市で
開催した。そこでは、主にみらプロが企画運営を行っており、地域の方々のまきこみが課題で
あった。その後、フットパスにおける地域活性化など、東近江での実践以外の面でも地方創生
についての研究に取り組み、地域活性化センターの川様へのヒアリングなども行ってきた。
秋には、春の課題を活かし、地域おこし協力ୂを中心とした地域の方々にன食の手配やガイド
などをしていただいた。しかし、やはり特定の方々の協力しか得られておらず地域全体のまき
こみができていないことが課題としてあげられた。フットパスを行う上で地域の方々の理解は
必ਢであるし、地域の方々自身がフットパスに取り組むというものになっていかなければなら
ない。今後は、地域の方々を招いたWSや説明会などを開催し、地域の方々へのフットパスの
周知を図るとともに、地域の意見が反映されたコースやマップの改定に取り組んでいきたい。
また、ീ日市や奥永源寺だけでなく、愛東などフットパスに積極的に取り組んでいただける地
域とも連携し、東近江市でのフットパスをさらに進めていきたい。
　今年度は、東近江市としても、東近江市の事業としてフットパス事業が採択され、みらプロ
が委ୗを受けたほか、フットパス部会が設立し、日本フットパス協会に加入することが決定す
るなど、「東近江市フットパスプロジェクト」が大きく前進した年になったのではないだろう
か。
　今後も、東近江市フットパスプロジェクトが発展していくことを願い、総ׅとさせてく。
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──────────
１　日本のフットパスはイギリスのフットパスを模฿したものではない。神谷由紀子『フットパスによ

るまちづくり─地域の小ܘをָしみながら歩く─』（水༵社・2014）14頁
２　泉留維＝ኍ川༞司『日本のフットパスにおけるウォーカーの志向について』（専म大学・2018）26頁
３　泉留維＝ኍ川༞司『日本のフットパスにおけるウォーカーの志向について』（専म大学・2018）26頁
４　鈴木龍也「フットパスとは何か─定義問題から見える日本のフットパスの特徴─」『地域、自然をひ

らくフットパス』６頁。
５　ኍ川༞司「地域活性化のツールとしてのフットパス観光─公共性を有した地域空間のオープンアク

セス化を目指して─」北九州市立大学都市政策研究所地域課題研究・2013年度73頁。
６　小川「歩く文化の国、イギリスのフットパス事情」『開発広報』2007年11月号25頁。
７　恵ఉ市・オープンガーデンとは『http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1427942321845/

index.html』（最終閲覧日：2018年12月22日）
８　ኍ川༞司「地域活性化のツールとしてのフットパス観光─公共性を有した地域空間のオープンアク

セス化を目指して─」北九州市立大学都市政策研究所『地域課題研究』15頁。
９　寺村३『地域づくりにおけるフットパスの有効性とコーディネーターの役割に関する研究』農村計

画学会34ࢽ巻論文特集号222頁
10　鈴木龍也は、フットパスを「地元地域の側が当֘のルート化された道を公衆に開くことについて少

なくとも消極的な意味で合意している」ことと定義している。鈴木龍也「フットパスとは何か：定義
問題から見える日本のフットパスの特徴」８・９頁

11　先ほど述べたように、フットパスの目的は来๚者との交流であり、それをフットパスという最低条
݅としてもよかったが、そのように解してしまうと、フットパスを行うためのハードルが高くなるこ
と、イギリスのフットパスや黒দ内のフットパス、ߕ州のフットパスは筆者らが歩いていても、地域
の方と交流する機会はあまりなく、これらがフットパスをݺべなくなるおそれがあることから、フッ
トパスの最低条݅としては「地域の理解」に留めておいた。
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ϛϠίザサݸମの地Լܪの

龍谷大学ཧ学部ڥιリϡーγϣン学科
ۙ౻　　ॣ

龍谷大学ཧ学部・准教授　里山学研究センター・研究員
ԣ田　ַ人

１．はじめに
　ミヤコザサ（Sasa nipponica）は、イネ科ササଐにଐする多年草で、北海道から九州にいた
る主に太平洋側に分し、森林の下層植生を構成する主要な種である（茨木ほか	2017）。ミヤ
コザサは、森林内で雨ణの衝撃防止や表土の流出防止の役割をする（安౻	2013）一方で、葉
が生い茂った下の地表には光が届きにくく他の植物の生育を阻害するため、ミヤコザサ周辺に
生育する下層植物の多様性が失われる可能性がある。このようなミヤコザサの調査が困難であ
るのは、クローナル植物だからである。地下ܪや走出枝を৳ばしてגの数を増やしながら二次
元的に拡大していき、遺伝的にはۉ一な１個体が、一見すると多数の個体が܈生しているよう
な構造を造る（竹中	2004）。そのため、その管理についても不明な点が多く、そもそも個体の
広がる範囲もよくわかっていないのが現状である。
　上田（1961）はミヤコザサ２個体の地下ܪの総延長を報告しており、開花していないミヤコ
ザサは10.39m、開花していたミヤコザサは2.67mとしているが、ミヤコザサ一般について論じ
ることはできず、事例報告と見なすべきであろう。
　本研究では、ミヤコザサの地下ܪの৳長範囲を特定することを主眼とし、ミヤコザサ܈落の
地下部を۷り起こすことによって、ミヤコザサ１個体の地下ܪの৳長範囲を明らかにすること
を目的とした。

２．ௐࠪ地およͼௐࠪํ๏
　�ô�　ௐࠪͱௐࠪݸମ
　調査は、滋賀県大津市にある龍谷大学瀬田学舎隣接地、通称「龍谷の森」のミヤコザサ܈落
で行った。ミヤコザサ܈落は「龍谷の森」を南北にܨぐ里道沿いの南側にまとまって成立して
いる。調査地の概略図を図１に示す。調査したのは５個体で、個体ごとに地下ܪを۷り終えて
から次の個体を調査した。調査日は、１個体目（個体A）が2017年９月４日〜９月９日、２個
体目（個体B）が９月13日〜９月15日、３個体目（個体C）が９月26日〜10月１日、４個体目

（個体D）が10月４日〜10月７日、５個体目（個体E）が10月17日〜10月20日であった。合計22
日間、各日２時間にわたって行った。A、D、Eは歩道沿い、B、Cは܈落内の個体である。な
お、雨天は中止とした。
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　�ô�　ϛϠίβα̍ݸମͷ۷࠾๏
　ミヤコザサ１個体を、「地下ܪの先端から反対方向の地下ܪの連なりがなくなった先端まで」
と定義した。ミヤコザサの地下部では地下ܪから根が生えているが、本研究では地下ܪのみを
対象とした。
　地下ܪを۷り起こす際、地上部の１本を歩道沿いや܈落内でそれぞれ選択した。Ԃ芸用ス
コップ等を用いて、の根元を地下ܪが出現するまで۷り進め、地下ܪの৳長方向に向けて表
土をはぎ取った。その際、対象の地下ܪや周辺の他のミヤコザサの地下ܪ、地上部のや葉を
切断しないように۷り起こした。対象のミヤコザサの地下ܪを切断してしまった場合は、その
周囲から切断した地下ܪの先を索し、۷り進めた。ミヤコザサ以外の植物の根は۷り起こす
際の障害となる場合に除去した。また、対象の地下ܪが分ذしたものがあれば、分ذした地下
変し、৳長していないՕ所があっの先端がܪの先端まで۷り起こした。ミヤコザサの地下ܪ
た。その場合は、地下ܪが枯死していると判断し、地下ܪの౸達位置を記録した。
　１個体すべてを۷り起こしたら、地下ܪの水平方向の広がりを記録した。方眼紙にミヤコザ
サのの位置、地下ܪの分ذ、末端、枯死などをスケッチするとともに、ポイントを方眼紙に
記録していった。スケッチ後に৳長範囲を計測した。
　その後、۷り起こした地下ܪを実験室に持ち帰り、水道水でચ浄し、水をふき取った後に地
上部のと地下ܪの接合部を切断してから総延長を計測した。
　最後に、直ܘごとの地下ܪ、、葉を紙ାに入れ、48時間、85ˆでס૩をした。ס૩後、そ
れぞれのサンプルごとにס૩重量を各５個体計測した。なお、ס૩機はヤマト科学のD,400、
D,N402を使用した。

３．݁Ռ
　図２〜図６にミヤコザサA 〜 Eの５個体の地下ܪの৳長様式のスケッチを、表１にミヤコ
ザサ各個体の計測値を、それぞれ示す。ミヤコザサAは歩道沿いに生育しており、৳長範囲が
3.74m2、地下ܪの総延長は662.3cmであった。ミヤコザサAの地下ܪの総重量は37.56gで、地下
数は５か所であったが、そのうذの分ܪの頻度は0.21〜0.30cmが最も多かった。地下ܘの直ܪ
ちの４か所から৳長している地下ܪは܈落内へと৳長していた。の重量は4.87gであったが、
葉がついていないもあり、葉の重量は2.96gであった。
　ミヤコザサBはミヤコザサ܈落内に生育しており、表１より৳長範囲が15.10m�、地下ܪの
総延長が1315.4cmで、採۷した全個体の中で৳長範囲、地下ܪの総延長はともに最も大きかっ
た。ミヤコザサBの地下ܪの総重量は87.81gであった。ミヤコザサBの地下ܪの分ذ数は１か
所であり、分ذした地下ܪの２つの方向は東側へ向けて同じように৳長していた。反対に、西
側の歩道沿いへ向かって৳長したミヤコザサBの地下ܪの先端は変し৳長していなかったの
で、枯死と判断した。の重量は16.61gで、葉の重量は36.13gであった。
　ミヤコザサCは܈落内に生育しており、表１より৳長範囲が5.83m2、地下ܪの総延長が
588.0cmであった。ミヤコザサCの地下ܪの総重量は60.13gであった。ミヤコザサCの地下ܪは
東側に৳長した先端が倒木付近で変し৳長していなかったので、枯死と判断した。また、歩
道沿いに向け৳長した地下ܪの先端も同様に変していたので、枯死と判断した。ミヤコザサ
Cの地下ܪの分ذ数は２か所であった。表１よりの重量は68.09g、葉の重量は39.06gであり、
採۷した全個体の中で、葉の重量はともに最大で、地上部の重量が地下ܪの重量よりも大き
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かった。
　ミヤコザサDは歩道沿いに生育しており、表１より৳長範囲が1.88m2、地下ܪの総延長が
282.0cmであり、採۷した全個体の中で৳長範囲、地下ܪの総延長はともに最小であった。ミ
ヤコザサDの地下ܪの総重量は13.62gと小さかった。ミヤコザサDの地下ܪの分ذ数は１か所
で、歩道側に৳長した地下ܪの先端は変しそれ以上は৳長していなかったので、枯死と判断
した。表１よりの重量は7.70g、葉の重量は4.36gであった。
　ミヤコザサEは歩道沿いに生育しており、表１より৳長範囲が5.14m2、地下ܪの総延長が
578.2cmであった。ミヤコザサEの地下ܪの総重量は38.87gであった。ミヤコザサEは分ذ数が
２か所で、地下ܪが北側に৳長したものは変し、枯死と判断した部位の近くからさらに分ذ
していた。表１よりの重量は21.15g、葉の重量は5.54gであった。
　また、表１より地下ܪの৳長範囲の５個体の平ۉ値は6.34m2、標準偏差が4.58m2、地下ܪの
総延長の５個体の平ۉ値は685.2cm、標準偏差は340.9cmであった。

̐ɽ考
　表１より、ミヤコザサA 〜 Eの地下ܪの৳長範囲と地下ܪの総延長の標準偏差は、それぞれ
4.58m2、340.92cmであり、ばらつきが大きかった。今回、期間内で採۷できたミヤコザサ５個
体の地下ܪの総延長が最も大きいミヤコザサBの長さは1315.4cm、最も小さい個体ミヤコザサ
Cの長さは282.0cmであり、差は1033.4cmで、個体差が大きかった。ミヤコザサは、１年生の
地下ܪからはを発生させず、２年生以上からは地下ܪから地上部へが発生し、地上部の
の基部が分ذする（高木	1963）。さらに、若いミヤコザサの地下ܪの年齢は、地上部のの基
部の分ذしている回数の最大値により推定できる（高木	1963）。このことから、地下ܪの年齢
が個体差を生む要因の１つとして予想され、地下ܪの総延長を測定する際には採۷したミヤコ
ザサのの分ذ数を確認する必要がある。
　図２〜図６より、ミヤコザサA 〜 Eの৳長様式は、地下ܪがほぼ直線的に৳長しており、地
下ܪは途中で分ذしてその先端が枯死していた。দ尾ほか（2010）によれば、ミヤコザサの৳
長様式は以下のようにまとめられる。すなわち、「ミヤコザサの地下ܪの৳長様式は単軸型で
ある。単軸型の地下ܪは、地中をԣ走しているが先端が枯れて切れている場合があるが、その
場合は枯死した地下ܪの付近のᡫ芽から新たな地下ܪが৳長する」（দ尾ほか	2010）。このこ
とから、今回採۷したミヤコザサの地下ܪの分ذは、地下ܪの枯死に対応して行われていると
考えられる。
　歩道に沿うように地下ܪを৳長させていたミヤコザサAは、主軸となる地下ܪからの分ذ点
が５か所あり、そのうち４か所から発生する地下ܪは܈落内へと৳長していた。同じく歩道に
沿うように地下ܪを৳長させていたミヤコザサEは、主軸となる地下ܪからの分ذ点が２か所
で、そのうち１か所は܈落内へ、もう１か所は歩道へと৳長していた。ミヤコザサAはミヤコ
ザサEよりも地下ܪの総延長は大きいが、地下ܪの৳長範囲はミヤコザサEよりも小さい。こ
の差はミヤコザサの地下ܪの分ذが主軸の先端で発生していることにあると考えられる。ミ
ヤコザサAの地下ܪの分ذ点は５か所あるため、地下ܪの総延長がミヤコザサEよりも大きい。
しかし、ミヤコザサAの地下ܪの分ذ点が主軸の中央部にあるのに対し、ミヤコザサEは地下
している点がある。また、上田（1961）によれば、ミヤコザサ１個体ذの先端の近くから分ܪ
の地下ܪの総延長は1039.0cmで、上田（1961）のミヤコザサの地下ܪの図に描かれているミ
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ヤコザサの分ذ点は４か所であった。地下ܪの分ذ点の４か所全ては主軸の中央部から発生し
ており、৳長範囲の形としてはミヤコザサAの形に近く、৳長範囲も大きくはない。ミヤコザ
サEの地下ܪの分ذ点は地下ܪの৳長している部分から発生しており、地下ܪの৳長範囲を拡
大することから、地下ܪの先端から分ذしていたミヤコザサEはミヤコザサAよりも৳長範囲
が大きかったと考えられる。しかし、ミヤコザサの地下ܪの৳長範囲や総延長の計測値は採۷
時のものであり、今後、ミヤコザサAの地下ܪの৳長範囲がミヤコザサEよりも大きくなる
向にあると考えられる。

Ҿ༻文献
安౻　উ（2013）木ીヒノキの天然更新におけるササ抑制の取り組み．森林科学69：22-25
茨木　端、木場英久、ࠤ౻広行、ถߒ司（2017）イネ科．pp.	23-99（大ڮ広好・門田裕一・༢田ਔ・

ถߒ司・木原ߒ「日本の野生植物２」平凡社）
দ尾歩、陶山Ղ久、ࣘ田明史（2010）チュウゴクザサとチシマザサにおける地下ܪの分ذ・৳長様式と

ジェネットの空間分構造．日本生態学会87-60：81ࢽ
高木ދ雄（1963）ミヤコザサにबいて．富࢜竹類植物Ԃ報告書７：79-86
竹中明夫（2004）光を受ける植物のかたち．pp.81-112（寺島一・竹中明夫・大原խ・ߕ山ོ司・北山

݉弘・ࡔ幸ؽ・大࡚満・可知直ؽ・࿐࡚史࿕・小池良「植物生態学」ே日書ళ）
上田ݭ一（1961）竹林の開花枯死現象とその林相回復促進の対策─第二報　非開花竹のࠞ成林におけ

る竹の開花と一連りの地下ܪとの関係．京都大学農学部演習林報告33：1-26

図１　調査地の概略図 図２　ミヤコザサAの地下ܪの৳長様式のスケッチ
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図３　ミヤコザサBの地下ܪの৳長様式のスケッチ

図４　ミヤコザサCの地下ܪの৳長様式のスケッチ

図５　ミヤコザサDの地下ܪの৳長様式のスケッチ

図６　ミヤコザサEの地下ܪの৳長様式のスケッチ
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ද̍　ϛϠίβα֤ݸମͷܭଌ

A B C D E 平ۉ 標準偏差
৳長範囲ïm�) 3.74 15.1 5.83 1.88 5.14 6.34 4.58
地下ܪの総延長ïcm) 662.3 1315.4 588.0 282.0 578.2 685.18 340.92
地下ܪの総重量ïg) 37.56 87.81 60.13 13.62 38.87 47.6 24.92
葉の重量ïg) 2.96 36.13 39.06 4.36 5.54 17.61 16.36
の重量ïg) 4.87 16.61 68.09 7.7 15.61 22.58 23.2
地上部の重量ïg) 7.83 52.74 107.15 12.06 21.15 40.19 36.99
地下ܪの分ذ数ïՕ所) 5 1 2 1 2 2.2 1.47
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ྛ環境に͓けΔௗྨのௐࠪ方๏のݕ౼

龍谷大学ཧ学部ڥιリϡーγϣン学科
ถ田҆ࠫՂ

龍谷大学ཧ学部・准教授　里山学研究センター・研究員

ԣ田　ַ人

１．はじめに
　自然環境のモニタリングにおいて、ௗ類は環境指標性や観察人口の多さから重要な調査項目
になっている。2003年から環境省が実施している「重要生態系視地域モニタリング推進事業

（モニタリングサイト1000）」においても、約1000ϲ所にあるモニタリングサイトのうち、75％
以上の場所でௗ類調査が行われている（植田ら	2014）。モニタリングサイト1000のௗ類調査で
は、ラインセンサス法、スポットセンサス法が用いられている。ラインセンサス法とは、調査
ルートを歩きながら現れたௗ類を記録する方法である。スポットセンサス法とは、定められた
調査スポットで一定時間立ち止まり、観察できたௗ類を記録する方法である。ラインセンサス
法やスポットセンサス法では通常、鳴き声が聞こえたௗ類も記録しௗ類調査を行う。
　しかし、ラインセンサス法やスポットセンサス法のみを用いて調査した場合では、正確にそ
の調査場所の生ଉ密度や種をѲすることは難しい。ラインセンサス法やスポットセンサス法
では、木にとまっていたり、空を飛んでいるような人の目で見つけられやすい種は生ଉ密度が
高く見積もられ、ᤵの中や草むらの中で生活していてあまり鳴かないような、人の目で見つけ
られにくい種は生ଉ密度が低く見積もられるという可能性があるからである。また、ラインセ
ンサス法やスポットセンサス法の調査時に鳴き声を聞いてௗ類を記録する方法は、経験の差に
よって記録の正確さに大きな差が出てしまう。なぜなら、ௗ類の鳴き声には一つの種でも、地
鳴き、さえずり、鳴きまねなど様々な鳴き方があるうえ、地鳴きには違う種でも似た鳴き声が
多く、鳴き声から種を同定することが難しいからである。
　本研究では、カメラトラップ法とԻが鳴ったॠ間に録Իを始める7OR録Իという設定に
した録Ի調査をซ用することで、ラインセンサス法やスポットセンサス法調査の補完を試み
た。カメラトラップ法とは、自動ࡱ影カメラを用いてカメラに映ったௗ類を記録する方法であ
る。カメラトラップ法は、ラインセンサス法やスポットセンサス法と比べ、見える範囲がڱい
が、ラインセンサス法やスポットセンサス法を行えない時間帯にもௗ類を記録することができ
る。本研究では、ラインセンサス法やスポットセンサス法と合わせてカメラトラップ法を実施
することによって、ラインセンサス法やスポットセンサス法では観察されにくい種をカメラト
ラップ法で観察できるのではないかと考えた。ラインセンサス法やスポットセンサス法とカメ
ラトラップ法をซ用することによって、より正確にௗ類調査が行えるのかを検討することを目
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的とした。また、本研究では7OR録Ի調査をซ用することで、その有効性を評論し、森林環
境におけるௗ類の調査方法を比ֱ検討することを目的とした。

２．ௐࠪ地およͼௐࠪํ๏
　調査地は滋賀県大津市瀬田大江町にある龍谷大学瀬田キャンパス隣接地「龍谷の森」で行っ
た。調査は2017年５月から12月まで実施した。ラインセンサス法、スポットセンサス法、カメ
ラトラップ法、Ի声調査の４つの方法で調査を実施した。ラインセンサス法を行うため、龍谷
の森北東側の土地境界付近に300̼の調査ルートを設定した。調査ルートの50̼ຖに７個の調
査スポットA 〜 Gを設定し、スポットセンサス法、カメラトラップ法を用いて調査した。ライ
ンセンサス法、スポットセンサス法、カメラトラップ法を同時期に同じ調査ルートで行った。
　ラインセンサス法、スポットセンサス法は、午前８時から９時の間に調査を行った。A地点
からG地点に向かう行き道ではラインセンサスを実施し、G地点からA地点に向かう帰り道で
はスポットセンサスを実施した。ラインセンサス法では調査ルートを時速１km程度で歩きな
がらௗ類を記録した。スポットセンサス法では調査スポットで３分間立ち止まり、ௗ類を記
録した。このとき、目視と同時に鳴き声が聞こえたௗも記録した。今回の調査方法は（ᖛ尾
2011）を参考に行った。スポットセンサス法はラインセンサス法と努力量を合わせるため、各
スポットの調査時間を３分間とした。
　カメラトラップ法では、調査スポットに自動ࡱ影カメラ（ג式会社GISuppy	TREL10J-D）
を地面と水平に設置し、カメラに映ったௗ類を記録した。カメラトラップ法は２日間にって
実施した。午前９時から調査を開始し、ཌ日の９時まで調査を行った。ௗの動きが素早いため、
カメラは１回の外線センサー反応時に３ຕ連続してࡱ影するように設定した。
　Ի声調査は、カメラと同じ場所にボイスレコーダー（ソニーマーケティングג式会社	ICD-
U9533FA）を設置し、録Իした。ボイスレコーダーはカメラと同じく２日間にわたり実施し、
９時からཌ日の９時まで録Իした。ボイスレコーダーは連続して録Իし続けるのではなく、Ի
が鳴った時に録Իを始める7OR設定にした。

３．݁Ռ
ᾇ　͓ࢹΑͼࣗಈࡱӨΧϝϥͰه͞Εͨछͱݸମ

　2017年５月から12月の調査期間において、ラインセンサス法によって12種69個体、スポット
センサス法によって19種229個体、カメラトラップ法によって11種16個体のௗ類が種を判定で
きた。目視で観察できたௗ類とカメラトラップ法で種を判定できたௗ類の個体数を表１に示す。
配列と学名は「日本ௗ類目録」改గ第７版（日本ௗ学会	2012）に拠った。スポットセンサス
法で最も多くの種が観察でき、個体数も最も多かった。カメラトラップ法では、コジュケイ

（┆ambusicola thoracica）、ヤマシギ（Scolopa┼ rusticala）、キジバト（Streptopelia orientalis）、
コゲラ（Dendrocopos ┯izu┯i）、シロハラ（Turdus pallidus）、ウグイス（Cettia diphone）、シ
ジュウカラ（Parus ma┮or）、メジロ（┞osterops iaponicus）、スズメ（Passer montanus）、ハ
シボソガラス（Corvus corone）、ハシブトガラス（Corvus macrorhynchos）が記録された。
そのうちカメラトラップ法でのみ記録されたௗ類は、コジュケイ、ヤマシギ、シロハラの３種
であった。
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ᾈ　ԻௐࠪٴͼԻௐࠪͰه͞Εͨछͷൺֱ
　調査時に鳴き声が聞こえたௗの種と録Իで確認できたௗの種を表２に示した。調査時に鳴き
声が聞こえたௗの種数は26種であった。録Իで確認できたௗの種数は12種であった。録Ի調査
で確認できた種は、ホトトギス（Cuculus poliocephalus）、コゲラ、ヒϤドリ、ウグイス、キ
ビタキ（Ficedula narcicissina）、エナガ（Aegithalos caudatus）、シジュウカラ、メジロ、イ
カル（Eophona personata）、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラスであった。

ᾉ　Χϝϥτϥοϓ๏ͷઃஔؒظΛԆͨ͠߹
　2017年11月12日から11月27日までカメラを設置した結果を表３に示す。11月12日に種を判定
できたௗ類は１種１個体であったが、設置期間を２週間に延ばすことによって10種21個体に増
加した。また、2017年12月19日から2018年１月３日までカメラを設置した結果を表４に示す。
12月19日に種を判定できたௗ類は２種２個体であったが、設置期間を２週間に延ばすと７種10
個体に増加した。新たにカメラトラップ法で記録できたௗ類は、メボソムシクイ（Phylloscopus 
proregulus）、ホオジロ（Emberiza cioides）、クロジ（Emberiza variabilis）、アトリ（Fringilla 
montifringilla）、アオジ（Emberiza spodocephala）であった。このうち、メボソムシクイ、
ホオジロ、クロジ、アトリは、ラインセンサス法、スポットセンサス法では確認されていない
ௗであった。

ߟ．４
ᾇ　ௐࠪํ๏ͷݕ౼

　ラインセンサス法とスポットセンサス法を比ֱすると、ラインセンサス法で観察できたௗ類
が９種53個体、スポットセンサス法が14種175個体と、スポットセンサス法の方が多くのௗ類
を観察できた。森林におけるスポットセンサス法とラインセンサス法によるௗ類の記録率の違
いを研究している既存の研究（平野ら	2009）でも、スポットセンサス法の記録種数がライン
センサスよりも多くなっている。ラインセンサス法での調査が種数、個体数ともに少なかった
要因としては、森林内では足場が悪いところもあり、歩きながらௗ類を観察することが難し
かったこと、ௗ類が人の動きに警ռしಀげてしまったことなどがあげられる。そのため、立ち
止まって観察に集中できるスポットセンサス法の方が、種数も個体数も多く観察できたのでは
ないかと考えられる。
　カメラトラップ法では、観察できた種数と個体数は８種13個体と最も少なかった。しかし、
観察できた種に着目してみると、ラインセンサス法やスポットセンサス法で見つけられていな
い、コジュケイ、シロハラ、ヤマシギの３種が観察できた。目視調査ではスポットセンサス法
が有効だが、スポットセンサス法のみを行っていた場合では見落としもあり、カメラトラップ
法など他の方法をซ用することによって欠点を補うことができる。カメラトラップ法では、ラ
インセンサス法、スポットセンサス法で観察できなかったௗ類を観察することができたため、
カメラトラップ法をซ用することによってより目視調査での欠点を補うことができるというこ
とが明らかになった。今後はカメラトラップ法の有効性を検討するために、カメラに映るௗ類
を増やす必要がある。カメラの前に水場を用意することによってもう少し観察できる種数を増
やすことができると考えられる。
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ᾈ　ௐࠪ࣌ʹฉ͍ͨ໐͖ͱԻσʔλͷൺֱ
　調査時に鳴き声が聞こえたௗの種数と録Իデータで確認できたௗの種数を比ֱすると、調査
時に聞いたௗの種数が26種、録Իデータで確認できた種数が12種と倍以上の差があった。シ
ジュウカラ、メジロ、エナガなどの小型ௗ類の声もຖ回の調査時には聞こえているが、録Ի
データでは聞こえる日と聞こえない日があった。一方、ヒϤドリ、ハシブトガラス、ハシボソ
ガラスなどの大型ௗ類の声は、録Իデータでもຖ回聞こえていた。দԬ（2004）が行ったライ
ンセンサス法とMD録Ի機を用いたԻ声録Իによるௗ類記録種数の比ֱでは、ラインセンサス
法で33種、Ի声録Իで38種とԻ声録Իの方が多種の鳴き声を記録することができている。また、
シジュウカラ、メジロ、エナガなどの小型ௗ類の鳴き声もほぼຖ回の調査で録Իされている。
本研究では、7OR録Իという、ある一定以上の大きさのԻが鳴ると録Իを始めԻが小さくな
ると録Իを一時停止するという機能を用いたため、あまり多くのௗ類の鳴き声を確認すること
ができなかったと思われる。7OR録Իの設定は、ある一定以上の大きさのԻと説明書に書い
てあるが、そのԻの大きさは明記されておらず不明であるうえに、環境によって録Ի状況がࠨ
ӈされるため、現段階ではௗ類調査に7OR録Ի機能を用いることは難しいと考えられる。また、
今回は会議録Ի用の一般的なボイスレコーダーを用いたため、人の声を録Իするために設定さ
れておりௗ類の鳴き声をとらえることが難しかったのではないかと思われる。

ᾉ　ෳͷख๏Λซ༻͢Δҙٛ
　谷֞・部（2005）が行った調査では、滋賀県レッドデータで希少種とされているアオバ
ト（Treron sieboldii）、ホトトギス（Cuculus poliocephalu）、アオバズク（Nino┼ scutulata）、
アカゲラ（Dendrocopos ma┮or）、ルリビタキ（Tarsiger cyanurus）、トラツグミ（┞oothera 
dauma）、ヤブサメ（┙rosphena s┵uameicep）、キビタキ（Ficedula narcissina）、オオルリ

（Cyanoptila cyanomela）、ウソ（Pyrrhula pyrrhula）が確認されている。今回の調査では、ア
オバズク、オオルリ以外はスポットセンサス法、２週間設置するカメラトラップ法、鳴き声で
の確認でそれぞれ観察出来ている。また、過去の調査では観察できておらず、今回の調査で確
認できたௗ類には、エゾムシクイ、メボソムシクイ、ヤマシギ、キクイタダキなどが挙げられ
る。過去の龍谷の森で行われている調査でもこれらの種は見落とされている可能性があり、カ
メラトラップ法は目視調査の欠点を補うために有効であると考えられる。

５．݁
　カメラトラップ法では観察できた種数、個体数は少ないものの、ラインセンサス法、スポッ
トセンサス法では観察できなかったௗ類を確認することができた。このことから、スポットセ
ンサス法やラインセンサス法とカメラトラップ法をซ用することによって、より正確に森林の
ௗ類相をѲすることができると考えられる。録Իデータでは、人のࣖで聞いたௗ類の種数よ
り観察できた種数が少なかった。7OR設定録Իは現段階ではௗ類調査に用いることは難しい
と思われる。

Ҿ༻文献
ᖛ尾章二（2011）ௗ類の多様性をѲするための調査方法の検討：ラインセンサス法とั獲法の比ֱ．
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平野හ明・植田ກ೭・今森達也・川࡚৻二・内田　ത・加౻和明・金井　裕（2009）森林におけるスポッ
トセンサスとラインセンサスによるௗの記録率の比ֱ．日本バードリサーチ研究7ࢽol.	5	pp.	T1-T13

দԬ　茂（2004）ラインセンサスとԻ声録Իによるௗ類記録種数の比ֱ．日本ௗ学会92-53：87ࢽ
日本ௗ学会（編）（2012）「日本ௗ類目録改గ版７版」，日本ௗ学会
谷ַ֞人・部正（2005）ࠄ「龍谷の森」におけるௗ類相調査〜中間報告〜．龍谷大学里山学・地域共生

学オープン・リサーチ・センター 2004年度次報告書pp.	207-209
植田ກ೭・岩本富雄・中村豊・川࡚৻二・今野ྯ・ࠤ౻重ึ・高美喜உ・高ౢರ史・ୌ沢和・প野正

ത・原田　म・平野හ明・ງ田ণ৳・三上かつら・༄田和美・দ井理生・荒木田義ོ・才木道雄・雪
本৾資（2014）全国規模の森林モニタリングが示す５年間のௗ類の変化．日本バードリサーチ研究ࢽ
7ol.	10	pp.	F3-F11

　配列と学名は「日本ௗ類目録」改గ第７版（日本ௗ学会	2012）に拠った。

目名 科名 種名 学名 ラインセンサス スポットセンサス カメラトラップ
タカ目

ද̍　͓ࢹΑͼΧϝϥͰ֬ೝͨ͠ௗྨͷݸମ

タカ科 トビ Milvus migrans 6 8 0
キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracica 0 0 1
チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticala 0 0 1
ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis 0 2 1
キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki 1 10 1
スズメ目 ヒϤドリ科 ヒϤドリ Hypsipetes amaurotis 28 46 0

ツグミ科 ルリビタキ Tarsiger cyanurus 0 2 0
シロハラ Turdus pallidus 0 0 1
ツグミ Turdus naumanni 1 1 0

ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps 0 1 0
ウグイス Cettia diphone 0 1 1
エゾムシクイ Phylloscopus borealoides 0 2 0
キクイタダキ Regulus regulus 0 1 0

ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina 0 2 0
エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus 5 44 0
シジュウカラ科 ヤマガラ Parus varius 1 7 0

シジュウカラ Parus major 6 49 3
メジロ科 メジロ Zosterops iaponicus 8 30 2
ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala 1 1 0
ハタオリドリ科 スズメ Passer montanus 6 9 3
カラス科 ハシボソガラス Corvus corone 3 5 1

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos 3 8 1



207

研究活動報告

目名 科名 種名 学名 現地確認 録Ի確認
タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans ˓
キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracica ˓
ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis ˓

アオバト Sphenurus sieboldii ˓
カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus ˓ ˓
キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki ˓ ˓

アカゲラ Dendrocopos major ˓
スズメ目 ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica ˓

ヒϤドリ科 ヒϤドリ Hypsipetes amaurotis ˓ ˓
ツグミ科 ルリビタキ Tarsiger cyanurus ˓

シロハラ Turdus pallidus ˓
ツグミ Turdus naumanni ˓

ウグイス科 ウグイス Cettia diphone ˓ ˓
エゾムシクイ Phylloscopus borealoides ˓
キクイタダキ Regulus regulus ˓

ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcicissina ˓ ˓
エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus ˓ ˓
シジュウカラ科 ヤマガラ Parus varius ˓

シジュウカラ Parus major ˓ ˓
メジロ科 メジロ Zosterops iaponicus ˓ ˓
ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ˓

アオジ Emberiza spodocephala ˓
アトリ科 カワラヒワ Carduelis sinica ˓

イカル Eophona personata ˓ ˓
ウソ Pyrrhula pyrrhula ˓
シメ Coccothraustes coccothraustes ˓

ハタオリドリ科 スズメ Passer montanus ˓ ˓
モズ科 モズ Lanius bucephalus ˓
カラス科 ハシボソガラス Corvus corone ˓ ˓

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos ˓ ˓

ද̎　ௐࠪ࣌ʹ໐͖͕ฉ͑ͨ͜ௗͷछͱԻͰ֬ೝͰ͖ͨௗͷछ

目名 科名 種名 学名 11月12日 11月12日〜27日
チドリ目

ද̏　��݄��͔Β��݄��·ͰʹΧϝϥʹөͬͨௗྨछͱݸମ

シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticala 2
スズメ目 ツグミ科 シロハラ Turdus pallidus 6

ウグイス科 メボソムシクイ Phylloscopus proregulus 1
シジュウカラ科 シジュウカラ Parus major 1 4
メジロ科 メジロ Zosterops iaponicus 1
アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla 2
ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides 2

アオジ Emberiza spodocephala 1
クロジ Emberiza variabilis 1

ハタオリドリ科 スズメ Passer montanus 1
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目名 科名 種名 学名 12月19日 12月19日〜1月3日
キジ目

ද̐　��݄��͔Β݄̍̏·ͰʹΧϝϥʹөͬͨௗྨछͱݸମ

キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracica 1
チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticala 1 1
スズメ目 ツグミ科 シロハラ Turdus pallidus 1 2

ウグイス科 ウグイス Cettia diphone 1
シジュウカラ科 ヤマガラ Parus varius 1

シジュウカラ Parus major 2
メジロ科 メジロ Zosterops iaponicus 2
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େ্ాࢢのҥ生ࢿ׆ྉɾ֓ཁॻ

大ࢢ田্ڷ࢙ྉؗ　ؗ長
౦ڷ　ਖ਼文

龍谷大学里山学研究センター　研究フェロー
ਢ౻　　ޢ

１．地域のಛੑとࢿྉの֓ཁ
　大津市田上は大津の中心部から10kmほど南に位置し、今日なお農村の景観を残した地帯で
ある。背後に緩やかな里山をひかえ、前面には大戸川に沿って広々とした水田が広がっている。
ここで生産されるถは田上ถとよばれ、滋賀県下においても有数の上質ถの生産地である。昭
和43年、田上の地区に「田上郷土史料ؗ」が設立され、当時の青年会が中心になって収集し
た民具2500点ほどが収ଂされている。明治100年を記念して、郷土の歴史・文化を残そうとい
う試みであった。
　田上郷土史料ؗの民具の主なものは、農耕と山仕事を中心とした生業に関わる用具とҥ食住
に関わる用具で、その多くは田上の地区で収集されている。史料ؗに収ଂされている民具の
うちとくに収ଂ点数が多く、特徴的な収ଂ品がҥ生活に関わるものであったことにより、国の
民ଏ文化ࡒ登録の対象としてҥ生活用具を取り上げた。具体的には以下の理由による。
①　ҥに関わる用品の作製や維持管理の中心は女性であり、そのなかに田上の女性のらし方、

ҥ生活にみられる女性の知恵や工夫・技術がڽ縮されている。
②　とくにҥ生活用具のなかには「田上手͵ぐい⑴」「田上ែ」という固有名詞が存在し、田

上特有のҥ文化がみられること。
③　日々のらしのなかで女性の役割が大きかったのにもかかわらず、民ଏ学の分野では女性

のらしに目を向けることが少なかったこと、などがあげられる。
　さて、この度申するҥ生活用具は、ࢳ取り・織物関係の織用具類、ែとࣶ・団地等の
木໖生地見本、田植えҥ⑵をはじめとした作業着と日常的に着用した着物類、前掛け（前ਨ
れ）、᧪・ඥ類、手ឺ٭、ߕ（はばき）、足ାなどの小物類、そして手১いやּなどのかぶりも
の、下駄、草ཤ、ۺなどのཤ物類が中心になる。とくにែは「田上ែ」、手͵ぐいは「田上手
͵ぐい」とݺばれるなど特徴的なものである。これらҥ類を中心にした品々は、現在80ࡀから
をࢳの方々がՇ入りの際にࠗ家に持参したものが多く、その中には実家のや親がࡀ90
ぎ、に仕上げ、着物に仕立てたものが多く含まれている。

２．「େࢢ田্のҥੜࢿ׆ྉ」のಛੑ
　「大津市田上のҥ生活資料」の特性をまとめてみると以下の通りになる。
ᶃ　資料ͷ༰͕໌֬ͳͷ͕ଟ͍
　資料収集時に保管者から聞き取り調査をおこなっており、製作者・使用者・使用年代・使用
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方法等が明確なものが多い。資料一覧には製作者や使用者の生年月日・続柄に関しては明記し
ないが、おおよその年代や関係性はわかるように記述した。ただし織用具・団地・着物類
のなかには名前を明かさずに郷土史料ؗに置かれていたもの、大型ゴミとして出されたものを
手分けして収集したものがあり、それらに関しては使用者や保管者は不明である。しかし田上
のҥ生活資料として必要と判断したものは資料一覧に加えた。
ᶄ　ͷ文༷ɺଳɾ᧪ɾඥͷ৭ʹΑͬͯண༻ऀͷੈ͕Θ͔Δ
　たとえば、幅１ईの地の中に４つの文様が織られている場合はϤツガラ（四つ柄）といい、
若い女性が着用する。それ以上大きい柄は子供用の着物になる。とくに田植えの際に着用する
ҥは華やかなものであり、着用する人の好みや工夫が現れている。当時の田植えは、若い女
性にとって最大のイベントであったことを知る。
　これに対してムツガラ（つ柄）・ヤツガラ（ീつ柄）の着物はՇ入り後の女性、さらに文
様が細かくなっていくにしたがって着用年代が高くなる。高齢の方が着用する着物は柄がわか
らないくらい細かいものであった。手͵ぐい・᧪・ඥ類に関しても同様である。なお資料一覧
の中に「めくらじま」という言葉が出てくる。年配の女性が使用した非常に細かいࣶ柄をいう
のであるが、田上地方において普通に使用されていた言葉なのでそのまま地方名として使用し
た。
　着用する世代によって柄の大きさや৭࠼が異なることは、家ఉや共同体のなかで自らの立場
や位置が定まっており、各世代によって役割を認識していたことがわかる。年齢階ఐ制に準じ
た形を保ち、世代ごとに与えられた役割を果たすことにより、安定した家生活や共同体の仕
組みを維持してきたことがうかがえる。
ᶅ　କͷܗͱணͷػ
　田上にみる女物の着物のକは５種類確認でき、କの種類によって使い分けがなされてきた。
作業用には「ޥノ口」、「」、「ಽ」があり、ّ礼・外出用は「元」、「たもと」が主流で
あった。一方、たもとକの着物に᧪をかけることで、室内における作業着として着用すること
があるなど、着用のあり方に一定のルールがあった。またゴムが普及するとّ礼・外出用の元
କにゴムを入れることで作業着としても使用できるようになり、着物がさらに多様な使われ
方をするようになっていく。
ᶆ　ணͷܗଶɾػͱقઅͱͷؔ
　女物の作業着として、春、秋とౙの間はᧀవと三ई着物を着用した。盛Ն時はକの作業用
᧤ᧀであったが、秋になってྋしくなると単ҥのᧀవ、寒くなると合わせ、厳寒時には໖入れ
になる。また長ᧀవはౙ期間の防寒用着物で、田畑や山の仕事を始めるときは͵ぐことが多
かった。長ᧀవが古くなると作業着として着用した。よそ行きの着物が古くなると仕事着とし
て使用するのは、民ଏҥの大きな特徴である。
　உ物の着物もق節によっていを変えていくことは女物と共通しているが、உのいは地味
で変化が乏しい。உ物はᧀవとࠠパッチ（ࠠのވ引）が主要な日常着で、秋と春は単ҥまたは
合わせのᧀవ、ౙは໖入れになる。それに໖入れのデンチ（କなし）を着用した。உ物のᧀవ
は女物の長ᧀవほどのৎがあり、ᧀవの下には長କのシャツ、Ն用の仕事着は半କのシャツと
ジンベイを着用した。உ物のକはକとたもとକの２種類で、前者は主に仕事用、後者はّ礼
用・外出用・室内着で、କの種類が少ないことが特徴的であり、着物の柄も地味なものが多い。
　女のいと大きく異なる点は、ّ礼用着物を保持してきたことで、その象徴的なものはݜ織
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物の長着と家入りのӋ織である。ّ礼用着物は代々その家の当主に受け継がれていくもので
あり、家の継承と密接にかかわっている。共同体の中でのࡇ事、さらには共同体の枠をこえた
社会的な交際はஉ性が中心になり、女性はཪ方にまわることが多い。また家ఉ内においては女
性が中心に役割を果たしてきた。உと女のいを比ֱすると、いの中に仕事やّ礼の際の役
割分担が見えてくる。
ᶇ　ணͷิमͱ࠶ੜ
　着物を補मするときは解体して四角いの状態にした後、ચい張りをして汚れを落とす。補
मする部分がなくとも、ચい張りはຖ年Նにおこなった。作業着は新調して5,6年着用すると
の部分がすり切れ汚れてくる。これを補मするために、つながっている前みごろと後みごろ
をݞの部分で二分し、切った部分はにもっていく。すり切れたや破れた部分を切り取り、
前と後の両方を๓い合わせてݞの部分として使用する。すると新品同様の着物として再生でき
る。また補मの回数が多くなると着ৎが短くなるので、長着は三ई着物として再利用するなど
の工夫があった。このほか着物の再生・補मに関しては様々の方法があり、そのなかにҥ生活
を管理する女性の知恵がつまっている。

３．ྨදの࡞について
　大津市田上郷土史料ؗ収ଂの民具は、2007年度から龍谷大学里山学研究センターのメンバー
が整理をさせていただいている。以降数年間の中断があったが、2014年度からҥ生活用具を中
心に収ଂリストの作成を再開した。第一次のものとして、織用具・地見本・着物・小物・
手͵ぐい・団地としている。
　今回の申にあたっては形態による分類を優先させた。対象になるҥ生活資料の多くは手作
りであり、同じ機能をもっているものであってもそれを製作し、使用する人によって多様な形
がみられたことによる。機能を軸にした分類は雑になりやすいという懸念があったことがそ
の理由である。またକの形と使い方で見てきたように、形態と使用方法に一定のルールがある
ことに注目した。一般に民具の形態は機能と重なる部分が多いが、この度はҥ類や小物の形態
を優先させることで田上、とくに多くの資料が収集された地区の人びとのらしのあり方と
ҥとの関係を表現できると判断した。
①　申のための分類は、大分類Ⅰ織用具、大分類Ⅱҥ類とした。中分類として織用具に

ついては、Ⅰ-A製ࢳ用具、Ⅰ-B機織用具、Ⅰ-Cࢳ類、Ⅰ-D見本とした。見本は小分類とし
て、Ⅰ-A-1ែ柄、Ⅰ-A-2ඥ০り、Ⅰ-A-3ࡋ๓・ひな形にわけた。

②　大分類Ⅱҥ類の中分類として、Ⅱ-Aかぶりもの、Ⅱ-B着物、Ⅱ-C小物、Ⅱ-Dཤ物、Ⅱ─
Eその他類とした。小分類として、かぶりものはⅡ-A-1-（１）田上手͵ぐいと、（２）一
般の手͵ぐいに分けた。田上手͵ぐいはかぶりものとしてだけでなく、田上の地区では新
しい手͵ぐいやކ付けしたものは、ّ礼の際にも使用するという特有の使い方があったから
である。

③　中分類Ⅱ-B着物は申資料の中心をなすもので、分類が多ذにわたり資料点数も多い。
小分類としてⅡ-B-1上ҥ、２下ҥ、３下着、４外ҥ、５ᧆ、６子ども用とした。Ⅱ-B-1上
ҥの大項目として（１）ᧀవ、（２）長着、（３）କ無、（４）୮前、（５）Ӌ織・会にわけ、
Ⅱ-B-2下ҥは（１）もん、（２）ވ引、Ⅱ-B-3下着は（１）᧤ᧀ、（２）ࠊ巻、Ⅱ-B-4外
ҥは（１）コートとした。Ⅱ-B-5子ども着は、（１）着物、（２）掛着とした。
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④　Ⅱ-C小物は、Ⅱ-C- １前掛、２᧪・ඥ、３手ឺ٭・ߕとし、前掛けはその形態と用途別
にⅡ-C-1-（１）三ۊ前掛、（２）二ۊ前掛、（３）一ۊ半前掛とした。Ⅱ-C-2᧪・ඥは、Ⅱ
-C-2-（１）᧪、（２）ඥ、同様にⅡ-C-3手ឺ٭・ߕは、Ⅱ-C-3-（１）手ឺ٭（２）、ߕと
した。

⑤　Ⅱ-Dཤ物は、Ⅱ-D-1足ା、２下駄・草ཤ、３ۺにした。Ⅱ-Eその他類は、Ⅱ-E-1団
地、２風呂敷、３掛物、４端切れとした。（以上、大津市田上のҥ生活資料分類表」参照）

４．田্ҥੜࢿ׆ྉ一ཡදの࡞について
①　分類表の中の地方名については、田上地方で使用されている名称を基準にしてカタカナで

表記した。また標準名は全国的に通用する一般的名称を基準にして字で表記した。
②　前述したように、製作者・使用者・保管者に関しては氏名を明記したが、その生年月日、

続柄等は個人情報保護のために別表として作成した。ただしおおよその製作年代・使用年代
や関係性はわかるように記述した。具体的には大正時代から昭和初期の頃に生した女性が、
Շ入りの際に実家のやが準備したものが多く含まれている。またՇ入り後に家のた
めに製作したものも含まれている。

③　一覧表の中には「手織り」という表示がある。これは製作者が判明しているもの、明らか
に田上で織ったとみられるものに限っている。具体的には製作者が自らࢳをぎ染めて織っ
たもの、自らࢳをいでいるが業者に出して染めたࢳで織ったもの、すでに染めてあるࢳを
入して織ったもの、近くに織物が得意な人がいて織ってもらったものが含まれている。とߪ
くにՇ入り支度としてもって行く着物類は、上手な人に織ってもらったものが少なくない。
そのほかをߪ入して๓製したものはߪ入品とした。

④　竹製のやその上にौ紙をはったの中に入っていたものは、織物をしていた人が作業に
必要なものをまとめて入れておいたものである。中に入っていたものは名称ごとに分類し、
その種類と数量を記入し、法量を計測した。

⑤　端切れの類は、着物や団を製作するときに残った類をためておいたものである。一つ
のശに入っていたものの数量を数えその大きさを計測した。どのような小さなでも短いࢳ
であっても捨てることはなく、それらをつなぎ合わせることで大きなとして活用した。造
形的にも優れたものが多い。この地方で使われてきたヒットキ（Ⅱ-E- ３）がその代表的な
例である。

５．田্ҥੜࢿ׆ྉ一ཡදの内༰について
　「田上ҥ生活資料一覧表」の作成にあたっては、日常生活において実際に機織りやࡋ๓、ҥ
類の保守管理にあたってきた地区の女性からの聞き書きを優先させた。人によって表現の仕
方がඍົに異なっている場合があることから、地方名の統一がとれていない場合がある（たと
えばミハバマエダレ・ミハバマエダリ）。
　また、聞き書きで補えなかった内容に関しては、「企画展・田上て͵ぐい」（大津市歴史ത物
ؗ2017年）と「らしの中の造形展・田上ែと手১」（龍谷大学里山学研究センター2008年）
を参考にした。いずれも企画展の図録であるが、図録の元になった資料は、田上でらしてい
てこの地域の歴史や民ଏに興味をいだいた人びとが、地域のお年寄りから聞き書きをして資料
として残してきたものである。聞き書きの中には明治・大正時代に生きてきた人の話も残され
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ており、参考になる事柄が多かった。
　なお、「田上ҥ生活資料一覧表」は、1446項目に及ぶ大部なものであり、また文化庁より正
式な登録通知を受けていないので今回は割愛した。
　当֘資料が機能していた時代の女性は、子供の頃から身近に織物に接し、Շに行く年齢にな
るとなんとか機織りも着物の仕立てもできるようになっていた。ҥ食の管理をすることがࠗ家
での重要な役割であったが、農家では農作業が優先されたために、ҥ類や団などの保守管理
はなべ仕事になることが多かった。しかし破れたままの着物を着ている人は田上にはいな
かったという。୮念に着物類をみていくと、見えない所に気を配っていることが随所に確認で
き、また着物を再生させる技術も目を見張るものがあった、
　女性たちがՇ入りをして数年後（昭和30年代）には、地域社会におけるҥ生活は大きな変化
を迎える。作業着を含めた着物類は手作りの着物から洋にかわり、しかもその多くはߪ入す
るようになった。そのため今回収集された着物類は、一度もକを通していないものや手織りの
地のままのものも少なくない。
　私たちは現在、今までにない大きな変化を経験している。それは長い間伝承されてきた伝統
的なものがいよいよ消滅するときがきたということである。知識としては知っていても、生業
やらしの中で、実際に民具を作り使用した人が少なくなったことをつよく感ずる。そのよう
な時代を迎えた今日、手織りの着物や小物類は、伝統的ҥ生活を研究する上で貴重な資料に
なっている。また幸いなことに、昭和10年代の生活を体験してきたお年寄りがご健在であり、
ҥ生活を通して当時の家ఉ生活や社会生活についての聞き書きが可能である。この度は収ଂ品
のリスト作りとซ行して可能な限り聞き書きを行なっており、将来的には資料集の作製を視野
に入れている。

ʪิ資料ʫ
　ᾇ　ా্ख͵͙͍
　手͵ぐいが被り物として使われたのは、ౙの寒さ、強い日差し、さまざまな危険物から頭を
保護することが目的であろう。しかし田上では室内や食事の時も、被り物をしている光景がみ
られた。またࠗףࡇ、寺参り等、正式な場に参加する時も手১を被るのが正であるという。
田上は手͵ぐいの産地ではないが、「田上手͵ぐい」という名前が残っている。また三幅前ਨ
れに使用されてきたែを「田上ែ」というݺび方をする。
　田上手͵ぐいの存在が知られるようになったのは、田村ത氏（田上在住の民ଏ研究者）が

『民ଏ文化』第91号（昭和46年４月）に発表されてからであるという。この手͵ぐいは被るこ
とを意図しており、日常の作業や正式の場においても被るものであった。とくに仕事用、よそ
行き用として区別はせず、新しく美しいものをよそ行き用に用いた。現在も田上の地域内では
普通に使用されている。
　田上手͵ぐいを被り物として見ていくと、以下のようなことを教えられる。年齢によって手
͵ぐいの柄がおおよそ決まっていた。大柄の௱などの文様は若い人、ຑの葉、ᥭ江などの柄は
主්、小さい柄は年配者のものになる。手͵ぐいの被り方も若い人と年配者では異なっていた。
若い人は前をみせるようにઙめにかぶり、年配者はすっぽりとかぶることが多い。
代：「ຑの葉に෨」、「ຑの葉に」ࡀ１．20　
代：「ᥭ江に෨葉」ࡀ30〜２．20　
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代：「ࣣ宝に」ࡀ３．40　
代〜：「দに鶴」（以上図録「企画展　田上て͵ぐい」による）ࡀ４．50　
　着物と同様手͵ぐいの使い分けにより、家ఉ内、村落内での立場や役割が明らかになる。そ
れぞれが与えられた役割を責任をもって果たすことで、生活が成り立っていた時代におい
て、賢明な、そして必要な考え方であったと思う。「分相応」、「わきまえる」、「責任をはたす」、

「惑をかけない」といった考え方は、日本人が日常的に、ごく普通にもっていたものであっ
た。日本人が伝えてきた古い習ଏが忘れられていったが、基本的な生活規範が田上に残ったの
ではないかと考えている。

ᾈ　ా২͑ҥী
　田上における田植えҥは特徴的である。その代表的なҥは田上手͵ぐいと三幅前ਨれで
あろう。頭には手͵ぐいを被り、きれいに折った手͵ぐいを首にもまいた。を͵ぐうためで
あるが、その姿は美しく見える。日差しが強いときにはその上にּをかぶる。上着はែ模様の
コイノクチの三ईキモノを着て、若い女性は真っな᧪をかける。には手を保護するために
ཟ染の手ߕをつけるが、これも真っなඥで固定している。
　下ҥはࠊ巻、もしくは三ईキモノの上に三幅前ਨれをつける。幅の広い前ਨれなのでࠊが
すっぽりとӅれる。この三幅前ਨれに用いる地が田上ែとよばれたもので、業者がែ見本を
もって村むらをまわり注文をとってあるく。女性たちは気に入った柄があるとその柄を織るた
めに染められたែࢳをߪ入し、自らを織ったという。とくに若い女性は前ਨれのඥも明るい
手なものを用いた。前ਨれには細いඥをつけ、その上に幅の広い০りඥをつけると帯のよう
にみえ、一ຕの前ਨれを幾通りにも使うことができた。足を保護するためにᡧにはハバキをま
くが、これに使うඥもいものが使われた。
　三幅前ਨれは下半身全体をおおうので、たくし上げて動きやすくする必要があった。そのた
めに৲のあたりにシリカケ（シリヒモ）をかけるのであるが、このඥも৭が多く、随所に明
るい৭が使用された。非常に華やかなであったことがわかる。興味深いことは、三幅前ਨ
れはҥの一部として使用されていたようで、この前ਨれが汚れないように幅のڱいあて前ਨ
れをすることが多かったという。西Ԥの民ҥをみていると、正式な女性のҥに前掛けを
使用するものがあるが、田上における手͵ぐいや三幅前ਨれは、古くは正式なҥであったこ
とを連想させてくれる。

ʪऀྗڠڀݚʫ
　田中千栄、古家雪ᒇ、田中初枝、古田ӻ造、奥田　弘（以上大津市の皆様）
　井上Ղ奈、岩দ子、ᓎ井　想、௰川智代、平野文子、ኍ部ҁ೫、ԣ田ַ人、ԣ田խ美、
　Ԧ　達来
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大	分	類 中	分	類 小	分	類 項	目 点数 項目（読みԾ名）
1．織用具 A．製ࢳ用具 1．໖繰機 （1）足踏み 3 あしぶみ

（2）手動 5 しΎどう
車ࢳ．2 9
3．㤥繰機 3 かせくりき
4．ែׅ機 3 かすりくくりき

B．機織用具 1．機用具 （1）地機 1 じばた
（2）高機 2 たかはた
（3）機部品 68 はたぶひん

2．整経用具 （1）整経台 4 せいけいだい
繰機ࢳ（2） 5 いとくりき
（3）ៈ掛 5 かせかけ
枠ࢳ（4） 28 いとわく
（5）荒 1 あらおさ
（6）۳ 9 くし

3．製織用具 （1）૰ូ 30 そうこう
（2）・ᐽ 29 おさ・おさかまち
（3）ᐤ・管 248 ひ・くだ
（4）ҁ 6 あやぼう
（5）物差 2 ものさし
（6）タンポ 1 たんぽ
（7）৳子針 4 しんしばり

4．用具ା 3
C．ࢳ類 ࢳ．1 （1）ៈࢳ 33 かせいと

ۄࢳ（2） 11 いとだま
D．見本 1．ែ柄 22

2．ඥ০り 1
๓・ひな形ࡋ．3 21

　　小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557
2．ҥ類 A．かぶりもの 1．手͵ぐい （1）田上手͵ぐい 69 たなかみて͵ぐい

（2）手͵ぐい 27 て͵ぐい
B．着物 1．上ҥ （1）半వ 63 はんてん

（2）長着 90 ながぎ
（3）କ無 1 そでなし
（4）୮前 3 たんぜん
（5）Ӌ織・会 11 はおり・かいふく

2．下ҥ （1）もん 15 もん
引ވ（2） 1 ももひき

3．下着 （1）᧤ᧀ 17 じΎばん
巻ࠊ（2） 1 こしまき

4．外ҥ （1）コート 1 こーと
5．ᧆ 2
6．子ども着 （1）着物 26 きもの

（2）掛着 7 かけぎ
C．小物 1．前掛 （1）三ۊ前掛 40 みはばまえかけ

（2）二ۊ前掛 4 ふたはばまえかけ
（3）一ۊ半前掛 21 ひとはばはんまえかけ

2．᧪・ඥ （1）᧪ 23 たすき
（2）ඥ 50 ひも

3．手ឺ٭・ߕ （1）手ߕ 9 てっこう
ឺ٭（2） 26 きゃはん

D．ཤ物 1．足ା 21
2．下駄・草ཤ （1）下駄 26 げた

（2）草ཤ 2 ぞうり
3．くつ 1

E．その他類 1．団地 30
2．風呂敷 5
3．掛物 2
4．端切れ 207

　　小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　801	
　　総計 1358

大津市田上のҥ生活資料分類表
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ཅ生͖のௐࠪୂ͜の̑年の׆ಈ

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員
ኍ　ᚸҰ

はじめに
　自宅周辺でϔビ達を見かけなくなった。アオダイショウ、シマϔビ、マムシ、ヤマカガシ、
ときにヒバカリと、この順に多かったふつうのϔビ達がいなくなってしまった。マムシやシマ
ϔビはときにัえて食べてもいたのだが。見かけなくなったのはϔビだけでなく、ϔイケボタ
ル、イモリ、スズムシなども姿を消してしまった。他方イノシシは自宅の10̼東まで足跡を見
かけ、先日ݰ門を出て５mでシカに警ռԻを鳴かれた。こうした生きものたちの変化の背景に
は、世界規模、日本規模の酸性雨や減反による水田放棄その他いくつもの要因があろうが、城
陽市が近年行ってきた山林伐採や小規模林、田畑など、市内小緑地の改変、コンクリート化、
新道建設が主因ではないか？
　1990年に城陽市を通る第２名神超高速道建設計画が公表されたのをきっかけに、1996年城陽
市全域でセミガラ調査を行って森林、市内小緑地の重要さを指摘した。1997年「城陽生きもの
調査ୂ」をつくり、⑴子どもたちとともに城陽市の生きものの生ଉ状況を調べ、分かったこと
を市民に知らせる、⑵問題点が見つかれば、他者、他団体、行政と相ஊして解決をめざす、活
動を始めた。その後、2014年６月の総会で、⑴子どもたちとともに生きものを調べる、⑵自然
の中で、体を動かしてのびのび遊べる場を作る、ことを目的にਾえ、里山「青谷く͵ぎ村」を
作って拠点にした。

１．͜の５ؒの取みʢù÷øûôù÷øÿʣ
　この５年間に行った月例会などの活動を表１に挙げた。４月の野草観察と山菜天らの会、
５月の木津川堤防植物調査、６月のカエル調査とウメの収穫、９月のバッタ調べ、10月のキノ
コ観察会、11月のカブト・クワガタ繁殖場つくり、そして３月の梅まつり子ども広場の、７つ
の月、９つの会はຖ年߃例だが、他の５つの月にはいろいろな取組みをしてきた。また、2017
年には、ইんだ୦݀住居のかやぶき屋根を全面ふきかえるため、2016年と2017年の１月に宇治
川河川敷で刈り取ったϤシを使い、１年余を懸けた（好ኍ他、2018）。

２．アϚナٹग़࡞ઓʢù÷øû２݄̕ʣと野อଘ地۠ʢù÷÷ûઃఆʣ
　　ᴷらしい২とは何か？
　2014年２月に、木津川堤防ӈ؛のアマナ、チガヤ܈生地が国土交通省堤防護؛補強工事で失
われることが分かり、「城陽生きもの調査ୂ」がݺびかけて、30人の市民が、ౚてた土を۷っ
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てアマナとチガヤを取り出し、同じ堤防ӈ؛に設けた木津川野草保存地区に移植した（写真
１）。
　古来、農家は田畑の肥料用に堤防の草を刈り取って利用したため（刈敷）、堤防の土は栄養
分が低いಠ特の土となり、それに適応したのがチガヤおよびそれと共生するアマナだった

（福富、私信）。刈敷が利用されなくなったあとも、通産省・国土交通省が春・秋の２回、高く
৳びた草を刈り払ってきたため、カワラナデシコ（ヤマトナデシコ）、チガヤ、アマナ、ツリ
ガネニンジン、ウマノスズクサなどの低い草が維持されてきた。
　養分の低い土地でも、たちやミミズはらすし、それらを食べるモグラやネズミが堤防に
݀をあけ強度を低めてしまう。そこで国土交通省は堤防の表面にシートを敷き、ブロックで押
さえた上に土をかぶせ、ࣳ生を上に張り付けようとし、城陽市はサクラを植えて桜堤にしよう
と考えた。2000年４月、この計画を知った「城陽生きもの調査ୂ」は、市長に要望書を出して
桜堤作りは急が͵よう申し入れるとともに、はぎ取った表土を残して堤防強化工事終ྃ後に張
り直す案を示し、一部に木津川の野草を保存する区域を設けることで合意した。
　「木津川らしい植物ってなんやろか？」と、永く木津川の植物を見てこられた福留城介さん

（城陽市職員、城陽生きもの調査ୂ会員、当時）は、木津川の土手へ植物調査に来た城陽生き
もの調査ୂ員たちに尋ねた。「ヤマトナデシコʂ」「カンサイタンポポʂ」「ウマノスズクサ」
と答を聞いたあと、福留さんは「カワラナデシコ（ヤマトナデシコ）もそうやが、僕は共生し
ているチガヤとアマナが一番木津川らしいと思う」と言われた。
　木津川野草保存地区150m2でຖ年続けている調査法は、１m四方の木枠をほおり投げ（写真
２）、たまたま落ちた枠内にある植物種名と、それぞれの種の被度（１m2の何%を覆っている
か）と高さを測る。これを３回繰り返して被度の平ۉ値を求める。
　2006年-2012年には、セイバンモロコシ、セイタカアワダチソウ、ヒメジョオンといったৎ
の高い外来種が調査地の半分以上をめ、とりわけセイバンモロコシは70-80％に達し、高さ
と相まって野草保存地区を覆った。これらをຖ年抜いていくと、2015-2017年には少なくなり、
2017年に調査した１m2ʷ３＝３m2には見られなくなった。

３．ムααϏ؍会ᴷཅࢢにムααϏはいるか？
　2015年６月２日の８時、上西実さん（龍谷大学生物学担当）より、「宇治上神社から50m
の路上にムササビが落ちて、生きてはいるが動けない」との連絡があった。ダンボールശとൽ
手ାを用意して࠺の車で現場へ向う。大٢山遊歩道入口の石道に若いムササビがいて、前肢
を動かしているが両後肢は動かせないようだ。上にイロハカエデがあり、落ちて下半身を強打
したらしい。中川宗さん（環境生物研究会）に電話すると、「貴重な発見です。宇治にムサ
サビがいることは分っていましたが、公式記録がありません。野生動物の治療を行う病院は各
都道府県に１つあり、京都府では宇治市の大和病院です」とのこと。大٢山から降りてきた高
校生数人が「シカを見にきたんやけど、ムササビいるとは知らんかった」と見入る。ൽ手ାを
はめダンボールശに入れたが若いメスだ。大和病院は察終ྃで、自宅に持ち帰って芽のつい
た梅の枝と長いドクダミを２本ずつ与えた。
　ཌே、上西さんと大和病院でてもらう。「とりあえずブドウ注射しますが、野生動物は
口から食べられないと生存は難しい」の言葉通り、９時前、「死にました」と中川さんから
電話があった。上西さんに相ஊすると、「教育、研究に使いたいので、Ṟ製と骨標本にしたい」。
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上西さんが大和病院院長と書類を作成し、京都のࡔ本Ṟ製に持ち込んだ。できたṞ製標本は龍
谷大学自然科学準備室に置かれ、講義やジュニアキャンパス、社会人講座に使われている。
　2016-2018年の２月、上西さんを先達にムササビ観察会を行い、参加者に感動を与えている。
宇治川ӈ؛の興正寺から上り、大٢山を経て宇治上神社に降りる。2015年は降り切る直前にム
ササビを発見、宇治上神社の大木から空する姿を石道から見た。2018年は、上り口付近で
ムササビの食べた木の葉を探して子どもたちが発見、少し上って鳴き声と、フンが木の葉にあ
たるԻを聞き、シカを３頭発見してじっくり観察、降りる途中木の上にムササビを発見。見ら
れて枝上で৸てしまったムササビを、約15分間も観察できた。はしこい小学生たちは折りを
戻って同じくらいの高さからムササビを見る。そこへ行ってみると、なるほど下から見上げる
のと違ったՕ所が見える。まだまだ動きそうにないので下る。この日は空を見られなかった
が、姿をじっくり見て、食痕、Ի声、フンのԻと、ムササビのくらしのいろいろな面を観察で
きて良かった。また子どもたちの好ح心やྟ機応変にふるまう姿を見られてとても良かった。
　ところで城陽市にムササビはいるのか？上西さんによると神社にムササビのものらしき௺
跡があったとのこと。城陽市の南の井出町多賀では、2018年２月にムササビを見ている（上
西、私信）。1970年代にムササビの調査地を探していた川道உさん（大阪市大）によると、
京都の近߫社寺にはたいていすんでいるが、しか動かないから気付かない人が多い（川道、
1976）。1980年代はじめには北区太田神社、上賀茂神社、ࠨ京区法然院でムササビが観察でき
た。෬見稲荷大社で1976年から学生実習を行ってきた好ኍは、2000年代はじめに初めてムササ
ビの食べ跡とフンを見つけた。このころ稲荷大社三௰の上のళで、ムササビが天井にをつ
くり、ຖ൩ԣの森に飛んでいた、と聞いた。2005年、相良直さん（京大名誉教授、龍谷大）
が大社境内でムササビの死体を採集、2015年に上西さんがムササビを見て、以降密に観察を続
けている。戦後ムササビは分を拡げており、城陽市でも大木のあるところでらし始めたの
か？

４．ऴりに
　この４年間、青谷梅林梅まつりに合わせて、2014年にはできなかった「青谷梅まつり子ども
広場」を開催し、子どもたちに好評だ（写真３）。く͵ぎ村に生えているモウソウチクと高い
アカマツを利用したジャンボブランコ、ٷを細工し自分でݭを張って行うٷ矢で的当て、山中
を生きものクイズを解きながら回るクイズラリー、竹で作るフォークや竹トンボなど、子ども
たちが普段できない、体を存分に使う遊びをָしむ。青谷在住の画家による似إ絵、空き؈໖
՛子、太い丸竹の回りに༹いた小ഴคを何度もਨらして焼いて作るバンブークーϔン。ขき火
で焼きイモや、細長い竹の先につけたお団子焼き、マシュマロ焼き、といったָしみもある。
　結果は、子どもたちが全力で遊べる場を作れたとの手答えを感じ、خしかった。生き生き、
ハツラツと、真剣にָしく遊んだ子ども達は良いإをしていた。緊張しつつ遊んだあとの解放
感を体感できたのではないか。ジャンボブランコをこぐ子どもの真剣さと終っての笑إ、手作
りٷ矢で的をૂう表情の緊張感はその表れか。
　里山は、他のことを忘れ、ເ中になって取り組めるものやことを子ども達に示し、実現でき
るところだ。全知、全霊、全力をかけて、生きものを観察・研究したり、遊んだり、作ったり
できる場だ。思いきりやったり、時にやり切って、心地よい疲れと深い満足を味わえる場だ。
こうした体験を重ねると、子ども、あるいは人は、競争、ାだたき、差別のある社会の中でも、
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自分を؏けるかもしれない。それどころか、ゆったりした、遊びのある、抜け݀だらけの、い
いかげんな、あるいは多様性のある社会を目指すかもしれない。

Ҿ༻文献
川道உ　1986　ムササビ、ौ谷寿夫編『京都の動物Ⅰ』：61-65、法律文化社，京都
好ኍᚸ一、田中昭夫、久田生、小島裕子、大谷૱美、ܡ　॔子、2000　城陽市の環境⑴─セミガラか

らみた城陽市の自然　龍谷紀要22⑴：129-156
好ኍᚸ一、田中昭夫、竹内康、久田生、上田員也、田部富உ、奥田奈々美、平賀美和子　2018　子ど

もたちと生きものを調べ、環境の現状と変化を知る─城陽生きもの調査ୂの20年─　『龍谷大学里山学
研究センター 2017年度年次報告書』：203-216　京都

写真１　木津川野草保存地区2004年設定 写真２　木津川野草保存地区の植生調査用木枠

写真３　青谷く͵ぎ村梅まつり子ども広場ジャンボブランコとٷ矢で的当て
（写真はいずれも田部富உࡱ影）
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そのଞ研究ۀҰཡ

̍ɽڀݚ文ɾਤॻϦετ
　ᾇ　ࠪಡ付͖文Ϧετ（ޱ಄ൃදͷͨΊͷ資料ूʹ͞ࡌܝΕͨ文ؚΊͳ͍）

ʦ1ʧԣ川ণ史・ࠤ౻千๕・高ڮՂ、“過去の草地改良が草原植生に与える影響：Ѩો地域で
の一例”、地域自然史と保全7ol.39	No.2	pp113-119（2017年1月）

ʦ2ʧ増井太樹・ԣ川ণ史・高ڮՂ・津田智、“熊本県Ѩો地域における斜面崩壊後4年目およ
び26年目の半自然草原植生”、日本緑化工学会ࢽ	44	pp352-359（2018年11月）

ʦ3ʧ丸山徳次、“事݅の哲学と応答倫理学─「事例研究」ではなく”、関西倫理学会編『倫理学
研究』第48号	pp28-39

ᾈ　ͦͷଞͷൃ্ࢽදϦετ（ਤॻΛআ͘ɺࠪಡͷͳ͍ࢽࡶ）
ʦ1ʧ遊ຏ正ल、“ゲンジボタル成発生量の年変動：降雨以外に月の明るさは影響するのか”、

全国ホタル研究会	51	pp12-15.（2018年7月）
ʦ2ʧ秋山道雄、“ܡ川流域の経験”、水資源・環境学会	NEWS	LETTER	No.78	pp7-8（2018年

12月）
ʦ3ʧ井上խਔ・高ڮՂ、“島根県三ළ山の刈り取り草原における絶滅危惧植物スズサイコの

動態”、島根県立三ළ自然ؗ研究報告7ol.16	pp7-14（2018年3月）

ᾉ　ਤॻϦετ
ʦ1ʧ牛尾洋也、“公衆の水への権利に向けて─水法の法理論的課題─”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・

ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp55-70、（2018年3
月）

ʦ2ʧ٢Ԭॆ、“公社造林と里山─「造林公社問題」の残された課題─”、牛尾洋也・٢Ԭ
ॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp232-247、

（2018年3月）
ʦ3ʧਗ਼水万由子、“ストックとしての里山と持続可能な発展─琵琶湖水域圏における人と水の

相互作用─”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学から
の展望』、晃洋書房pp71-84、（2018年3月）

ʦ4ʧ丸山徳次、“「里山問題」の転換と里山学の課題─ Ǻ文化としての自然ǻ の保全・再生─”、
牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋
書房pp3-17、（2018年3月）

ʦ5ʧ秋山道雄、“琵琶湖保全再生計画の位相─琵総終結後20年間のଯ積と変容をめぐって─”、
牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋
書房pp18-29、（2018年3月）

ʦ6ʧ田中滋、“琵琶湖とその「ೕ」たち─流入河川の存在意義を考える─”、牛尾洋也・٢
Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp30-42、
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（2018年3月）
ʦ7ʧ田中滋、“河川、琵琶湖、ຍ地による Ǻܨがりと分断ǻ を考える─近代化の「負の遺産」

里山学	٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性・のために─”、牛尾洋也ࠀ
からの展望』、晃洋書房pp98-110、（2018年3月）

ʦ8ʧ石塚志“琵琶湖流域治水条例”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏
の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp43-54、（2018年3月）

ʦ9ʧ中川晃成、“流域をとらえる─愛知川流域の地形・水系・地割─”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・
ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp87-97、（2018年3
月）

ʦ10ʧ中川晃成、“近江愛知܊神࡚܊の条里と古代愛知川流路”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万
由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp111-122、（2018年3月）

ʦ11ʧז井ढ़、“戦後の里山開発と谷埋め盛土地すべり”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子
（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp123-134、（2018年3月）

ʦ12ʧ村澤真保呂、“里山の心理的景観と環境教育”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）
『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp135-139、（2018年3月）

ʦ13ʧ山中裕樹、“環境DNA分析による琵琶湖水系のڕ類相解析と生態研究への応用”、牛尾
洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房
pp143-154、（2018年3月）

ʦ14ʧਢ川߃、“カワウ問題解決のための順応的管理と河川環境改善”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・
ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp155-164、（2018
年3月）

ʦ15ʧ太田真人、“河辺林の特徴とから見る里山的価値”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子
（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp165-177、（2018年3月）

ʦ16ʧ岩瀬߶二、“荒川下流河川敷における外来寄生植物ヤセウツボの繁殖”、牛尾洋也・٢Ԭ
ॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp178-181、

（2018年3月）
ʦ17ʧழ谷富雄、“多様な稲による地域おこし─滋賀県の稲作と古代ถ─”、牛尾洋也・٢Ԭ

ॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp182-187、
（2018年3月）

ʦ18ʧ宮浦富保、“東近江市の森林利用の歴史”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶
湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp191-197、（2018年3月）

ʦ19ʧਢ౻護、“東近江・小ໆ谷と木地師”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水
域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp198-209、（2018年3月）

ʦ20ʧ山下直子、“中山間地における広葉樹資源の循環的利用と森林再生”、牛尾洋也・٢Ԭ
ॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp210-221、

（2018年3月）
ʦ21ʧ部生・水原詞治、“薪ストーブの状況とその燃焼ガス中未燃ガス（一酸化炭素）の触

媒による完全燃焼化実験”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	
里山学からの展望』、晃洋書房pp222-231、（2018年3月）

ʦ22ʧ鈴木龍也、“入会の環境保全機能に関する一考察─近年の入会ૌুの検討から─”、牛尾



223

研究活動報告

洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房
pp248-259、（2018年3月）

ʦ23ʧ西ल一、“地縁団体の法的性格とその規範的意義”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由
子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp260-279、（2018年3月）

ʦ24ʧ金ߚ実、“中国森林ࡒ政の発展と森林保全政策の展開─里山学の視座から─”、牛尾洋也・
٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学からの展望』、晃洋書房pp280-
293、（2018年3月）

ʦ25ʧ池田߃உ、“水管理の国家化・技術化と「権利の体系」─水・人間関係への法学的接近方
法の備忘録─”、牛尾洋也・٢Ԭॆ・ਗ਼水万由子（編）『琵琶湖水域圏の可能性	里山学か
らの展望』、晃洋書房pp294-315、（2018年3月）

̎ɽޱ಄ൃදϦετ
ʦ1ʧ遊ຏ正ल、“愛知川における河চ高の変動とアユ”、愛知川	成果発表会・ワークショップ、

五個コミュニティセンター、（滋賀県東近江市）（2018年10月30日）
ʦ2ʧ遊ຏ正ल、“ホタルのくらし”、京都市御所東小学校学習会、（京都市）（2018年10月18日）
ʦ3ʧ遊ຏ正ल、“ゲンジボタル成発生量の年変動：降雨以外に月の明るさは影響するのか”、

第51回全国ホタル研究会	北海道ஓ内・豊富大会、（ஓ内市）（2018年7月21日）
ʦ4ʧ遊ຏ正ल、“教えてʂ Goo，コラム「教えてʂウォッチャー」、ホタルの見頃や生態を調べ

てみた”、https://oshiete.goo.ne.jp/（2018年6月5日）
ʦ5ʧHayato	Sawada,	,anji	Shigeta,	Masaki	,awakami,	Sohei	Fujiwara,	Masahide	Yuma,	

Atsushi	Maruyama.	 Spawning	 characteristics	 of	 life-history	polymorphic	 landlocked	
Ayu	 in	Lake	Biwa	as	revealed	by	stable	 isotope	analysis.	The	8th	EAFES	International	
Congress,	Nagoya.	（2018/4/22）

ʦ6ʧ 林 च ೫・ 遊 ຏ 正 ल・ 太 田 真 人・Patrick	Chinguwo・Bosco	Rusuwa・Richard	;atha・
Gibson,amanje・丸山ರ、“マラウイ湖国立公Ԃにおける森林資源の利用と保全”、第65回日
本生態学会大会（ࡳຈ市）（2018年3月17日）

ʦ7ʧ林च೫、“『滋賀県物産ࢽ』を用いた明治初期の滋賀県における自然資源利用の復元”、日
本景観生態学会	第28回大会（宮࡚市）（2018年9月17日）

ʦ8ʧ林च೫、“『滋賀県物産ࢽ』を用いた明治初期の滋賀県における自然資源利用の復元”、
2018年人文地理学会大会（奈良市）（2018年11月24・25日）

ʦ9ʧ林च೫、“明治初期の滋賀県全域における里山利用の復元”、第66回日本生態学会大会（神
戸市：発表確定（2019年3月18日）

ʦ10ʧ江南和幸、“Ϥーロッパ人びとを魅ྃした日本のԂ芸─江戸植物絵本と名所図会にその源
を探る”ಿサイエンススクエア（2018年9月2日）

ʦ11ʧ江南和幸、“川の恵み─野草食の喜びと植物文化”河川レンジャー：木津川管内出張所主
催（2018年5月26日）

ʦ12ʧ秋山道雄、“琵琶湖保全再生計画の試金石─クリティカルポイント・野井の事例から
─”、水資源・環境学会2018年度研究大会（東京都文京区）（2018年6月2日）

ʦ13ʧ好ኍᚸ一、“親ੰや先の「あたま」の模型を作ろう”、龍大RECジュニアキャンパス
2018（京都市）（2018年8月）
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ʦ14ʧ好ኍᚸ一、“ヤクザル調査ୂ30年─これまでのあゆみと分ったこと─”、ヤクザル調査ୂ
講演会（屋久島町）（2018年8月）

ʦ15ʧ高ڮՂ，“森林の国で，野原を守る　〜古くて新しい草の循環利用〜”、ウスイロヒョ
ウモンモドキ意見交換会（新ঙ村）（2018年2月18日）

ʦ16ʧ高ڮՂ、“草原の危機：火入れと利用が守る草原の生態系と地域の将来”、第12回サイ
エンスカフェ RRM（豊Ԭ市）（2018年7月28日）

̏ɽใಓൃදϦετ
ʦ1ʧ“おはようパーソナリティ道上洋三です「ホタルのق節ですね	その生態を徹底解」”、ラ

ジオே日、2018年5月29日
ʦ2ʧ“知りたがりっʂ「食を通じて里山を守る」”、NH,大津放送局、2018年5月30日

̐ɽใಓࡌܝϦετ
ʦ1ʧ“里山の達人一押	里山食べ語り”、京都新聞滋賀版、2018年4月2日〜 9月24日

̑ɽϗʔϜϖʔδʹΑΔڀݚՌͷެද
ʦ1ʧURL：http://www.est.ryukoku.ac.jp/est/yuhma/YUMA@hotaruDAS2018.html
　掲ࡌ情報の概要：里山学研究センターにおける京滋のホタル発生状況に関する調査結果につ

いて、所ଐ研究室のwebにおいて公表した。（遊ຏ正ल）　公表日：平成30年7月
ʦ2ʧURL：http://zenhoken.sakura.ne.jp/HP@HotRef2016/HotRef2016@index.htm
　掲ࡌ情報の概要：ホタルに関する文献（日本人による文献	6,243編，海外の方による文献

1,516	編）を収録した「ホタル関連文献目録（2016年版）」のwebにおいて公開をした。（遊
ຏ正ल）　公表日：平成31年1月

̒ɽͦͷଞ
ʦ1ʧ遊ຏ正ल、大津市緑の基本計画৹議会委員
ʦ2ʧ遊ຏ正ल、天然記念物「ધ小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員会・委員長
ʦ3ʧ遊ຏ正ल、天然記念物山口ゲンジボタル発生地現状変更申৹査会委員
ʦ4ʧ遊ຏ正ल、大津市廃棄物処理施設に関する意見聴取会委員
ʦ5ʧ遊ຏ正ल、琵琶湖ത物ؗ総合研究・共同研究৹査委員会委員
ʦ6ʧ遊ຏ正ल、日本景観生態学会運営委員会委員
ʦ7ʧ遊ຏ正ल、生態学会近ـ地区会　自然保護専門委員会委員
ʦ8ʧ遊ຏ正ल、環境技術学会編集委員
ʦ9ʧ遊ຏ正ल、滋賀ビオトープ研究会װ事
ʦ10ʧ遊ຏ正ल、全国ホタル研究会会長



̐．研究จ
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খ7"6ܕにΑΔۭࡱը૾͔Βの「ཾ୩の」

২生ਤ࡞のࢼΈ

龍谷大学ཧ学部ڥιリϡーγϣン学科　����ଔۀ生

খ田　　
龍谷大学ཧ学部・教授　里山学研究センター・研究員

宮Ӝ　保
龍谷大学ཧ学部・࣮ݧॿख　里山学研究センター・研究員

ྛ　च೫

ཁࢫ
　ある程度の面積の森林で様々な調査や管理を行う上で、その森林の植生をѲしておくこ
とはもっとも基本的な事柄である。低コストで簡易な運用が可能な小型UA7（Unmanned	
Aerial	7ehicle、DJI社のPHANTOM	４）を用いて、龍谷大学が滋賀県大津市の瀬田キャンパ
ス隣接地に所有する「龍谷の森」（約38ha）の植生図の作成を試みた。「龍谷の森」を南北に
５分割し、約3.4kmʷ５（計16.4km）の飛行ルートを設定し、自動操縦アプリLitchi	 for	DJIを
用いて、「龍谷の森」全域を自動操縦でࡱ影した。小型UA7の飛行速度は15km/hに設定した。
また飛行高度は海抜高度220m、あるいは237mとした。空ࡱ画像については南北：東西が16：
９に設定し、ࡱ影間ִは２ඵに１回とした。画像処理にはAgisoft	PhotoScanを用い、３Dマッ
プを作成した。2017年４月から2018年１月の間に18回ࡱ影し、画像から目視で樹種を判別し、
樹ף投影面積を推定した。またコナラ枯死個体も目視で確認した。葉の展開期（春期）と落葉
期（秋期）の空ࡱ画像を比べることで比ֱ的容易に樹種の判別を行うことができた。しかし、
作成した画像が粗かったため、樹種の判別が難しいものもあった。また高木しか判別できない
ため判別の正確性は低いと考えられる。判別することのできた針葉樹（スギ・ヒノキ）の樹ף
は「龍谷の森」内に約7.82ha（約20％）存在していることが推定され、コナラの樹ףは「龍谷
の森」内に約11.4ha（「龍谷の森」の面積の約30%）存在していることが推定された。「龍谷の
森」内のコナラ枯死個体は577本確認できたが、他の樹種との区別が難しいものもあり、樹ף
に覆われており確認できない個体も存在した。

１　はじめに
　近年、生物多様性の維持に欠かせない場として、あるいは現代のらしを見直す点などから
も、里山に注目があつまっている（徳地ほか2010）。里山とは、都市域と奥山との中間に位置
し、様々な人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落をとりまく二次林
と、それらとࠞ在する農地、ため池、草原等で構成される地域概念である。里山（里地里山）
は日本の国土の４割程度をめ、そのうち二次林が約800万ha、農地等が約700万haをめる
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（環境省2001）。人々の営みがつくりだした里山は多様な生物の生ଉ環境として、また地域特有
の景観や伝統文化の基盤としても重要な地域である。しかし、里山の多くは人口の減少や高齢
化の進行、また経済社会の変化によって農林業やらしの中での利用が減少したことにより、
耕作放棄地や手入れが行き届かない森林の増加、༅や竹林の拡大、水路やため池の荒廃が進ん
でいる（環境省2010）。荒廃による問題点として、管理放棄されたスギなどの人工林では、林
চ植物の衰ୀによる表面流や土砂流出の発生（高ڮほか2015）、斜面崩壊や土石流などの災害
を引き起こす要因となる（謝ほか2016）。また山地災害防止や水源ᔻ養機能、木材生産機能等
への影響が懸念されているナラ枯れの原因として、薪炭林等（二次林）の放置によるナラ類の
大ܘ木化が挙げられている（林野庁2015）。ナラ枯れによる枯死木が発生した場合、落枝や倒
木の危険があり、通行人や家屋への被害だけでなく、送電線や道路・線路等インフラへの被害
の発生事例も確認されている（林野庁2015）。一方生物多様性の保全及び持続可能な利用に関
する計画である生物多様性国家戦略では、国土全体の生物多様性の「第２の危機」として里山
などにおける人間活動の縮小が挙げられており、里山が荒廃し環境が変化することにより、特
有の生物の生ଉ域の消滅と生物種の減少が懸念されている（環境省2009）。
　里山の適切な維持管理は、地域の活力維持はもとより、安全で豊かならしの維持という面
では、広く都市住民もその恩恵を享受している。そのため、里山の恵みを将来に受け継いでい
くためには、生物多様性保全や農山村振興などのさまざまな取組とも連携を図りつつ、これま
での枠組みにとらわれない新たな方法で地域の里山保全活用を効果的に推進していくことが求
められている（環境省2013）。
　今回の調査地である「龍谷の森」はかつて瀬田丘陵の周辺の人々によって利用されていた二
次林である。里山を代表する樹木であるアカマツ܈落、コナラ܈落とヒノキ人工林がࠞ在する
森林であり（ԣ田2009）、柴や落ち葉を主に燃料に利用していた（宮浦2012）。里山としての利
用が減ったことにより、放棄里山と同様に過密で҉い環境になっていたが（ਗ਼水2014）、龍谷
大学の教員、学生や市民による研究・保全活動により多様な里山環境が生まれつつある。環境
省によって全国500か所で指定されている「重要里地里山」にも含まれている（環境省2019）。
優する樹種は現在もコナラとアカマツであるが、ナラ枯れとマツ枯れの影響により今後ソ
Ϥゴが優していくことが示ࠦされている（西澤2016）。ある程度の面積の森林で様々な調査
や管理を行う上で、その森林の植生状態をѲしておくことはもっとも基本的な事柄である。

「龍谷の森」の植生図は2004年に作成されたものがあるが（宮浦・ԣ田2005）、例えば2009年に
確認されたナラ枯れによる影響などもあり、現在の植生は2004年から変化していると考えられ
る。近年、農業や森林分野において、リモートセンシング技術を活用した研究やシステム開発
が広く行われており、高分解能の画像を用いた樹木の単木レベルの識別や、植物の種類の自動
判別という、より高精度な識別技術に注目が集まっている（鈴木ほか2016）。本研究では、低
コストで簡易な運用が可能な小型自律飛行ロボット（Unmanned	aerial	vehicle,	UA7）を用い
て2017年時点での植生図の作成、樹ף面積の推定、ナラ枯れ個体の位置Ѳを行い、地域の里
山保全活用の新たな方法に資する情報を得ることを目的としている。
　本報告の内容は、2017年度の龍谷大学理工学部環境ソリューション工学科ଔ業論文（小田　
「小型UA7による空ࡱ画像からの「龍谷の森」植生図の作成」）から若干の改変を行ったも
のである。データの詳細と小型UA7の操縦及びオルソ画像の作成マニュアルについてはଔ業
論文を参照されたい。
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２　ௐࠪ地およͼํ๏
���　ௐࠪʹ͍ͭͯ

　滋賀県大津市にある龍谷大学瀬田キャンパスに隣接する里山林である「龍谷の森」を調査地
とした。「龍谷の森」は、北Ң34 5˃7’、東経135�56`に位置し、面積は約38ha、標高は110m 〜
170mである。西側にはゴルフ場、北側には大津市公設市場があり、東側には龍谷大学瀬田キャ
ンパス、南側には民家や畑が広がっている。「龍谷の森」はかつて地元住民が薪や柴をとるた
めの薪炭林として利用されていた森であるが、管理放棄により植生が遷移し、2004年現在はア
カマツ܈落、コナラ܈落、ヒノキ人工林がࠞ在する雑木林となっている（宮浦・ԣ田2005）。

�ô�　ௐࠪํ๏
1-2-1　小型UA7を用いた「龍谷の森」のࡱ影
　小型UA7（Unmanned	Aerial	7ehicle）にはPHANTOM４（DJI社）を用いた。バッテリー
とプロペラを含む重量は1380g、プロペラを含まない対角ੇ法は350mmである。最大風圧抗
は10m/sであり、最大飛行時間は約28分間である。カメラは機体の下部に取り付けられており、
本研究では２ඵຖに１回੩止画をࡱ影するよう設定した。機体が常に東を向いた状態になるよ
う設定し、カメラはਨ直下方に向けて固定した。写真の比率は南北：東西が16：９に設定した。
離着陸のみ送信機を用いて手動で行ったが、他はすべて事前にルートを設定し、自動操縦で
行った。
　自動操縦は、自動操縦アプリであるlitchi	 for	dji（7C	Technology	Ltd）を用いて設定した。
また自動操縦時の飛行スピードは15km/h、高度は離陸地点からの相対高度100mに設定した。

「龍谷の森」を全てࡱ影するにはバッテリーの交換が必要なため、「龍谷の森」を北から１、２、
３、４、５と５つの範囲に区分し、約3.4kmʷ５（計16.4km）の飛行ルートをlitchi	for	djiで作
成した（図１-１、１-２、１-３、１-４、１-５）。作成した飛行ルートを小型UA7にアップ
ロードすることで自動操縦を行った。離着陸については、飛行ルート１と２は皆伐試験地で行
い、飛行ルート３はSルートとCルートが交わる場所付近で行い、飛行ルート４と５は森ラボ
前で行った（図２）。飛行高度は離着陸場所の標高から100m高いので、小型UA7の海抜の飛
行高度は飛行ルート１、２においては237m、飛行ルート３、４、５においては220mとなった。
。影時の天候（気象庁大津市）を表１にまとめたࡱ、影時間ࡱ、影された写真のຕ数ࡱ影日とࡱ
2017年３月中に３度テスト飛行を行った。ࡱ影頻度は葉の展開期と落葉期には週２回、他の時
期には月１回を目安に行った。

図1-1．飛行ルート１ 図1-2．飛行ルート２
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図1-3．飛行ルート３

図1-5．飛行ルート５

図２．小型UA7の離着陸場所

図1-4．飛行ルート４
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1-2-2　空ࡱ画像の合成
　空ࡱ画像の合成にはPhotoScan	Professional（Agisoft社）を用いた。小型UA7でࡱ影し
た１日分の空ࡱ画像のうち相対高度100mに達しているものをすべて用いて、ࡱ影日当日の

「龍谷の森」全体を見ることのできるオルソモザイク画像と３次元地表面モデルを作成した。
PhotoScanで はAlign	Photos、Build	Dense	Cloud、Build	Mesh、Build	Texture、Build	Tiled	
Model、Build	DEM、Build	Orthomosaicの７行程を行った。クオリティーは“High”で行った。

�ô�ô�　थछͷผɾथףӨ໘ੵͷਪఆ
　樹種の判別にあたって、現地調査を行った。現地で樹木の位置を確認し、オルソモザイク画
像と照らし合わせて画像内の樹木の見え方を確認した。現地調査は小型UA7の離着陸場所周
辺と、格子点（ਗ਼水2014）B10〜 J10で行った（図３）。格子点での現地調査は2017年11月10日、

図3．「龍谷の森」の格子点B10 〜 J10の位置（ਗ਼水（2014）を改編）

図４．現地調査範囲の概念図

1 2 3 4 5 合計 開始 終ྃ
2017年4月20日 465 405 436 415 425 2146 14:53 16:52 れ

4月25日 455 434 476 427 427 2219 10:00 11:44 れ
5月2日 431 483 473 434 441 2262 9:57 11:27 れ

5月11日 423 434 427 434 434 2152 10:16 11:27 れ
5月17日 405 389 459 432 444 2129 10:14 11:43 れ
6月1日 368 397 427 423 420 2035 10:43 12:25 れ

6月12日 406 425 455 414 434 2134 12:11 13:48 れ
7月12日 395 409 439 415 416 2074 12:30 10:39 れ

10月17日 471 412 438 ー 438 1759 15:07 16:49 ಶり
10月24日 379 398 423 417 438 2055 15:00 16:29 ಶり
11月6日 400 402 434 ー ー 1236 12:14 13:13 れ

11月10日 383 399 422 422 433 2059 11:48 13:36 れ
11月13日 385 407 423 415 421 2051 10:44 12:31 れ
11月20日 389 400 425 420 428 2062 10:49 12:45 ಶり
11月27日 381 393 419 420 421 2034 10:32 12:10 れ
12月1日 384 396 434 417 422 2053 10:50 12:27 ಶり

12月27日 384 387 422 412 428 2033 11:26 13:05 ಶり
2018年1月15日 385 396 422 420 433 2056 14:19 15:53 れ

調査日
飛行ルートごとの写真ຕ数（ຕ）

ද�ɽࡱӨͱࡱӨ͞ΕͨࣸਅͷຕɺࡱӨؒ࣌ɺࡱӨ࣌ͷఱީ（ؾிେࢢ）

影時間ࡱ 影時のࡱ
天候
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17日、20日、22日、24日、27日、12月20日、25日、27日に行い、格子点から半11ܘmの円形プ
ロット内で行った。調査範囲の概念図を図４に示す。原則としてڳ高直５ܘcm以上の樹木を
対象とし、樹種名、ڳ高直ܘ、格子点からの方角、格子点からのڑ離、樹高を測定した。
　小型UA7によるࡱ影画像の樹種の判別は、目視による判別と機ց学習による自動判別で行っ
た。目視による樹種の判別は、作成したオルソ画像をQGISに読み込んで行った。主に葉の展
開期（４月）と落葉期（11月、12月）のオルソ画像を用いて行った。目視による樹種判別が
できた針葉樹（スギ、ヒノキ）と、コナラ、ウワミズザクラ、ヤマザクラについては樹ף投
影面積をQGISにより推定した。機ց学習による自動樹種判別には統計解析ソフトウェアRを
用いた。Rによる機ց学習のプログラムは森林総合研究所関西支所の中尾উ洋氏が作成したも
のである。プログラムのコードを以下に示す。教師データには目視によって樹種を判別した
データの一部を用いた。針葉樹、常緑樹、落葉樹の３種で判別を行った。プログラムは、まず
教師データと、「龍谷の森」のオルソ画像を読み込み、৭のデータであるRGB値（Red、Green、
Blue）の樹種ごとの違いからの樹種判別をランダムサンプリングで1000回行うことで判別の精
度を高め、オルソ画像全域に適用するというものである。

　〈自動樹種判別プログラムのコード〉
　　�必要なパッケージの読み込み
　　library（rgdal）
　　library（raster）
　　library（caret）
　　library（snow）

　�教師データの読み込み
　　trainData�－shapeple（“名称未設定.shp”）
　　responseCol�－“class”

　�画像データの読み込み（オルソ画像）
　　d１�－raster（“middle.tif”，band�１）
　　d２�－raster（“middle.tif”，band�２）
　　d３�－raster（“middle.tif”，band�３）

　　img�－brick（d1,	d2,	d３）
　　names（img）�－pastě（“B”，1：3,	col�“	”）

　�データセットの用意
　　dfAll	�	data.frame（matrix（vector（），	0,	length（names（img））	�	１））

　　for	（i	in	１：length（unique（trainDataʦʦresponseColʧʧ）））\
　　category	�－unique（trainDataʦʦresponseColʧʧ）ʦiʧ
　　categorymap	�－trainDataʦtrainDataʦʦresponseColʧʧ	��	category,ʧ
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　　dataSet	�－extract（img,	categorymap）
　　dataSet	�－lapply（dataSet,	function（x）\cbind（x,	class	�	as.numeric（rep（category,	
　　　nrow（x））））^）
　　df	�－do.call（“rbind”，dataSet）
　　dfAll	�－rbind（dfAll,	df）
　^
　�トレーニングデータをランダムサンプリングで作り出す
　　nsamples�－1000
　　sdfAll�－subset（dfAllʦsample（１：nrow（dfAll），nsamples），ʧ）

　�modelling
　　modFit@rf�－train（as.factor（class）〜 B1�B2�B3，methods�“rf”，data�sdfAll）

　�predicting
　　beginCluster（）
　preds@rf�－clusterR（img,	raster：：predict,	args�list（model�	modFit@rf））
　　endCluster（）

　�tifで出力する
　　writeRaster（preds@rf,“フΝイル名.tif”）

�����　ίφϥͷݸࢮރମͷਪఆ
　QGISに読み込んだオルソ画像を用いて、コ
ナラ（┕uercus serrata）の枯死個体を目視で
確認した。主に樹木の変化の少ない時期（６
月、７月）と落葉期（12月）の画像を用いた。
QGISの画面上で枯死個体にいマークをつけ
た。コナラの枯死個体にマークをつけた例を
図５に示す。

３　݁Ռ
�ô�　ۭࡱը૾ͷ߹

　合成したオルソ画像のうち、2017年４月20日、５月11日、７月12日、11月20日のオルソ画像
を図6-1から図6-4にそれぞれ示す。ന線は「龍谷の森」の外縁を表す。それぞれの画像合成の
工程には４日を要した。今回設定した解像度では、樹ףの形や৭や大きな葉の形はわかるが、
細かい葉の形はわからなかった。また合成の過程で画像がۂしている個所もあった。ࡱ影の
途中で太陽にӢがかかると、合成画像にࡱ影時の照度の違いが現れた。

図５．オルソ画像上のコナラの枯死個体
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�ô�　֨ࢠͰͷݱௐࠪ
　９格子点の現地調査で出現した樹種を列挙すると、コシアブラ、タカノツメ、カキノキ、ヤ
ブニッケイ、スギ、シャシャンボ、ネジキ、サカキ、ヒサカキ、ヤブツバキ、アカメガシワ、
クロバイ、ヤマザクラ、ヒノキ、アラカシ、コナラ、ネズミモチ、ホオノキ、アオハダ、ソϤ

図6-1．2017年４月20日のオルソ画像

図6-3．2017年７月12日のオルソ画像

図6-2．2017年５月11日のオルソ画像

図6-4．2017年11月20日のオルソ画像



235

研究論文

ゴ、タラϤウ、リョウブの15科19ଐ22種であった。総個体数は365個体である。出現頻度はヒ
サカキが68個体と最も多く、次に51個体出現したサカキが多かった。例として格子点D10にお
ける樹木位置図を図７に示す。この図は、地奈保子氏による7isual	Basicプログラムによっ
て作成したものである。グラフには、調査範囲である半11ܘmの円を示した。格子点現地調査
では、林ףが覆っているため空ࡱ写真からは確認することができない下層植生も見られた。

�ô�　ࢹͰͷथछผ
　目視での樹種の判別は、葉の展開期（春期）と落葉期（秋期）の空ࡱ画像を比べることで比
ֱ的容易に行うことができた。作成した画像の解像度が粗かったことから樹種の判別のできな
い所もあった。４月中は新葉がനく見える樹木が確認でき、コバノミツバツツジの花を確認で
きた。５月には葉のほとんどが緑৭に変化することを確認した。また５月のはじめにはサクラ

（ウワミズザクラ、ヤマザクラ）の花が確認でき、同月11日にはウワミズザクラの花が確認で
きなくなった。６月、７月、10月には針葉樹と広葉樹の葉の形の違いを確認でき、枯死した個
体を確認することができた。11月の初旬からߚ葉している樹木が確認でき、12月にはすでに落
葉した樹木と、ߚ葉しているがまだ落葉していない樹木を確認できた。そのほとんどがコナラ
であると思われる。１月にはߚ葉していた葉が全て落ち、落葉樹と常緑樹の違いを確認できた。
　「龍谷の森」内の針葉樹（スギ、ヒノキ）とコナラ、ウワミズザクラ、ヤマザクラの分を
図８に示す。それぞれ針葉樹（スギ、ヒノキ）は緑৭、コナラはᒵ৭、ウワミズザクラは౧
৭、ヤマザクラは৭で示す。「龍谷の森」内の針葉樹（スギ、ヒノキ）は3648個体存在し、

図７．格子点D10における樹木位置図
円の中央が格子点D10である。ڳ高直ܘの大きさにより、˔のサイズ
を変えている。ڳ高直ܘの最大のものが25.47cmであり、最小のもの
が4.89cmであった。
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樹ף投影面積は約7.8ha（「龍谷の森」の面積
の約20％）と推定された。針葉樹のうちスギ
かヒノキかを空ࡱ画像とオルソ画像から判別
することはできなかったが、現地での観察か
ら、ほとんどがヒノキであると思われる。コ
ナラの樹ף投影面積は約11.4ha（「龍谷の森」
の面積の約30%）と推定された。コナラはオ
ルソ画像から１個体を特定することが困難で
あったため、個体数はわからなかった。ウワ
ミズザクラは50個体存在し、樹ף投影面積は
約0.1ha（「龍谷の森」の面積の約0.2%）と推定
された。ヤマザクラは72個体存在し、樹ף投
影面積は約0.1haと推定された。サクラの２種
は花で判別したが、花の࡙かない個体も存在
するため、個体数・樹ף投影面積ともに精度
は低いと思われる。
　樹ףが接している同一樹種の個体について
は、樹ףの境界の識別が困難であった。その
ため、樹ףの接している同一樹種の複数個体を１個体としてカウントした。この方法で推定し
たコナラの総個体数は1840本となった。図８の樹ף投影図から、針葉樹よりもコナラのほうが

「龍谷の森」全体に散らばって分していることがわかる。

�ô�　3Ͱͷࣗಈथछผ
　教師データに落葉樹（主にコナラ）と針葉樹

（主にヒノキ）を用い、４月20日のオルソ画像を
分類したものを図９に示す。一部を拡大したオリ
ジナルのオルソ画像を図10-1に、同じ部分で分類
を行ったものを図10-2に示す。分類画像では、落
葉樹をബߚ৭、常緑樹を青ป৭で示す。現状では、
教師データを落葉樹とヒノキのみとしたため、ヒ
ノキと常緑樹の分類ができなかった。樹種による
৭の違いから、落葉樹と常緑樹を分類することが
できた。しかし、地面や建物の部分が落葉樹と
分類されており、また１個体の常緑樹の樹ף内で、
一部が落葉樹に分類されている個所も見られ、建
物や影、個体識別を考慮した教師データを反映
させる必要があると考えられる。

�ô�　ίφϥͷݸࢮރମͷਪఆ
　コナラの枯死個体にい印をつけたオルソ画像を図11に示す。７月のオルソ画像を用いるこ

図８．「龍谷の森」の樹ף投影図

図９．落葉樹と常緑樹の分類画像
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とで枯死個体を容易に確認することができた。個体
数は577本であり、2012年度の調査で確認された615
本よりも少ない結果となった。また、格子点調査は
2.5haほどしかされていないため、さらに多くのナ
ラ枯れの個体が「龍谷の森」内に存在すると思われ
る（目片2013）。「龍谷の森」ではマツ枯れも発生し
ており、コナラの枯死個体とその他の樹種の枯死個
体との判別が難しいところもあった。

ߟ　４
　小型UA7を用いることは、短時間のうちに森の
現状をѲでき、また単身でࡱ影に向かうことも可
能であるため、手軽に行うことのできる森の現状
Ѳ手段であると考えられる。しかし、合成の際にオ
ルソ画像に大きなゆがみがあらわれるところ、オルソ画像作成のクオリティーを上げると１週
間以上の時間がかかるところは問題点としてあげられる。上空からの画像を用いるため、上層
木の樹ףに覆われている下層植生や枯死個体はわからないことも問題点としてあげられる。ま
た解像度やゆがみによって樹種の判定が困難であるՕ所も多いことや、目視で行う場合には判
別する人によって個人差が生じることが考えられるため、樹種判定の精度には改善の余地があ
り、正確な植生図の作成は現段階では難しいと考えられる。複数のカメラやセンサーを用い
る“マルチラインセンサス法”を用いることでゆがみが少なくなると考えられる。天候によっ
て樹木やӢの影が表れてしまうため、ࡱ影にはಶりの日が望ましいと考えられる。アカマツ܈
落・コナラ܈落とヒノキの人工林がࠞ在する森林である「龍谷の森」で、今回アカマツが確認
できなかったことは、樹種判別の精度の大きな問題点であると考えられ、現地調査や高解像度
のオルソ画像の作成などの改善の余地がある。
　「龍谷の森」内の樹ף投影面積の割合を示した円グラフを図12に示す。「龍谷の森」では半数
近くを針葉樹（スギ、ヒノキ）とコナラがめている。2015年度と今回行った格子点調査の結
果より、その他の樹木の内の常緑樹についてはソϤゴが多くをめていると考えられる。針葉

図10-1．分類前の画像 図10-2．分類後の画像

図11．「龍谷の森」内コナラ枯死個体分
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樹（スギ、ヒノキ）の樹ף投影面積については、ヒノキの植林地が大きな部分をめていると
考えられる。
　Rでの自動樹種判別では、常緑樹と落葉樹を分類することができた。教師データとして樹高
や葉の形を区分することで、更に細かい樹種の判別ができると考えられる。
　コナラの枯死個体の推定については、ຖ年のモニタリングを行うことで、コナラはもちろん、
他の樹木でも新しく枯死した個体のѲにつながると考えられる。コナラの枯死個体の周囲１
mほどには樹ףがないことが多く、過去に枯死した個体の樹ף投影面積の推定も可能だと考え
られる。

５　ँࣙ
　調査方法や小型UA7操縦についての御助言をき、オルソ画像の作成と樹種判別について
御協力をいた森林総合研究所関西支所の中尾উ洋氏に心より感謝申し上げます。現地調査を
手伝っていた地奈保子氏、宮浦研究室学部生の٢井ًߤ氏に心より感謝申し上げます。
地氏には7isual	Basicのプログラム提供も受けました。小型UA7での森の空ࡱを手伝ってい
たഅ༞ี氏、؛本研究室学部生の新井春希氏、ԣ田研究室学部生の門野߳氏にްく御礼を
申し上げます。
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地域社会に͓けΔຽଏのҙຯとその変遷
─と͠てྫࣄをٛࠨのࢢ౦܀ݝլ࣎─

龍谷大学社会学部・准教授　里山学研究センター・研究員

ּҪ　لݡ

　キーワード：ࠨ義長、意味空間、民ଏ行事、܀東市、地域社会

１．はじめに
　地域社会を支える仕組みとして、行政だけではなく、地域にらす生活者自身が重要であ
る1）。生活者が地域社会を支える仕組みの代表例として、自治会・町内会といった住民自治組
織、民生委員・ࣇಐ委員や保護司といった地域から任命される公的職務を担う人たちがあげら
れる。こうした人たちは、自分たちがらす地域社会への貢献を帰途している点で、コミュニ
ティ・ボランティア（community	volunteer）とݺぶことができよう。
　近年、こうしたコミュニティ・ボランティアのなり手不足は日本全国で問題化している。た
とえば、中川幾は住民組織の「役職者人材の高齢化と固定化、後継者不足なども深刻であ
る」とし、これを「危機的背景」の一つとして挙げた（中川2011：37）。また、民生委員・ࣇ
ಐ委員については、欠員の拡大や委員の高年齢化が課題として挙げられており（全国民生委員
ಐ委員連合会2017：4）、保護司は2008年ころから同様に欠員の拡大と保護司の高齢化がみらࣇ
れる（法務省2017）。
　このように、地域社会を支えるコミュニティ・ボランティアの様相が変化してきた背景には、
地域社会自体の変化があったと考えられる。ここで、本稿では地域社会を見る視点として、地
域社会論の枠組みを援用し、地域社会における意味空間の変化を論じる。
　౻田弘夫は他の社会学分野において「地域性は、たんに研究の偏差を表すのにとどまってい
る」のに対し、地域社会学は地域それ自体を意味の基盤とし「地域の「意味空間」に因果関係
を求める研究」であると述べた（౻田2006：15-16、省略は引用者による）。また、ࠤ౻健二は

「統治システムからの強い意味づけに抗して、社会運営に直面する生活主体の、ことばになら
ないかすかなᄁきを聞き取り、追体験的・ྃ解的に構成することができるか。そのような方法
的な課題の設定にこそ、地域社会調査の「本願」があった」と述べる（2006：230౻ࠤ）。
　こうした見地に立ったとき、地域社会調査を主とする地域社会論において、対象とする地域
それ自体の意味空間をྃ解的に構成する必要がある。本稿では、地域社会の変化を観察するた
めに、地域社会で古くから続いてきたとされる民ଏを事例として選んだ。民ଏは一定の期間継
続されているため、それが当֘地域社会においてどのような意味を有するものであったのかを
調べることで、地域社会の変化、ひいては、地域社会におけるコミュニティ・ボランティアの
なり手不足といった諸問題への説明が可能になると考えられる2）。
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׆とੜٛࠨ．２
�ô�　ٛࠨʹؔ͢Δઌڀݚߦ

　本稿で事例として扱うのは「ࠨ義長」とい
う、正月০りなどを燃やす民ଏである（図
１参照）。ࠨ義長は全国的に行われる小正月
の行事で、ݺ称は「とんど」、「さいのかみ」
など多様である3）。小正月には、ほかにもさ
まざまな民ଏが見られるが4）、その中でもࠨ
義長は「大正月の神送りと小正月行事が複
合している」（宮本1985：210）ものと推察
される。ࠨ義長の起源や由来には諸説あり
定かではない。ࠨ義長はݺ称、意味だけで
はなく方法も多様である。
義ࠨ義長に関する先行研究には、（１）ࠨ　
長の起源・歴史に関する論考、（２）ࠨ義長の方法に関する記録・描写、（３）ࠨ義長に関連す
る文化──たとえばࠨ義長に供される食（՛子）──に関する論考、（４）ࠨ義長の変化に関
する論考に分類できる。
　本稿の関心において特に重要なのは（４）のࠨ義長の変化に関する論考である。高ڮՅ代は
2006年からઋ台市の「どんとࡇ」について主体や方法の変化を紹介し、10年以上にわたり論文
を発表し続けている。特に東日本大震災によるどんとࡇの変化を示す論考（高2014ڮ）の着眼
点は本稿の関心につながる。また、高（2010）ڮは、2000年以降、１月15日がॕ日ではなく
なったことによるどんとࡇへの影響に着目しただけでなく、所消防ॺの報告書等を用いて各
地区の開催時間を抽出するという新な手法を用いたものであった。ただし、同論文は「各会
場における開催時間帯・開催時刻を紹介するのみに留」まっており、特定日に開催する地域の
どんとࡇが「他地域とは違った意味や社会的機能を持っている֖然性がある」と示ࠦして終
わっている。
　あるいは、神奈川県大和市のࠨ義長についてその変化を追った古家信平は、地域性を強調す
るとそうした民ଏは消滅の途を୧るのに対し、神事を一般化することで伝承されるという構図
を示した（古家1999）。民ଏの変化を「民ଏの崩壊」というように単線的に捉えるのではない
視点は、トカラ列島でࡇ形態の変化を追った田中正ོの研究にも共通して見られる。田中は、
民ଏを見る上で、存続すべき点と可઼的な点をห別することの重要性を指摘している（田中
2005）。
　また、やはりࠨ義長に関する研究ではないが、部ܓ一が宮座の分析を行った論考は、神事
の調査にあたって「人びとの現実の経験というフィールド、そして経験ஊの史料分析という手
法を通じてみた」点（部2008：41）で、先に述べたࠤ౻の「地域社会調査の「本願」」とܨ
がる。

�ô�　ٛࠨͷଜࡇΓͱͯ͠ͷੑ֨
、義長という行事において存続すべき点と可઼的な点とは何であろうか。その判断自体がࠨ　
地域社会ごとに形成されるࠨ義長をめぐる意味空間によって異なると考えられる。そのため、

ਤ̍　܀౦ࢢͷٛࠨ	����）

（筆者ࡱ影）
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ここで一般論として存続すべき点と可઼的な点とを性急に分けることをආけ、後の事例分析に
備え、ࠨ義長の性格と要素について整理するに留めよう。
礼の事例として研ࡇりは都市ࡇりの一種と捉えられることがある5）。また、火ࡇ義長は火ࠨ　
究で扱われることも多い。たとえば和࡚春日『ࠨ大文字の都市人類学』は、京都のいわゆる大
文字焼きにおける、ࠨ大文字送り火を事例として考察している。同書の指摘の通り、「都市ࡇ
礼の場合、「見る者」「فる者」といった観٬やメッセージの受け手の役割が、決定的に大き
い」のに対し、村のࡇりは「全員が「演ずる者」に関わる直接的な役割を背負っていることが
多」く、それに対し「村ࡇりでは、ケの構造が༹解すると、すぐさま真にコミュニタスの位相
が出現する」といった違いがある（和࡚1987：246）。この議論を踏まえると「都市ࡇ礼として
のࠨ義長」と「村ࡇりとしてのࠨ義長」があると考えられる。
　ถ山ढ़直が整理した༄田国உの議論によれば、「ࡇりを区分して、いわゆる“ࡇり”と”ࡇ
礼”に分けたのは༄田国உであ」り、「༄田はࡇ事を営む人（施主）と、それを司る人（神官・
司ࡇ）だけによって行われる宗教的行事──ّ礼をࡇりとݺび、それに直接関わりのない見物
人が加わったものをࡇ礼とݺんだ」（ถ山1986：198-199）。この観点からは、ࠨ義長がࡇ礼か
義長においては、竹を組み正月০ࠨりのࡇりかという判断には、いくつかの難点がある。村ࡇ
りと燃やし片付ける人たちだけでなく、正月০りを持ってくる人たちもいれば、燃えさかる竹
を見物に来る人たちもいる。しかし、少なくとも�見られるࡇり�であることを意識した動きは
村ࡇりとしてのࠨ義長にはほとんどないのではないか。
　いずれを対象とする場合にも生活学的視座に基づく研究は可能だが、本稿では村ࡇりとして
のࠨ義長を事例とする。なぜなら、都市ࡇ礼としてのࠨ義長は全国的にも数がごくۇかであり
比ֱ検討が困難であるからだ6）。村ࡇりとしてのࠨ義長は同じ市域でも事例を多く見つけうる。
また、「見る者」に向けて行われるのではなく、純粋に自分たちのためだけに生活の延長線上
において行われる村ࡇりとしてのࠨ義長の方が、地域社会内部の意味空間を明らかにするには
適切と考えられる。
　なお、ここで「都市」、「村」とݺんでいるのはあくまで行事の性質を分けるものであり、行
われる場所が都市か農村かを問うているものではない。そのため、都市ࡇ礼としてのࠨ義長が
行われている地域においても村ࡇりとしてのࠨ義長はซ存しているし、村ࡇりとしてのࠨ義長
が都市部で行われていることもある7）。

�ô�　ٛࠨͷॾཁૉ
におけるྐྵچ義長は多様だが、おおよそ次の共通点をもつ。すなわち、（１）新ྐྵまたはࠨ　
小正月に開催されること、（２）火で何かを燃やす火ࡇりであること、（３）焼かれるものは主
に竹を用いて円ਲ਼形等に組まれることである。これらの諸点はいずれも生活と密着しているた
めに生活の変化による影響を免れない。
　次にࠨ、 義長を実施するために必要なものを整理する。必要なのは主に、（１）担い手、（２）
人が集まれる日、（３）場、（４）周辺住民の理解、（５）素材である。各要素について、一般
的に見られる生活の変化との関係を本項では紹介し、次節の事例を理解する一助とする。なお、
山車やҥが必要ない場合、予算（金銭）は問題になるほど掛からない。
　̡ ᾇ　୲͍खʳ
　担い手について、༄田９（ຓの力）でࠨ義長について「೭をঠる者は常に子供である」と
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༄田が述べているように、ࠨ義長を子どもが担うことは多い。༄田21（こども風土記）では、
「ຍのままごとと正月のドンドン小屋と、今一つの似た点は成長段階、すなわち子供が大人に
なる境目を、かなりはっきりと区切っていることであった」とし、「組織ある行動に出ずるこ
とは、ࠨ義長の子供組も同じであった」と述べられている。ここで「ࠨ義長の子供組」につい
て、༄田は「まじめな子供の自治」が行われるもので、15ࡀになった者を親ۄ・大将とݺびそ
れにすもので、それよりも「年とった者は少しでも干渉せず、実際にまた一つのम࿅の機会
とも認めていたようである」と考えた。༄田はほかにも༄田12（大ന神考）、༄田20（小さき
者の声）、༄田27（子安地ଂ）でࠨ義長と子どもの関係に触れている8）。
　民ଏ行事と子ども集団の関係については部比呂美による『子ども集団と民ଏ社会』が詳し
い。事例における子ども集団のあり方やエピソードは本稿事例と共通する点が多い。部は調
査を踏まえ、民ଏ行事における子ども集団についてリーダーの存在と仲間入りのّ礼によって
類型化を試みた上で、「地域社会には、子ども集団は一つではなく、複数のタイプが重層的に
存在している」ことを明らかにした（部2010：377-378)9）。
　だが、༄田が描き部が整理したような子ども集団は、解体される地域も少なくない。子ど
もの数が減ったこと、地域による社会化を各家ఉが望まなくなったこと、地域社会へとつなが
ることの求心力が失われたことなどが理由としては考えられる。
　̡ ᾈ　ਓ͕ू·ΕΔʳ
義長は小正月の行事であり、１月15日あるいは前日の14日に行われることが多い。1948年ࠨ　
のॕ日法によって１月15日が「成人の日」としてॕ日であった。そのため、戦後しばらくは１
月14日のは必ず「休日の前」であったし、同15日は「休日」であったため、職業に関係な
くࠨ義長に参加することが可能であった。
　ところが、1998年の「国民のॕ日に関する法律の一部を改正する法律」によって、成人の日
は2000年以降、１月第２月༵日へと移動した。いわゆる「ハッピーマンデー」である。これに
より、１月15日が休日とは限られなくなったため、職業・年齢・家構成によっては参加が困
難となった10）。
ʲᾉ　ʳ

の問題がある。竹、、౻ຮや燃やす正月০りを運んでく「義長場ࠨ」義長を組み燃やすࠨ　
る必要から、住居とのڑ離はあまりԕくてはいけない。他方、ࠨ義長を燃やすと組んでいた竹
が崩れてくるため竹の長さに応じて広い空間が必要である。また、延焼を防ぐために、近くに
可燃物が少なく消火のための水が確保しやすいことも重要である。
　竹を大きく組まない場合には神社の境内で行う方法もある。そうでない場合、以上の条݅に
合うのは、河川敷や田である。しかし、国土の発展に伴い、河川のコンクリートによる護؛工
事が行われたり、農地の減少により適切な田がなくなったり、あるいは宅地開発により家屋等
とのڑ離が取れなくなったりする。
ʲᾊ　पลॅຽͷཧղʳ

　周辺住民から必要となるのは担い手や必要な道具を提供することへの理解だけに留まらない。
たとえば、野焼きへの反発もある。「廃棄物の処理及びਗ਼に関する法律」は2000年の改正で
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きを禁じた。同法第14条第３項で例外として「風ଏ習׳上ຢ
は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」が挙げられており、ࠨ義長はこれにあたる
ため、違法行為ではない。
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　しかし、野焼きが一般に禁じられている上、ࠨ義長が何であるかを知らない転入者や若い世
代が流入する地域では、違法行為あるいは危険行為が行われているとのޡ解が生じる。そのޡ
解は、通報や苦情へとܨがり、地域住民間の᫁を生むことでࠨ義長の継続を困難にする場合
がある。
ʲᾋ　ૉࡐʳ

義長が正月০りを燃やす行事であることは共通しているため、燃料や燃やすために組む素ࠨ　
材が必要になる。燃料として用いられてきたは稲の収穫によって得られる素材である。しか
し、農地・農家の減少や、収穫時の機ցによる自動ࡋ断によって、燃料となるまとまったの
確保が難しくなる。組む素材として一般的に用いられるのは竹である。竹はさまざまな加工品
を生む重要な素材で、農家や地区が竹ヤブを管理・所有していた。しかし、宅地開発等により
竹ヤブが減少すると竹を採れる適切な場がなくなる。
　竹を束ねたり、引っ張り上げたり、支えたりするのにはೄが必要になる。ೄを用いる地域
もあるが、特に౻ຮは好適な素材である。౻ຮは水にਁすことでણ維がॊらかくなり、先端を
ୟき௵せば必要な長さに結び合わせていくことができる。水にਁすことで燃焼にも強くなり竹
より先に燃え落ちることがなくなる一方、最終的にはそのまま燃焼させることができる。౻ຮ
の採取地である河川敷や池のほとりは既に述べたように護؛工事等で減少する。
ʲ·ͱΊʳ

　以上見てきたように、ࠨ義長の実施にはきわめて多くの要素が関係しており、それらがいず
れも生活の変化と重要な関わりをもっている。護؛、宅地開発、農地・農家減少、価値観の多
様化、地域社会の求心力の低下等、いずれの変化も高度経済成長後の生活を示すものだと言え
よう。

ٛࠨのࢢ౦܀ݝլ࣎．３
�ô�　܀౦ࢢͷ֓ཁ

　本稿では、地域社会におけるࠨ義長をめぐる意味空間を分析するにあたり、滋賀県܀東市を
調査対象地域とする。܀東市は滋賀県南部に位置し、大津市、草津市、守山市、野ऱ市、湖南
市、ߕ賀市と接する自治体である。現在の܀東市域において、1889年の܊区町村編成法により、
金উ村、葉山村、治田村、大宝村の４村が成立した。４村は町村合ซ促進法（1953年）により、
1954年に合ซし܀東町となった。その後、2001年に同町が合ซを経ずに単ಠで市制施行し現在
の܀東市となった。
　2016年の「܀東市人口ビジョン」によれば、1950年に14,243人（2,841世帯）であった人口は、
2010年には63,655人（22,614世帯）まで増え、シミュレーションでは2040年代または2050年代
までは人口増加を続ける。ただし、世帯当たり人員が1950年の5.01人/世帯から2010年の2.81人
/世帯へと減り核家化の進行が見られるほか、年人口が1990年の7.8パーセントから2010年
の14.7パーセントへと増えるなど高齢化のஹしも見えている。
　同市の人口増は安定した自然増によるものであり、2000年以降、ຖ年500人以上の自然増が
ある。社会増も多かったが、2010年前後から社会減（転出超過）が見られるようになった。社
会増が多かったのは、1991年にできた܀東Ӻ周辺を中心に京阪神地方へのベッドタウンとして
の開発が進んだためと思われる。ただし、「܀東市人口ビジョン」の「学区別人口増加率と高
齢化率」を見ると、چ金উ村域は人口増加率が低く減少に転じているのに対し、چ治田村域は
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人口増加率が比ֱ的高いなど、چ村ごとに特徴が分かれる。
東市は市章にインターチェンジを採用していることに象徴的なように、国道１号線、８号܀　
線が通る交通の要衝である。古くはچ東海道が市内を通り、市内に॓場町であった地域はない
ものの、休憩所である立場があり、現在も街道を資源として活用するまちづくりがある11）。
　以上、見てきたように܀東市は「܀東」という名称を1954年以来、現在まで保ち続けており、
市域もほとんど４چ村のまま維持されている12）。集落は連໖と続いているものの、چ村単位
で人口増減の状況が異なる等、市内の地区別での民ଏを比ֱ調査するのにも適している。さら
に、後述するように同市におけるࠨ義長の実施主体は自治会が多いが、市内の全自治会に調査
協力を依頼し実現する可能性が高かった13）。加えて、܀東町史編さん委員会（1994：347）に

「小正月の前後にはサギッチョが各地で行われる」と記述があり、市域全体でࠨ義長があると
期待できた。同書では続けて「この時期には近隣のߕ賀や湖北地域で、春を迎えるオコナイと
東では、この時期にオコナイをする所は܀、ばれる予ॕ行事が盛んに行われている。ただしݺ
ほとんどな」いとされており、滋賀県全体に見られるオコナイという神事・民ଏとの習合によ
るࠞ乱がආけられるとも考えられた。
　これらの諸点より、܀東市のࠨ義長は事例として好適であると言える。

�ô�　܀౦ࢢʹ͓͚Δٛࠨௐࠪͷ࣮֓ࢪཁ
　本研究にあたり、܀東市の全自治会を対象とした現在・過去のࠨ義長の実施状況についての
質問紙調査を行うことが適切であると考えた。前項で見た通り、ローカル・アイデンティティ
や民ଏが一定の期間、変化を遂げながらも保持されていると期待されたが、他方、چ村や学区
ごとに地区特性が異なるため、特定の自治会のみをとりあげたり市域全体で一つの民ଏとして
語ったりするのは議論が乱暴になるためである。
東町が昭܀東町史編さんの目的もあり܀、義長に関する先行調査としてࠨ東市域全体での܀　
和末期に行った民ଏ調査がある14）。調査内容は多ذにわたる。ࠨ義長に限定されたものでは
なく、調査員や調査地によって情報の質・量に強いೱ淡がみられるが、全町的・全般的に行わ
れたものであり、本研究の基礎資料となりうる（以下、「܀東町民ଏ調査」と記す）。
　また、日本生活学会2016年度生活学プロジェクト「ࠨ義長に生活様式の変化をみる：܀東市
目川・Ԭ地域を事例として」（研究代表：ּ井賢紀）により、本調査の予備調査として܀東市
の目川とԬの２自治会でࠨ義長にまつわる生活史の調査と、౻ຮ採取やࠨ義長参加といった参
与観察を行った。両自治会はچ東海道の目川立場が位置した集落であり民ଏや年中行事が多く
残る。調査期間は2016年12月16日から2017年１月27日までで、生活史調査は62ࡀから85ࡀまで
のஉ性10名を対象とした。年齢・世代に偏りがあったが、ࠨ義長と生活との関係──生業やࠨ
義長の担い手の変化に関すること──、ࠨ義長の役割、近年のࠨ義長が๊える課題等、܀東町
民ଏ調査の記録からは得られない種々の情報が得られた（以下、「2016生活史調査」と記す）。
　筆者は、܀東町民ଏ調査の地区内の組織・講等の社会集団について記す「社会生活A」ථお
よびࠨ義長を含む「年中行事」ථに特に留意するとともに、2016生活史調査で得られた情報も
踏まえ、新たな調査ථを作成し調査を実施した。同調査は2017年度生活学プロジェクト「ࠨ義
長の社会的機能と空間的変遷に関する研究（滋賀県܀東市）」（研究代表：ּ井賢紀）の一環と
して行った（以下、「2017質問紙調査」と記す）。
東市域において年齢・性別別の集団や信仰集団、年中行事܀、東町民ଏ調査の結果からは܀　
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が昭和末期にも残っていたことがわかり、2017質問紙調査でもそれらの現存確認を行った。ほ
かにも、ࠨ義長の担い手や点火役として、子ども組のほか、神社関係の集団・役職によるもの
がある等、ࠨ義長と関連する行為の地区別の差異がわかり、これも2017質問紙調査で設問を設
けて確認した。
　2016生活史調査では、ࠨ義長がとりわけ子ども時代の思い出となっていることが確認できた。
その中でも、竹を束ねるために用いる౻ຮの採取は身体的経験を伴うものであり、のࠨ義長
場での見張り番のָしさと合わせてエピソードとしてよく聞かれた。こうしたことから、౻ຮ
の採取に関する設問や、エピソードを自由記述する設問を2017質問紙調査では設けた15）。
　2017質問紙調査は、調査連携先の܀東歴史民ଏത物ؗ（܀東市教育委員会所管）を経て市内
の全123自治会会長Ѽに配し、༣送にて回収した。配は2018年３月５日、回答期日は同月
25日とし、期日後も回答を受け付けた。本稿の記述は同年５月20日時点での回答に基づいてい
る。123自治会に配したが、うち３自治会から「３自治会で１自治会として答える」との回
答があったため16）、集団は121自治会である。
　調査ථはAථからDථまでの４種に分かれる（文末資料参照）。自治会の基礎的情報やࠨ
義長の実施有無について尋ねるAථを回答必ਢとした。2018年のࠨ義長について尋ねるBථ、
2017年以前のࠨ義長について尋ね、ࠨ義長や地域内集団の変化についての年表づくりを行うC
ථ、地区の地図および今後のࠨ義長について尋ねるDථについては、それぞれ֘当する自治会
のみに回答を促した。ࠨ義長を過去から現在にいたるまで行っている自治会にとっては、質問
紙への回答が大きな負担となったはずだが、自治会長を中心に、܀東歴史民ଏത物ؗや自治会
内の長・史資料にあたるなどして、多くの自治会から回答を寄せられた。
　調査ථによる回答が69݅、その後に配した簡易回答用ハガキによる回答が30݅あり、合計
99݅（82パーセント）からの回答を得たことになる。ただし、簡易回答用ハガキは地域がࠨ義
長を経験したことがあるかどうかだけを問うものであるから、本稿の記述の多くは調査ථへの
回答（69݅）に拠るものである。
　本稿は同調査の結果を網羅的に報告することが目的ではないので、2016生活史調査での語り
も補いながら、議論の展開に必要な結果に限定して示すこととする。

�ô�　܀౦ࢢʹ͓͚Δٛࠨௐࠪͷ݁Ռ
　̡ ճऀ͓Αͼͦͷٛࠨݧܦʳ
　調査ථ回答69݅のうち、62݅は自治会長または副会長による回答だったが、その他７݅は神
社総代、宮世話、子ども会役員等、ࠨ義長の担い手となっている者が自治会長から委され回
答していた。その回答者のうち年齢を回答した68݅中、60ࡀ以上の者──高度経済成長を一定
経験したと思われる者──は54݅（79パーセント）に上る。
　そのうち、これまでの人生においてࠨ義長に何らかの形で参加したことがあるのは43݅（80
パーセント）である。その43݅について、本人が何ࡀ代に参加したかをすべて選択する設問で
は、「20ࡀ未満」が35݅（81パーセント）だったのに対し、「20ࡀ代」になると19݅（44パーセ
ント）と激減し、「子ども時代に参加したが、ब職してから参加しなくなった」ことが読み取
れる。なお、年齢が上がるごとに参加経験の率は回復し、60ࡀ代以上──回答者の現年齢と近
い──では30݅（70パーセント）に上る。
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ʲٛࠨͷ࣮ࢪঢ়گʳ
　回答者本人の経験は別として、ࠨ義長の実施状況を確認する設問に回答のあった98݅のうち、
自身の自治会でࠨ義長が現在も行われている（「継続実施」）のは39݅（40パーセント）、過去
に行われていたが現在は行われていない（「過去実施」）のは10݅（10パーセント）、一度も行
われたことがない（「経験なし」）のが49݅（50パーセント）だった。ࠨ義長経験がない自治会
はそもそも質問紙を返送しない可能性があるため留意が必要だが、少なくとも回答自治会の
中では半数以上がࠨ義長を経験しており、その多くが現在も継続していることがわかる。な
お、「経験なし」の49݅のほとんどが1970年前後以降にできた団地やマンション、あるいは近
年、宅地として開発された地域である。
義長の実施状況を整理したのが表１である。パーセンテージに注目すると、山間ࠨ村別にچ　
地である金উでは「継続実施」が80パーセントに達しているのに対し、܀東Ӻ周辺のマンショ
ン自治会も多く含む大宝では「経験なし」が71パーセントと、چ村の地域特性によってࠨ義長
の実施状況に大きな違いがあることがわかる17）。
　もっとも古くࠨ義長が確認されるのは市川原自治会（大宝）の1711年であり、もっとも新し
いのは自治会成立年の1972年にࠨ義長を始めたࡔ自治会（葉山）である。回答者自身が経験
したものとしてもっとも古いのはּ川自治会（大宝）の1939年実施分であった。
　ただし、継続実施39݅のうち、少なくとも３݅はࠨ義長が中断されていた時期があったこと
がわかっている。中断の理由は、1940年代には戦争による応ঌ・徴用、1990年代には中学生が
やらなくなったことが挙げられている。また、降雪でࠨ義長に火がつかなかったために中学生
が車からガソリンを抜き取ってしまい、これが問題視されたために５年間中止となった自治会
があった。
ʲٛࠨͷݺশʳ

称を用いている。ただし発Իݺの「義長ࠨ」義長を経験したことのある39݅のほとんどがࠨ　
は「さぎちょう」、「さぎっちょ」、「さぎっちょう」とさまざまであった18）。
ʲٛࠨͷతҙຯʳ

義長の目的や意味については38݅の回答が得られた。38݅（100パーセント）すべてがࠨ　
「正月০りを燃やす」を選択した。だが、「神様を天上に送り返す」は11݅（29パーセント）に

村名چ 継続
実施

過去
実施

経験
なし 合計

金উ 12݅
80％

0݅
0％

3݅
20％

15݅
100％

葉山 10݅
53％

3݅
16％

6݅
32％

19݅
100％

治田 9݅
31％

5݅
17％

15݅
52％

29݅
100％

大宝 8݅
23％

2݅
6％

25݅
71％

35݅
100％

合計 39݅
40%

10݅
10％

49݅
50％

98݅
100％

ද̍　܀౦ࢢͷچଜผٛࠨ࣮ࢪঢ়گ（O���）

（筆者作成）
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過ぎない。このことから、正月০りを燃やす意味は必ずしも神を天上に送り返すためではない
ことがわかる。つまり、正月০りは廃棄物ではない──神性がある──ことは認め「ごみ」と
しては処分できないものの、正月০りを燃やすԎと一緒にࡀ神が天上に昇るというような物語
は共有されていない。
　また「古くからの習わしを続ける」も32݅（84パーセント）に達した。「子供が地域とかか
わる」は18݅（47パーセント）、「豊য়をفる」は17݅（45パーセント）と半数近くに上るが、

「大人への通過ّ礼」は２݅（５パーセント）に過ぎない。なお、「ࠨ義長小屋」を建てると回
答した自治会は皆無だった。
ʲٛࠨͷ։࠵݄ʳ

　2018年のࠨ義長の実施年月日については実施した29݅のうち、17݅（59パーセント）が１月
14日だった。ただし、同日は日༵日であったため、１月14日だったからから、休日であったか
らか理由が判然としない。そこで、ࠨ義長開催日を決める「原則」を問うた。
　その結果、１月14日に行うと決まっている自治会が９݅、同15日に開催するのは１݅であっ
た。また、１月14日または15日に近い休日に行うのが13݅ある。ॕ日としての「成人の日」の
変更が大きな影響を与える問題である。なお、別の設問の結果によれば、ࠨ義長は午前中に組
まれて༦方に点火されることが多い。
ʲٛࠨͷ୲͍खʳ

義長全体を担当しているのは、自治会がもっとも多い（19݅）。݅数は少ないものの、子ࠨ　
ども会、青年団19）、中学生、氏子、講などさまざまな集団が担当している。
ʲٛࠨͷ೩মʹؔΘΔߦҝʳ

であり、書き初めやお守りもࡳ義長で燃やすのは、大半が正月০り（門দ、注連০り）やࠨ　
多かった。また、ࠨ義長が燃えている間に口にするのは、ञやが多く、自治会によってはサ
キイカなどが供される。
義長が燃えた後、残り火でを焼く自治会が16݅、燃え残った竹を持ち帰る自治会が16݅ࠨ　
あった。は各戸で正月に᎘いたをもってくるのが始まりだと思われるが、を家で用意で
きない家ఉが増えており、２݅の自治会では会場で配している20）。竹を持ち帰る意味は「無
病ଉ災」や「ຐ除け」が10݅以上ある。使い方は「ݢ先に置く」、「םを炊く」が５݅以上ずつ
ある。ただし、םを炊くのは竹をかまどに燃料としてくべることで可能になるので、かまどが
使われない現在も行っているとは考えづらく過去の経験を回答したものと思われる。
ʲٛࠨͷૉ֬ࡐอʳ

　2016生活史調査で確認したところでは、1940年代ころには、子どもたちが素材集めを担当し
ていた地区がある。地域住民にはまだ農家が多く、農家からは竹やを人数に応じて提供する
よう家々を子どもたちが回ってݺびかけた21）。ただし、ࠨ義長場へ運ぶ者は地区によって異
なった。
　を用いない自治会が５݅あり、紙、౮油、薪等を燃料としていた。用いる26自治会は、特
定の住民（農家、営農組合等）に依頼したり、共有地（講田等）で確保したりするほか、農家
から平等に回収しているケースが見られた。
　竹を用いない自治会が２݅あり、薪を組むだけの形に変えたものの、伝統を守るため名称だ
けはࠨ義長を残したという。自自治会にある竹ヤブから自治会役員または竹ヤブの所有者もし
くは子ども会等が切り出して用いる。・竹ともにߪ入する自治会はない。
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　竹を組んだ際に用いるೄは、ೄ、౻ຮ、針金がそれぞれ10݅程度ある。౻ຮは自治会役員
らが主に自自治会の採取地から採る22）。
ʲٛࠨܧଓͷ՝ͱੋඇʳ

義長継続の課題を回答したのは28݅だった。選択݅数が多かったものから順に、「担い手ࠨ　
が不足している」（16݅）、「開催に適した場所がない」（15݅）、「苦情が来る」（11݅）、「ワラ
が用意できない」（７݅）、「タケが用意できない」（６݅）、「フジρルが用意できない」（３݅）、

「皆が集まれる日がない」（３݅）、「予算が不足している」（１݅）、「燃やすものをもってくる
人がいない」（１݅）である。
　この回答向はきわめて重要である。「皆が集まれる日がない」ことが課題にならない一方
で「担い手が不足している」ことはもっとも多くの自治会が課題としてあげている。つまり、
当日の参加者の多Չではなく、素材を集めたり竹を組んで燃やしたり、後片付けをしたりする
中心的な担い手の存否が問題なのである。また、・竹・౻ຮといった素材はどうにかなって
も、場の確保や周辺住民の理解にまされている。予算はほとんど問題になっていない。
、義長継続のੋ非について回答をしたのは33݅だった。「ともかく続けるべきだ」が17݅ࠨ　

「一定の条݅を満たせば続けるべきだ」が９݅、「続けるか続けないか検討すべきだ」が１݅、
「続けなくても良い」が３݅、「どちらとも言えない」が３݅だった。「廃止すべきだ」は選ば
れなかった。
　「ともかく続けるべきだ」を選択した自治会は、選択肢に「ともかく」が入っているものを
選んでいることからもわかるように、続けること自体が目的化している。伝統・׳習・歴史と
いった語句が選択理由にはあがっている。また、同じく選択理由には「あたりまえ」、「するべ
き」、「継続できるため」といったものも見られる。
　「続けなくてもよい」の３݅は「担当者の努力に対して参加者が少なく廃止した」、「少子化・
高齢化が進み、再開は無理であると思われるため」などと消極的な理由をあげている。これら
の自治会は、廃止したくはないが廃止せざるを得ないために「続けなくてもよい」という選択
肢を選ぶほかなかったのである。
ʲٛࠨʹ·ͭΘΔΤϐιʔυʳ

　過去のࠨ義長についての思い出やエピソードは17݅寄せられた。「子どもだけでやる作業に
連帯意識が芽生えた」、「町内３本のࠨ義長を競争のように立てた」、「ౙ休みの一番ָしみ。上
下関係はあったがָしかった。早く３年生になりたいと思っていました（あこがれ）」、「先ഐ・
後ഐ、チームワーク、༑達の輪作りに欠かせない行事でした。それが今では…」、「大人が伊勢
講で集まっている間、子どもはࠨ義長準備のご๙美として順番にカレーやお՛子の振る舞いを
受けた」、「親たちが作ってくれたカレーを食べながら会議所で一൩トランプやいろんな遊び
をしてധまることがָしみ」、「ࠨ義長でのָしみは、正月০りの回収に回ると各家ఉからいた
だく駄を集め、滅多に食べられないをങい、団と・സを持参し今の公民ؗに集まっ
てすき焼きを食べたこと。あの味が今も明に思い出される」と回答の過半が子ども時代のָ
しい思い出である。
　子ども時代より後のࠨ義長の思い出や、つらかった・ݏだったというエピソードは一݅もな
かった。この設問に回答した17݅の回答者は全員が60ࡀ以上のஉ性である。さらに、20ࡀ未満
と60ࡀ以上でࠨ義長に参加した経験は10人以上が持つものの20ࡀから50ࡀ代までの間の参加経
験は10人未満であった。つまり、戦後、高度経済成長を迎える前に、子どもとしてࠨ義長に関
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わった経験があり、高度経済成長のさなかは会社ۈめ等でࠨ義長から離れていたが、今は地域
の役員を務めているような人たちに、こうした回答向があったということである。

をめ͙る地域社会のҙຯۭؒٛࠨ．４
�ô�　ٛࠨͷҙຯͷมԽ

　前節で示した܀東市ࠨ義長調査を踏まえつつ、ここではࠨ義長の意味が地域社会においてど
のように変化したかに着目しながら考察を行う。
義長の意味については2017質問紙調査の結果でも見たとおり、「正月০りを燃やす」の選ࠨ　
択が最も多かった。しかし、同設問の回答は121自治会中38݅に留まっていることも考慮する
と、݅数のみでࠨ義長の意味を判断するのは性急であろう。
　そこで、すべての調査結果から、ࠨ義長の意味を抽出し５点に整理する。すなわち、ʦ１ʧ
神事性、ʦ２ʧ民ଏ性、ʦ３ʧ必要性、ʦ４ʧ社会化機能、ʦ５ʧ共有記Ա形成機能である。諸性
質・機能について説明し、その変化を追おう。
　ʦ１ʧの神事性は、神事としてのストーリーを有しているという性質であり、ࠨ義長の起源
にまつわるストーリーとの親和性が高い。このストーリーは2016生活史調査での聞き取り内容
や、܀東町民ଏ調査を総合するとయ型的には、次のようなものである。

　　େਖ਼݄ʹࡀਆ্͕ʹ߱Γ͖ͯͯɺদਖ਼݄০ΓΛґͱ֤ͯ͠ՈఉΛ๚ΕΔɻখਖ਼
݄ʹࡀਆʹఱ্͍ͨͩͨͯͬ͘ؼΊʹґΛข͍ͯԎΛ্͛Δɻࡀਆͷํ֯Ͱ͋Δܙ
͢ɻٛࠨʹํ

　また、܀東町民ଏ調査によれば、地域によっては豊য়予ॕの機能も有していたようであり、
これも神事性の一つと言えよう。しかし、これらの神事性は失われつつあると考えられる。
　人が年を取るのが大正月であった数え年から、生日ごとになったり、あるいは正月০りが
各家ఉ・地域による素材からの準備ではなくホームセンター等でߪ入するグッズ化したりとい
う全国的向が一つには挙げられる。
　豊য়予ॕの機能は地域によるが、山村地帯である金উ地区を除いては、農業人口が減少して
おり、金উ地区は܀東市全域とことなり人口減・高齢化が問題化しているため、この機能も喪
失・低下向にあると言える。
　ʦ２ʧ民ଏ性あるいは伝統性は、地域に以前から続いてきた風習であるという性質である。
Anthony	Giddensは、近代以前において、伝統は伝統であることを理由として継続したものの、
近代においては伝統を継続する理由が（再帰的に）問われると論じた（Giddens1990�1993）。
また、Eric	Habsbawmらは「創り出された伝統」について論じている（Hobsbawm	�	Ranger	
eds.	1983�1992）。
　2017質問紙調査でࠨ義長継続のੋ非やその選択理由に見られたのは、近代以前の民ଏ継承の
あり方とも言える。だが2016生活史調査においては、ʦ１ʧの神事性を守りつつ、古くから続
いてきた民ଏを守りたいとする宮総代が、自身のそうしたこだわりが自治会の惑になってい
ると考えているケースも見られ、地域社会全体としては意味の変化をまさに経験している時期
であると言えよう。起源については明らかでなく、史料によってূ明できる地区はない。
　ʦ３ʧの必要性とは、正月০りの処理方法としての必要性である。2016生活史調査では、地
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域住民から「子どもが塾に通う大事な時期にࠨ義長にかり出されては困る」と子ども集団によ
るࠨ義長が中止されたものの、すぐに地域住民が「正月০りを処理する場所がなくて困る」と
要望したために自治会が担当して再開することになった経Ңが述ջされた。ʦ１ʧの神事性は
ストーリー全体としては失われつつあるものの、このように断片的に現れて民ଏの継続に影響
を与えているという点はきわめて興味深い。
　以上、ʦ１ʧからʦ３ʧの諸性質については、地域社会の生活者たちも、そのような意味が
あることについてྃ解していることである。次に挙げるʦ４ʧとʦ５ʧの諸機能については、
地域社会でまさにそのような意味を成しているものの、かならずしも生活者たちが自覚的とは
言えない。
　ʦ４ʧの社会化機能は、子どもの社会化を実現する機能である。社会化については、家の
間で言語や生活習׳を習得する第１次社会化と家を離れて役割を獲得する第２次社会化とが
わけられ、前者は༮ࣇ期などの「子どもの社会化」、後者は「（大人の）職業的社会化」として
扱われてきた23）。工౻ほか（2016）は社会化を「重要な他者を通して行われる社会の適応基
準の内面化」と定義している。すなわち、ある社会で何が規範となっているかを自らのものと
して体得することである。
義長は、竹を組んだり火を点けたりする当日本番の役割は大人が担うが、その準ࠨ東市の܀　
備──竹やを各家ఉから集め、౻ຮを地下から۷り出し水にਁし、それらの材料が౪まれた
りしないよう॓ധして守る──を子どもが担う。子ども集団の年齢は܀東町民ଏ調査や2016生
活史調査において、数十年前までは、小学４年生から中学３年生ころだったことがわかってお
り、工౻（2010）が「はざ間の年代」とݺび、地域における社会化の過程に着目したのと同じ
年代である。
　子どもたちは、子ども集団内において長༮の序に従い組織的に動くことを学ぶ。だからこ
そ「早く３年生になりたい」という思いが語られる。さらに、子ども集団の上にある若者集団

（青年団など）との関わりにおいて、上下関係のみならず、支えられ・育てられる経験を積む。
義長こそが子どもたちが地域社会での社会化を果たす機会ࠨ、東市の多くの地域においては܀
であった。
　しかし、܀東町民ଏ調査時代には、41݅中29݅を子ども集団が担っていたࠨ義長は、2017質
問紙調査においては40݅中７݅に留まっている。他方、自治会・区は41݅中１݅から40݅中19

ਤ̎　܀౦ࢢʹ͓͚ΔٛࠨܧଓͷϞσϧ（աڈ）

（筆者作成）

ਤ̏　܀౦ࢢʹ͓͚ΔٛࠨܧଓͷϞσϧ（ࡏݱ）

（筆者作成）
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݅へと大幅に担当割合を৳ばしており、自治会への機能集中も見て取れる。
　ʦ５ʧの共有経験形成機能は、共通の思い出を作る機能である。もちろん、共通の思い出に
は学校生活や、ࠨ義長以外のࡇ事等もなりうる。しかし、既にエピソードを紹介したように、
義長の準備は非日常的な子どもだけの社会が形成されており、ふだんは食べられないものをࠨ
食べたり、ふだんはധまれない場所にധまったりした。また、2016生活史調査で౻ຮ۷りの語
りが前景化したのは、それが土を۷りటだらけになりながら行う身体性を伴うものであったか
らだと──参与観察で実際に۷った──筆者には感じられる。
義長会場を観察に行くと、高齢者も多く見に来ている。2016生活史調査では、今も自治会ࠨ　
の役員としてࠨ義長の準備に積極的に関わる２人組が、小学校からの同ڃ生で、当時のࠨ義長
の思い出が忘れられないという語りを展開した。
　以上、地域社会におけるࠨ義長の意味について、５つの性質・機能に分けて整理してきた。
変化を理解しやすいよう、過去（図２）──2016生活史調査対象者が子どもだった1960年代こ
ろを想定──と現在（図３）に分けて図示した。
　過去においては、神事性と民ଏ性が強い意味を持っていたために、民ଏが継続して実施され、
そのことにより、社会化機能（社会性）と共有経験形成機能（共有性）が地域社会に効果とし
て現れていた。しかし、神事性と民ଏ性の意味がബれ、必要性だけが前面に出てくると、その
他の環境的要因も相ေってࠨ義長の中止が相次ぐ。こうして、ࠨ義長が担っていた社会化機能
と共有経験形成機能は、少なくともࠨ義長をめぐる意味空間からは消失していく。
　このことは、民ଏにおいて何が継続すべきで何が可઼的かという議論とも重なる。つまり、
過去においては神事性こそが継続すべきであったものが、現在では、神事性さえも可઼的に
なった──それが欠けても民ଏが成立してしまっている──ということである。

�ô�　ٛࠨͷมԽ
　前項ではࠨ義長の意味が地域社会においてどのように変化したかを論じた。その際に示した
５つの意味に着目しながら、ࠨ義長自体の変化についても考察を深める必要があろう。
　まず、ࠨ義長の実施経験について、܀東町民ଏ調査では「経験なし」は47݅中̌݅であった
のに対し、2017質問紙調査では121݅中49݅ある。中には、܀東町民ଏ調査が対象としなかっ
た地区もあった可能性があるが、49݅の多くは少なくともچଙ時代にはなかった自治会である。
新しくできた自治会には「民ଏ性」が機能しない。すなわち、「これまで続いてきたから続け
る」という理由が存在しない。
　次に、実施日時については、国民のॕ日としての成人の日が、1999年まで１月15日であった
ものが、2000年からは１月の第２月༵日に変更されたことの影響が大きい。１月15日がॕ日で
あったがために、小正月の行事は１月14日のに多くの参加者を得て実現できたが、人手が集
まらなくなった。また、14日あるいは15日という「ࡀ神に天上に帰っていただく日」は、「人
がより集まりやすい日」に取って代わられる動きも見られる。こうして「神事性」がബれてい
る。
　そして、担当主体は既に述べたように、子ども集団から自治会へと大きく変わった。子ども
集団がࠨ義長を担わなくなったのは、ʦ３ʧの必要性でも述べたとおり、保護者の反対にあっ
たようだ。子どもが地域に残って農業を継ぐのではなく、高校や専門学校へ進学し幅広い職業
にबけるような社会になったことが、家ఉごとの判断が多様化する背景にあるだろう。また、
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自治会の下に子ども会が作られ、子どもたちを参加させると、親が自治会役員負担を負うとし
て参加をسආする例も見られる。「社会化機能」はࠨ義長の効果として失われただけではなく、
地域住民、特に若い親たちから強く求められるものではなくなってきているように思われる。
　最後に材料調達についても確認しよう。は各戸からの供出から特定農家への依頼に代わっ
た。農家の減少、の日常生活での利用減、収穫時の機ցࡋ断などが理由である。竹は各戸か
らの供出から自治会による特定竹ヤブからの伐採へと代わった。竹の日常生活での利用減、竹
ヤブの減少が理由である。౻ຮは子どもが採取していたがホームセンターなどでߪ入する針金
が代用品となった。河川の護؛工事などが理由である。調達方法が変わり、自治会が調達を担
うようになったため、子どもたちは॓ധしての番をすることもなくなった。こうして、子ども
たちは身体性を伴う非日常における「共有経験形成機能」を提供されなくなった。
　なお、本項で言及していない「必要性」の今後については、ࠨ義長調査からは直接には判断
ができなかったため、推測の域をでない。しかし、正月০り自体を各家ఉ・地域で素材から用
意する時代から、ホームセンター等でのߪ入に代わっただけではなく、そうした代用品も置か
ない家ఉが今後は増えていくと考えられるのではないだろうか。
　このように整理した５つの意味すべてが喪失過程にあることがࠨ義長の変化過程に埋め込ま
れていることが読み取れた。

�ô�　ίϛϡχςΟɾϘϥϯςΟΞਓࡐͷഐग़
　本項の着眼点は「民ଏは一定の期間継続されているため、それが当֘地域社会においてどの
ような意味を有するものであったのかを調べることで、地域社会の変化、ひいては、地域社会
におけるコミュニティ・ボランティアのなり手不足といった諸問題への説明が可能になると考
えられる」ということであった。
　さて、ࠨ義長という民ଏが有する意味、そしてその意味空間を形成していた地域社会の変化
についてここまで述べてきた。最後に、地域社会におけるコミュニティ・ボランティアのなり
手不足という問題の説明を、３調査を踏まえたయ型的ケースの描写という方法によって試みる。
　現在、高齢者である60ࡀ代以上の人たちのころは、まだ年齢別社会集団が多く組織されてい
た。
　小学４年生になると子ども集団の先ഐから༠われ、集団に入る。子ども集団だけで一定の責
任を担って行うのは年に１度、ࠨ義長だけである。ࠨ義長では先ഐの指示に従い、子どもたち
皆で家々を回って材料を調達する。特に౻ຮ採りはたいへんな作業で、ౙ休みになればすぐ۷
りに出かけた。ࠨ義長前には、集めた材料をࠨ義長場の近くにฒべ、当日、若者集団や大人
の集団がそれを使って本番を行うのに備える。になると隣の子ども集団が౪みに来たりする
こともあるから、近くの公民ؗで、カレーやすき焼きを食べ、トランプをして子どもたちだけ
で一を過ごした。
　中学を出ると子ども集団を抜け、若者集団に入る。既に仕事を始める仲間も多く、大人の仲
間入りをした気になる。結ࠗして家を持つと、まずは家ఉを優先して子育てをしっかりする
ことが求められる。地域社会のコアな活動からはいったん離脱するものの、子どものことはい
つも地域の大人たちが気に掛けてくれる。自分の子どもも自分と同じようにࠨ義長を経験する
だろう。
　定年ୀ職すると、自治会役員をやっている先ഐから声が掛かる。小さいときから思い出の多
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い地域であるし、子育てのときにはずいぶんとお世話になった。今度は自分が恩を返す番だと
自治会役員を自然と引き受けていた。役員会に出ると新メンバーには自分の༮ೃ染みがちらほ
らと見える。お互い年は取ったけれども、小さい頃の思い出も語らいながら、自治会活動に精
が出る。
　おおよそ、こうしたストーリーである。このストーリーにおける、ほぼすべての文は、本稿
の記述からも明らかなように、ほぼすべて成立しない（表２参照）。
　価値判断が各家に委ねられ多様化し、地域社会が意味空間を形成する機能を失っていく過
程であったとも言える。このように、民ଏを通じて地域社会を見るとき、現在の社会で地域社
会を支えるコミュニティ・ボランティア──特に自治会役員や保護司といったようなچ来の型
──人材がഐ出されなくなってきているのは、地域社会の意味空間が変化し、そのことが地域
でらす生活者のライフコースとも密接に関わっているためだと結論づけることができる。

５．おわりに
　最後に、本稿の意義と課題について述べる。本稿は、民ଏを事例としつつ、民ଏの正統性や
変化に留まることなく、３種類の調査を用いて、生活者の視点から地域社会における意味の変
化を追った点に意義がある。とりわけ、子ども時代の特別な思い出形成から、高齢者になって
からの地域社会への報恩という流れを、地域社会の変化との関わりで論じる視点は、地域社会
研究で広く活用可能であろう。
　なお、今回の対象地においてはࠨ義長が子どもの社会化機能を果たしたが、地域によっては
義長がそうした機能を有していない場合も多い。だが、その場合にも、何かしら子どもが地ࠨ
域社会とつながる経路が、少なくとも数十年前までは日本の全国各地で用意されていたはずで
ある。その観点からも、本研究はࠨ義長調査に留まることなく、全国の民ଏ調査に適用可能な
൚用的な視座に立っていると言える。
　本稿の大きな課題を一つ挙げるとするならば、人の移動に関わる論究が欠けている点である。
移住してきた人たち、新しい団地、新しいマンションなどを対象として、地域社会の変化では
なく「形成」に着目する研究も必要であろう。

ʪ謝辞ʫ
　2016生活史調査および2017質問紙調査は日本生活学会生活学プロジェクトとして認定をいた
だいた。また、2017質問紙調査においては܀東歴史民ଏത物ؗはじめ܀東市の公式協力を得た。
特に担当の中川ರ೭学芸員からは、質問紙の設問内容に関するご助言をいただいたばかりでな
く、自治会長からの問い合わせに丁ೡに応じていただいた。2016生活史調査は天野言美、2017

ライフコース 高齢者の人生史 現役世代の人生史
子ども集団 先ഐへのಌれ。非日常の経験 家ఉごとに時間利用を判断
若者集団 子ども集団の指導 進路の多様化
結ࠗ・ब職 一時離脱（自営業を除く） 子育ての家化（脱地域化）
地域活動

（自治会役員） 地域社会に恩返し。༮ೃ染みと共同 自治会機能集中による負担感。報恩の念の喪失

ද̎　ίϛϡχςΟɾϘϥϯςΟΞਓࡐഐग़ͷܦ࿏

（筆者作成）
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質問紙調査はۄ田ྒྷ河・永ࢆ子の各氏に調査への同行や記録の整理を補助いただいた。本稿
の内容は龍谷大学里山学研究センターの2018年度第３回研究会報告「滋賀県܀東市のࠨ義長に
ついて」に基づいており、同報告ではセンター研究員を始め多くのご助言をいただいた。各調
査にご協力下さった地域の皆様と、ここで挙げた各氏に感謝の意を表したい。なお、言うまで
もなく文責はすべて筆者一人が負うものである。

ʪʫ
　全体）「༄田１」のように書かれているのは、『定本༄田ᅳஉ集』第１巻の意味である。
１）日本国憲法第92条には「「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、

法律でこれを定める。」とあり、この「地方自治の本旨」とは団体自治と住民自治である。今川晃は、
住民自治が団体自治を規定するというパラダイム転換を希求したいと述べ（今川2014）、住民自治がよ
り優先されるべきとの考えを示した。

２）有末賢はポスト・ディシプリナリーという概念を挙げ、「「生活」や「経験」のレベルに戻って再考
察をしてからその「研究対象」に応じて、どのような学問でも使いこなしていこうという、研究態度
である」（有末1999：151-152）と述べている。本稿においても、最初に対象となる民ଏを定め、その
民ଏを扱える諸学問を、学問体系を超えて活用することを目指す。

３）小川直೭は「小正月には、門দや注連০りなどを集めて燃やすまつりが各地にあり、これをࠨ義長
とか、どんど焼き、せいと払いなどという」と述べ、注連০りは年神を迎えるਗ਼浄な場であることを
示し、門দは神を迎える依代であると説明する（小川2014：18-19）。

４）『新版民ଏ調査ハンドブック』の民ଏ調査質問文例集で小正月の項には、০り物、い、行事、所作、
食べ物等に関する項目がฒぶ（上野ほか1987：238-239）。また、『図説民ଏ探๚ࣙయ』では「小正月の
さまざまな行事」として、（１）豊かな実りを予ॕする行事、（２）豊ڟのいの行事、（３）ࠨ義長な
ど火を燃やして病気・災を除こうという行事、（４）小正月の๚問者という４分類を示している（大
島ほか1983：139）。

５）たとえば、滋賀県近江ീ഼のࠨ義長は「ࠨ義長まつり」と称し、「春の三大火ࡇり」の一つとして近
江ീ഼観光物産協会ウェブサイトに紹介されている。

６）滋賀県近江ീ഼、神奈川県大ү、福井県উ山のࠨ義長はいずれも都市ࡇ礼と位置づけられる。これ
らのࠨ義長を比ֱした研究として٠地（2014）があり「それぞれがࠨ義長の地域的特徴を良く保って」
いることを事例選定理由としている。各事例の分析においてはࡇ礼化の進行を描写していながら、対
照として必ずしもࡇ礼化していない東北各県の小正月行事を挙げる等、「都市ࡇ礼」と「村ࡇり」のよ
うな概念化がなされていないが故のࠞ同が見られる。

７）都市における民ଏについて、都市居住者がらす都市空間は、ۉ質的、画一的なものではなく、や
はり地域社会特有の「場所性」を拠点としたものである（有末2002）。

かに残った者が、小正月の൩などۇ義長と子どもの関係について。༄田12（大ന神考）は「そのࠨ（８
のಐࣇの܈で、彼等は心が素直なので昔のままに、೭を神聖なる職分とし、人もຠ喜んで迎えたのだ
が、それすら追々に学校で制止しようとして居る。昔は三ᓻや道神ק進の日に限らず、随時に神
に༠われてޤ食することがあったらしい」、༄田20（小さき者の声）は「ࠨ義長は地方によってトンド
ともオンベともサイノ神ࡇりとも申して居ます。必ず小ࣇの管でありまして、…材料を収集する為に、
子供のねだりが一層烈しく…」、༄田27（子安地ଂ）は「道神のࡇは何れの地方でも子供が神主であ
る。正月十四十五のࠨ義長には子供等が集まって小屋を掛け、村中をק進してถ銭をい集め、…」
と述べている。

９）加えて部は「今後、地域社会でどのような子ども集団を構築することが望ましいのか、という問
いに対し、本研究からは具体的に提言することができる」と主張した上で「それは、まずは子ども集
団の範囲は拡大しないこと」であると述べている（部2010：379）。実際には、本稿事例の地域のよ
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うに子ども集団の組織化自体が解体しつつある中で「範囲は拡大しないこと」という提言はあまり参
考にならないように思われる。

10）たとえば生活学の創始者である川ఴ登は、高度経済成長は「農民も、工場労働者も、サラリーマン
も同一の基準で分析し、論ずることができる条݅を生み出し」（川ఴ1982：204）、ここにようやく「「生
活学」成立の条݅が整った」（川ఴ1985：32）と論じたが、こと休日の設定については農民とサラリー
マンとでは受ける影響に大きなִたりがあると言えよう。

東市の、街道を活用するまちづくりを含むさまざまなまちづくり事業については竹山和弘の著作܀（11
に詳しい（竹山2018）。

12）なお「܀東」という名称は1949年に始まった܀東中学校で既に使われていた。また、治田村ौ川は
治田村から分離し1956年に草津市に編入された（܀東町史編さん委員会1992）。

13）調査の実現可能性が高かったのは、筆者が2012年以降、同市とさまざまな関わりをもつほか、2017
年に筆者の所ଐ大学と同市との包ׅ連携協定が結ばれ、調査に連携が見込めたためである。筆者およ
び所ଐ大学と܀東市との関係形成については、竹山（2018：57-60）に詳しい。

村ごとに４分冊さچ。原本が保管されている「東町民ଏ調査ථ܀」東歴史民ଏത物ؗに同調査の܀（14
れており、46地区の調査ථ延べ47݅分がある。調査時期未記入の調査ථがあるため正確な調査期間は
不明だが、記ࡌがあるのは1984年から1987年の範囲である。

15）2016生活史調査では、調査の際に対象者に同੮した࠺や່の語りから、世代によってはࠨ義長に女
性が「ᤵ入り」していたり、地域にいても一切参加していなかったりしたことが明らかになった。また、
点火役がஉ性に限定される地区もあるようだった。これらのことから、ࠨ義長におけるジェンダー面
での研究は生活学の視座からも必要と思われたが、2017質問紙調査では関連の設問は盛り込まなかっ
た。なお、この地区におけるᤵ入りとはՇいできた女性が地元に戻ることをいう。༄田14（木໖以前
の事）では、「関西ではຍ正月のᤵ入がゲンゾ」と称されることが記されており、ຍと正月にᤵ入りが
あったと思われる。༄田９（ຓの力）では「道神のࡇは多くの田舎では正月十五日で、ࠨ義長ௗ小
屋の風習と関連しており、೭をঠる者は常に子供である。ଖཌ日を所Ҧᤵ入とすることが、ຠࡇࠑと
因あることも想像が出来る」としており、ࠨ義長とᤵ入りとの関係を示ࠦする。

16）上向・下向・川南の３自治会が協議し、上山地区として回答を行った。
17）山間地の金উでࠨ義長経験がないのはルモンタウン自治会（1996年成立）、中ු気団地（成立年不明

の団地）、トレセン（成立年不明の住宅地、JRAトレーニングセンターの社員等が住む）の３自治会で
ある。

、トンド、トウド、ࡇ義長と同じ行事がサϔノ神ࠨ称について。༄田12（石神問答）はݺ義長のࠨ（18
トンドヤ、ホチョウジ、サイト等とݺばれていることを述べている。

19）2016生活史調査では、ࠨ義長を担っていた子ども集団について「当時（1950年前後）はね、小学校
３年生から中学校３年生までの間のメンバーやった」と述ջし、20から30人の指شを中学３年生が執っ
ていたと語った。特に౻ຮ採りが思い出深かったようだが、同地区ではะ場整備によって採取地が減っ
たという。また、高校１年生からは子ども集団ではなく「青年会」に入ることになるが、「でも昔はな
かなか青年会へ入れてもらえへんかった」、「入れてもらうのに親がञ持って頼みに行ってくれる」と
語った。なお、同地区には既に子ども会を含む子ども集団も青年会もない。

20）2016生活史調査では、の配に明確に反対を表明する氏子総代に出会った。同氏は「家で᎘いてな、
こんなڸを２つ持ってお宮さん持っていく。お宮さんの本఼に০らしてもらう。（ࠨ義長にもってく
るのは）正月につくやから小や」、「人にもらうもんちゃうでな」と語っている。同氏の地域では
自治会がを配した時期があったが、同氏の反対により再び各戸から持参することになった。語り
に出てくる「小」は༄田14（食物と心ଁ）でも「十五日の小౾םにはどこでも必ずを入れる。元
旦を年始にして居る土地では、大は御০りのڸをこわして入れ、ຢはଖ為に別に小を用意して、
それを早ڿのࠨ義長の火で焼いて来る例もある」として出てくる。「十五日の小౾ם」について、2017
質問紙調査でも燃え残った竹を持ち帰る用途に「םを炊く」を選んだ自治会が５݅ある。
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21）2016生活史調査では、「どういう根拠であったのかわかりません。家のなかにஉが３人いると、そ
の場合は竹が３本」と夫が語り、「女はその束ねて干したを、３人なら３束とか、人数分出していた」
と補っていた。つまり、同地区では「உ１人につき竹１本、女１人につき１束」と決まっていたよ
うだ。なお、同じஉ性は「竹ᤵは自然に生えたんだと思うんですけど。それで（܀東にあったカゴメ
工場へと出荷するために多く栽培されていたグリーンピースの）支柱とほかになどを手作りする人
がおったんですよ」と語っており、当時、竹が日常的に用いられていたことがわかる。

22）౻ຮは特に水にਁすことで燃えづらくなり途中で切れることも少ない好適の素材である。2016生活
史調査では「体は、ೄで。そのೄがはよ切れんねや。燃えて火が付いたら」とೄの燃えやすさを
୰く。また、「恵方に向かって倒していくさかい、引っ張る位置をつけといて引っ張る。針金じゃない
と、ೄやったら切れてますわ」と、引っ張るために針金で補わなければならないと語った。

23）工౻（2010）は子どもの社会化と職業的社会化との「はざ間の年代であまり注目を集めず、忘れら
れているかのように思われているのが、中学校と高校生の社会化で」あり、特に地域特性との関係に
おいてその世代の社会化過程を論じた。また、「はざ間」を研究の欠している間ܺとしてのみならず、

「子どもでも大人でもない時期」、すなわち大人になるための「試行錯ޡがされる移行期に入る前」と
して位置づけたことが特徴的である。

24）たとえば、ּ井賢紀は、本稿同様にコミュニティ・ボランティアのഐ出に関心を寄せ、保護司の社
会化や、自治会とは異なる住民自治組織役員の参画過程について、同様に生活史を元に分析している

（ּ井2016,2017）。これらの先行研究においては、当֘地域社会での子ども社会の経験がない人たちの
生活史が扱われている。同論文で描かれるのはそれでも、「地域社会への恩返し」というストーリーで
あった。
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Habsbawm,	Eric,	 and	Terence	Ranger	eds,	The	 Invention	of	Tradition,	Press	of	 the	University	of	
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ʲࢿྉɿ����࣭ࢴௐࠪʹ༻͍࣭ͨࢴʢઃ部分ʣr
"ථ　ૅجௐࠪ
A １（自治会名称）ʛA ２（自治会成立年度）ʛA ３（自治会加入率）ʛA ４（自治会参加

戸数）ʛA ５（氏名）ʛA ６（役職）ʛA ７（性別）ʛA ８（年齢）ʛ
A の名称は何で（りࡇ小正月の神送りの火）義長ࠨ）ʛA10（義長への参加・見学経験ࠨ）９

すか）ʛA11（もっとも古く開催が確認されるのは何年のࠨ義長ですか）ʛA12（2018年現
在、ࠨ義長は行われていますか？）ʛA13（ࠨ義長が中断されていた時期はありましたか）

（以上の設問の選択肢は割愛）
A14　ࠨ義長の目的や意味はなんですか　神様を天上に送り返す／正月০りを燃やす／古くか

らの習わしを続ける／豊য়をفる／地域の団結力を高める／子どもが地域と関わる／大人へ
の通過ّ礼／その他（ʦ　ʧ）

A15（次の各組織について、存在した時期を記入して下さい）ʦ１ʧ子ども会以前の子どもの
組織　ʦ２ʧ子ども会　ʦ３ʧ青年団以前の若者の組織　ʦ４ʧ青年団　ʦ５ʧ්人会・女性会
　ʦ６ʧ人会・ܟ会

A16（地域の主な催事（伝統行事、年中行事等）と実施主体（自治会等）を記入して下さい）
　ʦ月・催事名・十種主体を書く表ʧ

A17（こうした調査を行うにあたり、ぜひ話を聞くべきと思う方が自治会にいればお書き下さ
い）　ʦ　ʧ

A18（現在・過去のࠨ義長の写真をご提供いただけますか）　本市に同封する（要返却／返却
不要）／自治会ؗで閲覧可能／その他の方法（ʦ　ʧ）／提供できない

#ථ　����ͷٛࠨʹ͍ͭͯ
B １（何月何日に実施しましたか（または実施しますか）ʦ　ʧ月ʦ　ʧ日
B ２（原則として、開催日はどのように決めていますか）　特定の月日（ʦ　ʧ月ʦ　ʧ日）／

特定の月日（ʦ　ʧ月ʦ　ʧ日）の近くの休日／１月の休日／その他（ʦ　ʧ）／特に原則は
ない

B ３（原則として、ࠨ義長を行うのはどの時間帯ですか）　ʦ１ʧࠨ義長を組む　ʦ２ʧࠨ義長
に点火する　午前／正午／日中／༦方／

B 自治会役員（委員会：ʦ　ʧ）／子ども会／青年　（義長全体を担当するのは誰ですかࠨ）４
団／その他（ʦ　ʧ）

B 子ども（条݅：ʦ　ʧ）／その年の十二支の人／宮　（義長に火を点けるのは誰ですかࠨ）５
当番／その他（ʦ　ʧ）／決まっていない

B 注連০り／門দ／書き初め／おふだ／お　（義長ではどのようなものを燃やしますかࠨ）６
守り／その他（ʦ　ʧ）

B ञ／甘ञ／さきいか／じゃこ／その他　（義長が燃えている間、何を食しますかࠨ）７
（ʦ　ʧ）

B ʦ１ʧ残り火でを焼いて食べる（は？　会場で　（義長が燃えた後に何をしますかࠨ）８
配る／各家ఉから持ってくる）　ʦ２ʧ燃えたタケを持って帰る（タケは？　ୟいてԻを鳴ら
す／特に何もせず持って帰る）（家では？　ݢ先に置く／台所に置く／ଂに置く／םを炊く
／その他（ʦ　ʧ））（意味は？　ຐ除け／ऄ除け／無病ଉ災／その他（ʦ　ʧ）
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B ９（燃料となるワラをどのように調達していますか）　民間でߪ入している（ߪ入先：ʦ　ʧ）
／特定の住民に頼んでいる（依頼先：ʦ　ʧ）／農家から平等に集めている／神社からいただ
いている／その他（ʦ　ʧ）／ワラを用いていない（代替燃料：ʦ　ʧ）

B10（ࠨ義長の本体となるタケをどのように調達していますか）　民間でߪ入している（ߪ入
先：ʦ　ʧ）／神社からいただいている／竹ヤブから採っている（伐るのは？　自治会役員／
ヤブの所有者／その他（ʦ　ʧ））（ヤブの場所は？　自自治会／他の自治会／他の市町）／そ
の他（ʦ　ʧ）／タケを用いていない（代替のもの：ʦ　ʧ）

B11（ࠨ義長の高さはどの程度ですか）　ʦ　ʧくらい
B12（ࠨ義長のタケ組をറったり支えたりするೄには何を使っていますか）　針金（番線）／

フジρル（採るのは？　自治会役員／その他（ʦ　ʧ））（場所は？　自自治会／他の自治会／
他の市町）（ਁけるのは？　川の水／その他（ʦ　ʧ））／その他（ʦ　ʧ）

B13（ࠨ義長の準備のための「小屋」を建てますか）　建てる（名称：ʦ　ʧ）／以前は建てて
いたが現在は建てない／以前から建てない／その他（ʦ　ʧ）

B14（ࠨ義長を立てるとき、どのような手順で行いますか）　手順１（詳細省略）／手順２（詳
細省略）／その他（ʦ　ʧ）

$ථ　աڈͷٛࠨʹ͍ͭͯ（දࣜܗ）
　˞Cථは次の諸項目について1940-2010年代まで年表形式で回答
ࠨ義長
C １（開催頻度）ʛC ２（実施日）ʛC ３（実施時間）ʛC ４（実施場所）ʛC ５- １（企画

運営者）ʛC ５- ２（資材収集者）ʛC ６- １（タケ集め方）ʛC ６- ２（ワラ集め方）ʛC
６- ３（ೄ集め方）ʛC ７（参加者数）

地域について（自治会単位）
C８（自治組織）ʛC９（子ども組織）ʛC10（青年組織）ʛC11（女性組織）ʛC12（伊勢講）

%ථ　ٛࠨʹؔ͢Δਤ（ΦϞς）ͱޙࠓͷٛࠨʹ͍ͭͯ（ϥ）
D １（貴自治会のごく簡単な地図と、ࠨ義長関連の事項を書き込んで下さい）
D 担い手が不足している／皆が集　（義長の継続について生じている課題はなんですかࠨ）２

まれる日がない／予算が不足している／開催に適した場所がない／タケが用意できない／ワ
ラが用意できない／フジρルが用意できない／燃やすものをもってくる人がいない／苦情が
くる／その他（ʦ　ʧ）

D ともかく続けるべきだ／一定の条݅を満　（義長は今後も続けるべきだと思いますかࠨ）３
たせば続けるべきだ（特に重要な条݅はʦ　ʧ）／続けるか続けないか検討すべきだ／続け
なくてもよい／廃止すべきだ／どちらともいえない　　選択理由（ʦ　ʧ）

D ʦ　ʧ（義長の今後について何かお考えがあれば自由にお書き下さいࠨ）４
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ΦールυΦΦπの歴史的ॾ૬と地ཧ的Ҽ子
─͕な͕Εɺ֗·ΘΔ─

龍谷大学ཧ学部ࢣߨ・里山学研究センター研究スタοフ

中　ߊ

１．はじめに
　滋賀県の県都である大津市は明治以来の度重なる合ซを経て、現在の版図はچ近江国滋賀܊
全域と܀太܊の一部にり、琵琶湖を含まない陸地面積374.60km2は県総陸地面積の11.2%を
めるに至っているʦ1ʧ。しかし、その核となったのは、わずか１km四方ほどに相当するにす
ぎない近世大津町に由来する街区である。このچ市街は、近世東海道の大津॓であったと同時
に、琵琶湖水運を通じての日本海交易路上にも位置していて、交通の要衝地として近世には
大津百町ともݺばれる繁栄をތっていた。古くは飛ௗ時代の大津宮（667-672）の故地であり、
平安時代以降は天台別院三井寺の門前町としての性格を強め、また、東国や北国から京に入る
戦略上の要衝の地であることから幾度も戦乱の舞台となり、さらに、近世初頭の短い期間では
あったがࡔ本から移された城が置かれるなど、多࠼な来歴を有しているʦ2,	3,	4,	5,	6ʧ。表１
に関連する歴史上の主要事項を簡ܿに年代順にまとめておく。
　明治以降、大津では近代化を果たすための都市計画が幾度か実行されてきたが、それが市街
域を時に琵琶湖をも含むより外側の領域へと拡張させる性格の強いものであったこともあり、
あるいはこの期間には激しい自然災害や深刻な戦災を被ることもなかったため、この近世大津
町の町組はおおむね今なおよく保存されていて、中世末期に遡ると思われる現街区形成の足跡
をうかがい知ることが可能である。また、国土地理院による基盤地図情報の整備が本格化した
のは2008年頃からで、現在進行中の大津Ӻ前の再開発事業などで失われつつある街道町として
の姿が、精度の高い地理情報として記録できている。ここでは、この近世大津町のچ市街域を

「オールドオオツ」とݺ称し、その都市としての形成や変容のいくつかの歴史的な側面をුき
ூりにするとともに、そのような遍歴を可能にしたあるいは༠因することになった地理的な要
因などもあわせて考察したい。
　オールドオオツを含むやや広域の領域を段࠼標高図により図１に示す。用いた標高値は基盤
地図情報のそれであり、うち平地部分はߤ空レーザ測量（DEM5A）によっていて2009年度に
取得されたものとなる。同じ領域を図２と図３では、それぞれ、明治20年代測量の二万分一Ծ
製地形図と、1961年５月１日ࡱ影の空中写真の正射画像により示す。図３は高度成長期の始期
においてのࡱ影で、大津からહ所にかけての平地部分ではすでに市街化が進んでいた。が、そ
のほかの平地部分や山手の開発はほとんど着手されておらず、むしろ、そこにうかがわれるの
は図２の、あるいはそれ以前の時代を未だኲኵさせる状況である。オールドオオツ中心部につ
いては、図４と図５に、それぞれ段࠼標高図と空中写真で示す。図４には、明治初期の湖؛
線・道路・河川を、ともに大津市歴史ത物ؗଂの大津町とদ本村の明治初期地籍図ʦ10,	11ʧ
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年　号（西ྐྵ） 事　　項
景行・成務ே 志賀高݀ึ宮『日本書紀』『古事記』
極4（645）ߖ ����	Եາの変。ཌ々日に徳天（50）ߖ即位、中大兄ߖ子（20）立太子『日本書紀』

ʦ大津宮以前創建ʧ 本ീ条遺跡（廃寺）、݀太廃寺、南滋賀廃寺、Ԃ城寺前身寺院ࡔ
天智6（667） ����	大津宮に遷都。ཌ年���	天智天（43）ߖ即位『日本書紀』
天智7（668） ����	天智天（44）ߖ願により崇福寺創建『ැ܂略記』
天元（672） ����ô����	ਗ申の乱。大༑ߖ子（25）自害。ཌ年����	天天ߖ即位『日本書紀』

ʦ大津宮時代創建ʧ 崇福寺、大津廃寺（ともに川原寺同ᝎݢ丸נ出土）、再建݀太廃寺、હ所廃寺
गௗ元（686） 大༑ߖ子の遺子ᢛ多Ԧがߖ子の家地にԂ城寺創建『Ԃ城寺伝記	五』
天平14（742） ����	聖天（42）ߖがָ߳ࢵ宮造営開始。同17年�には放棄『続日本紀』
天平宝字3（759） �����	३ਔ天（27）ߖが保良宮造営開始。同5年石山寺造営『続日本紀』『正院文書』
天平宝字8（764） ����ô��	౻原仲ຑ呂の乱。३ਔ天（32）ߖ廃位。仲ຑ呂（58）首『続日本紀』
延ྐྵ5（786） 願によりᑓ釈寺創建『続日本紀』（50）ߖ天	����
延ྐྵ13（794） ����	ৃにより古津を「大津」に復し「山城国」「平安京」を命名『日本紀略』
貞観5（863） �����	円（50）が公験を申。同8年����	許『伝法公験状案』など
貞観10（868） ����	大༑ਢ良ຩが三井寺四至の国判を申『Ԃ城寺伝記	』
天延4（976） ����	天延地震。関寺のᯮࡵが倒壊。万寿2（1025）年再興『更ڃ日記』『ࠨ経記』
治承4（1180） ����	以ਔԦ（30）がԂ城寺へ出ຉ。�����	平氏らによるԂ城寺焼討『ۄ葉』など
元ྐྵ2（1185） ���	文治地震。延ྐྵ寺やࡔ本で堂宇に大被害。琵琶湖湖水に変動『٢記』『山ᒈ記』
承元4（1210） �����	Ԃ城寺で新羅ࡇ礼。市中を神༫行列『Ԃ城寺伝記	十』『寺門伝記補録	二』
建3（1336） ����	新田義貞（36 ）らがԂ城寺焼討『田代文書』など
文明元（1469） ����	三井寺が࿇（55）に近দ寺領を分与。ཌ々年�	ূݦ寺創建
長享元（1487） ����	第一次角親。近江守護角高頼（33）
延徳3（1491） ����	第二次角親。�����	和議申の山内政綱を大津でᨒࡴ『ӂ႑ݢ日録』など
永正5（1508） ����	足利義（28）が角氏を頼り出ຉ。3年後���	水ܪԬ山城で義生	����	義
享4（1531） �	足利義が܂実寺に（天文3年����まで。天文19年	݀太で）。近江守護角定頼（37）
享の頃 青地重高が大津近郷を拝領	『近江܀太܊志	一』『大津市志』
天文元（1532） ����	角氏が大津ূݦ寺を焼討。����	山科本願寺߈め『厳助ԟ年記』など
天文2（1533） 大津城主に大津主હ正ۨ井ਗ਼宗（38 ）を置く『大津百ᢦધ由来』
天文14（1545） ધไ行に早࡚平ଂを置く『大津百ᢦધ由来』
天文19（1550） �����	三好長慶方が大津・দ本を焼討	ཌ年����	再び大津を焼く『厳助ԟ年記』など
元ُ元（1570） ����ô��	志賀のਞ（宇ࠤ山城の戦）。大津町焼。ཌ年����	比ӥ山焼討。ࡔ本城築城へ
天正2（1574） ધไ行に観Ի寺慶順を置く。����	平野神社が現在地に遷座『平野神社文書』
天正13（1585） �����	天正地震。長城全壊『一豊公記』
天正14（1586） 大津城築城。ཌ年����	ઙ野長政（40）による百ᢦધ高ࡳ。天正20年にはѭࡔ山に一里塚
慶長元（1595） Ӟ����	慶長෬見地震。���大風雨「雨、勢田ڮ水越೭由」『྄॓日次記』など
慶長5（1600） ���ô��	大津城戦。城主京極高次（38）。ཌ年	હ所城移築。ཌ々年����	大津町地子免除
文2（1662） 近江地震。大津町の御ଂ倒壊。હ所城石֞大破。町居崩れ（山体崩壊）ڱ文若	���
元8（1695） 大津町の家検地に伴い改帳と町絵図を作成（県立図書ؗ、大津市歴史ത物ؗଂ）
明治元（1868） ����	大津ࡋ判所の名称を置き	�����開庁	Ӟ����	廃止。���	大津県を置く『滋賀០史』
明治4（1871） ����	廃藩置県。�����	大津県を廃しさらに大津県を置く（近江南܊6܊管）
明治5（1872） ����	大津県を滋賀県に改称。�	区制施行。����	ݘ上県を合ซ（近江全12܊管）。戸籍
1874（明治7） 大津町で地݊発行。ཌ年	地租改正で大津町が有租地に
1880（明治13） ���	ѭࡔ山ᯄ道完工。����	大谷─അ場（હ所）─石場─大津（大津）間鉄道開業
1889（明治22） ���	町村制施行により大津町となる。���	അ場－関ϲ原間鉄道開業し東海道線全通
1890（明治23） ���	琵琶湖ૃ水完工。着工は1885年���
1898（明治31） ����	大津市に市制施行（面積14.20km2）
1921（大正10） ���	東海道線新ѭࡔ山トンネルがॡ工し、അ場─京都間のルート変更で現大津Ӻ開業

ද̍　ΦʔϧυΦΦπͷྺ࢙ද　日付はゴシック体で示す。明治5年までの日付はྐྵچである。名前の
後の（　）内の数字は数えࡀ。『　』は出యを表す。本表の作成には、『大日本史料』のほか、『大日本
仏教全書』ʦ7ʧ、『Ԃ城寺文書』ʦ8ʧ、『戦国大名ࠤ々木角氏の基礎研究』ʦ9ʧなどを参照した。
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ਤ̍　ΦʔϧυΦΦπΛؚΉҬͷஈ࠼ඪߴਤ�（ॖई�������）　国土地理院の基盤地図情報の標高値に
より段࠼した。ӈ上のモノクロૠ入図は取得源を示すもので、DEM5AとDEM5Bはそれぞれߤ空レー
ザ測量と写真測量による5mメッシュ値、DEM10は地形図の等高線による10mメッシュ値によることを
表す。地形の起෬を表現するӄ影はラプラスフィルタによる。基盤地図情報の水֔線も描く。
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からトレースして示した。ただし、দ本村については、主に字界となる道路のみ描く。図５は、
図３の空中写真よりさらに以前の敗戦ཌ年の1946年10月２日ถࡱ܉影となる。
　オールドオオツ形成の原点は、織田政権下の天正元（1573）年に琵琶湖؛に築かれたࡔ本城
が、豊ਉ政権下の天正14（1586）年に天守を湖中の出島に置く同じ水城の形態のまま大津へと
移されたことによる。大津城は、関ϲ原の戦いの後に徳川政権下の慶長６（1601）年には今度
はહ所に再度移され、その際、大津町は大津代官が支配するນ府直領とされた。したがって、
大津城が存在したのは、近世初頭のわずか15年ほどの期間である。が、この際に形成された城
下こそが、オールドオオツの町組として今に受け継がれてきた。
　オールドオオツについては、かねてより大津市歴史ത物ؗが精力的に調査研究を行なって
いて、その成果をؐ元すべく質の高い企画展も繰り返し実施しているʦ12,	13,	14,	15ʧ。また、
近年、大津町を対象とするいくつかの論考が現れた。ඉ௺ʦ16ʧは、関ϲ原の合戦の直前にຄ
発した大津城城戦の記録を検討することで、そこから推定される大津城ೄ張を考察した。٢
水ʦ17ʧは、大津宮期の遺構、特に大津廃寺を再評価し、すでに一定開発の進んだ地に大津宮
遷都が行われ、さらに陸上・湖上交通の整備の進行したことを論じた。ਿ江ʦ18ʧは、古代中
世の大津浦の概観を与えたのち、ल٢政権下での大津城築城とそれに伴う城下の形成について
考察した。ਿ江ʦ19ʧは、近世オールドオオツの湖؛の港としての構造と利用の実態について
検討した。山口らʦ20ʧは、当時としては実現され得なかった昭和前期の湖؛埋立計画につい
て、原資料に依拠して詳述した。石・河角ʦ21ʧは、明治以降のオールドオオツの市街地図
を題材に、都市の水辺環境の変遷に着目する議論を行った。大津城はその前身となるࡔ本城や
後継のહ所城と同様、湖中に築かれた水城である。したがって、ඉ௺とਿ江も含めこれらは
いずれもが、オールドオオツの水辺空間について触れていることになる。もちろん、それが、

「津」であったオオツの第一に着目し特筆すべき点であることは言を待たない。
　ところで、立地上の観点から言うと、今一つの「水」の問題がある。オールドオオツには川
がない、ように見えるのである。が、確かに川はある。࠺ޗ川・百々川・常世川である。多く
の都市においては、街の景観を代表しその性格を決定づける一大要因であるような象徴的な存
在としての河川が存在する。例えば、京都のי川、大阪のཎ川（あるいは支流の土ࠤງ川・道
頓ງ川）、和Վ山の紀ノ川、ذෞの長良川、福井の足Ӌ川、金沢のࡄ川とઙ野川など、ຕ挙に
きりがないであろう。オオツの川はどれもそのような地位は築けてはいない。もちろん、琵琶
湖はある。そのためか、オールドオオツの河川はあまり注目されることがないようであるが、
特に࠺ޗ川についてはその歴史変遷がオールドオオツのあり方とも抜きがたく関連しているの
である。
　オールドオオツはおおむね緩斜ではあるもののࡔの町でもあり、それはこの街区の過半が、
実は࠺ޗ川のઔ状地上に位置しているからである（図１）。後述するように、オールドオオツ
の南方に座するԻӋ山に源流を持ちѭࡔಕからの谷ےを流れ下る࠺ޗ川は、かつてはそのま
ま大津方面に直進し琵琶湖に流入していたと考えられる。山地と湖にڬまれたややڱᯀな領
域に形成せざるを得なかったこの河川のઔ状地は、それゆえその末端はऱとなりそのままに湖
に至る（このことは、琵琶湖の西؛地域の多くの小中河川にも共通の性質でもある）。この意
味では、オオツは࠺ޗ川が形作った街であるとも言うこともできる。
　大津町の人口は、『淡海録ঞ』による元14年改とする数字で17497人ʦ3,	下	p29ʧであり、
近世を通じてこの程度で推移したようであるʦ2,	上	p823	�	5,	第４巻	p43ʧ。大津町は近世東海



265

研究論文

ਤ̎　ਤ̍ͱಉ͡ྖҬͷԾܗਤ　	陸地測量部作成（国土地理院提供）の「大津」（1889年測量）、「
。村」（1889年測量）、「大阪号補足図」（1892年測図）を合成した。原図は縮ई1/20000でന黒であるޣ
強調のため街道ے、鉄道、河川、村名などを࠼৭するとともに、Ԃ城寺四至北限・南限、新羅ࡇ礼想
定ルートなどを書き入れた。当時は、ס田と࣪田を区別した。湖؛に接する耕地に࣪田と表現される
部分が広く見られる。
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道では最大の॓場町であったと言われるが、近世を通じてより多くの人口を༴していたのは、
京やࡖなどの例外を除き、たいてい城下町であった。明治以降これらの多くはそのまま県庁所
在地となったり、地方の中核都市を成したので、日本の都市の形の多くが近世城下町に求め
られることになるʦ22,	23,	24ʧ。こうした近世城ֲ都市は、時として耕地には適さない土地を
も積極的に開発することで生したものが多い。࠺ޗ川ઔ状地上にあるオールドオオツも、同
様の地理的条݅にあって、どのように変遷してきたのか、あるいは今後して行くのか、の興味
深い一事例となる。

２．ΦʔルυΦΦπલ࢙
　オールドオオツ、つまり近世大津町内には、冒頭に述べた大津宮もԂ城寺も位置しない。こ
こでは、その事情を含め、オールドオオツ成立前史としての大津の歴史変遷の画期となった事
項のいくつかについて述べる。表２には、オールドオオツを含むやや広範囲の村々の変遷を、
村名や名を記ࡌするいくつかの近世近代の文献からまとめておく。村の位置については図２
も参照。

լͱେ࣎　���　
　大津の名称はすでに、日本書紀や万葉集において見える。しかしそれは「近江大津宮天ߖ」
の成句としてであって、これは同宮を営んだ天智天（626-672）ߖを指している。万葉集にお
ける大津宮をӵじた一例は、持統文期の官ལであった高市黒人による「ָ࿘（さざなみ）の
古き都」（巻1-32）である。さざなみは滋賀のປ詞であり、この意味での用例は万葉集だけで
もこの他に11首にのぼる。明治５（1872）年に滋賀が県名となったのは、県庁所在地である
同名の܊名を採用したことによる。律令制下で制定されたその܊名（正院文書に、神ُ元

（724）年と想定される『近江国志何（�滋賀）܊計帳』がある）も、もとは܊内の一部分を示
す地名であった。近世においては、この地域名としての「滋賀」は、塚村・見世村・南滋賀
村を意味していたʦ30,	巻14	志賀の項ʧ。室町時代に廃絶した天智願の崇福寺は、見世村
の字ᯮ谷にあって、続日本記天平12年条や౻氏家伝では志賀山寺としても見えるのはこれに
符合する。なお、『滋賀県物産ࢽ』では山中村も含めているʦ26,	p27ʧが、村ごとに個別の管
。p361ʧ	では同村の来歴を「詳ならず」とするʦ25,『ࢽ村܊滋賀』のあるࡌ沿革の記
　一方、発۷された大津宮の中心地、つまり、同宮の内ཪ正఼と見られる建物柱列などが発۷
されたのは、ۋ織村の字御所ノ内であったʦ31,	p68ʧ。このۋ織村は、上述の近世における区
域名としての滋賀からはすぐ南に接する位置にはあるものの、しかし、それには含まれないの
である。
　日本書紀の景行天58ߖ年条には、「幸近江国、居志賀三ࡀ、ੋҦ高݀ึ宮」とあり、また、
古事記の成務天ߖ条には、「࠱近淡海೭志賀高݀ึ宮、治天下也」とある。この高݀ึは݀太
に比定される。宮城の実在はともかく、古代においては、地名としての滋賀は北はさらに݀太
村のあたりも包含するものと考えてよいかもしれない。南に転じると、例えば、『滋賀܊村ࢽ』
ではۋ織村・山上村・別所村を滋賀浦と分類しておりʦ25,	p256,	309,	381ʧ、こちらも現在の
三井寺の門前あたりまでを包含する可能性もある。当時においては、こうした意味での滋賀、
その؛にある港施設の所在地を大津、とݺ称したことになり、そこを取り込み成立した宮城
を大津宮、とݺんだことになる。
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ਤ̏　ਤ̍ͱಉ͡ྖҬͷۭதࣸਅਖ਼ࣹը૾　1961年5月1日国土地理院ࡱ影（高度約2000m）のM,,61-
4	C2-6650,	C2-6651,	C2-6652,	C3-6657,	C3-6658,	C3-6659,	C4-6693,	C4-6694,	C5-7016,	C5-7017,	C5－
7018,	C5-7019,	C6-6652,	C6-6653,	C6-6654,	C6-6655を用いた。
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���　Ԃࣉͱͦͷࣉொ
　貞観年中（859-877）に円がԂ城寺を天台別院として中興したことで、大津は寺門町とし
ての新たな性格を獲得することとなった。上述の万葉集では֟本人ຩや高市黒人らが、すでに
その当時にあっても、ひとけが途絶えかつての栄華を失った大津宮چ跡の情景を୰じている。
とはいえ、この地が全く打ち捨てられてしまっていたわけではないようである。14世紀成立の

『Ԃ城寺伝記	五』は、ਗ申の乱の15年後のगௗ元（686）年に、乱で敗死した大༑ߖ子の遺ࣇ
のᢛ多Ԧが自身の家地にԂ城寺を創建したとするʦ7,	p56ʧ。『同』には、さらにその182年
後の、円のԂ城寺入山時となる貞観10（868）年３月17日付けの国判状が記ࡌされるʦ7,	
p69ʧ。これは、「寺家所領地೭四至」として、
　　「東限海ᑫ立/南限南下路金塚南辺下路/西限界็ࡖ/北限新羅現在山越道ฒ下᮴」
を申し、国司による認可を受けたとするものである。この四至記述において、東を琵琶湖؛、
西を近江山城国境分水ྮとすることは明നであろう（ただし、「海ᑫ立」とするのには注意を
払っておきたい。正確には湖؛線までではなく、湖水域のうちᑫの立つようなઙ水部も四至包
含とし権益を認めたということではないか）。南北についても「金塚町」や「現在谷」の地名
が今も残り、北は山中村と別所村の境となる現在谷から、南は現在の大津日病院の南端あた
り（その東に金塚町が位置する）まで、と想定できる。後者に境を接してԂ城寺五別院のひと
つ近দ寺が位置し、それを越えて南には関寺があった。平安初頭に国判承認されたこの寺域は、
末成立で同時期の境内を描いたとされる『Ԃ城寺境内古図』（Ԃ城寺ଂ、重文）の描画とח
も合致する。図２には、この四至のうち南北想定ラインを描いておく。
　念のため注意しておくと、上述の四至は寺域、つまりՀཟ僧などの建ちฒぶ寺地の範囲を
示したものと考えるべきである。『滋賀܊村ࢽ』ʦ25ʧの記ࡌ（表２も参照）を信じるなら、円
による中興の際、北は݀太村から南は҄津別保村までの広範な範囲の家領を壇越大༑氏はԂ
城寺領に付したようである（塚村は除く。大津東西浦が延ྐྵ寺とԂ城寺との分割支配となっ
たのは12世紀とされるʦ5,	第８巻	p414ʧ）。こうしたԂとしての寺領は、上述した寺域四至
とは異なり、時に他国にも存在し、また寄進ԣ領などにより時代に応じても相当に変遷した

ʦ7,	p451ʧ。ついに、文４（1595）年11月18日にल٢によりᮨ所にされ、次いで慶長３（1598）
年12月26日に再興を許された際、ग印状記ࡌのԂ城寺所領は見世村・南滋賀村・ۋ織村・山上
村・五別所村・౻尾村・ԻӋ・関寺屋敷・大谷屋敷・追分屋敷の4327.88石とされ、近世を通
じてほぼそのまま推移したʦ2,	下	p1599ʧ。
　中世におけるԂ城寺門前の様子をうかがわせる記ࡌが、慶恩院志晃が応永年間（1394-1428）
に著した『寺門伝記補録	二』に見出せる。新羅記のࡇ礼略記として、永承７（1052）年９
月19日、天治２（1125）年９月19日、ਔ平４（1151）年９月26日、承元４（1310）年10月18
日の四度の記事をࡌせるʦ7,	p138ʧ。このうち最終の承元ࡇ礼において、「神༫行列、御ཱྀ所
よりԣ大路を経て、大門、中保、今ᰛ。黒尾社まで車ؐる」（筆者書き下し）との記述がある。
ԣ大路は寺域内を北院から中院まで南北に؏く道である。黒尾社は三尾神社のうちの一社で、
もとࣛ関町にあったとするʦ2,	中	p1492ʧ。したがって、この記事よりࡇ礼の際の神༫パレー
ドルート（図２にബᒵ৭で記す）を、
　　新羅社御ཱྀ所─（ԣ大路）─大門町─中保町─今ᰛ町─黒尾社（ࣛ関町）
と解釈するのであれば、大門町以下の市中を当時の門前町中心域を示すものとみることができ
よう。中院の大門から出たあとのこのルートは、東向きに湖؛近くまで至り、南まわりに西向
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ද̎　࣎լ܊ͷ͏ͪࡔຊ͔Βੴࣉࢁ·Ͱͷ໊ͱଜมભ　�近江国高付帳の村名の後のSは、地先の湖؛
に天保年間開発の大久保新田（すべて大津県支配）のあることを示す。村名と名の字表記は原本
通り。
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きに南院前まで戻る１km足らずの長ۣ形の三辺をなす経路となっていて、確かに門前のメイ
ンストリートとしてふさわしいように思われる。『大津市志』も、「中の保町北の保町のෟ近を
ଏに元大津といへるがき」と書くʦ2,	上	p131ʧ。
　近世にそうであったように現況も、中保町や今ᰛ町の町ےは東西南北の正方位にはない。実
は、オールドオオツのԂ城寺の門前となる部分では、近世北国街道の東西で町ےのあり方が全
く異なる。上記両町は大津城築城時代にその城内ೄ張りに含まれ、そのための街区改変のあっ
たことが想定できる（街区改変は廃城後の可能性もある）。逆に、明治初期より別所村や神出
村となった区域は、北国街道の西側の城外部分に位置していて、正方位の地割りが広がってい
る。また、その北方の݀太村からۋ織村までの耕地部分にも明瞭な正方位条里区画が確認でき
る（図３）。すでに大津宮においても宮中のすべての遺構は正方位への強い指向性を示して
おりʦ31,	第３章ʧ、こうした正方位地割りの創生は、その一部についてはന期まで遡ること
ができると思われる。
　天ଙ神社のࡇ礼である大津ࡇは、実はオールドオオツ全体のࡇりではなく、その氏子圏は大
津町東半に限られる。大津町西半は、明治以前はԂ城寺護神ʦ2,	中	p1463ʧでもあった長等
神社の氏子圏である。特に、川口町やધ頭町あたりから西側にはそれまでからの門前のچ町場
がすでに存在しており、上述のように大津城築城時に城内に組み入れられたと見てよいであろ
う（そのすぐ東側は、廃城後の新開町場とも想像させるຟ屋町・鍵屋町・ඛ屋町と屋号町がฒ
ぶのも注目したい）。

３．֯ࢯ時代
　豊ਉ政権下で大津城が築城されたことが現在のオールドオオツの型を与える契機となった。
一方で、これ以前、まだ角ࠤ々木氏が近江の権を得ていた時代に、大津に城、ないしは城
ྥを築いていたとの記ࡌは当地史書に散見される。

　���　େྥ
　例えば、『近江༫地史略』ʦ30,	巻９大津古城ᅿの項ʧは、「初ࠤ々木氏の家ਉၚ九頼長、大
津正等೭に居りࠑ地のไ行たり」と書く。『大津市史』の引用する「大津百ᢦધ由来」は歴
代の大津ไ行を列挙し、その初代に「御城主大津主હ正」が天文２（1533）年よりその任に
あったとするʦ3,	下	p174ʧ。『大津市志』には、࠺ޗ川流路について、「天文の頃まではീ町の
東より今のઔϲ関（�ઔ屋関）付近に直流せしもののし。当時大津主હ正ϲ࡚（�金ଂ関）
及この川࡚の間に城ྥを築かんとせしが本丸二丸の間にこの川の注がるるをسみ山の手より
東流せしめたりといふ」（ׅހ内は筆者注）との伝承を記すʦ2,	上	p115ʧ。大津主હ正は本
をۨ井ਗ਼宗（1496-1554）ʦ2,	下	p1743ʧとし、ۨ井氏は角氏一で在地は܀太ۨ܊井（十
里・݀・大萱・新堂・集・ۨ井沢）とするʦ32,	第二巻	p288ʧ。
　この城ྥは大津ྥとして、年記を享徳２（1453）年とする『大津町古絵図』にも描かれてい
て、『大津市志』の口絵ʦ2,	上ʧや『新म大津市史』のトレース図ʦ5,	第３巻	p10	図2-Iʧに
引用される（ただし、この絵図は年記記ࡌの信ጪ性、ないし後世の描画加筆が強く疑われる）。
ਿ江ʦ18,	p８ʧは、絵図の大津ྥの位置を大津城本丸（江戸期の御ଂ）に想定し、発۷調査
の結果からその存在をも否定している。が、原湖؛線、つまり、当時の湖؛線位置を現在の
町通りのすぐ湖側あたりに想定するなら、大津ྥはそれに南接する位置、例えば、町通りラ
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ਤ̐　ΦʔϧυΦΦπͱদຊଜΛؚΉྖҬͷඪߴஈ࠼ਤ（ॖई�������）　段࠼は図１と同じ。明治初
期作成の『滋賀܊大津町全図	ס』ʦ10ʧと『滋賀܊দ本村地݊改正ノ際絵図』ʦ11ʧによる道路・河
川・湖؛線を描く。দ本村の字名は、後者『地݊改正絵図』と『近江国滋賀܊দ本村耕地巨細仕訳絵
図』ʦ35ʧによる。御ଂにあるᒵ৭の星印は、大津城天守の想定位置を表す。
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インのຟ屋町・ື町・ڮ本町（現在の大津市立図書ؗから滋賀銀行本ళあたり）などの、より
内陸に所在したと推定すべきと考える。
　そもそもこの『大津町古絵図』は、原町にある華階寺所ଂとされ、大津ྥとともにその寺
地相当地を「ल郷ؗچ跡/ѵ原প」として大きく描く。『大津市志』によれば、同寺の「当時の
封域はീ町（８ha）ありし」ʦ2,	中	p1645ʧとしていて、もしそうであるなら、現在の住居表
示で京町２・３丁目と中町２・３丁目のかなりの部分はもと華階寺の寺地であったことにな
る。同時に、原町の範囲も大津城城下の成立以前においてはこの寺域を参考にすべきであろ
う。江戸期における原町は京町通りの両側町で、湖؛から300mほど内陸、標高は93mほど
で現湖水面よりは約９m高に相当する。これでは、『大津市志』の「原町。ԟ昔は沿湖の地、
生じてۇかに漁家二三戸のみありしといふ、古地図（上述の享徳絵図）はࠑ辺ѵ原পとせ
り」ʦ2,	上	p197ʧという記述とは全く合致しない。角時代には、原町域も華階寺域も、原
湖؛線にまで至る今よりはるかに広い境域をތっていたのではないか（そこには、近代になっ
て大津町の山の手側の地名に古名である東浦を借用したのと同じ事情が想定できる。『新म大
津市史』ʦ5,	第３巻	p10	図２-IIʧは、中世期の湖؛線をこの近世原町の位置まで引き戻して
いるが、上記の標高差より自然地理的にはそのような解釈には無理があろう）。
　華階寺の創建は天文元（1532）年とされ、大津主હ正が大津ྥを築いたとされる前年である。
両者がこの時期にほぼ同時に創立となったことはۮ然ではないであろう。というのは、同寺の
開基は西念で、足利義（1481-1511）の次子とするʦ2,	下	p1645ʧからである（ただし、こ
の記述の正確性は検討を要する）。当時将܉は義の子義（1511-1550）であり、細川元と
対立したため、近江守護角定頼（1498-1552）を頼って２年間近くも近江ו生܂実寺にນ府
を移している最中であった。つまり、このときの大津は、将܉御在所の܂実寺と京を結ぶ戦略
上の最重要地点であったのである。実際、角盛期を築くことになった定頼は、将܉側近の一
人が「江州事、全国角఼入手」（大永４年３月11日付、উ光寺光 書状ʦ9,	p31ʧ）と述べる
ように、この頃には近江にひとりをとなえる状況にあり、のみならず、大永７（1527）年10
月ܡ川の戦い、天文元（1532）年８月山科本願寺の戦い、天文３年９月義入བ、天文５年７
月天文法華の乱と、京にまでたびたびฌを出すなど、中央にも強い影響力を持っていたʦ9,	第
１章ʧ。こうして義政権を支える一大柱であった当時の定頼が、京への当国におけるҺの
地である大津に戦略拠点を常設しようとするのは、当然の成り行きであったであろう。その際、
華階寺と大津ྥとを一体構想したこともまた、当然あり得ることのように思われる。当時、寺
院は単なる宗教施設ではなかったからであるʦ33,	第３章ʀ34,	第２部第１章ʧ。大津ྥ設置と
される年記にわずかに先立つ享年間（1528-1532）に、在܀太܊部田の青地茂高（1492-1536）
が角氏より大津近郷を拝領しഅ場を設けた（のちのഅ場町）とされるʦ30,	第九巻柴屋町の
項ʀ32,	第二巻	p159ʧのも、こうした戦略構想の前駆のひとつかもしれない。

���　দຊ
　表２にも引用した『滋賀܊村ࢽ』ʦ25ʧの村ごとの管沿革初出は、他の村については古代
のそれを述べるのに対して、দ本村とഅ場村のみ、戦国期末にদ本民部少ีのࡃ༢となった旨
の異৭の記ࡌとなっている。同氏が築いたとされるদ本城の記Աとともに、それが村ࢽが著さ
れた明治初期においても当地の人々にとってそれだけ印象の強い事であったのであろうか。

『近江༫地史略』ʦ30,	巻32民部古城ᅿの項ʧにも、「土ଏ相伝、昔দ本民部といふ者あり。三井
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ਤ̑　ਤ̐ͱಉ͡ྖҬͷۭதࣸਅਖ਼ࣹը૾　1946年10月2日ถࡱ܉影（高度約1600m、国土地理院提供）
のR275-A-7	CC-46,		CC-47,		CC-71,		CD-93,		CD-94,		CD-95,		CE-119,		CE-120,		CE-121を用いた。
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寺の僧と戦ひて死すଖ城地の也といふ。今は田の字となれり。今土人נ土を採取する႔也」
とある。民部の生年は不詳であるものの、ٷ術日置٢田流のである٢田重賢（上野介道室、
1463-1543）の末子の重範とするようであるʦ35,	p107ʧ。ו生܊川守を在地とした٢田氏もま
た角氏支であり、角氏の大津支配の一環として、おそらく上述の大津ྥ設置にややれ
る天文中後期に、大津近߫のদ本に城を置いたものであろう。また、オールドオオツの東端に
近くで、かつてはদ本村村地内であったྃ徳町と平ଂ町の町名が、角氏のਉである和田ྃ徳
と早࡚平ଂがそれぞれ屋敷をかまえた（後者は天文14年とする）ことに由来するという伝承

ʦ2,	上	p136,	p139ʧも、事実であれば同時期のদ本の地政的重要性を物語るものであろう。『史
略』の「ࠑ辺総て好風景なり。東川の堤斜に、後は山、前は田なり。長等・比ӥ・比良も山続
にして、大津の人家及湖水等までも見され景৭よし」とする記述は、この城の戦略的な位置
付けをもよく表している。城から見下ろす湖؛とのڱᯀ地を東海道が通り、また、湖上の通ધ
視もあわせて、ԟ来のѲの適地であった。
　不詳とされるদ本城の位置ʦ32,	p109	�	32,	p5ʧであるが、大津市歴史ത物ؗଂの『滋賀܊দ
本村地݊改正ノ際絵図』ʦ11ʧの詳細な描画と字名記ࡌを手がかりにすることで確度の高い推
定が可能である。この明治初期作成の地租改正絵図の地割りは、昭和中期ࡱ影の図５の空中写
真において、ほぼそのまま認めることができるのである。つまり、図５の時代にはまだ明治以
降の土地改変の進行がそれほど見られず、この空中写真画像を仲介として、近代初頭の地割
りを現在の基盤地図情報上にほぼその精度で再現できる（レベル2500で1,	2m）。こうして、図
４には、上述絵図に描かれる字名と道路（雑をආけるため主に字界となるもののみ）を実際
に再現したものを記ࡌした。ただし、字名については、明治初期に廃統合が広く行われていた
ことが知られ、このদ本村の場合も『地݊改正絵図』の記ࡌは統合後のものとなる。ところで、
同村には江戸期作成の『近江国滋賀܊দ本村耕地巨細仕訳絵図』ʦ35ʧがあり、そこには統合
前の字名が多数記ࡌされている。この絵図は村の概略のみ描く巨細図ではあるが、耕地絵図で
もあることから『地݊改正絵図』の耕地記ࡌとの照合が可能であった。こうして統合前の字も
詳しい位置推定が行えるので、あわせて図４に（やや小さい活字で）書き入れた。
　1734年成立である『近江༫地史略』の時代には、上述のように城の位置はまだ伝えられてい
たようである。さらに、「ऱ山ਗ਼水（すやまのしみず）」の項をたて、「同所にあり。相伝ੋ古、
দ本民部が用水とする所也といふ」と書くʦ30,	巻32ʧ。『巨細絵図』には、確かに、字「古城」
に接して、字「すさん」が見える。これが、ऱ山であろう。また、字「志やうの川」は「じょ
う（城）のかわ」である。こうして、城の上水としてのऱ山と、下水としての城の川にはさま
れて、字「古城」にদ本城の位置の自然な同定が可能である。これは、現在では大津市民病院
前の国道一号線から北側斜面にかけてのあたりとなる。この付近は病院建設や道路拡張などの
ため主に1960年代に大規模な地形改変が行われていて、またそれ以前の江戸期にはנ土の採取
もあり、城の古跡はすでに破壊されてしまっていると思われる。城の川は、江戸期の絵図など
ではৎの川、またはҗの川とも書かれ、石場港、つまり現在の大津警察ॺの位置において、琵
琶湖に注いでいたようである。しかし、すでに『地݊改正絵図』にこの川のはっきりした河道
は見られず、代わりにງのような形態で東海道ےの山側の屋敷ཪに水路が描かれるのみとなる

（図４に再現した）。
　他方、現平野神社の湖側には字「城の内」があった。平野神社は天正２（1574）年に現在
地へ遷座する以前は村の南の丘陵地の字「ޅ谷」に社఼をかまえていたとするʦ37ʧ。そこで、
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দ本城のچ地をこの平野神社現境内地、あるいはそこから南西方に続く高台（ઙ井山）あたり
に求める考えもあったʦ38,	p22ʧ。ただ、この立地では、そこがややಠ立ๆの向にあり後方

（南）からの߈めに弱く、また水利の便が十分であったかという問題もあろう。
　義昭が入བする永11（1568）年９月には随行した信長܉が大津・দ本にもਞを張ったとさ
れるので、この際にদ本城は落城、あるいはその以前に廃絶していたものと思われる。その後、
元ُ元（1570）年の野ऱ河原の戦い・࢞川の戦い・志賀のਞ、同２年の金森城の戦い・比ӥ山
焼き討ち、同３年のދ御前山ਞ、同４年の今ݎ田石山の戦い・小谷城の戦い・Ქ江城の戦い
などによって、近江の戦国時代はນを閉じた。平野神社のԟؐےへの遷座は当地におけるその
ひとつの象徴となる出来事であったであろう。

４．େ
　かくして、織豊政権下において、近江にはࡔ本城（元ُ２年）、長城（天正元年）、安土城

（天正４年）、大ߔ城（天正６年）、水口城（天正13年）、ീ഼城（天正13年）と、見せる城とし
ての天守と、都市計画の施され経済中としての機能も備える城下を持つ近世城ֲが次々に築
かれることとなった。大津城がࡔ本から天正14（1586）年に移された経Ңやその城内城下の構
造については、地方史書ʦ2,	5,	6ʧの֘当部分やඉ௺ʦ16ʧやਿ江ʦ18ʧが検討している。以
下では、それらにあまり触れられていない事項について、確度の高いと思われる順に述べる。

���　େਫງ
　大津城のೄ張りについては後世の܉記物のようなものに依存せざるを得ないため今のところ
推定でしかないが、湖中に構築された本丸のほか、そこから内陸に向かって三の丸まであり、
それに応じて城内にはいくつかのງが巡らされていたとされるʦ16ʧ。ところで、冒頭にも述
べたように、ここは࠺ޗ川ઔ状地上でそれなりの斜地である。そのため、ງが等高線に沿っ
ていたり、空ງであったならともかく、等高線をԣ切るような方向に水ງを築造しようとする
には難がある。Ծに、大津城の外ງの南辺が想定される近世東海道である京町通り付近まで連
続的なງを構築するなら、琵琶湖؛から۷奥までの標高差は10m近くにもなる。本当にこのよ
うな構造の水ງを実現していたのであろうかʦ16,	p32ʧ。
　実は、この疑問には確からしいと思える答えを用意することができる。水ງが存在した場合
と全く同じ構造が、現在のオールドオオツで見られるからである。Ԃ城寺観Ի堂下には琵琶湖
ૃ水のトンネルがઠかれており、そこに向けてૃ水水路が湖؛の三保ϲ࡚から通じている。こ
こで水路幅はむろん一定の設計である。ところで、水路に沿ってその両側に二本の道路が走り、
それらは湖؛から観Ի堂下に向けてどんどん間ִを広げてゆく構造になっている。水路土手
の斜度合いを変えない限り、土手の天端上に道路が敷設されていればどうしてもそうなって
しまうからである。結果、上空から見るとき、ૃ水に沿うこの二本の道路は標高の高い方にひ
ろがるくさび形の形状をఄする。
　実際これと全く同じ道路形状を、大津城の外ງ想定位置に見いだすことができるのである。
ງである。ここには、明治以降にも۷は存続していڮ本町にはさまれたかつての大ڮ本町とࡔ
たが、1888年・1928年と相次いで埋立て造成され、そのງ跡には1967年まで大津市役所が置か
れていた。実は、大ڮງの部分的な埋立ては江戸期にもあり、京都町ไ行の支配が解かれ大津
代官の管が復活した明和９（1772）年の11月に、ງ奥やງの256௶を埋めている。その際
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年号（西ྐྵ） 事　　項

『近江༫地史略』
ʦ30ʧ

ʦ巻６大谷町の項ʧ「ࠑ辺ԟ古は町もなく人家もなくて山間の谷なりしに、ѭؔࡔ廃れ古
き路のԟ来をとどめ新道を開きし頃より商家自ら出来、大津の界内とはなれり。」

ʦ巻７ѭࡔ関ʧ「چ関疑うらくは今の地辺に非らずして道路今とはਙ変れりと見えたり。
道路の西の山を૬ࢁࡔといひ、ؔࢁといふ。昔屋などありしچ地とて山上に͕
୩等いふ႔あれば山上という説よし。古Ӡう、今の道路は百ࣣീ十年ቮ前（1734－
180�1554）より変れりと。」「『寺門伝記補録』に関寺は近দ寺の南、ѭࡔ関の東にあり。
関山を背にし東ᮞ里に接すといへり。ੋ等を以って考ればਗ਼水町及上中下の関寺町はԟ
古関寺の境内なるべし。然れば݅のؔࢁを越え今の向山寺山を過ぎത労町辺に出て、東
に向ひຢ北に向ひてԟ古の関寺門前を過ぎ、࠺ޗの堤を通り、দ本にいでહ所࡚へ通
路せしなるべし。」「『名所方角ঞ』に古昔の東路（あづまͫ）、૬ྮࡔ（とうげ）より
ࣣ町（700m）計り山を経てদ本の辺にいづ、ࠑ間を打出のといふと。」

ʦ巻７安養寺ʧ「上関寺町にあり小ࡔ山と号す。少し高き所にある故小ࡔ山の名あり。」
ʦ巻８関寺ʧ「ԟ古の関寺は、今の上関寺町・中関寺町・下関寺町より西の山ࣩくੋ関寺
なるべし。」「ੋ等の説を見る時はいよいよ以って今のখࡔをいふ町の後なる事明し。ࠑ
辺より大谷に出づる山路をᯮ୩とӠふ、چ地なり。」

ʦ巻８若宮ീ഼社ʧ「向山寺の山にあり。相伝に応永13（1403）年天下大風雨にてߑ水
す。してീ഼宮をࠑ地にࡇらしめ若宮ീ഼と号す。」

ʦ巻９ޗ௸川ʧ「源二つ。ひとつは近দ寺山の辺より出で、源にては等川といふ。（中略）
一は牛尾山の辺、હ所山より出で、ۂ折してത労町の東極に至って、また東に流れ（中
略）、島の関に出で湖水に入る。」「古昔は京都より東国に下る者、૬ࡔͷྮをこえࠑ川の
堤に出で、それよりদ本に౸りしと也。」

『大津市志』
ʦ２ʧ

川「天文の頃まではീ町の東より今のઔϲ関付近に直流せしもののし。当時大津࠺ޗ
主હ正ϲ࡚及この川࡚の間に城ྥを築かんとせしが本丸二丸の間にこの川の注がるる
をسみ山の手より東流せしめたりといふ」ʦ上p115ʧ
天ଙ神社「ԟ昔は四座の神を小さき四社にࡇしてฒび立給へりとなん。ଖچ跡は今のޗ
௸の堤元四の宮とӠふ所に座す。本四の宮町、今の伊勢屋町と改名せしなり。しかる
に文明年中、川ߑے水にて破損しける時ޗ௸川湖水の入口の湖辺に遷しไる。ଖ所を
ଂの関の社とӠひしとぞ。然るに天文年中、ຢߑ水にて四座の社破損せしより、再びࠑ
川上中寺野とӠふあたりにֈとӠふ小流ある辺に遷しไりしけるに、元ُ年中回の
事あり。ଖ時の国主ࠤ々木家の命にてଖਉ青地ไ行し今の地に遷しไり四社を一఼両
座にซせไりて再建す。今の四の宮社、ੋ也。」　ʦ中p1509ʧ

享５�天文１
（1532）

����「雨下、半時分大༦立、以外ཕ電」「去のཕの時分、ਗ਼水寺のୌへの࿓、ୌの前
のࠊ懸所、順礼堂等破滅Ӡ々、」『言継ڢ記』
����「大༦立、ཕਗ਼水落、過ଖ外ն࿓以下、水押流、不思議有೭、େ૬ؔࡔ同
流失、所々田ി水損、以外事也、先代未聞Ӡ々、」『厳助ԟ年記』

天文９（1540）

����「入大雨」「今の中過よりߑ水諸の家൘敷をこす也」����「天٢少Ӣߑ水」
����「天٢少Ӣன時分より大雨」����「ಶ小雨」����「大雨」����「小雨天٢」����

「天٢」「今ே日行事/摂州/より各へ折紙在೭」（以下が折紙の写）「今度依ߑ水、େւ
ಓࠓ࿏ቮ下അ車の通路以外損候、至東ࡔ本御用೭ّ御座候間、路次可作೭由、被仰出候、
然ば、在々所々被成御下知、可然ไ存旨、開ᮩ申೭候、可有何候࠸、各御存分一途可
有御申೭由、被仰出候、恐々ۘ言、五月十九日摂津守元造（判）」『大ؗ常興日記』

ද̏　ઓظࠃʹ͓͚Δ౦ւಓچ࿏ɺ͓Αͼ࠺ޗͷྲྀ࿏มભͱ൙ཞͳͲͷهड़　ゴシック強調は筆者に
よる。一部で送りԾ名を付し、句点や読み下しを施すなどした。『　』は出య。
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ද̐　ۙੈʹ͓͚Δ࠺ޗͷ൙ཞͳͲͷهड़

年号（西ྐྵ） 事　項

『近江༫地史略』
ʦ30ʧ

ʦ巻９ޗ௸川の項ʧ「古昔はࠑ川太、ਙ深くしてഅఙも立難き程にありしとかや。しかる
に永年中（1624-1644）の頃昔よりはངにઙくなりしもՆ日Ꮲ水の時、大津代官ଖٍ
അにてڮ下を自由に通りしとなむ。ଖ後年々土砂はき出、今は堤の上よりく半間（1m）
許あり。」

享保21�元文１
（1736）

「ീ月十ࣣ日より風雨、十ീ日൩雨強し湖水次第に増、城前にて水一ई五ੇ（45cm）有
೭て、九月十日水不引故、ݗ山ኂ࿅物共ື町を本会所へす、神༫二基は御役所前水
中をし通す、」『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ

安永７（1778）

Ӟ̓（Ԃ城寺五別所水観寺Ѽに下ത労町秋؛寺が寺地移転願）「当寺ّは、࠺ޗ川ے土
手の引続堤下に建物有来、ӈ堤と当寺建物の屋根とฒび有೭、川ے出水仕、堤へ水乗候
得ば、ੋにも度々当寺内へ水落込、既明和二ಫ（1765）年ࣣ月ӈ川ߑے水にて、寺内
建物過半流出仕に付、同四（1767）年ҫ十二月御願申上造作仕候処、ଖ後もຖ度水落込
候て難ّ仕候上、当（1778）ࣣ月二日ຠ々川ߑے水強水駆込、本堂・庫ཪ೭間へ切込候
得共、急水೭ّ取防可申様も無御座、当惑仕候、」『Ԃ城寺文書』ʦ8、第巻p252ʧ

政12（1800）
（前年に境川町養法寺前Ӫ山不通の事情。当年は通したが、次年、次々年は通さず）「घ
更養法寺前࠺ޗ川土砂出し足場悪敷自然ո我有೭候ては方共難ّに相成候、」『四宮
山永代記』ʦ42ʧݗ礼ࡇ

文化２（1805）
「平ଂ町上組࠺ޗ川端石֞危く相見改候に付、ӈ町分へ断に不及、御役所へ御届申上、
四宮より屋町を下り、」（順路変更）『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ

文化９（1812）
（大津代官への୰願書控）「࠺ޗ川ے端、則平ଂ町上組地内凡十五間（30m）程ϲ間、川
端石֞損じਙ危ไ存候に付き、平ଂ町役人へ段々及懸合、川端取સひ致ޖ候様相頼候得
共、承知致ޖ不申候、」『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ

文政13�天保１
（1830）

����「大雨ཕ地震一時にて࠺ޗ川堤はീ九十間（160m）崩れࠨの町々出水入る/ѭࡔ山
西側崩る/四宮屋町ࡖ川町୦ԣ猟師町ۄ屋町南保町ݎ田町ݎԣ町共、家の寄চの上
҃はচ切、何もդ出水にて૽動火事場のし、」『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ

天保７（1837）

���「大雨にて処々の川に出水多く、夫より湖水満水に相成り津々浦々水込、田畑水辺
の向いは不残௮かり、ӈに準じ当所側押水強く、夫故当役所御門前内外共地上へ水来
り、凡そ二ई（60cm）余ేりさし深さにて、一面の海に相成り、通路不相成、」「山
町の内、҃は࠺ޗ川出水の節水込入候町分も有೭趣、」『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ

天保15（1844）

���「շにてঔ宮ݗ初め例の通り無相済、」「դに暴風ཕ鳴風雨烈敷一通り不成気৭、
山町大ࠞ雑、」「然ಫ上刻（20時）よりշに相成、」「ӈ暴風ཕ雨烈敷は比ӥ山よりਧᰛ
の志賀四村、続て志那矢ڮ辺までᯔ降り、中にも滋賀四村の中見世塚二村はᯔࣣീ
ੇే（22cm）降積り、屋根のנഋ委く破れ、ଖ響き四海滅するく、人子供ٽ声難
ᯔの目方はീ九（30g）、大きは」「、本辺は何の障も無೭ࡔ、།滋賀四村の荒て」「、ת
र四五（50g）也、既にཌ十日四宮境内にて売ങいたし、」『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ

慶応４�明治１
（1868）

「当Ն以来ᯜ雨にて湖水満水致し、役所চ上ਁ水致し、依て五月ീ日ӈ御役所をばધ
頭町小野宗九宅へ引移り、同十三日今ᰛ町本福寺へ引移り、ঘຠ同十五日上百石町教
養寺へ引移り、当同月中寺内西御ূݦ寺へ引移り相成候。ӈの有様にて降雨引続、
通人家চ上までਁ水致し、ଖ他࠺ޗ川大水にて堤を壊ち町中荒廃せし事一方ならず、」

『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧ
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の絵図面ʦ6,	上	p197ʧが残っていて、それによると、それ以前の湖水を満たした大ڮງは中
町通りまで達していたことになっている。この付近の中町通りの標高は90mをわずかに下回る。
現在、琵琶湖の基準水位̌mは標高84.317mとする。江戸期末にはこの基準水位より１mほど
高かった。
　他方、西側に目を転じると、北国町の町ཪ東側の今ງ町・西今ᰛ町・下അ場町との境を接す
るところにも注目したい。ここは、現在もその境を百々川が流れ、この川ےと今ງ町以下この
三町を؏く町ےが、同じような内陸に向かい間ִの広がる形態を示している。ここも、土ڮ町
の手前までは水ງであった可能性が高いと考えて良いのではないか。やはり、土ڮ町ےの標高
は90mに少し足らない。そこから先、石ڮ町までは、百々川の川ےもやや変則的なものとなっ
ていて、空ງであったか、水ງであったとしても水留めԃなどの工夫をしたものと想定される

（ただし、ઔ状地上なので実質的な୷水が可能であったかという問題は別途ある）。
　上述の二例は大津城の東西外ງに相当していて、こうした湖水を満たし琵琶湖とつながる水
ງでも、湖面との水位差が5,	6m程度となる標高90m地点近くまでなら、実際に存在したこと
であろう。もちろん、ઔ屋関や川口ງなどのように中ງや内ງの想定される町通りあたりま
でなら、湖؛近くでより標高も低く、当時の土木技術（土砂۷採や護؛石֞構築）において
もງの築造は可能であったであろう。関ϲ原合戦直後に、つまり大津城城戦直後に、家康
とともに大津城に入った家康ࣆ医の൘ࡔ宗高（1578-1655）による『慶長年中ࡈ記』慶長５

（1600）年９月23日条は、「大津の城に被成御座。南の方に多門作り、五十間計り（100m）も
可有ᓢ。下は水ງ、石֞一重、御覧被成候に、鉄๒のۄを通し候跡一ツあり。ࠑ多門作計にて
も、五ࣣ日も城を可持事なり」と生々しい見聞を記す。彼が家康と目撃した多聞࿌と水ງは、

「南の方」と書いていることもあり、おそらく中ງか内ງに相当すると思われる。
　先にも触れたように（2.2節）、古代からのԂ城寺門前町の一部は大津城築城時にもそのまま
城内に取り込まれ、町の機能もほぼ維持されたと見られる。それが位置するのは川口ງےより
西側の部分であるが、そのうち湖に近い側、つまり今ງ町や水༲町のあたりにはງがあったと
の伝承がある。『大津市志』は、三保ϲ࡚に関して、「ૃ水工事の際作りし築地にして以前はే
出せるものなく、百々川の川࡚を三尾ϲ࡚とݺびしなり。昔はその川幅広くഅ場町までसᑸの
便ありしといふ。天文二年ࠤ々木氏の余流築城の時北の手とす。今ງと称す。҃は新ງとも
いふ。」と書くʦ2,	上	p128ʧ。この記述は百々川河口部についてのもので、ここに明治になっ
て琵琶湖ૃ水の取水口を設置したものである。ਿ江ʦ18,	p10ʧは、江戸前期の慶安４（1652）
年『湖浦改書』の記ࡌなどを示して、「今ງ」の存在に疑問をఄしている。しかし、上の引用
に見える大津市志の「ࠤ々木氏の余流」とは、3.1節のۨ井ਗ਼宗であり、つまり、ल٢時代の
大津城ではなく、角時代の大津ྥについてのງ築造の伝承を述べているのである。ところで、
図４の標高段࠼図をみると、今ງ町と水༲町の北半分、現在の石ࡔ線三井寺Ӻの南から南東側
にかけては、標高86m台と今でも周囲よりやや低くなっている部分のあることがわかる。角
時代には、ここに百々川から（川口ງからではなく）枝分かれした形でस入りがઠかれていた
可能性はあるのではないか。琵琶湖の湖؛の村々でも、村中に位置して湖؛から少し入った形
態でのस入りはయ型的なもののひとつであった。上述の『湖浦改書』の書かれた江戸前期には、
すでに埋立てられてしまっていたようであるが、大津ྥ時代に築造されたこのງは大津城時代
初期にはまだ存続していた可能性はあるだろう。
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���　ϰΟελͱఱक
　大津城の本丸は、廃城後も西側が御ଂ（ນ府ଂ）、東側が大津代官所として転用された（図
４）。明治初頭までは存続したこの本丸跡は、1880（明治17）年の鉄道開通時に東側の代官所
部分を失ってしまった。当時の大津Ӻが現在の大津に設置され、その際に湖上連絡ધのધ着
場とするため当֘地を開削し港化したのである（図２はこのときの状況となる）。大津城時
代の本丸内の構造については、それを述べる史料は今のところ見出されておらず、例えば、天
守がどこに位置していたかを確認するすべを欠く。ここでは、この本丸における天守の位置に
ついて考えてみる。
　大津城の天守は、城戦後廃城になった際、હ所ではなく根に移され、明治維新時にも廃
却されることなく、今も根城天守として現存する。同天守の1957年の解体म理時に確認でき
た部材入れなどから、もとの大津城としての天守は、４層５階建ての望࿖型、天守台上で底
面20mʷ12m、天守台からの高さが18mの規模を持つものであることが示されたʦ39ʧ。
　大津城の前身であるࡔ本城については、公家の٢田݉見（1535-1610）による『݉見ڢ記』
元ُ３（1572）年12月22日条やཌ年６月28日条により、天守の建築されていたことは確認でき
る。が、本丸や天守の構造を知る一次史料はやはり見出されていない。他方、હ所城について
は、当時の現状を記した江戸期の絵図が多数現存する。そのうち、滋賀県立図書ؗଂの『હ所
城म覆願ケ所絵図』ʦ40ʧは、文２（1662）年５月１日に発生した文近江若ڱ地震でのહ
所城の破損状況とそのम復計画を詳細に示した興味深い絵図である。それによると、現在હ所
公Ԃとなっている本丸の形状はこの地震以後のものとなる。それ以前は、湖中の出島としての
本丸と二の丸に二分されていて、陸地と二の丸とは土ڮで、二の丸と本丸とはڮで結ばれ
ていたことがわかる。絵図には、地震のため「天守西北へ、破損仕上共、残申候」と書か
れ、そのほかにも࿌や石֞の倒壊破損を示す多数の書き込みがびっしりと記ࡌされている。હ
所城はもと相模川のऱ࡚とされる湖上に築かれていて、強振によるӷ状化で絵図が示すような
ਙ大な損壊を被ったと考えられる。そこからのम復の際、本丸と二の丸を一体化し新たな本丸

（現在はહ所公Ԃ）とし、三の丸を新たな二の丸（その一部が現在はહ所浄水場）としたʦ41,	
p.227ʧ。म復前後では天守の位置は変わっておらず、本丸北端に湖中から天守台石֞がそびえ
立つような形態で構築されていたことが絵図からうかがえる。この配置は山城である根城に
おいてもほぼ同様で、天守は本丸である山上の平ୱ面の西北端にあり、天守に取りつく付࿌が
高石֞の断֑上に位置する。
　このような本丸内の端に天守をおく設計方針は、大津城でも同様であったと考えて良いと思
われる。さらに、見せる城として今ひとつの設計原理があったのではないか。天守へのಁ視景
観による都市空間演出であるʦ22,	p174ʧ。特に、豊ਉ政権下では大路を使ったԕ望視線が天
守を؏く設計が多く、そのような例として、大阪城（天正11年築城）、ീ഼城（天正13年）、高
山城（天正16年）、広島城（天正17年）などが知られる。天正14年築城の大津城については、
こうしたಁ視景観に用いる街路としてീ町通り（近世東海道）を指摘できる。今でも、দ屋町
か原町と交差するあたりから湖に向かって町通りと交差するあたりまでは直線で見通すこ
とができる。図４に、このಁ視視線と、視線上で天守が想定される本丸北端の位置に星印を描
いた。ただし、দ屋町の標高108m、本丸跡地の現標高87mであるので、そこにそのまま18m
高の天守が建っていたら、দ屋町からは天守最上階の望࿖すらやや見下ろす格好になったは
ずである。ただし、ここに天守台の高さ（根城で約５m）が含まれないことと、場合によっ
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ては当時は本丸面が現在の当֘地の地表面よりあと数mは高く設定されていたことも考えられ、
当然そのようなことになるのはආけていたと思われる。こうして、京からѭࡔಕを越え谷ےに
沿いにࡔを下って展望の開ける直線路に出たとき、湖を背景としてුかぶようにᡍえる天守の
ྷ姿を、通りを؏く視線の先にとらえることとなったであろう。
　現在の根城では、付࿌が天守の東面（実際の方位は東北に近い）に来るような配置になっ
ている。大津城天守が、上述のಁ視視線上で、かつહ所城同様の本丸北端になるよう設置さ
れていたとしたら、この付࿌の取りつく面は南面となるのが自然である（先のહ所城絵図に
も、４層の天守と２層の付࿌が見える）。このとき、ѭࡔಕの側からはこの面を見ることにな
る。つまり、現根城天守への入場口は付࿌に接続する多聞࿌であり、現在はそこから斜めに

ਤ̒　ΦʔϧυΦΦπʹ͓͚ΔՏྲྀ࿏ͱ؛ބઢͷมભ　a）2014年基盤地図情報による現況（大津Ӻ西
地区区画整理事業開始前）　b）1880（明治13）年鉄道敷設時　c）1874（明治7）年	地݊取調総絵図に
よる河川・湖؛線・道のトレース　d）原湖؛線・いくつかの河川の原流路・東海道چ路の想定

　　大津城水ງ想定位置を、a）とd）で水৭で示す。a）にはૃ水水路（土手含む）も同৭にృる。d）
の背景には、標高段࠼図を描く。
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見上げることしかできない根城天守の東面が、実は、京側から見た大津城天守の正面であっ
たことになる。この面は大津城戦で最も損ইしたとも考えられるので、場合によっては、そ
の痕跡などを現存根城天守において確認できるかもしれない。

���　ຊؙͷܗঢ়
　前節で述べた大津城本丸の形状は実のところかなり変形的なものであり、その点ややح異に
感じる。あまり注目されないが、江戸期には御ଂと代官所に加え、その間にڬまれて同心組屋
敷があった。同所は、江戸中後期と思われる『大津代官所絵図』ʦ6,	上	p192ʧでは、通りに面
する南側の幅24間（50m）・奥行き10間（20m）程度を代官所とし、そのཪの湖側の奥行き61
間（120m）を「大津同心拝領地」1230௶（4000m2）とする。同心はいわば下ڃ࢜でその屋
敷は場合によっては長屋であったから、その両側の御ଂや代官所と比べると、もと本丸の利用
法としてはやや格が落ちるようにも思われる。1874（明治７）年の御ଂ町『地݊取調総絵図』

ʦ6,	下	p9ʧでは、その東側に路地を設けるほか、この拝領地部分を16筆にも細分する。
　単なる想定の域を出ないが、ひとつの考え方として、大津城築城時は御ଂの地所が本丸、代
官所のそれが二の丸で、その間はງだったのではないか。廃城後にこのງ部分を埋立て造成し
て、江戸期には下ڃ࢜を住まわせていた可能性を指摘しておきたい。また、別の可能性とし
て、હ所城と同様の事情も考えられる。大津城もまた慶長元（1596）年Ӟ７月13日の慶長෬見
地震を経験しており、さらに引き続く８月５日にはཎ川の൙ཞをもたらすような大風雨（おそ
らく台風）が襲ったʦ16,	p20ʧ。公家の小௬（1652-1575）྄による『྄॓日次記』同
年８月７日条は、「去五日雨、勢田ڮ水越೭由風聞」と書く。その伝聞通りであったとしたら、
このとき琵琶湖は瀬田ڮのڮ面を越えるほどの通常想定しない増水をしたはずで、水城で
あった大津城や城下の湖؛域もまた相当のਁ水被害を受けたことになる。大津城でも、もとの
本丸と二の丸の一体化を成したというのであれば、この復興の際の可能性もある。

࿏چと౦ւಓ࠺ޗ．５
りを複数回繰ۂ川と百々川の流路は、谷間を抜け平野部に入ってからの不自然な折れ࠺ޗ　
り返していて、人為的な流路変更によるものであることが明瞭である（図４）。これとは別に、
古代以来の東海道は、近世東海道とは異なる経路であったとの伝承も残る。ここでは、この両
者について検討する。表３と表４にはいくつかの歴史文献からの࠺ޗ川に関する記ࡌをまとめ
た。図６にはオールドオオツのいくつかの時代の河川流路と湖؛線を示した。

　���　ྲྀ࿏มભ
　現在の࠺ޗ川は、街中においてはすでに҉ڎ化されている区間も少なくない。加えて、1996
年度には常世川と合同の҉ڎ放水路が設置されている。࠺ޗ川と常世川の最下流部は、もとの
開ڎ流路とこの҉ڎ放水路とのซ用となっていて、後者は、梅林一丁目交差点の道路下で両
河川からの分水を合流させ、打出交差点を経て、琵琶湖文化ؗ東で琵琶湖に至る。図６aに
オールドオオツの河川と湖؛線の現況を示す。
　それ以前における࠺ޗ川の流路変更は、今から約一世紀前の1921年になされている。このと
きは、今も使われる新ѭࡔ山トンネルが開削され、東海道線のહ所r京都間が現ルートとなり
大津Ӻがはじめて現在地に設置されることになった。その際、当時の࠺ޗ川流路がこの新Ӻか
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ら県庁（現在地には1888年に移転、現庁舎は1939年ॡ工）へと至る道路沿いに位置していて、
つまり、࠺ޗ川が新Ӻのまん前を流れることになるので、Ӻの南ཪへと排除したのである。こ
の付け替えのあった区間は、図６aとbの比ֱより視認できる。
　常世川は、いくつかの小さな谷ےからの小流を月見ࡔと日ノ出の間の低地に集積し湖؛に流
下させるものである。この常世川水系は、1963年の名神高速道路開通の際、大津インターへの
取り付け道路敷設の影響を受け、この新道が現国道１号と立体交差する֘当区間においてそれ
に沿うよう流路変更された。また、それ以前の1880年、流路自体は全く変わらないが、河口の
琵琶湖流入点だけが、200m強西にある平ଂ町の小स入のところまで引き৳ばされたことがあ
る。これは、その際の湖؛での鉄道敷設（現在の石ࡔ線石場─大津間に相当）で、ԭ合を鉄
道が通る平ଂ町から西側の区間で小さな内湖が生じる状態となった（図６b）ため、現大津༣
便局のあたりとなるそれまでの湖水流入部に別途ڮྊを設けることはせず、この内湖部分へ河
水を༠導することで済ましたのである。
　百々川は、最下流部のみではあるが、1890年ॡ工の琵琶湖ૃ水建設の際に流路の変更があっ
た。ૃ水の取水部がそこ置かれる設計となったので、百々川をその水路に追いやったのであ
る。移動量は10m程度であったʦ43ʧ。が、あわせてૃ水取水口を守るための突堤が設けられ
たため、河口がその先端まで延長された。
　それ以前については、元８（1695）年大津町町絵図ʦ44ʧと明治初期の『大津町全図』

ʦ10ʧが一次史料である。この両者を比ֱすると、この期間、オールドオオツの上述三河川の
主流路は変わっていないことがわかる。図６cには『大津町全図』からトレースした湖؛線・
河川流路と道路を示した。この図の状況は、元を越えて、おそらく慶長の大津城廃城時にま
で遡れるものと思われる。ただ、オールドオオツのすべての水系が江戸期を通して変化なかっ
たかどうかは、一定の留保が必要かもしれない。例えば、『近江༫地史略』ʦ30,	巻９ޗ௸川の
項ʧは、࠺ޗ川の源流はふたつあるとして、そのひとつを「近দ寺山の辺より出で、源にては
等川といふ」とするが、これに相当する流路は『大津町全図』ʦ10ʧには見えない。存在し
ていたとすると、地形から見て原町と施屋町の境を通るように流れていたと思われるもの
の、明らかに不自然な流路であり、࠺ޗ川と同様人為的なものであろう。この支流はその下流
では天ଙ神社（�四宮神社）のԣを通っていて、そこにかかっていたという石ڮが移動されて
はいるが現存する。
　さて、以上のことからすると、市街部での࠺ޗ川と百々川の、つまりオールドオオツ域での
流路設定は、大津城廃城時以前になされたことになる。ただ、それ以前については、それを述
べる史料は知られていない。そこで、先に地形から想定される自然流路を考察しておく。図４
の段࠼標高図からは、࠺ޗ川が中関寺町あたりをઔ央とするయ型的なઔ状地地形を形成してい
ることが明瞭に読み取れる。このઔ状地はほぼ湖؛にまで至り、天ଙ神社あたりより西側の
オールドオオツの地形を支配していることがわかる。そのうち関寺町から御ଂ町へのラインが
最も発達していて、ここにある時期まで主流路があったことがうかがわれる。結果的にできる
この尾根ےをീ丁通りとして転用したものであろう。上述の等川の࠺ޗ川支流説は、そもそ
もはീ丁通りに位置していたはずのこの主流路に合流していて、࠺ޗ川と同時に付け替え施工
したとすれば理解できる。
　では、࠺ޗ川はいつ大津城廃城時にも遡れる人工流路に変更されたのであろうか。3.1節で
も検討した伝承にしたがい、ここでは、天文初年ごろの大津ྥと華階寺の一体創建の際と理解
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しておく。当時の角氏にそのような土木工事を行えるほどの力はあったと思われる。ただし、
そのころのچ流路は地形から考えられる上述のീ丁通りラインより少し東側にあったようであ
る。『大津市史』ʦ2,	上	p115ʧは、「天文の頃まではീ町の東より今のઔϲ関付近に直流せしも
ののし」とする。図６dに示したのはこの想定流路である。ところで、3.1節でも触れた『大
津町古絵図』には、湖؛の「ल郷ؗچ跡」の東隣りに「四宮五座」の記ࡌが見られる。『大津
市史』ʦ2,	中	p1509ʧの引用する天ଙ神社の由来（表３）では、文明年中から天文年中のあい
だの遷座地に相当する。絵図での位置は、南保町のあたりのように見える（この比定では、同
社の宮地は、伊勢屋町・南保町・ֈ川辺・現在地と遷ったことになる）。
　他方、百々川については、現流路が谷間から抜け出る延長上の東向き、ないし東北東の向き
には、このようなはっきりしたઔ状地形成が見られない。より北側のࣛ関町のあたりにはઔ状
地地形がみられるが、これは、百々川ではなく、Ԃ城寺の谷ےからの河川による可能性も高い。
図６dでは、その間として川口ງへの原流路を想定した。2.2節でも述べたように、Ԃ城寺門前
あたりから北方にみられる南北正方位の方格地割の起源は古代にさかのぼるものと考えられる。
現Ԃ城寺境内の水路が正方位にあるのと同様、百々川も石ڮ町手前では一旦ほぼ正東に流路を
とる。したがって、百々川の人為的な流路変更の起源は一部はこうした古い時代に遡る可能性
も考えられる。一方、石ڮ町から下流の流路に限っては、川ےの屈ۂなどが明らかに大津城۷
割を想起させる。したがって、それ以前にも流路付け替えが行われていたかもしれないが、こ
の状態への施工は大津城築城の際であると判定してよいように思われる。
　常世川水系には上述二河川のような規模のઔ状地発達はみられない。すでに江戸期において
も一部には人為的な流路変更がみられるが、本来の自然流路の谷ےをまたぐような変更はな
かったようである。また、現在は࠺ޗ川の支流となっているֈ川は、࠺ޗ川が自然流路をとっ
ていた時代には、そのまま南保町かݎ田町あたりの湖؛に流下していたであろう。この常世川
とֈ川のあいだには、名のつく河川は存在しない。が、そこは、図４において「いちこ谷」と
する谷ےの延長上で、自然状態では少なくとも出水時の流路が存在したはずである。『দ本村
地݊改正ノ際絵図』ʦ11ʧではこの谷ے上流に連続した二つのため池（梅林池）が見える。現
在、そこからの想定流路上には県庁が位置する。その延長が࠺ޗ川の湖水流入部あたりとなり、
つまり、࠺ޗ川の最下流部は、この名のない河川の流路を利用し、そこにਾえられたことも考
えられる。
　関連して、オールドオオツでの琵琶湖の自然湖؛線についても考察しておく。ڮ本町あたり
から東側においては、町通りのすぐ湖؛側が原湖؛線であったと考えてよいであろう。その
うち、平ଂ町から東側では、দ本村の石場港など造成のなされた部分も見られるが、江戸期で
もこの原湖؛線をほぼそのまま利用していたようである（図４）。他方、その西側のڮ本町か
らݎ田町あたりまでは、ଂ屋敷地として利用するための湖؛埋め立てのあったことが明瞭であ
る。実際、敗戦直後ࡱ影の空中写真（図５）では、その部分の町ฒみはଂ屋敷由来の細長い地
割りとなっていて、内陸側の町屋敷地のそれとは全く異なる姿となっていることが確認できる。
川口町からື町はやや不詳であるが、ここでは次のように理解しておく。御ଂ町のあたりにか
つての࠺ޗ川自然流路の湖水への流入口があったとすると、その部分はそもそもऱ࡚としてや
や突出していたと想定される。そこで、ਿ江ʦ18ʧの推定するように中保町の東隣りにはもと
南保町があったとするなら、大津城築城時には、その部分は削۷され、一方で、本丸はऱ࡚の
突出も利用してそのԭに造成されたことになる。ここは築城時代には最も大規模な湖؛改変の
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あった部分であろう。以上で想定した原湖؛線といくつかの河川の原流路の概略を図６dに示
す。
　ここでの考え方では、࠺ޗ川河口部から川口ງまでの湖؛は、人工造成による埋め立てに
よると、想定したことになる。しかも、それは大津城築城時代のものとしてよいのではない
か。当時、Ԃ城寺門前を除けば住民も少なく、実際に常に戦時であった大津ྥ時代には、そこ
までの湖؛の高度利用は必要なかったはずである。ここで、疑問となるのが、この本丸や町
通り側の埋め立て土の由来である。確かに、もと南保町とされる部分での۷削土は利用でき
るʦ18,	p13ʧ。しかし、その全域を埋め立てるには容積不足である。尾花川町の陸側の町ཪや、
あるいは現大津Ӻ前から県庁周辺にはやや標高の低い部分が連続して認められる。全くの想定
であるが、大津城築城時代にはこうしたところからの表層土も使われていたのではないか。

ͷ൙ཞ࠺ޗ　���　
　2013年９月15日深からཌ日未明にかけての台風18号の豪雨は、オールドオオツにも大きな
被害をもたらした。一時は京都大阪との交通がほぼः断されるほどであり、特に、京阪京津線
はその後二週間にもる運休を余ّなくされた。上関寺踏切手前の࠺ޗ川とのฒ走部で、その
上流山中から流れ出た砂が大量に京津線線路上にଯ積したのである。同社の広報によると
その容積は4000m3で、これは小学校のグラウンド（80mʷ50m）を１mもかさ上げできるほど
の量となる。さらに、踏切からҲれ出たట流はそのまま大津方向に下る道路に沿い進行し
た。また、そこから下流の大津Ӻ東側でも、࠺ޗ川からట土がき上がり、ట流が同じく斜
に沿って道路上を県庁から島の関方面へと流れ下った。いずれも、҉ڎ化され消されていた
、部手前から地上に現れた姿を目撃したことになる。このときにはڎ川が、それぞれの҉࠺ޗ
百々川やԂ城寺の谷ےをはじめ他の小流においても砂の流出を伴うような൙ཞがあった。た
だ、巨石が流れ出るような土石流までには至ってはいない。
川がઔ状地を発達させているということは、過去にもこのような൙ཞを繰り返し発生さ࠺ޗ　
せてきたことの反映でもある。実際、表４にもまとめたように、大津ࡇの草創以来の記録であ
る『四宮ࡇ礼ݗ山永代記』ʦ42ʧにおいても、ࡇりの遂行に影響を与えた࠺ޗ川出水の記述が
何度も現れる（ߑ水記録ではないが、天保15年の降ᯔ記事も注目される）。また、『近江༫地史
略』ʦ30,	巻９ޗ௸川の項ʧによれば、「古昔はࠑ川太、ਙ深くして、അఙも立難き程にありし
とかや」と述べるほどに、当初の人工流路造成時には十分広く深い水路を開削したが、江戸
前期の永年中において、すでに渇水時には「ٍഅにてڮ下を自由に通りしとなむ」ほどઙ
くなったというのである。さらに、࠺ޗ川堤下に位置していた秋؛寺（現大津Ӻ北口の西端
にあった）は、ຖ度の൙ཞにりての寺地移転を願い出ているʦ8,	第巻p252ʧ。୰願書には、
川堤が寺の屋根とฒぶほどにも天井川化していて、明和２（1765）年７月のߑ水では「寺内建
物過半流出」、安永７（1778）７月２日「ຠ々川ߑے水強水駆込、本堂・庫ཪ೭間へ切込候」
であったが急のことで防ぎようもなかったことが௲られる。࠺ޗ川の付け替え流路は平水時流
路としては問題なく機能しても、そのۂがりくねった流路を見ても、出水時のことはなんら配
慮されていなかった可能性が高い。流路付け替えによる人為災害とݺんでもよいような状況が、
その設置当初から繰り返されてきたと言えよう。
　さらに江戸期以前についても、࠺ޗ川൙ཞをうかがわせる同時代記録を見い出せる。僧の理
性院厳助（1494-1567）による『厳助ԟ年記』享５（1532）年５月28日条は、前の豪雨で
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のਗ਼水寺への落ཕとともに、「大津相ࡔ関屋同流出」を伝えている。ただし、次節に述べる
ように、この関の位置は現在の国道一号のѭࡔಕや࠺ޗ川ےとは異なっていたと考えるが、そ
れほどの雨量ではあったであろう。ນਉの大ؗঘ氏（1454-天文年中後半）による『大ؗ常興
日記』天文９（1540）年５月20日条には、内ஊ衆の日行事であった摂津元造（？-1562 ）から
の前日付の折紙（議書）が書き留められている。その内容は、今度のߑ水（おそらく５月14
日）で「大津海道今路ቮ下、അ車೭通路以外損候」となったので、御用のّのあるࡔ本まで
の路次を開通させるべく承を求めるものである。この「大津海道今路」というのが、東海道
の新道で、それが࠺ޗ川ےであった可能性がある。これを次節に述べる。

　���　౦ւಓچ࿏ͱѭؔࡔ
　近世オールドオオツの繁栄は、それが東海道の॓場町であったことによるところが大きい。
ところが、この東海道は、オールドオオツにおいては、近世に入るまでは異なった経路をとっ
ていたとみられる。表３には、『近江༫地史略』と『大津市志』の述べる東海道についての伝
承をまとめた。それらは、ѭࡔ関位置についてと東海道چ路についての言及からなり、その全
体は矛盾なく理解できる。
　まず、ѭࡔ関についてみると、関連する遺称地名として具体的に、関寺・関山・屋が谷・
小ࡔ・ᯮ谷などをあげている。上関寺町の安養寺の山号は小ࡔ山で、ここが小ࡔとみられる。
そこから、道沿いに下って下関寺町の長安寺まで、かつてはその西側山すべてが関寺境内で
あったとされる。その関寺にはᯮ大仏があったが、天延４（976）年６月16日の地震で倒壊
した。ੁ原標女（1008-？）は『更ڃ日記』で、ਔ４（1020）年12月に上総国から初めて
上བした່時代に、その再興中の姿をѭࡔ関の手前から目撃して、「ৎの仏のいまだ荒造り
におはするが、إばかり見やられたり」と当時の記Աを௲っている。ᯮ谷は現在は大谷町と
なる位置にあり、京からこの谷ےを越えれば（標女の行程とは逆になる）、ᯮ仏にお会い
できるとの意であろう。この谷ےと関寺の間のಕを越える山が関山であって、ここをѭࡔ関の
故地と判断してよいと考える。あれから25年、徳２（1045）年11月下旬、となった標女
は、石山寺参ܮのため雪の中を再びѭࡔ関に通りかかり、「関寺のいかめしう造られたるを見
るにも、そのをり荒造りの御إばかり見られしをり思ひ出でられて、年月の過ぎにけるもいと
あはれなり」との感֒を得ている。このときの情景は、『石山寺縁起絵巻』巻三（正中年間）
でも題材とされて、അに乗る標女ら一行がѭࡔ関を過ぎる様子が描かれる。
　関を越えてからのچ路の位置については、「関山を越え今の向山寺山を過ぎത労町辺に出
て、」「࠺ޗ川の堤を通りদ本に」出るというʦ30,	巻７ѭࡔ関ʧ。したがって、関も含めその
全体は図２に示す経路ABCDEFとなろう。「関山からത労町辺」がBCDE、「࠺ޗ川の堤を通
り」がEFに相当する。もとの文には、「東に向ひຢ北に向ひてԟ古の関寺門前を過ぎ」という
ૠ入があるが、これは前半部分BCDとDEの解説と読める。DEが関寺門前に相当する。Cは関
山のಕで、それを越えCDが小ࡔである。「相ྮࡔよりࣣ町計り山を経て」というのは、線
分CDEの長さが600m余となることとほぼ符合する。ただし、ಕCをまたいで経路ABCDはಕ
道となるので、実際には図２に描く折れ線ではなく、地形に制約された自然路となろう。また、

『近江༫地史略』ʦ30,	巻８ʧは、若宮ീ഼の位置（図４）を「向山寺の山にあり」とするの
で、Eのあたりを「山を経て」とする上の記述と適合する。現在は若宮ീ഼の山側を開削し
て国道１号が設置される（もともとは1880年の大谷─അ場間の線路敷）が、本来そこはまだ高
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山寺（向山寺）山からの尾根ےであって、その延長上先端に若宮ീ഼が位置する。なお、図２
の1898年測量のԾ製地形図では経路ABが造成地を通っているが、ここは陸܉が1876年11月に
設置した大津営所付ଐ射的場であった。その設置時の伺書ʦ45ʧに記ࡌされるങ収民有地の字
名は、真直谷とᯮ谷である。伺書の付ଐ絵図にも、確かにこの谷ےをほぼまっすぐにたどる
古道が描かれる。石山寺絵巻に見える標女一行のѭࡔ関の情景は、この区間ABのものでは
ないか。また、この区間をѭࡔ関のچ地とするのであれば、時に未詳とされる「関の小川」は
この谷ےを流れていたことになる。
　さて、この経路ABCDEFが東海道چ路であったとすると、いつ近世東海道となる新道へと
移行したのであろうか。その際留意すべきは、DE間は新چ路でそれほど違っていないことで、
つまり、ѭࡔ関越えの山ַ路ABCDの部分と、平地直線路EFの部分とでは、廃道化の時期は
一致しなくともよい。実際、以下に述べるように、それは異なっていたと考える。
　まず、前者山ַ路の部分では、先に引用した通り、『厳助ԟ年記』享５（1532）年５月28
日条に「相ࡔ関屋同流出」と書くのが注目される。つまり、このときまで関屋は存在したの
である。その設置場所や運用実態については不明であるが、厳助にとって相ࡔ関屋の倒壊はそ
の日記に書き留めるべきほどの事項ではあったと言える。天文に改元となったこの年には、ѭ
寺をূݦ関をはさんで動乱があった。関屋倒壊の２ϲ月半後となる８月12日に角方が大津ࡔ
焼き討ちし、次いで24日には法華宗徒らとともに近江国からは関向こうとなる山科本願寺をփ
ਖに帰せしめたのである。また、天文５年７月になると、角方は延ྐྵ寺宗徒らと、今度は京
市中にまで入り、法華寺院を焼き払っている。こうした大܉の繰り返し通過したѭࡔಕで関の
実態が維持されていたかには疑問の点もある。村井ʦ9,	p227ʧは、この時期の角氏が、ѭ
�）関ではないが、そこからの入བ通路となる東口ࡔ҄田口）関所に強い影響力を行使してい
ることを明らかにした。こうしたことから、ѭࡔ関と関越え山ַ路ABCDの廃絶を、ここでは
この天文初頭と見ておく。この想定は、上述の『大ؗ常興日記』の「大津海道今路」との記述
が、天文９年であることとも整合する。当初は本来のچ路の出水後の荒廃で、一時的なӌ回路
だった可能性もあるが、大津ྥ（3.1節）の経営とともに、角方の京への܉用路としても利
用される新道（今路）の整備がなされていったのではないか。
　他方、後者の平地直線路の廃絶時期は明瞭のように思われる。چ路に比べると、近世東海道
は、一旦湖側へԕ回りするルートとなり、そこになにか求心力の働くものが必要である。つま
りそれは大津城しか考えられず、その築城とともに、近世東海道となる新道が主街道として設
定認知されたとしてよいであろう。先の࠺ޗ川流路付け替え時期の想定（5.1節）とあわせると、
角大津ྥ築造（1533年頃）から豊ਉ大津城築城（1586年）までのあいだ、東海道چ路は࠺ޗ
川新流路とฒび通じていたことになる。
　ただし、ѭࡔ関を越えそのまま湖方面へと出る経路としてのീ丁通りはそれ以前から存在
していた。ນ府の政所代であった川親元（1433-1488）の『親元日記別録中』には、文明10

（1478）年12月20日付で、「三井寺南院大樹ห公」より「大津九五同ീ町太」に
８؏文をିし付けたが徳政を号して返หしない旨のૌ状のあったことが記されるʦ3,	上	p207ʧ。
太の居住するീ丁通りは、ূݦ寺門前の市中の通りとして、その名称とともにこの当時す
でに存在したのであろう。それにしても、僧ཿが町人に８؏文もିし付けしかも焦げ付くと
いうのは尋常でない。このほかにも、僧真ᤩ（1401-1469）の『ӄྋݢ日録』延徳３（1491）
年11月18日条の「大津ീ町೭道場」や、『Ԃ城寺別所所当注進状断簡』永正17（1520）年の
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「ീ町分」ʦ8,	第２巻	p290ʧなどの用例が見い出せる。ただ、実際にこのീ丁通りが東海道の
主路となりچ道が道扱いされるようになるには、大津城築城に伴うオールドオオツの形成を
待つ必要があった。

̒．おわりに
　ここでは、オールドオオツの成立前からその形成発展を経て現在までの変貌を၆ᛌし、歴史
事象に関して不詳であったいくつかの事項を検討したり、これまでと異なる観点からの指摘を
与えたりした。このようにして、オールドオオツの歴史変遷の事実解明に資するのは、もちろ
んここでの目的ではある。が、それだけに留まらず、このオールドオオツの場合も以上で確認
してきたように、都市の変遷はそこを流れる河川の変遷とも抜きがたくからみあっていて、そ
うした視点を含めた考察の重要性もまた強調しておきたい。
　河川流路の人為的な改変というものは、歴史的には一般に思われているよりもかなり広範に
行われてきたようである。もちろん、条里施工はそのひとつで、例えば、図１や図３において
湖؛の低࣪域を除く平地では、条里に沿う地形改変や流路規制のなされているさまは明瞭であ
る。際川と༄川の流路の不自然さもまたすぐに目につく。このどちらも20世紀に湖水流入部を
含んでの付け替えがなされていて、前者は1937年にその流末に海܉予備ߤ空団（現自Ӵୂ大津
றಮ所）を設置したことに、後者は1940年の近江神宮創建の際に参道を河道上に設計したこと
による。際川については、この付け替え以前の流路すら、それが条里に沿いほぼ真東に向かう
ことから、人工流路であった可能性がある。これ以外にも、ᐓ池川が、建３（1336）年５
月に南ே方の新田義貞が東ࡔ本にਞを置いたときに築造したງ跡との伝承があるʦ46,	p183ʧ。
さらに、࡚は、そのऱ࡚としての規模から、四ツ谷川がある時期までそこに流下していて
その河口ऱとして形成された可能性が考えられる。現在の四ツ谷川河口にもऱ部突出がある
が、それは現位置に流路が固定されて以降の形成ということになる。実は、四ツ谷川のઔ状地
は、谷出口からそれと同じ方向の南東に向かって一番発達しており、そのままたどり࡚へと
至る本来の自然流路に沿いには、݀太廃寺の遺構が位置している。同寺の創建は大津宮にすら
先立つ７世紀前半とされるʦ15,	p48ʧので、もしそれに関連した人為的改変があったとしたら、
流路変更の極めて古い例を提供することになる（なお、݀太から南滋賀にかけては、山に多
数の܈集がみられたり、丘陵地に大น造り建物跡やオンドル遺構など、来人集落の活発な
営為をうかがわせる古時代から古代にかけての遺跡がೱ密に分することで知られる）。
　このように、図１に現れるほぼすべての河川は、平地部では人為的な流路変更を受けている
といっていいほどである。先にも述べたように、オールドオオツについては、Ԃ城寺周辺から
北方で見られる正方位を指向する地割りや水路構成が、条里施工か、場合によってはそれを遡
り大津宮遷宮にともなってなされた可能性がある。また、࠺ޗ川と百々川の流路それ自体から
うかがわれる人為的な改変を、ここでは前者は天文初年の大津ྥ築造時、後者は天正中期の大
津城築城時によるものとした。ここでは触れなかったが、明治期に入っても、まだ「ߔ」とい
う形での水路が大津町各町内に張り巡らされていた。元の『大津町町絵図』ʦ44ʧにおいて
こうした町ߔは各町絵図の必ਢの構成要素となっているし、明治の『地݊取調総絵図』ʦ47ʧ
においてすらそうである。࠺ޗ川と百々川は街の周縁に流路変更されたが、こうした町ߔまで
含めれば、その頃までは、総体としては街中での水環境の維持がなされていたと言えるかもし
れない。
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　だが、今やオールドオオツには川がない。࠺ޗ川や百々川の不自然な流路は、上述の通り、
かつて城ྥ城ֲの構成上の必要から時々の為政者がそのように設定したことにあろう。こうし
た河川も、現在では、街中の表通りでは道路拡幅などの代償として多くの部分が҉ڎ化され、
開ڎ部は町ཪでしか見られない状況にあり、さらに҉ڎ放水路すら設けられている。町ߔは、
たとえ残存していたとしても、道路側ߔとしてたいていはブロックでふさがれている。こうし
て街から水の流れは消されてしまったのである。それはオールドオオツの生と形成の過程の
そのただなかに起源を持っており、近代化の下での҉ڎ化の進行で完成したことになる。ただ、
平水時にはこうして消された川も、時折にはその姿を現す。出水時である。自然の摂理に従っ
て、土石流は谷ےから直進し、ట流は斜に沿い流れ、҉ڎ入り口で流木はつっかえる。だが、
がりくねった平水時流路はこれを制御できないし、流下流量の確保を第一義とする治水ではۂ
これに対応するに的確でない。
　オールドオオツの河川は、そのどれもが小流ではあるが、その源流のある山ַ域にはそれほ
ど開発が及んでおらず、都市近߫としては比ֱ的良好な自然環境が保持されたままであること
もあって、実は、そこからは今でも良質のਗ਼流が流れ下っている。環境における水の流れが
まっとうであり、街の機能の中にその存在が正当に位置付けられている状態であることは、街
にとってもその本来的要素のひとつなのではないか。河川は単なる水路ではない。平水時にお
いても出水時においてもまっとうである流れとは、どのようなものであろうか。そのあり方ど
うとらえるかには、それを知ろうとする心とともに、愛し、しかしかつҞれる心が必要のよう
に思われる。オールドオオツのこれまでのみでなくこれからの変遷は、河川をどう考えるかに
も多くを依っている。

　本稿では、大津市歴史ത物ؗ・滋賀県立図書ؗ・国立公文書ؗのウェブサイトで閲覧に供さ
れている史料、および滋賀県県政史料室ଂの県冊を利用した。図版の作成には、国土地理院
の基盤地図情報・空中写真・چ版地図を利用した。
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291

研究論文

ストーϒ೩মガスதະ೩ガスʢҰࢎԽૉɺԽਫૉʣ

のమ߭৮ഔにΑΔશ೩মԽ࣮ݧ
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龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

部　生
龍谷大学ཧ学部・ॿ教　里山学研究センター・研究員

ਫ࣏ࢺ　ݪ

１．はじめに
　薪ストーブの燃焼効率は、２次空気などを利用したクリーンバーン式より触媒式の方が優れ
ていることはすでにわかっている1,2）。薪ストーブの触媒は、貴金ଐをコーティングしたもの
が使われてきたが、資源量が少なく高価な貴金ଐに替わって、資源量が多く安価で貴金ଐ系の
酸化能に近い鉄߭系の酸化触媒をこれまで探索してきた。具体的には、薪ストーブに設けた
CO（一酸化炭素）低減率、HC（炭化水素）低減率測定置を作成し、国内外の多くの鉄߭
等について燃焼ガス中未燃ガス（CO、HC）のCO低減率、HC低減率の測定を行ってきた。こ
れにより、貴金ଐ系触媒にほぼ近い酸化触媒効果を持つ針鉄߭主体の鉄߭を見出した1,	2,	3）。
今回は試料として、①初めて入手できたミネット（Minette）߭２種（mAとmB）、②これま
での試験結果から貴金ଐ系触媒に近い酸化効果を持つ針鉄߭主体の鉄߭（S2）、③比ֱ用と
して貴金ଐ系触媒（SN）について、できるだけ広いガス温度域でCO低減率、HC低減率を測
定し、置入口平ۉガス温度とCO低減率、HC低減率との関係等を調べた。

ྉࢼ．２
　今回用いた試料の一覧を表１に示す。
　S2は北ே産の鉄߭であり、中国の協力を得て現在稼行中とされるものを用いた1）。表
層は光沢があり、表層数センチは針状で硬い（写真１、２参照）。主成分はFeOOHのGoethite

（針鉄߭）とされている4）。これまでの試験で、SNの貴金ଐ系触媒に近い酸化能があることが
わかっている1,2,3）。S2の試料は、մ状の߭石をハンマーで強くୟいてࡅき、2.5〜5.5mmにふ
るったものを用いた。
　ミネット（Minette）߭は、ドイツ・フランスの国境地帯、ルクセンブルグで産するڕཛ状
鉄߭で、かつてはԤ州における重要な鉄資源であった4）。ඍ生物（バクテリア）的作用で生
成したといわれている5）（写真３、４参照）。մ状として産出するが、ハンマーで軽くୟくと
いてࡅける。試験に用いたmAとmBは表１に示す通りで、いずれもմ状の߭石を注意深くࡅ
2.5〜5.5mmにふるったものを用いた。
　比ֱ用として、薪ストーブに付ଐしたハニカム構造の貴金ଐ系触媒SNは、金ばさみで注意
深く７mm程度に切断したものを用いた。
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　なお、鉄（Fe）は、ඍคࡅした試料を600ˆで２H加熱後、ܬ光9線分析置で検量線法に
より定量した。

３．$0ݮɺ)$ݮのଌఆํ๏��ʣ

　使用した薪ストーブはர鉄製のENCORE（7ermont　Castings社、アメリカ製）である。
薪は市ൢの薪ストーブ用コナラを用いた。1/2インチのSUS304管からなる小型試験置を作
成し、この管中に2.5〜5.5mmの触媒試料を８cmの高さ（容積として約18cc）にॆరした。マ
ニュアルに従って、調理用グリドルの表面温度が上限の300ˆを保持するよう薪を適宜投入し
た。しかし、薪を投入して５分間程度は燃焼が激しく、ॆర層入口の燃焼ガス温度が700ˆ以
上の高温になりやすかった。そのため、燃焼がある程度落ち着いたのちに小型測定置をグリ
ドルに開けたからストーブ内にૠ入した。ॆర層の入口と出口の燃焼ガスを同時にマスフ
ローコントローラ付きポンプで1.5L/分、３分間程度5Lテドラーバッグに採取した。燃焼ガス
の採取は、入口ガス温度をみながら１〜２時間の間に10〜20回程度行った。テドラーバッグ
に採取したガス中のO2、CO、HCೱ度は、TESTO	350-S（Testo社製）で測定した。O2ೱ度
はガルバニ電池法、COೱ度は定電位電解法（H2補償付き）、HCೱ度は熱分解法による。なお、
HCೱ度はメタン換算ೱ度とした。9低減率（9	:	CO、HC）は、（１）により酸素12%にೱ度換
算した入口、出口ೱ度を用い、（２）により求めた。
　　

　　　　　　　9低減率（%）�（１－		　　		）ʷ100（％）

　ここで、9�CO、HCで、Coは9ೱ度直読値、O2は酸素ೱ度直読値、Cin、Coutは式１で酸素
12%ೱ度に換算したそれぞれ入口、出口の9ೱ度である。測定置入口のCO、HC、O2の直読
値は、それぞれ1,000〜5,000ppm、500〜2,000ppm、8〜16%であることが多かった。置入口
ガス温度は、ॆర層入口のガス採取部で熱電対により測定し、ガス採取の開始時と終ྃ時およ
び中間値の温度の平ۉ値を用いた。なお、空間速度S7は約5100H-1である。

４．ଌఆ݁Ռ
　置入口ガス平ۉ温度（以下、入口ガス平ۉ温度という）とCO低減率、HC低減率を図１〜
図６に示す。また、入口ガス平ۉ温度350〜400ˆの低温域、400〜750ˆの高温域での平ۉCO
低減率、平ۉHC低減率を表２に示す。なお、この低温域では火Ԍは弱く、ほとんど炭火燃焼
と言える状態である。

　���　ൺֱ༻ͷۚوଐܥ৮ഔ（4/）
　図１と表２より、SNの場合平ۉCO低減率、平ۉHC低減率とも低温域でそれぞれ100%、
92.2%、高温域でそれぞれ99.5%、90.4%と広いガス温度域にわたり、ほぼ一定であると同時に
高い値を示した。

�����4�
　今回はこれまでより温度域を広げた測定を行った1,2,3）。図２と表２より、平ۉCO低減率、

ʷCoC�
21－12
21－O2

（１）

（２）
Cout

Cin
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平ۉHC低減率とも低温域でそれぞれ98.6%、87.2%、高温域でそれぞれ99.7%、88.5%と広いガ
ス温度域にわたりほぼ一定であると同時に高い値を示した。これより、針鉄߭を主体とする
S2が、貴金ଐ系触媒SNに近い酸化触媒効果を持つことが再確認された。

���　ϛωοτ߭
1）mA
　図３と表２より、mA-1の場合、低温域では高温域に比べて、CO低減率、HC低減率とも
減少する向がみられた。それでも低温域、高温域の平ۉCO低減率はそれぞれ91.1%、97.1%、
平ۉHC低減率は86.5%、93.8%と十分高かった。
　mA-2で、前加熱温度の影響を調べた。薪を投入しすぎた場合や、投入して激しい燃焼が収
まらない場合（貴金ଐ系触媒を使った本ストーブのマニュアルでは、この間はダンパーを開け
て燃焼ガスをԎ突にバイパスするよう記述してある）にガスを試験置に通すと、鉄߭の
FeOOHが高温で触媒効果のないFe2O3に変化する可能性がある。この試験は、高温のCO低減
率、HC低減率への影響を知るためであり、また、ค末状の触媒を利用する場合、೪土等をఴ
加し焼成することになり、焼成温度の限界に関する知見を得るためでもある。図４、図５と表
２より、試料を電気で650ˆ、２H前加熱したのちに試験をしても、前加熱処理なしのとき
と比べて、CO低減率、HC低減率の低下はあまりなかった。しかし、750ˆ、２H加熱したの
ちに試験すると、特にCO低減率の低下が著しかった。

2）mB
　図６と表２より、mBの場合、mAの場合と同じく、低温域では高温度域に比べて、CO低減
率、HC低減率とも減少する向がみられた。それでもmBの場合も低温域、高温域の平ۉCO
低減率はそれぞれ82.9%、95.8%、平ۉHC低減率はそれぞれ70.7%、84.7%と十分高かった。

５．まとめ
　薪ストーブに設けたॆర層タイプの未燃ガス低減率測定置を作成し、350〜700ˆ付近の広
い燃焼ガス温度、S7	5100H-1のもとで鉄߭触媒によるCO低減率、HC低減率を測定し、次に
示す知見を得た。
１）針鉄߭主体の鉄߭（S2）が貴金ଐ系触媒（SN）に近い高いCO低減率、HC低減率を持

つことが再確認できた。
２）ඍ生物由来とされるڕཛ状鉄߭のミネット߭は、S2に比べて若干低いが、それでも十

分高いCO低減率、HC低減率を持つことがわかった。成因が異なると思われるこれら２種の
。鉄߭が、共通して高い酸化能を持つことは興味深い

３）今回は鉄߭を破ࡅし2.5 〜 5.5mmにふるい分けしたཻをॆరして測定したが、鉄߭ค
末に೪土等をఴ加し焼成して利用する場合、650ˆ以下の焼成なら問題はなさそうである。

　今後は、さらに実用化に向けた検討を行っていきたい。

謝辞
　Minette߭はMusÉe	National	des	Mines	de	 fer	Luxembourgeoisesより提供をうけた。深く
感謝いたします。また、その他の߭石は（ג）ニチカの協力によった。
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実験、琵琶湖水域圏の可能性　里山学からの展望、龍谷大学里山学研究センター、晃洋書房、pp.222-
231	（2017）

３）部、水原、薪ストーブ燃焼ガス中未燃ガス（一酸化炭素、炭化水素）の鉄߭触媒による完全燃
焼化実験─前加熱温度の影響、龍谷大学里山学研究センター、pp.187-193（2017）	

４）山口大学工学部学術資料展示ؗ、msoc.eng.	yamaguchi-u.jp
５）,apila　Dahanayake,et al.,	 Stromatolites,	 Oncolites	 and	Oolites	 Biogenically	 Formed	 in	

situ,Naturwissenschaften,	72,	513-518（1985）　

試料 産　地 概　　　要 Fe（%）

SN （比ֱ用） 薪ストーブ（アンコール）付ଐ貴金ଐ系触媒：ハニカム構造を全ハサ
ミで７mm程度に切断 －

S2 北ே 鉄߭の一種の針鉄߭Goethite（FeOOH）を含む、表層数センチは
針状層	、全体的に硬い、黒৭ 38.5

mA ルクセンブルグ ৭、鉄߭、ミネット（Minette）߭、մ状ཛ状ڕ 32.6

mB ルクセンブルグ 、きやすいࡅ鉄߭、ミネット（Minette）߭、մ状であるがཛ状ڕ
グレー 20.3

表１　試料一覧

写真１　S2の表面

写真３　mAの表面

写真２　S2の断面

写真４　mBの表面

表面

針状層
｝
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表２　温度域でまとめた試料ごとの平ۉCO低減率と平ۉHC低減率

試料記号
前加熱

置入口
ガス平ۉ
温度範囲

n
平ۉ
CO

低減率

平ۉ
HC

低減率

置入口
ガス平ۉ
温度範囲

n
平ۉ
CO

低減率

平ۉ
HC

低減率

ˆ % % ˆ % %
SN なし 357 〜 448 11 100 92.2 472 〜 682 16 99.5 90.4
S2 なし 395 〜 441 ６ 98.6 87.2 459 〜 690 26 99.7 88.5

mA－1 なし 398 〜 449 ８ 91.1 86.5 454 〜 714 28 97.1 93.8
mA－2 なし 436 〜 466 ２ 90.1 76.1 512 〜 662 ６ 96.8 89.7

650ˆ、2H 459 〜 663 13 92.6 86.2
750ˆ、2H 431 １ 20.5 58.6 453 〜 687 ８ 50.7 68.2

mB なし 369 〜 448 ６ 82.9 70.7 467 〜 689 25 95.8 84.7
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活動日誌

ࢽ　ಈ　　׆

ᾇ　ӡӦ会ٞ
１）第１回運営会議（2018年４月19日開催）
２）第２回運営会議（2018年５月22日開催）
３）第３回運営会議（2018年６月30日開催）
４）第４回運営会議（2018年９月27日開催）
５）第５回運営会議（2018年10月25日開催）
６）第６回運営会議（2018年11月29日開催）
７）第７回運営会議（2018年12月18日開催）
８）第８回運営会議（2019年１月18日開催）
９）第９回運営会議（2019年２月15日開催）

ᾈ　શ体会ٞ
１）第１回全体会議（2018年６月30日開催）

ᾉ　ڀݚ会
１）第１回研究会（2018年５月11日開催）
２）第２回研究会（2018年６月30日開催）
３）第３回研究会（2018年８月１日開催）
４）第４回研究会（2018年８月５日開催）
５）合॓研究会（2018年８月23日-８月24日開催）
６）第５回研究会（2018年10月14日開催）
７）第６回研究会（2019年２月23日開催）

ᾊ　γンϙδム
１）「SDGsと里山モデル〜持続可能社会に向けて〜」
　　（2019年３月９日開催）
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